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1．はじめに 

独立行政法人日本原子力研究開発機構（現国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、以下「原

子力機構」という。）は、平成 26 年 12 月 22 日に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律第 36 条（現第 43 条の 3 の 23）第 1 項の規定に基づく保安のために必要な措置命令

について（平成 25 年 5 月 29 日 原管 P 発第 1305293 号）」に対する対応結果報告(以下「旧 36

条報告書」という。）を原子力規制委員会へ提出した。 

一方、実施する点検の詳細工程等を検討する中で、平成 27 年 1 月 14 日に、旧 36 条報告書の

「不適合の処置を実施した機器リスト」並びにこのリストに基づいて集計した「未点検機器の解

消状況」の表等に記載した機器数に誤りがあることを確認し、旧 36 条報告書全体の機器数に他に

誤りがないかについて調査を開始した。調査及び確認の状況を 1 月 15 日及び 21 日に原子力規

制庁に報告し 2 月 2 日に原子力規制委員会へ旧 36 条報告書の補正を提出した。 

高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。）は、この誤りを受け、平成 27 年 1 月 16

日に不適合報告書「原子力規制委員会への報告書の記載内容の誤りについて（管理番号 14-154）」

を発行した。その後、この誤りを原子力規制庁に説明したところ、過去にも誤りがある報告をし

た事例があり、再発していることを指摘された。これを受け「平成 25 年 1 月に報告した報告書で

も、集計に誤りがあったが、十分チェックできないまま公表しており、再発させた。」こと、誤り

が 35 事象発生していることを明らかにし、不適合報告書（管理番号 14-154R1）を平成 27 年 1

月 27 日に発行した。当該不適合報告書について、平成 27 年 1 月 28 日に是正処置計画（14-154）

を発行した（表-1 保安措置命令報告書の機器の集計誤りの具体的な内容）。 

本件について、もんじゅ所長は平成 27 年 2 月 10 日に安全・核セキュリティ統括部長へ不適合

報告書(14-154)を報告した。 

この不適合報告書を踏まえ、安全・核セキュリティ統括部長は、現在もんじゅにおいて実施し

ている根本原因分析チーム（リーダー：原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部長）の下に

「「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤りに関す

る分析チーム」(以下「分析チーム」という。）を平成 27 年 2 月 10 日に設置した。 

本報告書は、分析チームにおいて実施した根本原因分析の結果及びその結果に基づく必要な対

策の提言について取りまとめたものである。 

 

2．事象の概要 

旧 36 条報告書の本文の未点検機器の解消状況及び別表 3 の「不適合の処置を実施した機器リス

ト」（以下「別表 3」という。）の記載内容に誤りがあった。平成 25 年 1 月 31 日提出の報告書に

おいても、本件と同様の記載内容に誤りがあった。 

本件については、不適合報告書を発行した際には電気保修課、機械保修課及び保全管理課の所

管箇所に誤りが確認されていたが、不適合の除去として、旧 36 条報告書の誤りを確認している際

に上記の 3 課以外にも燃料環境課、施設保全課及び保全計画課の所管箇所にも誤りが発見された。

また、電気保修課、機械保修課及び保全管理課についても他に誤っている箇所を数件発見した。 
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3．根本原因分析の実施体制 

3.1 分析対象事象の抽出及び分析チームの設置 

安全・核セキュリティ統括部長は、もんじゅからの不適合報告書を踏まえ、「もんじゅ」に係る

保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤り(以下「旧 36 条報告書の不

適合処置を実施した機器の集計誤り」）について、「QS-A05 不適合等の根本原因分析に係る手順」

（安全統括部（現安全・核セキュリティ統括部）平成 19 年 12 月制定 平成 25 年 6 月改訂）(以

下「原子力機構の分析手順」という。）に従って、本件を「安全に重大な影響を与える事象」とし

て抽出し、平成 27 年 2 月 10 日に分析チームを設置し活動を行うこととした（図-1 参照）。安全・

核セキュリティ統括部長は、旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤りに関する根本

原因分析を実施するにあたり、分析チームの要員が処遇上の不利益を被らないよう所属長に要請

するとともに、既に「もんじゅ」関連で根本原因分析を実施している状況から安全・核セキュリ

ティ統括部長の下に設置している根本原因分析チームの下に分析チームを設置し活動を行うこと

とした。なお、分析対象のもんじゅ及び関連する部署には、本調査の重要性を認識し、調査に協

力することを要請した（図-2 参照）。 

この他、当該事象に関する情報収集を行うため、中立的な立場で活動が行える範囲でもんじゅ

に調査チームを設置した。 

 

3.2 分析チーム体制 

安全・核セキュリティ統括部長は、原子力機構の分析手順に従い、根本原因分析の中立性を確

保するため、分析チームのメンバーを人選した（別添-1 分析チーム構成及び取組み 参照）。 

 

4．分析の進め方 

4.1 分析・調査の方針 

分析チームは、原子力機構の分析手順に従って、以下の対応を行った。 

（1） 調査の方針・課題 

旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤りにおいて、組織としての問題が潜在して

いないかどうかを調査・分析する。また、当該集計誤りの分析結果を受けて、「高速増殖原型炉も

んじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備に関する根本原因分析結果の報告書

(平成 26 年 11 月)」(以下「RCA 報告書」という。）の頂上事象と類似の事象が発生したかどうか、

また頂上事象と類似の事象が発生している場合は、直接要因と同様の事象が発生したかどうかに

ついても調査する。 

調査では、関連する文書、記録等から、客観的な事実を収集するとともに、必要に応じて関係

者からの聞き取り調査等を実施する。 

また、分析結果から組織として問題が認められた場合、それに対する対策（または検討事項）

について提言する。 

（2） 調査すべき事実関係 

① 旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤りに関する事項、当該集計誤りに関し

て RCA 報告書の頂上事象と類似の事象が発生している場合、当該類似の頂上事象に関連す

る直接要因と同様の事象が発生したことに関する事項 
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② その他分析チームが必要とした調査事項 

 

4.2 採用した分析手法 

分析チームは、根本原因分析に当たり原子力安全・保安院の「事業者の根本原因分析実施内容

を規制当局が評価するガイドライン」(以下「国のガイドライン」という。）のベースとなった「根

本原因分析に対する国の要求事項」に示される「根本原因分析の実施に当たっては、分析主体の

中立性、分析結果の客観性及び分析方法の論理性が確保されることを確実にすること」等を基本

として、また、民間規格の「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）

の適用指針－原子力発電所の運転段階－」（JEAG4121-2009）付属書-2「根本原因分析に関する

要求事項」の適用指針に適合するよう努めた。 

また、事象に対する時系列の分析を行い、見出された問題点に関して背後要因を SAFER

（Systematic Approach For Error Reduction）の方法を用いて分析した。この過程で、関連する

文書類の確認、事実関係の調査を実施した。 

SAFER の方法による分析では、頂上事象を起点として、今まで調査した事実に基づき、何故

その事象が発生したのかを辿っていき、背後要因の連鎖構造を明確にするが、その中に時系列の

分析で見出された問題点が全て入っていること、また、それらの背後要因が含まれていることが

必要である。単に問題点から出発するのではなく、頂上事象から出発して漏れなく事象の背後要

因全体を明確にすることが SAFER の方法である。 

さらに、抽出された背後要因の中で、マネジメントの観点から何が大きな要因なのかを究明し、

最終的に直接要因の背後にある組織の要素を含む背後要因（以下「組織の要因」という。）を取り

除くために有効な対策について検討する。 

 

5．事象の把握と問題点の整理 

5.1 文書類の調査及び聞き取り調査（データ収集・調査） 

本事象に関して、旧 36 条報告書を作成するに当たって、もんじゅプラント保全部において点検

不備のあった機器を集計した作業及びもんじゅ運営・研究開発センター（以下「センター」とい

う。）において旧 36 条報告書に取りまとめた経緯について調査した。また、旧 36 条報告書の提

出までの経緯について調査した。 

文書類の調査については、品質保証に関する文書、旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器

の集計誤り及び当旧 36 条報告書の提出に関連した文書及び記録等について調査した（過去に同様

の誤りが発生した不適合報告書（12-40）を含んでいる）。 

また、関係者に対して聞き取り調査を行った。 

なお、本報告書には、関係者の個人名は伏せ、組織の要因を明らかにするために組織名及び役

職名を示した。 

 

5.2 時系列の整理 

5.1 項による文書類の調査及び関係者への聞き取り調査を基に、誤りを発生させた状況の他、

旧 36 条報告書に関する過去の対応及び旧 36 条報告書の提出までの事象を整理した（添付資料‐

1 「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤りに関



4 
 

する時系列 参照）。 

この時系列は、各時期に行われた業務の流れに沿って、業務に携わった当時の関係者（組織、

担当課長、担当者（チームリーダー（TL）及びチーム員））が、各業務にどの様に関わったか、

また当時どう考えたかの事実関係を整理した。また、この時系列の中で今回の事象に関連すると

考えられる問題点を抽出し、この問題点を 5.4 項の分析対象とする問題事象として選定するとと

もに、6.1 項の要因分析に反映した。 

なお、下記の時系列について、関係者の関連付けを明確にするため、プラント保全部における

集計作業に関する経緯と旧 36 条報告書を原子力規制庁に提出するまでの手続きに関する経緯に

分別して記載した。 

（1） プラント保全部における集計作業に関する経緯 

もんじゅでは、旧 36 条報告書の未点検機器の状況の確認及び誤りの解消を図るため、以下の

点検計画を策定し体制を整備した上で保全計画の確認作業を平成 26 年 3 月から実施し、確認結

果に基づき不適合報告書を発行して不適合の除去等を実施した。 

A) 点検計画の計画に係る項目の確認作業実施要領書 

制定日 ：平成 26 年 3 月 4 日 

作業内容：点検計画の計画部（系統番号、系統名称、設備区分、機器区分、機器名称、機

器番号、機器個数、監視対象機器、劣化メカニズム事象保全方式、採取データ

項目、管理基準の根拠、確認・評価方法、保全重要度）について確認を行う。 

B) 点検計画の実績部の確認作業要領書 

制定日 ：平成 26 年 6 月 4 日（最終改訂：平成 26 年 10 月 15 日） 

作業内容：点検計画の実績部（点検項目、点検内容、点検実績(直近)）について確認を行

う。 

C) 保全の有効性評価、不適合報告書の特別採用に係る技術的妥当性の再確認、作業要領書 

制定日 ：平成 26 年 5 月 20 日（最終改訂：平成 26 年 12 月 17 日） 

作業内容：供用開始前第 2 保全サイクルの保全の有効性評価及び不適合報告書の特別採用

に係る技術的妥当性の再確認を実施する。 

D) 点検計画 Rev.15 未反映タスクの確認作業要領書 

制定日 ：平成 26 年 9 月 25 日（最終改訂日：平成 26 年 10 月 8 日） 

作業内容：点検計画 Rev.15 に記載すべきタスクで点検計画改正時（Rev.12～Rev.15）の

抜け落ちタスクを抽出し、抽出されたタスクの点検計画に記載される事項を確

認する。 

E) 重複機器の保全方式、保全重要度の整理作業要領書 

制定日 ：平成 26 年 7 月 23 日 

作業内容：同一機器の保全方式、保全重要度の横並び及び重複機器を抽出し整理する。 

F) 直営点検で実施した外観点検の点検記録の点検記録確認作業要領書 

制定日 ：平成 26 年 11 月 11 日 

作業内容：直営点検であり、個別に対象機器の判定を行っていない点検記録の妥当性を確

認する。 

G) 点検計画「一式」表記の再確認作業要領書 
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制定日 ：平成 26 年 6 月 26 日 

作業内容：一式として管理している機器について、個々の機器が特定できることを確認す

る。 

H) 点検計画の実績部の確認（その 2）作業要領書 

制定日 ：平成 26 年 10 月 14 日 

作業内容：「点検間隔/頻度」及び「点検周期根拠」について、保全方式の整合性を確認す

る。 

I) 点検計画記載機器確認作業要領書 

制定日 ：平成 26 年 11 月 23 日 

作業内容：点検計画への未反映機器を抽出する。 

 

上記 A)から I）に基づく確認作業で保全計画に誤りがあることを受け、旧 36 条報告書の取り

まとめを行うセンター計画管理部長は、平成 26 年 11 月 26 日にプラント保全部に対して、保全

計画改善作業の結果を反映した機器の件数及び技術根拠を整備した機器数などの情報を入力す

るよう依頼した。依頼を受けたプラント保全部は、旧 36 条報告書に記載する未点検機器の解消

状況（分類表）を取りまとめるため、プラント保全部次長を集計取りまとめ責任者とし、各課の

取りまとめ役（課長代理等）を指名して対応した。プラント保全部次長は、集計作業に関する実

施計画書を作成せずに、平成 26 年 11 月 26 日に関係する課に対してメールにて作業指示を依頼

するとともに、旧 36 条の報告書を作成する専従チーム（以下「報告書作成専従チーム」という。）

の担当者の同席のもと、平成 26 年 11 月 28 日に各課の管理者及び担当者を招集し、集計作業に

関する説明を行った。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は集計作業において、集計の条件や方法を

統一した上で集計させるべきであったが、集計に当たっての方法が統一されておらず、

RCA報告書の直接要因2-(2)（調査方法等の統一）と同様の事象が発生した（問題事象[7]1） 

 

集計取りまとめ責任者であるプラント保全部次長は、関係する各課に対して、上記の確認作業

で明らかにした保全計画の誤りを未点検機器の解消状況及び不適合の処置を実施した機器リス

トとして集計し、報告書取りまとめ担当者に報告した。この報告を受け、センター計画管理部長

は、集計結果を旧 36 条報告書に記載した。その後、提出のための手続きを経て平成 27 年 12 月

22 日、旧 36 条報告書として原子力規制庁に提出した。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を行う各課の取りまとめ者に、

作業の進捗状況を把握（監視・測定）するよう指示し、明確な記録をもってリリースすべ

きであったがしておらず、RCA 報告書の直接要因 2-(30)（監視・測定しリリース）と同様

の事象が発生した（問題事象[7]2） 

 集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は集計作業において、集計結果を確認（検

証）して旧 36 条報告書取りまとめの運研センター技術管理課にリリースすべきであった

がしておらず、RCA 報告書の直接要因 2-(31)（完了の状態確認）と同様の事象が発生した
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（問題事象[7]3） 

 

プラント保全部では、再点検項目のリストと終了時期（特別採用の期間に入っていること）を

確認するための整理表案（旧 36 条報告書 別表 3 と同様）を基に確認作業を実施したところ、未

点検機器の解消状況の集計した数値及び別表 3 の「不適合の処置を実施した機器リスト」の記載

内容に誤りがあることを確認した。 

プラント保全部における集計作業において発生した誤りは、不適合報告書（14-154 及び

14-154R1）により 35 事象の誤りが発生したことが判っている。当該集計作業及びプラント保全

部に報告するまでの経緯を課毎に整理して以下に示す。 

① 機械保修課で発生した誤りの経緯 

機械保修課では、「「特別採用」としているにも関わらず、1 次主冷却系循環ポンプ M-G セ

ットについて、特別な保全計画で管理するため、使用する前（原子炉起動前）に点検する計

画としていたことから、「点検不要」と誤認した。」、「不適合報告書の機器リストからの転記

の際、確認が十分でなかったことから、保全計画に追加する機器の記載が別表 3-4②から抜

けていた。」等の誤りが発生した。主たる時系列を以下に示す。 

・ 機械保修課長代理は、プラント保全部次長のメールによる旧 36 条報告書に必要な機器の情

報の集計作業について、担当者等に集計作業を行うよう指示し、平成 26 年 11 月 28 日に開

催された説明会に出席した（説明会には、課長、担当者も参加）。 

・ 指示を受けた機械保修課各 TL 及び入力担当者は集計作業を行い、その結果を機械保修課長

代理に報告し、機械保修課長代理は、平成 26 年 12 月 3 日までにプラント保全部次長に報

告した。 

・ 報告書作成専従チーム担当者から追加作業の依頼を受けたプラント保全部次長は、部内説

明会を開催し機械保修課からは課長代理が参加した（平成 26 年 12 月 8 日）。 

・ 説明を受けた課長代理は、集計担当者に作業に用いる集計表及び作業要領書の作成を指示

し、集計担当は指示に従い、集計表及び「再点検機器確認作業要領書」を作成した。しか

し、当該要領書には、「該当する機器について、該当するカテゴリーにフラグ立てを行うこ

と」と記載されており、各カテゴリの定義については、記載されていない。」、「不適合報告

書が発行される以前に点検を実施している機器が「実施済」、「未実施」、「不要」のうち、

どの区分に該当するかが明確に規定されていない」等、具体的な作業内容が規定されてい

ないものであった。作成した要領書は、課長代理及び各 TL の合議を経て、課長の承認を得

た。承認された当該要領書に従い、担当者は作業を開始した。 

・ 入力担当者は、まず、集計作業用のデータベース上にどの不適合に区分されるかフラグ立

てを実施し、その後、不適合対象機器に対する点検の状況を、「点検済み」、「未実施」、「不

要」の 3 つに分類分けを実施したが、特別な保全計画に移行した機器で特別採用を行うこ

とは、TL が取りまとめており、課員には知らされておらず、作成した集計表は、精度の良

いものではなかった。集計リストにおいて、機器がどの不適合に区分されるかの欄につい

ては、エビデンスを用いてダブルチェックを行った。しかし、「点検済み」、「未実施」、「不

要」の欄については、時間の関係上シングルチェックとなってしまう等、集計作業での誤

りが散発した（集計作業：平成 26 年 12 月 13 日～14 日）。 
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・ 平成 26 年 12 月 15 日に品質管理チーム担当者は、集計表を確認したが、フラグの入力欄に

「0」もしくは「1」が入力されていることを確認するものであった。なお、本作業は抜け

がないことを確認することを目的としていたため、確認の際にエビデンス等は用いていな

かった。その後、集計担当者は、作業の結果抽出されたものを旧 36 条報告書別表 3 の形式

に変換し、同日、課長代理が確認し、課長代理は集計表をプラント保全部次長に報告した。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 機械保修課は、集計の際に 112 系（ 1 次主冷却系循環ポンプＭ-Ｇセット）が「別表

3-1② 直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用を実施した機器」のリストか

ら抜けていた（問題事象[1]1） 

 機械保修課は、誤って 1 次メンテナンス冷却系中間熱交換器等（328 機器）を「別表

3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別

採用を実施した機器」のリストに計上した（問題事象[1]2） 

 機械保修課は、冷凍機凝縮器 A を「別表 3-3② 保全方式を事後保全又は状態基準保全

から時間基準保全に変更した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って

計上した（問題事象[1]3） 

 機械保修課は、ナトリウム・水反応生成物収納設備カバーガス第 2 圧力開放弁 C 等の

59 機器を「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過し

た機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上しなかった（問題事象

[1]4） 

 機械保修課は、081 系アニュラスシール（アニュラス上部）及び１次メンテナンス冷却

系Ｒ／Ｖ入口側ベント弁を「別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点

検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」のリストに誤って計上した（問題

事象[1]5） 

 機械保修課は、１次メンテナンス冷却系中間熱交換器を「別表 3-2② 十分でない保全

の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」

のリストに誤って計上した（問題事象[1]6） 

 出入管理室加熱器等の 11 機器について「別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機

器のうち点検を実施した機器」のリストに計上されなかった（問題事象[1]7） 

 機械保修課は、循環ポンプ C-B 等の 52 機器について「別表 3-1① 直近の点検が十分

でなかった機器のうち点検を実施した機器」のリストに誤って計上しなかった（問題

事象[1]8） 

 機械保修課は、原子炉補機冷却水熱交換器Ｃ１等の 3 機器について「別表 3-2② 十分

でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施

した機器」のリストに誤って計上しなかった（問題事象[1]9） 

 機械保修課は、制御用圧縮空気設備ディーゼル建物仕切弁等の 7 機器について「別表

3-3② 保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のうち

特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上しなかった（問題事象[1]10） 

 機械保修課は、460 系 屋外配管・サポートについて、「別表 3-1② 直近の点検が十

分でなかった機器のうち特別採用を実施した機器」に計上するべきであったが、「別表
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3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」に誤って計上し

た（問題事象[1]11） 

 460_V0072A 制御用空気除湿装置Ａ除湿等入口切替弁は別表「3-2② 十分でない保全

の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」

に計上すべきであったが、「別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点

検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って計上した（問題事象[1]12） 

 「別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器の

うち点検を実施した機器」のリストに点検不要の機器（１次系油ポンプ C-A 出口逆止

弁等の 79 機器）が誤って計上された（問題事象[1]13） 

 点検済の電磁ポンプ冷却系 B 安全弁等の 7 機器は「別表 3-1② 直近の点検が十分でな

かった機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上された（問題事象

[1]14） 

 配管支持構造物（430 系）について「別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機器の

うち点検を実施した機器」のリストに計上すべきところを、「別表 3-2① 十分でない

保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」

のリストに計上された（問題事象[1]15） 

 機械保修課は保全方式と有効性評価と重複した窒素ガス供給系出口遠隔操作弁等の 19

機器について、「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち特別採用を実施した機器」にのみ計上したため「別表 3-3② 保全方

式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のうち特別採用を実

施した機器」のリストに誤って計上されなかった（問題事象[1]16） 

・ 平成 26 年 12 月 16 日にプラント保全部次長は、別表 3 の機器名称及び機器番号を、保全計

画 Rev.17 と整合をとるように修正を依頼した。機械保修課では、品質管理チーム及び入力

担当者で別表 3 の機器名称及び機器番号が保全計画 Rev.17 と整合性がとれるよう修正し、

集計担当者の確認を経て、平成 26 年 12 月 17 日に集計担当者からプラント保全部次長に修

正した集計表を直接送付した。 

・ 平成 26 年 12 月 19 日に報告書作成専従チーム担当者は、機器の記載方法の修正をプラント

保全部次長に依頼し、プラント保全部次長は各課に対して修正を指示した。機械保修課で

は、課長代理が集計担当者に別表 3 に記載されている機器が複数のカテゴリーで分類され、

重複する場合であっても表示するよう修正を指示し、集計担当者は、指示に従い修正し、

プラント保全部次長に回答した。 

 

② 燃料環境課で発生した誤りの経緯 

燃料環境課では、「点検が実施済で、別表 3 への記載の対象外との思い込みがあったため、

配管支持構造物の記載が抜けた。」、「機器数を手入力した際、機器番号が一つで機器数 2 台の

ものについて入力を誤った。」等の誤りが発生した。主たる時系列を以下に示す。 

・ 燃料環境課長は、プラント保全部次長が発信した旧 36 条報告書に必要な機器の情報の集計

作業について、担当者に集計作業を行うよう指示し、指示を受けた担当者は、平成 26 年 11

月 28 日に開催された説明会に出席した。 
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・ 担当者は、プラント保全部次長からの指示に従い集計作業を行った。集計作業において、

別表3-1①の元となる集計表を作成した際、定電圧電源直流電源（641_D0002）の機器数に

誤りがあること「配管支持構造物（9機器）」の記載が抜けていること及び別表3-2②の元

となる集計表を作成した際、「620系フローメータ（2機器）の分解点検」を「未実施」と

すべきことを指摘すべきであったが、「点検不要」となっていることを発見できなかった。

また担当者は、別表3-1①の元となる集計表を作成する際、当該機器の機器数について「2」

とすべきところ、「1」と誤った入力する等、集計を誤った。 

・ 燃料環境課長は、集計表の作成作業は担当者に一任し、集計表の記載内容に誤りがないこ

とを確認する体制とせず、また、トータルで 3 件の不適合に対する作業なので、2 日程度の

作業（370 機器）であり、集計作業に係る要領書を作成していなかった。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 燃料環境課では「別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施し

た機器」に記載した機器のうち、定電圧電源直流電源（641_D0002）の機器数を「2」

とすべきところ、「1」と誤った記載があった（問題事象[2]1） 

 燃料環境課では「別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施し

た機器」として「配管支持構造物（9 機器）」の記載が抜けていた（問題事象[2]2） 

 燃料環境課では「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を

超過した機器のうち特別採用を実施した機器」として「620 系 フローメータ（2 機器）」

の記載が抜けていた（問題事象[2]3） 

・ 担当者は、平成 26 年 12 月 4 日に報告書に必要な事項を記載したメールによりプラント保

全部次長、燃料環境課長、燃料環境課長代理に回答した。 

 

③ 施設保全課で発生した誤りの経緯 

 施設保全課では、「集計取りまとめ責任者であるプラント保全部次長から指示があった報告

書に必要な機器の情報提供において、施設保全課所掌の 1 件（102 機器）のカテゴリを「別表

3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち、点検を実

施した機器」に分類すべきところを、「別表 3-3① 保全方式を事後保全又は状態基準保全から

時間基準に変更した機器のうち点検を実施した機器」に誤って分類した。」の誤りが発生した。

主たる時系列を以下に示す。 

・ 施設保全課担当者は施設保全課長の指示により、平成 26 年 11 月 28 日に開催された「旧

36 条報告書に必要な機器の情報の集計作業」に関する部内説明会に出席した。 

・ 説明会での依頼を受けて施設保全課担当者は集計作業を行い、その結果を施設保全課長及

び課長代理に報告し、施設保全課長代理は、平成 26 年 12 月 5 日にメールにてプラント保

全部次長に報告した。 

・ 報告書作成専従チーム担当者から追加作業の依頼を受けたプラント保全部次長は、部内説

明会を開催し施設保全課からは担当者が参加した（平成 26 年 12 月 8 日）。 

・ 施設保全課長から作業指示を受けた施設保全課担当者は、プラント保全部からカテゴリに

ついて詳しい説明もなく、不適合報告書を基準に区分することも伝えられていなかったた

め、当該機器が 4 つの区分のうち「保全方式を変更した機器」、「保全の有効性評価が不十
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分な機器」の何れかに該当することまでは絞り込むことができたが、何れにも該当すると

考え施設保全課長と検討した結果、保全部次長と相談することとした。（平成 26 年 12 月 8

日）なお、施設保全課では、本作業は機器のカテゴリ分けであることから作業計画書は不

要と考え作成しなかった。 

・ 施設保全課長及び担当者は、当該機器が何れのカテゴリにも該当する旨を説明したうえで、

どちらのカテゴリに分類するかプラント保全部次長に口頭にて相談した。保全部次長は、

施設保全課の説明を基に「保全方式を変更した機器」に分類するよう誤った指示をした（平

成 26 年 12 月 10 日）。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 施設保全課は、特殊扉等について「別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効

にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」のリストに記載すべきで

あったが、誤って「別表 3-3① 保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準

に変更した機器のうち点検を実施した機器」のリストに記載した（問題事象[3]1） 

・ 施設保全課長は、プラント保全部次長の判断であることから受けた回答に対して特に疑念

は持たず当該機器のカテゴリを、プラント保全部次長の指示どおりに報告した（平成 26 年

12 月 15 日)。 

 

④ 保全計画課で発生した誤りの経緯 

 保全計画課では、「報告書作成専従チーム担当者から依頼があった報告書第 6 章に記載する

「技術根拠を整備した機器数」及び「点検項目、内容、点検間隔/頻度を変更していない機器

数」の集計作業」の誤りが発生した。主たる時系列を以下に示す。 

・ 報告書作成専従チーム担当者は、「報告書第 6 章案の内容確認及び本文に記載する機器数の

算出作業依頼」を保全計画課長にメールにて送付した（平成 26 年 11 月 15 日）。 

・ 依頼を受けた保全計画課長は、作業担当となる主査と打ち合わせを実施し作業方法等を検

討し、「技術根拠を整備した機器数」については、保守管理支援システムのデータを基に、

「点検項目、内容、点検間隔/頻度を変更した機器数」を算出し、その値を母数から差し引

くことで「点検項目、内容、点検間隔/頻度を変更していない機器数」を求めることとした

が、作業自体が単純な集計作業であることから作業計画書等を作成し要求事項及び作業方

法等を明確にすることはしなかった。 

・ 保全計画課主査は、保守管理支援システムへの入力作業を行うシステム管理チームへ「技

術根拠を整備した機器数」の算出を依頼した。作業を開始したシステム管理チームは、デ

ータベースに対象外の機器が含まれていることから、対象外機器には削除フラグを立てて

集計した。 

・ システム管理チームは保全計画課主査に集計結果を報告した。集計に用いた保守管理支援

システムのデータベースは日々更新されることから、本来は更新の都度集計作業を実施し

最新の対象機器数を求める必要があったが、システム管理チームは保全計画課主査から集

計結果が報告書に使用されることを伝えられていなかったため、依頼があった時点のみの

作業であると思いデータ更新に伴う作業を行わなかった（作業終了：平成 26 年 12 月 3 日）。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 
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 保全計画課は、旧 36 条報告書において「技術根拠を整備した機器数」に誤った数を

記載した（問題事象[4]1） 

 保全計画課は、旧 36 条報告書において「点検項目、点検内容、点検間隔/頻度を変更

した機器数」に誤った数を記載した（問題事象[4]2） 

・ 保全計画課主査は、紙出力した変更点リストにページ毎の機器数を集計し、それらを取り

まとめて機器数を算出しようとしたが、ページ毎の小計を取りまとめる際に抜けが発生し

集計を誤った。また、集計結果の確認作業も不十分であり集計結果が誤っていることに気

付かなかった（作業終了：平成 26 年 12 月 3 日）。 

・ 保全計画課主査は 2 件の集計結果を保全計画課長に報告した。報告を受けた保全計画課長

は主査に対しプロセス及びダブルチェック実施の確認のみを行い、報告書作成専従チーム

担当者に暫定値として口頭で報告した（平成 26 年 12 月 4 日）。 

・ 保全計画課長は、プラント保全部内で差分修正を行った後に報告書作成専従チーム担当者

に最終報告を行った（平成 26 年 12 月 15 日）。 

 

⑤ 保全管理課で発生した誤りの経緯 

保全管理課では、「点検計画（Rev.15）に誤った機器番号が記載されていたことから設計図書

との確認において「保全計画に追加する機器」として抽出され、点検計画（Rev.17）改正時に

修正された機器番号情報との確認が十分でなかったことから、「保全計画に追加する機器」で

ないものを別表 3-4②に記載した。」、「不適合報告書の機器リストからの転記の際、確認が十分

でなかったことから、保全計画に追加する機器の記載が別表 3-4②から抜けていた。」等の誤り

が発生した。主たる時系列を以下に示す。 

・ 「点検計画 Rev.15 未反映タスクの確認作業要領書」＊に基づく確認作業（平成 26 年 9 月 5

日～） 

 本要領書は、点検計画 Rev.15 に記載すべきタスクで、点検計画の改正時（点検計画 Rev.12

～Rev.15）に抜け落ちたタスクの抽出及び抽出されたタスクの点検計画に記載する事項の

確認を行うもので、平成 26 年 9 月 5 日（最終改訂日:平成 26 年 10 月 8 日）にプラント保

全部長の承認を得ている。この確認作業の結果、電気保修課所掌の機器が抽出され、その

リスト（不適合報告書に添付するリストのベースとなるデータ）を部付技術主幹に情報を

提供している。 

・ 点検計画 Rev.15 未反映タスクの確認作業で抽出した機器について、不適合報告書(14-98)

を発行した（平成 26 年 11 月 27 日）。 

・ 「点検計画記載機器確認作業要領書」＊に基づく確認作業（平成 26 年 10 月末頃～） 

 本要領書は、点検計画の計画部の確認作業のアウトプットの中に点検計画への未反映の

機器があることが分かったことから、点検計画への未反映機器を抽出（「点検計画 Rev.15

未反映タスクの確認作業要領書」＊の適用範囲を除く）を行うもので、平成 26 年 11 月 23

日にプラント保全部長の承認を得ている。この確認作業の結果、点検計画に記載されてい

ない機器があることが分かった。 

・ 点検計画記載機器確認作業で抽出した機器について、不適合報告書(14-107、14-108、14-115)

の発行（平成 26 年 11 月 28 日～同年 12 月 3 日）及び改正（平成 26 年 12 月 14 日～同年
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12 月 22 日） 

・ 旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計作業の実施（平成 26 年 12 月 8 日～同年

12 月 19 日） 

保全管理課（部付技術主幹）は、保全計画に記載していなかった機器について、点検計

画記載機器確認作業の結果を踏まえた不適合報告書等を基に、旧 36 条報告書の保全計画に

追加する機器リスト（別表 3-4）を作成した。この集計作業は、一人で実施しておりダブル

チェックできる体制となっていなかった。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 部付技術主幹は「別表 3-4① 保全計画に追加する機器のうち点検を実施した機器」と

異なった機器を誤って記載した（問題事象[5]1） 

 部付技術主幹は、不適合報告書に添付した機器リストから転記する際、機器番号又は機

器名称を誤って記載した（問題事象[5]2） 

 部付技術主幹は、不適合報告書に添付した機器リストから転記する際、「別表 3-4② 保

全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器が抜け落ちた

（問題事象[5]3） 

 部付技術主幹は、点検計画(Rev.15)に誤った機器番号として記載されていたことから、

設計図書との確認で点検計画に不記載と判断し、追加機器でないものも誤って追加機器

として「別表 3-4② 保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した機器」に記載

した（問題事象[5]4） 

 部付技術主幹は、「別表 3-4② 保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した機器」

に記載すべき機器を点検実績があると思い込み、誤って「別表 3-4① 保全計画に追加

する機器のうち点検を実施した機器」に記載した（問題事象[5]5） 

 部付技術主幹は、「別表 3-4① 保全計画に追加する機器のうち点検を実施した機器」及

び「別表 3-4② 保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべ

き機器を点検実績があることから「点検不要」に誤って区別し記載しなかった（問題事

象[5]6） 

・ 旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計作業のリリース（平成 26 年 12 月 15 日

～同年 12 月 19 日） 

保全管理課（部付技術主幹）は、集計した結果を平成 26 年 12 月 15 日頃プラント保全部

次長に送付すると共に報告書作成専従チーム担当者に回答した。その後、報告書作成専従

チーム担当者と保全管理課（部付技術主幹）の間で継続的な見直しを行い、修正が必要な

箇所については、随時データの修正及び確認を行った。 

＊：これらの要領書は、平成 25 年 11 月 19 日に原子力規制委員会に提出した「結果報告（その 2）」

の保全計画に誤りがあったことを踏まえ、「保全計画改善作業計画書」を作成し、その計画書に

基づき保全計画の記載内容の点検、適正化を行うための具体的な要領を定めたものである。 

 

⑥ 電気保修課で発生した誤りの経緯 

電気保修課では、「点検計画（Rev.17）の情報を基に作業用機器リストへ機器番号、機器名

称を転記する際、転記の元データ（Rev.17）の誤記に気付かず転記したことから、別表 3 の
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「直流共通分電盤Ｄ-1」等の 4 機器の機器番号を誤った。」、「作業用機器リストについて、点

検計画（Rev.15）に基づいて作成した後、その機器名称を点検計画（Rev.17）の記載と整合

させる作業の過程で、「751 系 碍子洗浄ノズル装置（5 機器）」と記載すべきところ、誤った

機器（「065 系 065 系電気設備の機器（1 機器）」を参照して入力した。」等の誤りが発生した。

主たる時系列を以下に示す。 

・ 電気保修課長代理は、平成 26 年 11 月 28 日の説明会に出席しプラント保全部次長からの集

計作業指示を受け、集計担当者にエクセルのフォーマット（表）に従い、必要なデータを

揃えるように指示した。指示を受けた集計担当者は担当者（各チーム員）から情報を収集

し表に必要事項を記載し、課長代理に回答した。 

・ 電気保修課長代理は、自ら保全の有効性評価の件数について集計し、集計担当者からの回

答と合わせて、平成 26 年 12 月 5 日にプラント保全部次長に回答した。 

・ 電気保修課長代理は、プラント保全部次長からの追加作業について、集計担当者に作業を

指示した。集計担当者は、別途作成途中であった再点検リストを流用して、各 TL に聞き取

り調査及びエビデンス収集を行いながら旧 36 条報告作業用に集計表（エクセル）を作成し

た。 

・ 電気保修課において対象となる情報が多量にあることから、作業効率を向上させるため、

電気保修課長代理は、報告書取りまとめ者に集計作業の効率化を図るため集計表の改良版

を提示した（平成 26 年 12 月 15 日）。 

・ 報告書取りまとめ者の了解を得たころから、電気保修課では、ツールボックスミーティン

グ(TBM)を行い、電気保修課長代理、集計担当者、担当者間で情報を共有するとともに、

担当者は、集計表の点検実績及び予定、特別採用した理由の入力、確認(ダブルチェック)

を実施した。この時、入力作業等で誤りが発生した。 

・ 平成 26 年 12 月 17 日頃に電気保修課長代理は、プラント保全部長からの指示（保全計画

Rev.17 基づく機器番号、名称に修正）を受け、集計担当者に機器名称及び機器番号を保全

計画 Rev.17 の記載に合わせ修正し、別表 3 リストを作成すること及び Rev.17 点検実績の

収集等補助作業を指示した（その後の TBM で当該情報を共有）。 

・ 平成 26 年 12 月 20 日、プラント保全部次長から別表 3 の記載方法の変更について指示を受

けた電気保修課長代理は、集計担当者に作業方法の検討を指示した。検討結果を受けて、

電気保修課長代理、集計担当者、担当者（各チーム員）は、TBM を行い、新たな作業方法

を周知するとともに作業を開始した。この集計作業等で誤りが発生した。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 電気保修課は「別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って「点検不要」の機器を計上した（問

題事象[6]1） 

 電気保修課は「別表 3-1② 直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用を実施

した機器」及び「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を

超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載した機器の機器番号及び機器名

称を誤って記載した（問題事象[6]2） 

 電気保修課は「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超
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過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載した機器の機器数を誤って記載し

た（問題事象[6]3） 

 電気保修課は「別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち点検を実施した機器」に記載した機器の機器番号、機器名称及び機

器数を誤って記載した（問題事象[6]4） 

 電気保修課は「別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した

機器」に点検を実施した機器を誤って記載しなかった（問題事象[6]5） 

 電気保修課は「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を「別表 3-2① 十分

でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施し

た機器」に誤って記載した（問題事象[6]6） 

 電気保修課は「別表 3-3① 保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全

に変更した機器のうち点検を実施した機器」に当該機器を誤って記載しなかった（問

題事象[6]7） 

 電気保修課は「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を「別表 3-2① 十分

でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施し

た機器」に誤って記載した（問題事象[6]8） 

 電気保修課は「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかっ

た（問題事象[6]9） 

 電気保修課は「別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した

機器」、「別表 3-1② 直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用を実施した機

器」及び「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過し

た機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかった

（問題事象[6]10） 

 電気保修課は「別表 3-3① 保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全

に変更した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかっ

た（問題事象[6]11） 

 電気保修課は「別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した

機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかった（問題事象[6]12） 

 電気保修課は「別表 3-3① 保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全

に変更した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかっ

た（問題事象[6]13） 

 電気保修課は「別表 3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかっ

た（問題事象[6]14） 

 電気保修課は「別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器を「別表 3-2② 十分でな
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い保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施し

た機器」に誤って記載した（問題事象[6]15） 

・ 平成 26 年 12 月 21 日、電気保修課長代理は、電気保修課として取りまとめた結果をプラン

ト保全部次長に報告した。 

これらを整理すると次のような問題事象が抽出された。 

 集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、旧 36 条報告書において、「平成

22 年 7 月から平成 26 年 4 月までに実施した保全の有効性評価」の件数を 303 件とす

べきところ誤って 304 件と記載した（問題事象[6]16） 

ここで、誤りが発生した 35 事象と誤りが発生した経緯から抽出した問題点を整理し、表-2 に

示す。 

 

（2） 不適合報告書（14-154、14-154R1）を発行するまでの経緯 

  旧 36 条報告書を原子力規制委員会に提出する作業は、平成 24 年 12 月 12 日に、原子力規制

委員会（平成 24 年度第 12 回）においてもんじゅにおける保安規定遵守義務違反について審

議され、旧第 36 条第 1 項に基づき、保安のために必要な措置を講じ、平成 25 年 1 月 31 日ま

でにその結果について報告することを命じられたことに端を発していることから、この時を起

点とした経緯及び不適合報告書（14-154、14-154R1：不適合の処置確認結果を含む）を発行

するまでの経緯を把握する必要があり、以下にその経緯を示す。 

①  平成 24 年 12 月 12 日に、原子力規制委員会（平成 24 年度第 12 回）においてもんじゅ

における保安規定遵守義務違反について審議され、旧第 36 条第 1 項に基づき、保安のため

に必要な措置を講じ、平成 25 年 1 月 31 日までにその結果について報告することを命じら

れた。この結果を受け、もんじゅ運営管理室長は、旧 36 条報告書（平成 25 年 1 月提出版）

の提出のため、課題発生時対応要領に基づき、課題発生報告及び旧 36 条報告書（平成 25

年 1 月提出版）提出のための実施計画「保守管理不備に対する措置命令及び報告徴収につ

いて」を作成し、平成 25 年 1 月 31 日に保守管理不備に係る報告書を提出した。その後、

国の立入検査等に向けた点検対象リスト及び実施状況の整理中に、不適合が除去できてい

ない機器の点検実績リストについて、プラント保全部で点検記録を元に再確認を実施した

ところ、電気保修課長代理が点検実施時期に誤りがあることを平成 25 年 2 月 7 日までに確

認した。この誤りについて平成 25 年 2 月 8 日に平成 25 年 1 月 31 日に提出した旧 36 条報

告書（平成 25 年 1 月提出版）の一部に誤りがあったことを原子力規制庁に報告した。 

この旧 36 条報告書（平成 25 年 1 月提出版）の誤りを受け、不適合発見課である保修計

画課は不適合報告書「核原料物質、核燃料物質及び原子力の規制に関する法律第 36 条第 1

項の規定に基づく保安のために必要な措置命令に対する結果報告についての報告内容の一

部誤りについて」(12-40)を作成し平成 25 年 2 月 28 日に所長の承認を受けた。不適合報告

書(12-40)の是正処置をヒューマンエラー（HE）防止検討会で検討（平成 25 年 3 月 28 日、

平成 25 年 4 月 3 日）し、平成 25 年 4 月 12 日に開催した月間不適合管理委員会（3 月度

分）で 3 月末までの是正処置計画の作成残件の一つとして報告した。 

旧運営管理室長は、原子力規制庁に提出した旧 36 条報告書（平成 25 年 1 月提出版）に

ついて、平成 24 年度第 4 回保安検査で次回の保安検査で回答する次の 2 項目に対応する
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ため、課題発生報告及び実施計画「保守管理不備に対する措置命令及び報告徴収について」

の改訂版（R1）を平成 25 年 5 月 13 日に発行し、同日所長の承認を得た。 

・ 電気保修課以外の不適合の個数について、電気保修課レベルの確認を行うこと。 

・ 電気保修課における不適合個数について、特別な保全計画への移行が不完全なものを

調査し、調査結果に応じて不適合個数を見直すこと。 

 

平成 25 年 5 月 15 日に開催された原子力規制委員会の決定事項（平成 25 年 5 月 29 日付

措置命令発出）、 

「１．原子炉等規制法第 36 条第 1 項の規定に基づき、保安のために必要な措置を命令する。 

２．原子炉等規制法第 37 条第 3 項の規定に基づき、保安規定を変更することを命令する。」 

を踏まえ、課題発生報告及び実施計画「保守管理不備に対する措置命令及び報告徴収につい

て」の改訂版(R2)を平成 25 年 6 月 14 日に発行し、同日所長の承認を得た。なお、改訂版の

R1 版及び R2 版とも変更箇所のみの改定であり、完本版の作成を実施していなかった。 

 

②  もんじゅでは、平成 25 年 7 月 5 日に月間不適合管理委員会を開催し、6 月末までの是正

処置計画の作成残件の 25 件の中に不適合報告書(12-40)があり、当該不適合報告に対して

「不適合報告書（12-40）の処置担当課が保修計画課となっているが、HE 防止検討会の再

発防止策は課題発生時対応要領の改正であり、是正処置計画書の対応は運営管理室にお願

いする。」とのコメントがプラント保全部からあった。平成 25 年 8 月 12 日の月間不適合

管理委員会において、品質保証室長から「不適合報告書（12-40）について、6 月度月間不

適合管理委員会にて、是正処置対応室課が保修計画課から運営管理室に変更したため、対

応をお願いする。」との発言があり、運営管理室から「是正処置について検討中のため、検

討が終わり次第、対応する。」との発言があった。 

運営管理室は、平成 25 年 10 月 26 日に不適合報告書(12-40)の是正処置計画書(12-40)を 

発行し、平成 25 年 11 月 6 日に所長の承認を得た。 

この是正処置計画では、課題発生時対応要領について、次のとおりとした。 

A) 実施計画時における運営管理室長及び品質保証室長の責任の明確化として「運営管理

室長は、2 項、3 項で定める事項が、実施計画で定められ、その内容が、具体的で実行

可能な計画となっていることを確認する。また、品質保証室長は、実施計画の要求事

項の適合性について確認する。」を追記する。 

B) 実施計画作成時の留意点として、「(1)対応要員、予算手当の見通し、(2)実施時のリス

クも考慮した工程の見通しと、必要に応じて計画を見直す時期（ホールドポイント）

の明確化、(3)各班（チーム）を編成する場合には、実施プロセスに対するインプット

とアウトプットの明確化」について追記する。 

C) 実施状況として「(1)運営管理室長は、複数の情報共有を行うための会議体を設ける。

(2)責任者、各班（チーム)の長は、実施状況及び課題を把握し、情報共有を図るととも

に、進捗を踏まえた計画の見直しを行い、課題の達成時期の見通しから必要な措置を

行う」について追記する。 

 また、運営管理室長は、当該是正処置は実施計画を策定する場合に当てはまるにも関わら
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ず、予防処置の有無に関して「否」としたため、もんじゅで定めている「もんじゅ業務の計

画に係る作成要領」の改正は実施しなかった。 

 さらに、是正処置計画書（12‐40）を受け是正処置報告書を発行し、平成 25 年 11 月 20

日に所長の承認を得た。しかしながら、不適合管理要領で定めている是正処置の有効性レビ

ューは実施せず、品質保証室長も、運営管理室が不適合管理要領に従い、対策の有効性のフ

ォローを行うため発行された不適合報告について、是正処置計画書、是正処置報告書及び有

効性の確認結果を確認する一覧表を作成して管理、文書の発行日をまとめ月間不適合管理委

員会で報告していたが、対応が遅滞していることのフォローまでは実施していなかった。 

 一方、平成 25 年 11 月 28 日に文部科学省に日本原子力研究開発機構改革本部（本部長：

文部科学大臣）が設置され、検討が開始されたことを踏まえ、今まで実施してきた「保守管

理上の不備に対する改善に向けた「もんじゅ」の取組みについて」と「保守管理上の不備に

対する改善に向けた「もんじゅ」の取り組みの実施計画」については、「日本原子力研究開発

機構の改革計画」の対策 14 項目に再分類し、新たに「もんじゅ改革の基本計画」と「もんじ

ゅ改革の実施計画」として機構並びに敦賀本部大で活動していくこととした。また、「もんじ

ゅ」においては、実施計画を確実に進捗管理していく観点から、「もんじゅ改革の実施計画に

対する高速増殖炉研究開発センターの個別実績管理マニュアルについて」を策定して実施し

ていくこととし、課題発生報告（R3）及び実施計画（R3）「保守管理不備に対する措置命令

及び報告徴収について」を改訂した。なお、この改訂の際に、これまで記載していた旧 36

条報告書の作成に関する実施計画は、既に報告済みであるとし、実施計画から削除した。 

 

③  平成 26 年 6 月 5 日に理事長が、平成 25 年 5 月 29 日付け措置命令を受け、旧 36 条報告

書を提出することを明らかにした。このことで旧 36 条報告書及び旧 37 条報告書を作成す

るため、運営管理室長は、課題発生時対応要領に基づき計画書を作成する必要があったが、

課題発生報告及び実施計画「保守管理不備に対する措置命令及び報告徴収について」の改

訂版もしくは新たに実施計画書を作成していなかった。 

平成 26 年 8 月 4 日、もんじゅは、組織改編を行う保安規定変更申請を原子力規制庁に

提出した。この組織変更では、もんじゅで実施していた許認可対応や外部対応について、

新たに設置するセンターで実施することとした。このうち、保安措置命令対応は、次のよ

うな分担で行うこととした。 

 

(5) 保安措置命令対応 

（平成 26 年 10 月旧組織の運営管理室長から新組織の運営管理部長への引き継ぎ資料より抜粋）

① 全体工程管理、実施体制 

・全体取りまとめ業務（技術情報収集、報告書作成、規制庁折衝、自治体・プレス対応）は、

センター計画管理部技術管理課へ移管。 

・措置命令解除に向けた全体工程の戦略検討、全体工程は、計画管理課で管理。 

・もんじゅ・センター間の工程調整・技術確認は、「もんじゅ計画推進調整会議」にて実施。

当面の主な対応事項は、以下のとおり。 
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i) 機構/もんじゅ改革の取組み、ii) RCA 報告書の作成/提出、iii) 保安検査の受検状

況/結果フォロー、iv) 保全計画 Rev.15 の所大チェック、タクスフォース状況、有効性評

価を踏まえた再点検作業、v) 保全計画の見直し、策定、vi) 保安措置命令に対する報告

書の作成/提出、vii) RCA を踏まえた保安規定の変更申請書作成/申請 

・「調整会議」によるもんじゅ-センター間での検討結果と方針について、経営層への審議・

判断、機構方針の確定  

② もんじゅ安全・改革の取組み（継続） 

③ 保安措置命令に対する機構報告書の検討・作成 

・センター計画管理部技術管理課を中心とする作成班を設置、対応 

・RCA チーム・保全部からの情報収集と作業方法 

④ RCA 結果を踏まえた保安規定変更申請書の検討・作成 

・保安規定の変更、申請書の作成、決裁手続きは、運営管理部技術総括課が担当 

 

 

この結果、旧 36 条報告書作成は、センター計画管理部で実施することになったが、センタ

ー計画管理部長は、引き継ぎ書に従い旧 36 条報告書の取りまとめ部署である計画管理部とし

て業務の計画を作成しなかった。また、もんじゅ運営管理部長は、組織改編時に所管となっ

た課題発生承認事象「保安のために必要な措置命令及び保安規定変更命令について」に係る

旧 36 条報告書作成にあたり組織体制の見直し、判断基準や手順、取りまとめ後の確認方法を

明確にした実施計画書に改訂しなかった。 

 

④ センター計画管理部長は、技術管理課の中に報告書作成専従チームを置き旧 36 条報告書の

作成に関する対応を行うこととした。平成 26 年 11 月 22 日、報告書作成専従チームは、旧

36 条報告書第 6 章（保全計画の見直し）のひな形を作成し、平成 26 年 11 月 26 日にプラン

ト保全部に対して、保全計画改善作業の結果を反映した機器の件数及び技術根拠を整備した

機器数などの情報を入力するよう依頼した。しかし、技術管理課長は、報告書作成に関して

「センター業務の計画に係る作成要領」で定めた手順に従わず、センターともんじゅとの体

制と役割、インプットとアウトプット及び取りまとめる際の定義等を明確にした実施計画書

を作成しなかった。 

一方、依頼を受けたプラント保全部は、旧 36 条報告書に記載する未点検機器の解消状況（分

類表）を取りまとめるため、プラント保全部次長を集計取りまとめ責任者とし、各課の取り

まとめ役（課長代理等）を指名して対応した。また、プラント管理部安全管理課も対象課で

あったが、その情報もプラント保全部が取りまとめることとなった。プラント保全部次長は、

別に対応していた所大チェックで抽出した保全計画改善作業の結果を反映した機器の件数及

び技術根拠を整備した機器数などの情報を整理するだけの作業であること、安全管理課分が

加わっても特に支障はないと考え、集計作業に関する実施計画書を作成せずに、報告書作成

専従チーム担当者の同席のもと、平成 26 年 11 月 28 日に各課の管理者及び担当者を招集し、

集計作業に関する説明を行った。この時、プラント保全部次長は、各課が今までに作成して
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いたデータベースを活用する等、各課で集計しやすい実施方法でまとめるよう指示し、統一

した方法を提示しなかった。 

 

⑤  各課は、平成 26 年 12 月 7 日までに作業を終了し、プラント保全部次長に回答し、プラン

ト保全部次長は収集した情報を確認して報告書作成専従チーム担当者に回答した。報告書作

成専従チーム担当者は、回答を確認したが、分類が増えたこと、特別な保全計画を対象とす

ること、補修、取替及び改造計画を対象とすること等、修正が必要となったため、プラント

保全部次長に追加作業を依頼した。プラント保全部次長は、報告書作成専従チーム担当者か

らの依頼を受け、各課に対して、追加作業を依頼するとともに、未記載機器についてはプラ

ント保全部の保全計画改善作業チーム事務局で作成することとした。この時、プラント保全

部次長は、口頭での説明のみで、指示事項を明確にした資料で説明しなかった。 

プラント保全部次長及び報告書作成専従チーム担当者は、平成 26 年 12 月 8 日に改めて各

課の管理者及び担当者を招集し、集計作業に関する説明を行った。 

施設保全課、燃料環境課及び安全管理課は、集計作業を行いその結果を平成 26 年 12 月 16

日にプラント保全部次長に回答した。しかし、電気保修課は集計作業が間に合わず、回答で

きなかった。プラント保全部次長は、内容を確認した上で電気保修課以外の集計した情報を

報告書作成専従チーム担当者に回答した。 

平成 26 年 12 月 17 日、センターは、電気保修課の結果が反映できていない状態であった

が第 191 回保安管理専門委員会で原子力規制委員会へ提出する旧 36 条報告書を審議した。

この委員会で、点検済あるいは特別採用した機器の数値について、「一部暫定値があるが、提

出決定には影響しないと判断する。ただし、数値確定後速やかに報告すること。」というコメ

ントを付記し、原子炉について安全上問題のないことを確認し了承された。 

平成 26 年 12 月 18 日、中央安全審査・品質保証委員会で旧 36 条報告書の概要について説

明があり、RCA 報告書に基づく再発防止対策（101 項目の直接要因に対する 43 項目の対策、

4 項目の組織要因に対する 78 項目の対策）が実施又は開始されている旨の報告があり、報告

内容は了承された。 

平成 26 年 12 月 19 日、報告書作成専従チーム担当者は、当初は、別表 3 内で２つ以上の

カテゴリに属する機器については、どちらか一方を削除し機器総計が重複しないようにして

いたが、2 つ以上のカテゴリに属するものについても削除せず、カテゴリ別に記載する方針

へ変更するため、プラント保全部次長に機器の集計方法の修正を依頼した。プラント保全部

次長は、この依頼を受け、各課に対して機器の集計方法の修正を指示した。 

機械保修課及び電気保修課は、平成 26 年 12 月 21 日に、プラント保全部次長に再集計し

た結果を報告した。燃料環境課及び安全管理課はこの変更には影響しなかった。プラント保

全部次長は、報告書作成専従チーム担当者へ集計結果を報告し、技術計画課は修正した結果

を旧 36 条報告書に反映し、平成 26 年 12 月 22 日に開催された第 194 回保安管理専門委員会

で未点検の機器数等が確定したことを報告した。 

同日、旧 36 条報告書を原子力規制委員会へ提出した。 

 

⑥  平成 27 年 1 月 7 日から各課で保守管理上の不備における未点検機器解消に向け、点検
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の詳細工程を旧 36 条報告書の別表 3「不適合の処置を実施した機器リスト」を基に確認し

たところ、平成 27 年 1 月 14 日に保全管理課、機械保修課、電気保修課で旧 36 条報告書

の別表 3 の記載に誤りがあることを発見した。 

 

⑦  【「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36 条（現第 43 条の 3 の

23）第 1 項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成 25 年 5 月 29 日原

管 P 発第 1305293 号）」に対する対応結果報告】の本文の未点機器の解消状況及び別表 3

「不適合の処置を実施した機器リスト」の記載内容に 7 事象の誤りを確認したことから、

平成 27 年 1 月 16 日に不適合報告書「原子力規制委員会への報告書の記載内容の誤りにつ

いて（管理番号 14-154）」を発行した。また、当該不適合は、平成 25 年 1 月に報告した報

告書でも十分にチェックできないまま集計に誤りが発生し公表しており同様の事象が発生

したことから、当該事項を追記した不適合報告書「原子力規制委員会への報告書の記載内

容の誤りについて（管理番号 14-154R1）」を平成 27 年 1 月 27 日に発行した。 

 

⑧ この結果を受け、他の記載について誤りがないか確認するため、ホールドポイント、課間

でばらつきのあった用語の定義等を明確にした、旧 36 条報告書の本文の未点検機器の解消及

び別表 3「不適合の処置を実施した機器リスト」の記載内容の再確認結果について検証作業

のため「不適合の処置を実施した機器リスト」検証作業要領書（平成 27 年 1 月 24 日発行（改

訂：平成 27 年 1 月 29 日））を、また、規制庁に提出した旧 36 条報告書の本文中の保全計画

の見直しに係る数値の記載についての確認作業のため、旧 36 条報告書の確認作業要領書（平

成 27 年 1 月 27 日発行）を作成し、未点検機器等に係る不適合報告書及び保全計画(Rev.18)

との比較等を実施したところ、既に明らかとなっている 7 事象以外に 28 事象（合計 35 事象）

の誤りを平成 27 年 2 月 1 日に確認した。 

 

5.3 分析対象とする頂上事象の選定 

5.2 項の時系列の整理の結果及び「旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤り」を

基に以下の項目を頂上事象とした。 

【頂上事象】 

「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36 条（現第 43 条の 3 の 23）第

1 項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成 25 年 5 月 29 日原管 P 発第

1305293 号）」に対する対応結果報告」の本文の未点検機器の解消状況及び別表 3 の「不適合

の処置を実施した機器リスト」の記載内容に誤りがあった。 

 

5.4 組織の要因の視点 

組織の要因の分析を進める過程で、組織の要因が重要な因子と考えられる事項を抽出すること

とした。また、前述の SAFER の方法では、分析を進める際の視点が示されていないため、組織

の要因の分析の視点については、「国のガイドライン」に参考として示されている「根本原因分析

における組織要因の視点」及びその具体的な内容が示された JNES の組織要因表（JOFL：JNES 

Organizational Factors List）を参照することとした。 



21 
 

 

6．分析の結果   

6.1  旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤りに関する分析 

5.4 項で選定した【頂上事象】「「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36

条（現第 43 条の 3 の 23）第 1 項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成 25

年 5 月 29 日原管 P 発第 1305293 号）」に対する対応結果報告」の本文の未点検機器の解消状況

及び別表 3 の「不適合の処置を実施した機器リスト」の記載内容に誤りがあった」に対し、5.1

項及び 5.2 項を踏まえて要因を掘り下げ、直接要因の背後にある組織の要因の分析を実施した（添

付資料－2「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤

りに関する要因分析図 参照）。 

「旧 36 条報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤り」は、誤りの形として 35 の事象が発

生した。発生した 35 事象を分析するに当たり、発生した所属毎等に分類しその上で、誤りの状況

毎に整理して要因の分析を行った。旧 36 条報告書の誤りに係る問題事象及び分析から抽出された

直接要因を整理し、表-3 に示す。 

なお、識別のため、発生した部署毎に識別番号を次のとおり付した。 

機械保修課[1]、燃料環境課[2]、施設保全課[3]、保全計画課[4]、保全管理課[5]、電気保修課[6] 

 

6.1.1 機械保修課[1]で発生した事象に関する要因分析 

機械保修課では、16 件の問題事象があった。それらに対して次のとおり要因分析を行った。 

(1) 問題事象[1]1 に関する要因分析 

 問題事象[1]1 の直接要因は、「機械保修課集計担当者が作成し、集計作業に用いた「再点検機器

確認作業要領書」には、再点検が必要な機器のうち、平成 26 年 12 月 10 日までの実績の有無で

「点検済み（12/10 まで）」、「未実施」と振り分けており、特別な保全計画に移行した機器の取り

扱いについて規定されていなかった」（直接要因[1]-(1) ）こと及び「集計作業に用いた「再点検

機器確認作業要領書」では、不適合の分類については、不適合報告書及び添付リストを確認し、

フラグ立てに誤りがないことを確認する旨が記載されているが、その他の欄については入力抜け

がないことを確認するのみでエビデンスを用いた確認をするよう記載されていなかった」（直接要

因[1]-(2) ）ことにある。 

 当該直接要因について次のように背後にある組織の要因を分析した。 

① 直接要因[1]-(1)の分析 

機械保修課集計担当者は、集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」を作成した際に、

特別な保全計画へ移行する以前の点検内容が不十分な機器が「未実施」に該当することを集計に

必要な判定基準として記載すべきであったが、規定する必要のある事項として考えが及ばなかっ

たこと、課内取りまとめの機械保修課長代理は、集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」

を作成した際に、特別な保全計画へ移行する以前の点検内容が不十分な機器が「未実施」に該当

することを規定するよう機械保修課集計担当者へ指示すべきであったが、指示しなかったことが

聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因として、「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計

画に係る作成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があったが、「7.1 業
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務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を明確にした計画を作成する取組

みが不足していたことや、定めたルールを遵守する意識の共有が図られていなかった」（組織の要

因[1]-(1)-(1)）こと及び「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責

任者として作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業を行う等、

ラインとしてのフォローやチェックができていなかった」（組織の要因[1]-(1)-(2)）ことが挙げら

れる。 

また、機械保修課集計担当者は、集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」を作成した

際に、特別な保全計画へ移行する以前の点検内容が不十分な機器が「未実施」に該当することを

集計に必要な判定基準として記載すべきであったが、規定する必要のある事項として考えが及ば

なかったことに関連して、課内取りまとめの機械保修課長代理及び各 TL は、集計作業に用いた

「再点検機器確認作業要領書」に特別な保全計画へ移行した機器で直近の実績が無効となった機

器についての取り扱いについて規定されていないことを機械保修課集計担当者へ指摘すべきであ

ったが、当該事例の取り扱いが規定されていなかったことについて指摘を行わなかったことも聞

き取り等により確認されている。 

この組織の要因として、「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、

共通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させるための繰り返し

教育を行っておらず、QMS を定着させるための教育の仕組みが構築されていなかった」（組織の

要因[1]-(1)-(3)）こと及び「品質保証室長は、部署内で QMS 活動を確実に展開させるため、配置

した品質保証担当者に業務が QMS に沿って実施されているかを確認させるべきだったが、担当

業務が限定されていたことから、品質保証の視点でチェックを行う仕組みが機能していなかった」

（組織の要因[1]-(1)-(4)）ことが挙げられる。 

 

② 直接要因[1]-(2)の分析 

組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)及び組織の要因[1]-(1)-(4)と同じである。 

 

(2) 問題事象[1]2 に関する要因分析 

問題事象[1]2 の直接要因は、「集計作業に用いた集計表は、各機器に対し、「点検済み」、「未実

施」、「不要」を集計できる仕様であったが、直近の点検不十分な機器では、「未実施」、有効性無

効では「不要」と分類し、表記できる集計表ではなかった」（直接要因[1]-(3) ）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[1]-(3)の分析 

機械保修課集計担当者は、集計表が不適合毎に「点検済み」、「未実施」、「不要」に分類されて

いなかったため、計上の影響の有無について想定できなかったことが聞き取り等により確認され

ている。 

この組織の要因として「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、機械保修課に要求

事項の変更に伴う追加作業を依頼する際に機械保修課の手順の変更、検証等を行うための作業期

間を適切に設定できるようセンターと工程を調整のうえ、適切な工程を設定すべきであったが、

センターとの調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更
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を含む））の検討が十分でない等、「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足して

いた」（組織の要因[1]-(3)-(1)）が挙げられる。 

 

(3) 問題事象[1]3 に関する要因分析 

 問題事象[1]3 の直接要因は、「機械保修課入力担当者は、機器毎に「点検済み（12/10 まで）」、

「未実施」、「不要」の中から選択し、該当する欄に「1：該当」とフラグ立てを行う際に実績を確

認できるエビデンスを用いて 1 タスク毎に入力を行うべきであったが、工程の関係上、確認を省

略し入力を行ったタスクが存在した」（直接要因[1]-(4)）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

なお、この問題事象は、直接要因[1]-(2)にもつながっており、この組織の要因は、組織の要因

[1]-(1)-(3)及び組織の要因[1]-(1)-(4)と同じである。 

① 直接要因[1]-(4)の分析 

課内取りまとめ責任者の機械保修課長代理は、機械保修課入力担当者が実施していた作業内容

を「監視・測定」することによって作業結果が要求事項に適合したものとなっているかという視

点で適宜確認する必要があったが、作業内容の確認を行わなかったことが聞き取り等により確認

されている。 

この組織の要因として、「課内取りまとめ責任者の機械保修課長代理は、機械保修課入力担当者

が実施している内容を自ら確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき役割、職務と

責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画や実施結果を自ら確認

しておらず、ラインとしてのチェックやフォローができていなかった」（組織の要因[1]-(4)-(1)）

ことが挙げられる。 

 

(4) 問題事象[1]4 に関する要因分析 

 この問題事象は、直接要因[1]-(1)及び直接要因[1]-(2)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(1)、組織の要因[1]-(1)-(2)、組織の要因[1]-(1)-(3)及び組織の要因[1]-(1)-(4)と同じで

ある。 

 

(5) 問題事象[1]5 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(6) 問題事象[1]6 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(3)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(3)-(1)と同じである。 

 

(7) 問題事象[1]7 に関する要因分析 

問題事象[1]7 の直接要因は、直接要因[1]-(2)及び「集計作業に用いた「再点検機器確認要領」

には、不適合報告書が発行される以前に点検を実施している機器が「実施済」、「未実施」、「不要」

のうち、どの区分に該当するかが明確に規定されていなかった」（直接要因[1]-(5)）ことにある。 



24 
 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

なお、この問題事象は、直接要因[1]-(2)にもつながっており、この組織の要因は、組織の要因

[1]-(1)-(3)及び組織の要因[1]-(1)-(4)と同じである。 

① 直接要因[1]-(5)の分析 

機械保修課集計担当者は、集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」を作成した際に不

適合報告書が発行される以前に点検を実施した機器が「実施済」に該当することを集計に必要な

判定基準として記載すべきであったが、規定する必要のある事項として考えが及ばなかったこと

が聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1) 及び組織の要因[1]-(1)-(2)と同じである。 

 

(8) 問題事象[1]8 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(9) 問題事象[1]9 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(10)  問題事象[1]10 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(11)  問題事象[1]11 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(12)  問題事象[1]12 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織要の因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(13)  問題事象[1]13 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(3)につながることから、組織の要因は、組織の要因[1]-(3)-(1)と

同じである。 

 

(14)  問題事象[1]14 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 
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(15)  問題事象[1]15 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[1]-(2)及び直接要因[1]-(4)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)、組織の要因[1]-(1)-(4)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(16)  問題事象[1]16 に関する要因分析 

問題事象[1]16 の直接要因は、「機械保修課の入力担当者は、保全方式の変更に関わる不適合報

告書に添付されたリストを参照し、対象機器を確認しつつ入力作業を行うべきであったが、不適

合の対象について十分な確認が行えていなかったため、保全の有効性評価の無効にのみ該当する

と誤った判断をした」（直接要因[1]-(6)）こと及び「機械保修課 TL は、当該機器がどの不適合報

告書に分類されるかについてはエビデンス（不適合報告書の添付リスト）を用いた確認作業を行

っていたが、作業工程が短いことから、適切な確認を行うことができなかった」（直接要因[1]-(7)）

ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[1]-(6)の分析 

機械保修課の入力担当者は、電気保修課の作業遅れに伴い、作業期間が延長された際に不適合

報告書の内容を再度確認し、別表 3 の記載について確認する必要があったが、確認作業を行わな

かったことが聞き取り等により確認されている。 

 この組織の要因は、組織の要因[1]-(3)-(1)と同じである。 

 

② 直接要因[1]-(7)の分析 

組織の要因は、組織の要因[1]-(3)-(1) と同じである。 

 

6.1.2 燃料環境課[2]で発生した事象に関する要因分析 

燃料環境課では、3 件の問題事象があった。それらに対して次のように要因分析を行った。 

 

(1) 問題事象[2]1 に関する要因分析 

問題事象[2]1 の直接要因は、「燃料環境課の作業担当者（TL）は、プラント保全部次長から集

計作業の依頼を受けた際に、集計作業体制（チェックを含む）、作業結果を確認する手順や用語の

定義、集計表に記載する対象等（インプット及びアウトプット）を文書等により明確化すべきで

あったが、文書等により明確にしなかった」（直接要因[2]-(1) ）こと及び「集計取りまとめ責任

者（プラント保全部次長）は、燃料環境課に作業結果を確認する手順や用語の定義、集計表に記

載する対象等を文書等（インプット及びアウトプット）により明確化して作業を指示すべきであ

ったが、確認方法についても明確にして指示しなかった」（直接要因[2]-(2)）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[2]-(1)の分析 

燃料環境課の作業担当者（TL）は、プラント保全部次長から集計作業の依頼を受けた際に、集

計作業体制（チェックを含む）、作業結果を確認する手順や用語の定義、集計表に記載する対象等
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を文書等により明確化すべきであったが、非定常業務を含め全ての業務を実施する場合に計画が

必要であることを理解していなかったことが聞き取り等により確認されている。 

組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

 

② 直接要因[2]-(2)の分析 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、判断基準や手順、取りまとめた後の確認を

明確にした計画書を作成すべきであったが、各課において集計作業に必要な未点検機器等の洗い

出しは既にできているので単純作業しかないと思い込み、計画書で明確にするような事項はない

と誤認したことが聞き取り等により確認されている。 

組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)及び組織の要因[1]-(1)-(2) と同じである。 

この他、プラント保全部次長は、非定常業務についても「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」

の適用範囲であることを理解していなかったことも聞き取り等により確認されており、組織の要

因は、組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

 

(2) 問題事象[2]2 に関する要因分析 

 問題事象[2]2 の直接要因は、燃料環境課の作業担当者（TL）は、別表 3-1①の元となる集計表

を作成する際、不適合報告書を元に「配管支持構造物（9 機器）」を点検期限を超過した機器で「実

施済」であると判断して記載すべきであったが、集計表に計上する必要があることを理解してい

なかったこと及び燃料環境課は、別表 3-1①の元となる集計表を作成した際、「配管支持構造物（9

機器）」の記載が抜けていることを発見できなかったことであり、これは直接要因[2]-(1)及び直接

要因[2]-(2)につながる。したがって、組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)、組織の要因[1]-(1)-(2)

及び組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

 

(3) 問題事象[2]3 に関する要因分析 

問題事象[2]3 の直接要因は、燃料環境課の作業担当者（TL）は、別表 3-2②の元となる集計表

を作成する際、当該機器の分解点検が行われていないことから「未実施」とすべきであったが、

当該機器について保全計画に基づき外観点検及び特性試験を実施しているため「不要」と誤認し

たこと及び燃料環境課は、別表 3-2②の元となる集計表を作成した際、「620 系 フローメータ（2

機器）」が抜けていることを発見できなかったことがあり、これは直接要因[2]-(1)及び直接要因

[2]-(2)につながる。したがって、組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)、組織の要因[1]-(1)-(2)及び

組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

 

6.1.3 施設保全課[3]で発生した事象に関する要因分析 

施設保全課では、1 件の問題事象があった。それに対して次のように要因分析を行った。 

(1) 問題事象[3]1 に関する要因分析 

問題事象[3]1 の直接要因は、「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を行

う際に、集計表における区分の定義等の各課が集計作業を行うために必要なインプットとアウト

プットを明確にした計画書をプラント保全部の計画書として作成すべきであったが、作成しなか

った」（直接要因[3]-(1) ）こと及び「施設保全課長の説明は、口頭によるものであり、本不適合
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報告書の内容を的確に伝えられるような伝達方法ではなかったため、集計取りまとめ責任者（プ

ラント保全部次長）に不適合の内容が正確に伝わらず、集計取りまとめ責任者（プラント保全部

次長）に誤った判断をさせた」（直接要因[3]-(2)）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[3]-(1)の分析 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、判断基準や手順、取りまとめた後の確認を

明確にした計画書を作成すべきであったが、単純作業しかないと思い込み、計画書で明確にする

ような事項はないと誤認したこと、各課が行う必要のある作業を把握し適切な作業見積りを行い、

監視・測定及び検証のための事務局を置いて集計作業を行うべきだったが、各課において集計作

業に必要な未点検機器等の数の洗い出しは既にできているので自らが作業を行えばよいと考えた

ことが聞き取り等により確認されている。 

組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)及び組織の要因[1]-(1)-(2) と同じである。 

この他、プラント保全部次長は、非定常業務についても「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」

の適用範囲であることを理解していなかったことも聞き取り等により確認されており、組織の要

因は、組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

 

② 直接要因[3]-(2)の分析 

施設保全課長は、自課が疑問に感じている別表 3 の振り分けに対し、適切な情報を集計取りま

とめ責任者（プラント保全部次長）に資料等を用いて正確に伝達すべきだったが、資料は持参し

たが使用せず口頭のみで説明したことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)と同じ組織の要因である。 

 

6.1.4 保全計画課[4]で発生した事象に関する要因分析 

保全計画課では、2 件の問題事象があった。それらに対して次のように要因分析を行った。 

 

(1) 問題事象[4]1 に関する要因分析 

 問題事象[4]1 の直接要因は、「保全計画課主査は、技術根拠が整備された機器数について、「保

守管理支援システム」に入力された最新の情報を基に集計すべきであったが、最新でない情報を

用いた集計結果を「保守管理支援システム」への入力作業を行うシステム管理チームから入手し、

誤った情報を課長に報告した」（直接要因[4]-(1)）こと及び「保全計画課長は、保全計画課主査か

ら報告のあった件数を再度検証すべきであったが、検証作業は行わなかった」（直接要因[4]-(2)）

ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[4]-(1)の分析 

保全計画課主査は、技術根拠の整備された機器数が日々更新されていることを認識し、更新さ

れた場合は、システム管理チームから再集計した機器数を入手するべきであったが、入手しなか

ったことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は「保全計画課長は、課員が実施している内容を自ら確認し、業務を確実にす

べきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せ
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っきりにしてその計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのチェックやフォローが

できていなかった」（組織の要因[4]-(1)-(1)）ことが挙げられる。 

また、「保全計画課長は、最新の機器数を算出するという要求事項の重要性について課員が正し

く理解していることを確認せず、正確に集計作業を実施するための重要性を課員と共有しておら

ず、作業を正しく仕上げるための取組みが十分ではなかった」（組織の要因[4]-(1)-(2)）ことが挙

げられる。 

 

② 直接要因[4]-(2)の分析 

保全計画課長は、本作業は保守管理支援システムに入力された情報を抽出する単純作業であっ

たため、再度検証する必要はないと考えたことが聞き取り等により確認されている。 

組織の要因は、組織の要因[4]-(1)-(1)と同じである。 

 

(2) 問題事象[4]2 に関する要因分析 

 問題事象[4]2 の直接要因は、「保全計画課主査は、集計作業を行うにあたり、手順を検討し、明

確にすべきであったが、明確にしなかった」（直接要因[4]-(3)）こと、「保全計画課長は、保全計

画課主査に対して、作業手順、作業結果を確認する方法等について文書等により明確にするよう

指示すべきであったが、指示しなかった」（直接要因[4]-(4)）こと、及び「保全計画課長は、保全

計画課主査からは、口頭による結果報告を受けたが、作業内容を確認しなかった」（直接要因[4]-(5)）

ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[4]-(3)の分析 

保全計画課主査は、保全計画課長から集計作業の依頼を受けた際に、手順及び作業結果の確認

方法を文書等により明確化すべきであったが、非定常業務を含め全ての業務を実施する場合に計

画が必要であることの理解が不足していたことが聞き取り等により確認されている。 

組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

② 直接要因[4]-(4)の分析 

保全計画課長は、集計作業を行う際の手順の必要性を理解していなかったことが聞き取り等に

より確認されている。 

組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

また、保全計画課長は、非定常業務についても「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の適用

範囲であり、本作業が「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の適用範囲であるとの理解が不足

していたため、業務計画書を作成する必要があると考えが及ばなかったことも聞き取り等により

確認されており、この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

 

③ 直接要因[4]-(5)の分析 

組織の要因は、組織の要因[4]-(1)-(1)と同じである。 
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6.1.5 保全管理課[5]で発生した事象に関する要因分析 

保全管理課では、6 件の問題事象があった。それらに対して次のとおり要因分析を行った。 

 

(1) 問題事象[5]1 に関する要因分析 

 問題事象[5]1 の直接要因は、「部付技術主幹は、不適合報告書(14-98)を基に、機器名称及び機

器番号を記載すべきであったが、事前に入手した資料に誤って記載された手書きの情報を記載し

た」（直接要因[5]-(1) ）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[5]-(1)の分析 

部付技術主幹は、不適合報告書(14-98)を基に、機器名称及び機器番号を記載すべきであったが、

事前に入手した資料が不適合報告書(14-98)のベースとなる資料であることから問題ないと考え、

不適合報告書を使用しなかったことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)及び組織の要因[1]-(1)-(2) と同じである。 

この他、集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、非定常業務についても「もんじゅ

業務の計画に係る作成要領」の適用範囲であることを理解していなかったことも聞き取り等によ

り確認されており、組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

 

(2) 問題事象[5]2 に関する要因分析 

問題事象[5]2 の直接要因は、「部付技術主幹は、機器名称及び機器番号を転記した際に記載誤り

の有無を再度確認すべきだったが、確認しなかった」（直接要因[5]-(2)）ことにある。 

当該直接要因について以下のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[5]-(2)の分析 

部付技術主幹は、記載誤りの有無を再度確認すべきであったが、単純な転記作業であり、確認

する意識が希薄だったことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)と同じである。  

 

(3) 問題事象[5]3 に関する要因分析 

問題事象[5]3 の直接要因は、直接要因[5]-(2)と同じであり、この組織の要因は、組織の要因

[1]-(1)-(1) と同じである。 

 

(4) 問題事象[5]4 に関する要因分析 

問題事象[5]4 の直接要因は、「部付技術主幹は、平成 26 年 12 月 16 日に指示があった機器名称

及び機器番号は、最新の保全計画（Rev.17）に基づいて作成すべきであったが、しなかった」（直

接要因[5]-(3)）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[5]-(3)の分析 

部付技術主幹は、機器名称及び機器番号を最新の保全計画（Rev.17）に基づいて作成する指示

が集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）からの口頭による指示のみであったため気が付

かなかったことが聞き取り等により確認されている。 
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この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)、組織の要因[1]-(1)-(2) 及び組織の要因[1]-(1)-(3) と

同じである。 

  

(5) 問題事象[5]5 に関する要因分析 

問題事象[5]5 の直接要因は、「部付技術主幹は、不適合報告書の資料に点検日が記載されていな

かったことから、平成 26 年 11 月末に電気保修課から点検予定日を記載した情報を入手し、その

資料に記載された当該機器の「平成 26 年 12 月 7 日点検予定」の記載を点検実施済みと誤認した」

（直接要因[5]-(4)）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[5]-(4)の分析 

部付技術主幹は、記載された点検予定日どおりに点検がなされたことを設備担当課に確認すべ

きだったが、部付技術主幹は、転記する際に確認した資料では点検予定日を過ぎていたにも関わ

らず、点検を実施したと思い込み、設備担当課への確認をしなかったことが聞き取り等により確

認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)と同じである。 

 

(6) 問題事象[5]6 に関する要因分析 

問題事象[5]6 の直接要因は、「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、旧 36 条報告

書にインプットする際、不適合報告書で抽出された機器に対して「点検不要」、「特別採用（未実

施）」、「点検済み」の用語の定義を明確にしなかった」（直接要因[5]-(5)）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[5]-(5)の分析 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、判断基準や手順、取りまとめた後の確認を

明確にした計画書を作成すべきであったが、単純作業しかないと思い込み、計画書で明確にする

ような事項はないと誤認したことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)、組織の要因[1]-(1)-(2) 及び組織の要因[1]-(1)-(3) と

同じである。 

 

 

6.1.6 電気保修課[6]で発生した事象に関する要因分析 

電気保修課では、16 件の問題事象があった。それらに対して次のとおり要因分析を行った。 

 

(1) 問題事象[6]1 に関する要因分析 

問題事象[6]1 の直接要因は、「電気保修課の点検区分入力者に配付された TBM 資料では「未超

過」‐「実施済」等の区分されるべきではない組合せについて記載しない又は当該の組合せがな

いことを明示すべきであったが、集計作業に用いた TBM 資料では当該組合せについても記載が

なされ、説明欄に「‐」と記載することのみで当該の組合せがないことを示していたため、｢未超

過｣‐「実施済」の組合せがないことを明確に示していなかった」（直接要因[6]-(1)）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 
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① 直接要因[6]-(1)の分析 

電気保修課では、TBM 資料等を用いた作業の結果が要求事項に沿うものか事前に確認するため、

TBM 資料を用いた試作業等を行うべきであったが、TBM 資料を用いた試作業を実施しなかった

ことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因として、「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）及び課内取りまとめ責

任者の電気保修課長代理は、作業の実施に当たって明確な作業量等を見積り作業計画を立案すべ

きだったが、関係者間との調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げるための計画（作業期間

の確保（変更を含む））の検討が十分でない等、「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組

みが不足していた」（組織の要因[6]-(1)-(1)）ことが挙げられる。 

また、課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、作業計画書を「もんじゅ業務の計画に係

る作成要領」に基づいて作成するよう指示を行い、本作業の要求事項を明確にしていることを計

画書作成時にレビュー項目として定め、確実にレビューを行うべきであったが、行えていなかっ

たことが聞き取り等により確認され、この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

(2) 問題事象[6]2 に関する要因分析 

問題事象[6]2 の直接要因は、「課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、電気保修課のデー

タ処理担当者から保全計画（Rev.17）のデータについて提示を依頼された際に、正式版の Rev.17

であることを確認して提示すべきであったが、提示するデータの確認をせずに誤って正式版では

ないデータを提示した」（直接要因[6]-(2) ）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(2)の分析 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、保全計画改定作業に係るデータの管理を監督し

ているべきであったが、課内の保全計画改定作業担当チームにその監督業務を任せていたことが

聞き取り等により確認されている。 

 この組織の要因は、組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(3) 問題事象[6]3 に関する要因分析 

問題事象[6]3 の直接要因は、「電気保修課では、集計表作成作業を電気保修課の集計表作成者が

１人で担当しており、集計表作成者が作成したデータに抜けがないことを確認できるような体制

とすべきであったが、そのような体制とはなっていなかった」（直接要因[6]-(3) ）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(3)の分析 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、集計表に抜けがない等の確認を行うために必要

な人員を配置し、作業負荷、作業時間等の実態把握を行って課題に対応すべきであったが、各担

当者に任せてしまい、作業の進捗状況のみ確認し、集計表作成者が要求事項に沿った集計表を作

成していることを確認していなかったことが聞き取り等により確認されている。 

 この組織の要因は、組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 
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(4) 問題事象[6]4 に関する要因分析 

 問題事象[6]4 の直接要因は、「電気保修課のデータ処理担当者は、別表 3 の機器番号及び機器名

称を修正する際、タスク ID を基に各機器の機器番号及び機器名称がどのように変更となったのか

を特定すべきであったが、集計表のタスク ID が削除されていたことから、機器番号及び機器名称

がどのように変更となったかを特定できなかった」（直接要因[6]-(4)）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(4)の分析 

電気保修課の依頼により集計表の加工作業を行った報告書取りまとめ担当者は、集計上、タス

ク ID は不要と思い、誤って削除してしまったことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因として「電気保修課では、タスク ID 等の集計に必要な情報等について明確にし、

集計表の加工作業を依頼すべきだったが、正確に集計作業を実施するための重要性を関係者と共

有しておらず、作業を正しく仕上げるための取組みが十分ではなかった」（組織の要因[6]-(4)-(1)）

が挙げられる。 

 

(5) 問題事象[6]5 に関する要因分析 

問題事象[6]5 の直接要因は、「課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、別表 3-1 作成の元

となる「直近の点検が不十分だった機器のリスト」と別表 3-2 作成の元となる「過去の保全の有

効性評価が不十分だった機器のリスト」とでは超過区分及び点検区分の判断基準が異なることを

電気保修課の点検区分入力者（及び電気保修課の点検区分入力結果確認者）全員が一致した認識

で作業できる TBM 資料とすべきであったが、一部担当者で誤解が生じるような資料となってい

た」（直接要因[6]-(5)）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

なお、この問題事象は、直接要因[6]-(1)」にもつながっており、この組織の要因は、組織の要

因[6]-(1)-(1)」、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

① 直接要因[6]-(5)の分析  

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、作業計画書を「もんじゅ業務の計画に係る作成

要領」に基づいて作成するよう指示を行い、本作業の要求事項を明確にしていることを計画書作

成時にレビュー項目として定め、確実にレビューを行うべきであったが、行えていなかったこと

が聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

(6) 問題事象[6]6 に関する要因分析 

問題事象[6]6 の直接要因は、「課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は電気保修課各 TL に

対し点検実績等の入力を指示した際、集計表の「点検実施月」欄には保全計画改善作業で抽出さ

れた不適合を除去するための点検（再点検）の実績又は予定を記載するよう指示すべきであった

が、具体的にどのような点検の実績又は予定を記載すべきなのかを明確に示さなかった」（直接要

因[6]-(6) ）こと及び「電気保修課では、点検実績日等の入力結果についてダブルチェックにより

確認することになっていたが、一部ではダブルチェックができていなかった」（直接要因[6]-(7) ）

ことにある。 
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当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(6)の分析 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、本作業が「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」

の適用範囲に該当し、集計作業を行う上での要求事項及び検証等の必要事項について明確にする

必要があると認識すべきであったが、QMS に関する理解が不足していたため、適用範囲ではない

と誤認したことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

② 直接要因[6]-(7)の分析 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、集計表に抜けがない等の確認を行うために必要

な人員を配置し、作業負荷、作業時間等の実態把握を行って課題に対応すべきであったが、各担

当者に任せてしまい、作業の進捗状況のみ確認し、集計表作成者が要求事項に沿った集計表を作

成していることを確認していなかったことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(7) 問題事象[6]7 に関する要因分析 

問題事象[6]7 の直接要因は、「電気保修課では、別表 3-3 作成の元となる「保全方式を変更した

機器のリスト」において、同一機器のうち複数の点検項目がある場合、点検実施日が新しい方の

タスクに集計フラグを付け、それ以外（集計フラグが立てられていないタスク）については集計

の対象外としていた。しかし、電気保修課の集計フラグ入力者の一部は、「不要」と「実施済」と

区分されているタスクがある機器において、「実施済」と区分されているタスクに集計フラグを立

てるべきであったが、この時「不要」と区分されているタスクに誤って集計フラグを立てた」（直

接要因[6]-(8) ）こと及び「電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認作業を引き継いだ電気

保修課の集計フラグ確認者（2 名）は、確認作業の内容について作業者間で検討し、作業方法（確

認内容）を決めた。この時同一機器のうち複数の点検項目がある場合において、当該機器内にお

いて点検区分が「不要」、「実施済」及び「未実施」にそれぞれの点検区分に１つ集計フラグを立

てる方法を採るべきであったが、「１機器に１フラグ立っているかのみを確認する」という誤った

方法を採った」（直接要因[6]-(9) ）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(8)の分析 

電気保修課の集計フラグ入力者の一部は、「実施済」と区分されたタスクに集計フラグを立てる

べきであったが、「１機器に１フラグ立っていれば良い」等の誤った認識のもとで作業を行ったこ

とが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因として、「電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した電気

保修課のデータ処理担当者は、集計フラグを入力する作業について作業の変更の都度、資料の内

容を更新し作業員が理解し作業ができるよう適切に対応すべきであったが、資料の更新等、集計

作業を仕上げるための計画（作業内容の変更を含む）の検討が十分でなく、「7.1 業務の計画」を

理解して計画を作成する取組みが不足していた」（組織の要因[6]-(8)-(1)）ことが挙げられる。 
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② 直接要因[6]-(9)の分析 

電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認を引き継いだ電気保修課のフラグ確認者（2名）

は、フラグ入力者が行った「１機器に１フラグ立っていれば良い」としていた作業方法が間違っ

ていると気付かず同じ方法の確認作業を検討したことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因として、「電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認を引き継いだ電気保修

課のフラグ確認者（2 名）は、チェック作業に際し、指示元である電気保修課のデータ処理担当

者にチェック方法を確認すべきであったが、正確に集計作業を実施するための重要性を課員と共

有しておらず、作業を正しく仕上げるための取組みが十分ではなかった」（組織の要因[6]-(9)-(1)）

ことが挙げられる。 

また、この直接要因は、電気保修課の集計フラグ入力者の一部が、集計表において同一機器の

うち複数の点検項目がある場合、点検実施日が新しい方のタスクに集計フラグを付け、それ以外

（集計フラグが立てられていないタスク）については集計の対象外とするよう作業方針が変更さ

れたことに気付かなかったことにも関連し、組織の要因[6]-(8)-(1)にもつながる。 

 

(8) 問題事象[6]8 に関する要因分析 

問題事象[6]8 の直接要因は、「電気保修課の点検実績入力者は、保守管理業務システムでは特保

に移行した機器の場合、備考欄に「・・・の理由により特保に移行」等の記載に従い特保へ移行

している機器か否かの判断をするべきであったが、備考欄の記載を理解せず、誤って「特保へ移

行した機器ではない」と判断し、「特保」と記載しなかった」（直接要因[6]-(10) ）こと及び「電

気保修課 TL は、入力担当者とは別のチーム員に確認させることでダブルチェックとしたが、確

認した別なチーム員も入力担当者と同様に当該機器が「特保」に移行していることを把握してい

なかった」（直接要因[6]-(11) ）ことにある。なお、「特保」とは特別な保全計画をいう。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(10) の分析 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、点検実績月欄への入力作業について「システム

の備考欄に「・・・の理由より特保に移行」と記載されている機器は点検実施月に「特保」と記

載する」等のように具体的に指示すべきであったが、「特保に移行している機器については「特保」

と入力する」という指示のみであったことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

② 直接要因[6]-(11) の分析 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

 

(9) 問題事象[6]9 に関する要因分析 

問題事象[6]9 の直接要因は、「電気保修課では、集計表を作成した際に保全計画改善作業で抽出

されたすべての機器がリスト化されていることを確認すべきであったが、確認が不十分であった」

（直接要因[6]-(12)）ことにある。 

 当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 
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① 直接要因[6]-(12) の分析 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を行う際に、集計表における各課

が集計作業を行うために必要なインプットとアウトプットを明確にした計画書をプラント保全部

の計画書として作成する必要があったが、作成しなかったことが聞き取り等により確認されてい

る。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1) 及び組織の要因[1]-(1)-(2)と同じである。 

 

(10) 問題事象[6]10 に関する要因分析 

問題事象[6]10 の直接要因は、「課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、当初の「直近の

点検が十分でなかった機器」と「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した

機器」との両方の不適合として不適合報告書にて挙げられた機器については、報告書上は「十分

でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」として記載する（重複記載しな

い）という指示の時点で作業計画書を作成し、指示変更の必要が生じた際には作業計画書を改訂

することにより指示変更を明確にするべきであったが、計画書を作成せず指示変更を明確にしな

かった」（直接要因[6]-(13) ）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(13)の分析 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、本作業が「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」

の適用範囲に該当し、集計作業を行う上での要求事項及び検証等の必要事項について明確にする

必要があると認識すべきであったが、QMS に関する理解が不足していたため、適用範囲ではない

と誤認したことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

(11) 問題事象[6]11 に関する要因分析 

問題事象[6]11 の直接要因は、「電気保修課の集計フラグ入力者の一部は別表 3-3 作成の元とな

る「保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のリスト」において、

機器名称は同じだが、機器番号が異なっている機器に対して、同一機器と誤認し、「1 機器に１フ

ラグ立っていればよい」と誤った認識のもと入力作業を行った」（直接要因[6]-(14) ）こと及び「電

気保修課の集計フラグ確認者は、集計フラグを立てる作業において、要求事項を理解しておらず、

「１機器に１フラグ立てればよい」と誤認していた」（直接要因[6]-(15) ）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(14)及び直接要因[6]-(15)の分析 

直接要因[6]-(14)及び直接要因[6]-(15)とも、電気保修課の集計フラグ入力者の一部が、集計表

において同一機器のうち複数の点検項目がある場合、点検実施日が新しい方のタスクに集計フラ

グを付け、それ以外（集計フラグが立てられていないタスク）については集計の対象外とするよ

う作業方針が変更されたことに気付かなかったことにも関連し、組織の要因[6]-(8)-(1)にもつな

がる。 
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(12) 問題事象[6]12 に関する要因分析 

問題事象[6]12 の直接要因は、「TBM 資料では直近の点検が十分でなかった機器の点検区分につ

いて、平成 26 年 12 月 10 日以前は「実施済」、12 月 11 日以降は「未実施」とする判断基準とす

べきであったが、不適合報告書発行前を「不要」、不適合報告書発行から 12 月 10 日は「実施済」、

12 月 11 日以降は「未実施」とする誤った判断基準となっていた」（直接要因[6]-(16)）ことにあ

る。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(16)の分析 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、報告書取りまとめ担当者と点検区分の判定

基準について協議した結果、未点検機器の処置状況を集計するために、不適合発見から不適合報

告書発行までに点検したもの及平成 26 年 12 月 10 日以前に点検したものは「実施済」、12 月 11

日以降は「未実施」とする判断基準とすべきであったが、不適合報告書発行前を「不要」とする

誤った指示をプラント保全部各課に指示を出したことが聞き取り等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)及び組織の要因[1]-(1)-(2)と同じである。 

 

(13) 問題事象[6]13 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[6]-(6)及び直接要因[6]-(7)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(14) 問題事象[6]14 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[6]-(10)及び直接要因[6]-(11)につながることから、組織の要因は、組

織の要因[1]-(1)-(3)と同じである。 

 

(15) 問題事象[6]15 に関する要因分析 

この問題事象は、直接要因[6]-(6)及び直接要因[6]-(7)につながることから、組織の要因は、組織

の要因[1]-(1)-(3)及び組織の要因[1]-(4)-(1)と同じである。 

 

(16) 問題事象[6]16 に関する要因分析 

問題事象[6]16 の直接要因は、「課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、集計取りまとめ

責任者（プラント保全部次長）に保全の有効性評価の件数を報告する際、正しい件数を報告すべ

きであったが、件数の誤りに気付かなかった」（直接要因[6]-(17)）ことにある。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

① 直接要因[6]-(17)の分析 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、正しい情報（課内で管理していた保全の有効性

評価のリスト）に基づき自ら集計作業を実施し、集計結果の確認が不十分だったことが聞き取り

等により確認されている。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(2)と同じである。 
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6.2 RCA 報告書で分析した問題事象との関連 

 RCA 報告書では、もんじゅにおいて日本電気協会電気技術規程「原子力発電所の保守管理規程

（JEAC4209-2007）」に準拠した保全プログラムを導入した時期から、今般の一連の保守管

理上の不備が発覚するまでの経緯について、文書類の調査及び関係者への聞き取り調査によっ

て確認された次の 4 つの発生事象毎に時系列を整理し、また、この発生事象を頂上事象として

分析を行っている。 

(1) 保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した 

(2) 保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した 

(3) 保守管理の不適合が適切に管理されなかった 

(4) マネジメントレビュー等で品質方針等が見直されなかった 

 

今回発生した「点検計画改善作業における不適合の抽出に伴う再点検機器の機器数について誤

った報告をした」ことについて、類似の事象が発生していたかどうかを整理する。 

今回の発生事象は、旧36条報告書の作成段階で、「不適合の処置を実施した機器リスト」並びに

このリストに基づいて集計した「未点検機器の解消状況」の表等に記載した機器数に誤りがあっ

たことである。このことは既に集計している未点検機器の抽出に不備があったのではなく、その

数を整理し取りまとめる段階で集計の誤りを起こしてしまったことが原因であるため、RCA報告

書で整理した(1)、(3)及び(4)の発生事象とは関連しない。 

しかし、「未点検機器の数を整理し取りまとめる段階で集計の誤りを起こしてしまったこと」

は、集計方法に問題があったことであり、発生事象(2) 「保守管理上の不備に係る調査が不十分

で何度も繰り返した」の「保守管理上の不備に係る調査」を「旧36条報告書に記載する未点検機

器の集計作業」という視点でみることで、(2)中に類似の事象があると考えられる。さらに、発生

事象(2)には、再発したとされる不適合報告書（12-40）が含まれている。 

 そこで、RCA報告書の発生事象(2)「保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した」

を頂上事象Bとして分析した事項に、今回発生した誤りと類似の問題事象（直接要因）があるか

どうか、について6.1項の分析結果と比較した。 

その結果、RCA報告書の頂上事象Bのうち、今回発生した問題事象（直接要因）と類似の事象

が次の5件発生していることが明らかとなった。 

 

【問題事象 2-1】 

機械保修課では、点検期限を超過した機器の調査方法の確認が不足していた 

【直接要因 2-(2) 】（調査方法等の統一） 

プラント保全部では、点検期限超過の調査についての調査条件や方法を統一した上で調査すべき

であったが、調査に当たっての方法が統一されていなかった 

抽出した理由：集計に当たっての方法が統一されていなかったことから同様の事象が発生したと

判断 
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【問題事象 2-3】 

 もんじゅでは、措置命令報告書の精査が不十分であり、電気・計測制御設備の点検期限を超過

した安全機能の重要度分類のうちクラス 1 の機器について、点検を完了した機器数に誤りがあっ

た 

【直接要因 2-(6) 】（課題発生時の対応） 

所大で対応を図る必要が生じた場合に適用される「課題発生時対応要領」では、運営管理室長

が、課題発生時対応の実施計画段階で対応体制の情報共有について明確にするとされているが、

保守管理不備に係る点検期限超過の調査の実施計画において、各班の実施プロセスに対するイン

プットとアウトプットを明確にしていなかった 

抽出した理由：集計作業における計画を作成していなかったことに加え、集計作業を実施してい

た者に対してインプットとアウトプットを明確にしていなかったことから同様の事象が発生し

たと判断 

 

【問題事象 2-3】 

 もんじゅでは、措置命令報告書の精査が不十分であり、電気・計測制御設備の点検期限を超過

した安全機能の重要度分類のうちクラス 1 の機器について、点検を完了した機器数に誤りがあっ

た 

【直接要因 2-(7) 】（課題発生時の対応） 

運営管理室長は、「課題発生時対応要領」において実施計画の段階で進捗管理を明確にするこ

ととされているにも関わらず、実施計画の中で報告書の提出に向けた進捗管理の具体的方法を明

確にしていなかった 

抽出した理由：旧 36 条報告書の提出に向けて実施計画を改訂し、進捗管理の具体的方法を明確に

していなかったことから同様の事象が発生したと判断 

 

【問題事象 2-15】 

 所大チェック班は、所大チェック業務について、保安規定の「7.5.1 業務の管理」を踏まえた管

理と運営をしていなかった。 

【直接要因 2-(30) 】（監視・測定しリリース） 

事務局は、所大チェック業務を監視・測定し、所大チェック結果を次の工程にリリースできて

いることを確認し、記録化すべきであったが、所大チェックが確実に実施できていることを監視・

測定していなかった。 

抽出した理由：集計作業において、作業の管理（監視・測定）を実施していないことから同様の

事象が発生したと判断 

 

【問題事象 2-15】 

 所大チェック班は、所大チェック業務について、保安規定の「7.5.1 業務の管理」を踏まえた管

理と運営をしていなかった。 

【直接要因 2-(31) 】（完了の状態確認） 
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責任者は、所大チェック結果を確認して次の工程へリリースすべきであったが、未点検機器確

認作業の状況、設備所管課長による疑義処理の結果、所大チェック完了の状態を確認していなか

った。 

抽出した理由：発注先であるセンターに渡す際の集計結果の確認が不明確であったこと等から同

様の事象が発生したと判断 

 

6.3 RCA 報告書における頂上事象 B と同様の事象の発生に関する分析 

5.4 項で選定した【頂上事象】「「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36

条（現第 43 条の 3 の 23）第 1 項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成 25

年 5 月 29 日原管 P 発第 1305293 号）」に対する対応結果報告」の本文の未点検機器の解消状況

及び別表 3 の「不適合の処置を実施した機器リスト」の記載内容に誤りがあった」に対し、5.1

項及び 5.2 項の調査並びに「6.2 RCA 報告書で分析した問題事象との関連」を踏まえ類似の事象

が発生した要因を掘り下げる分析を実施した（添付資料‐3 RCA 報告書（頂上事象 B）の直接要

因と同様の事象の発生に関する要因分析図 参照）。 

RCA 報告書における頂上事象 B と同様の事象の発生に関する分析では、6.2 項で示した直接要

因と同様の事象が発生したことを踏まえ、「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は集計

作業において、集計の条件や方法を統一した上で集計させるべきであったが、集計に当たっての

方法が統一されておらず、RCA 報告書の直接要因 2-(2)（調査方法等の統一）と同様の事象が発

生した（問題事象[7]1）」、「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を行う各

課の取りまとめ者に、作業の進捗状況を把握（監視・測定）するよう指示し、明確な記録をもっ

てリリースすべきであったがしておらず、RCA 報告書の直接要因 2-(30)（監視・測定しリリース）

と同様の事象が発生した（問題事象[7]2）」及び「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）

は集計作業において、集計結果を確認（検証）して旧 36 条報告書取りまとめのセンター技術管理

課にリリースすべきであったがしておらず、RCA 報告書の直接要因 2-(31)（完了の状態確認）と

同様の事象が発生した（問題事象[7]3）」を主たる問題事象として抽出した。なお、問題事象[7]1

の下には RCA 報告書の直接要因 2-(6) 、2-(7) （課題発生時の対応）と同様の事象が含まれてい

た。 

 

(1) 問題事象[7]1 に関する要因分析 

問題事象[7]1 の「RCA 報告書の直接要因 2-(2)（調査方法等の統一）と同様の事象が発生した」

ことは、プラント保全部次長は集計作業において、集計の条件や方法を統一した上で集計させる

べきであったが、集計に当たっての方法が統一されておらず、RCA 報告書の直接要因 2-(2)（調

査方法等の統一）と同様の事象が発生したことが問題であり、これには 3 つの直接要因がある。 

この直接要因は、「集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、非定常業務である集計作

業についても「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の適用範囲とし、要求事項、資源の提供の

必要性、監視・測定、検証等を明確にした計画書を作成すべきであったが、RCA 報告書の直接要

因の対策 32＊1 として改正された要領に従った業務の計画を作成しなかった」（直接要因[7]-(1)）

こと、「平成 26 年 10 月の組織改編のあと、技術管理課長は、非定常業務である旧 36 条報告書の



40 
 

作成に関する計画書を作成するべきであったが、「センター業務の計画に係る作成要領」（RCA 報

告書の直接要因 2-(2)の対策 32）に従った計画書を作成しなかった」（直接要因[7]-(2))こと及び「運

営管理室長は、課題発生承認事象「保安のために必要な措置命令及び保安規定変更命令について」

の実施計画書において、平成 26 年 6 月 5 日に理事長が、旧 36 条報告書を提出することを明らか

にした段階で、当該実施計画書について旧 36 条報告書を提出するための手順を明確にすべきだっ

たが、RCA 報告書の直接要因の対策 34＊2 として改正された要領に沿った当該実施計画書の改訂

をしなかった」（直接要因[7]-(3))ことにある。 

なお、直接要因[7]-(2)、[7]-(3)には RCA 報告書の直接要因 2-(6)、2-(7)（課題発生時の対応）

と同様の事象が含まれている。 

当該直接要因について次のように組織の要因を分析した。 

*1：直接要因の対策 32  

点検期限の超過等に関する確認作業の方法等の明確化  

・各課長及び品質保証室長は、点検期限の超過に関する確認作業等の非定常業務（業務決定文書）についても「もん

じゅ業務の計画に係る作成要領」の適用範囲とし、計画を策定する際に要求事項、資源の提供の必要性、監視・測

定、検証等を考慮することを明確化する。  

*2：直接要因の対策 34  

課題発生時における実施計画書に記載する事項の明確化  

・運営管理室長（現：技術総括課長）は、課題発生時に、責任者が策定する実施計画書において以下の事項を明確化

した上で、運営管理室長（現：運営管理部長）及び品質保証室長が確認することを「課題発生時対応要領」にて明

確化する。  

① 要求事項及び対応方針  

② 班を設置する場合の実施プロセスに対するインプットとアウトプット  

③ 情報共有及び進捗管理の方法  

④ 実施時のリスクも考慮した工程の見通しと必要に応じた計画の見直し   

【引用元】 

対策については、平成 26 年 12 月 22 日に原子力規制委員会に提出した「高速増殖原型炉もんじゅにおける点検間

隔等の変更に係る保守管理上の不備に関する根本原因分析結果と対策の実施状況について」から引用している。以下、

同じ。 
 

① 直接要因[7]-(1)の分析 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、判断基準や手順、取りまとめた後の確

認を明確にした計画書を作成すべきであったが、再点検機器数はこれまでも何度か算出して

いる作業であり、計画書で明確にするような事項はないと誤認したこと、各課が行う必要の

ある作業を把握し適切な作業見積りを行い、監視・測定及び検証のための事務局を置いて集

計作業を行うべきだったが、各課において集計作業に必要な未点検機器等の数の洗い出しは

既にできているので自らが作業を行えばよいと考えたことが聞き取り等により確認されてい

る。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)及び組織の要因[1]-(1)-(2) と同じである。 

この他、プラント保全部次長は、非定常業務についても「もんじゅ業務の計画に係る作成

要領」の適用範囲であることを理解していなかったことも聞き取り等により確認されており、

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(3) と同じである。 

また、プラント保全部次長は、集計作業における認識合わせを図るための部内説明会を行

ったが、対応体制、分類の定義やインプット、アウトプットの明確化が図られるなどの適切

な説明ではなく、RCA 報告書の直接要因の対策 33※3 として実施した作業前説明による調査
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方法が統一されなかったことが、聞き取り等により確認されているが、これは直接要因[7]-(1)

につながる。 

*3：直接要因の対策 33 

作業前説明による調査方法の統一化 

・平成 26 年に実施する保全計画の確認作業においては、改正した「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」に基づき、

作業員に対し、「保全計画改善実施計画書」に基づく計画書・要領書の説明会を行い、作業を実施する。 

 

② 直接要因[7]-(2)の分析 

センターの技術管理課長は、旧 36 条報告書の取りまとめ課として、旧 36 条報告書の作成

に関する計画書を作成すべきであったが、作成について思いが至らなかったことが、聞き取

り等により確認されている。この組織の要因として、「技術管理課長は、組織改編によって移

行した旧 36 条報告書作成業務について「センター業務の計画に係る作成要領」に基づき、旧

36 条報告書作成実施計画書を作成すべきであったが、業務の計画の作成手順に関して正しく

理解しておらず、QMS を定着させるための教育の仕組みが構築されていなかった」（組織の

要因[7]-(2)-(1)）ことが挙げられる。 

また、センターの品質保証課長は、「品質保証活動を展開する責任者はラインの長であり、

新たに設置する品質保証担当者は、ラインの長を補助する役割とする」と考え、品質保証担

当者は、業務が QMS に沿って実施されているかの確認までは必要はないと考えたことが、

聞き取り等により確認されている。この組織の要因として、「品質保証課長は、部署内で QMS

活動を確実に展開させるため、配置した品質保証担当者に業務が QMS に沿って実施されて

いるかを確認させるべきだったが、担当業務が限定されていたことから、品質保証の視点で

チェックを行う仕組みが機能していなかった」（組織の要因[7]-(2)-(2)）ことが挙げられる。 

さらに、センターの計画管理部長は、旧 36 条報告書に関する対応を技術管理課長に指示し

たが、旧 36 条報告書作成に関する実施計画書を作成する必要性の有無については、自ら検討

しなかったことが、聞き取り等により確認されている。この組織の要因として、「計画管理部

長（旧運営管理室長）は、旧 36 条報告書作成に関する実施計画を作成し業務を確実に実施す

べきだったが、当該計画書の作成を担当者に指示せず、旧 36 条報告書に関する対応を任せっ

きりにしている等、旧 36 条報告書作成に関するラインとしてのフォローやチェックができて

いなかった」（組織の要因[7]-(2)-(3)）ことが挙げられる。 

 

③ 直接要因[7]-(3)の分析 

運営管理室長は、旧 36 条報告書に関する実施計画書の対応を運営管理室長代理に指示して

いたが、平成 26 年 6 月以前に作成した計画が有効であると誤認し、計画を改訂する必要があ

るという認識がなかったことが、聞き取り等により確認されている。この組織の要因として、

「運営管理室長代理は、定めたルールの意味を正しく理解し、業務を適切に実行するために

定めたルールを遵守すべきだったが、旧 36 条報告書の提出が確定した際、旧 36 条報告書作

成業務について課題発生時対応要領に基づき、旧 36 条報告書実施計画書を改訂していない等、

「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた」こと（組織の要因

[7]-(2)-(4)）が挙げられる。また、組織の要因[7]-(2)-(3)にも関連する。 
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(2) 問題事象[7]2 に関する要因分析 

問題事象[7]2 の「RCA 報告書の直接要因 2-(30)（監視・測定しリリース）と同様の事象が発生

したこと」は、直接要因[7]-(1)につながる。 

 この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)、組織の要因[1]-(1)-(2) 及び組織の要因[1]-(1)-(3)と同

じである。 

 

(3) 問題事象[7]3 に関する要因分析 

問題事象[7]3 の「RCA 報告書の直接要因 2-(31)（完了の状態確認）と同様の事象が発生した」

は、問題事象[7]1 につながる。 

この組織の要因は、組織の要因[1]-(1)-(1)、組織の要因[1]-(1)-(2) 及び組織の要因[1]-(1)-(3)と同

じである。 

 

6.4 組織の要因の検討（改善すべき組織の要因の決定） 

6.1 項及び 6.3 項の要因分析を踏まえ、国のガイドラインの「根本原因分析における組織要因

の視点」、「JNES の組織要因表（JOFL）」を参考に、抽出した組織の要因を分類、整理した。そ

の結果、全ての組織の要因が中間管理要因に該当した。 

（1）中間管理要因 

① 組織の要因[1]-(1)-(1)：集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務

の計画に係る作成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があっ

たが、「7.1 業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を明確にし

た計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵守する意識の共有が

図られていなかった（4-2-2 ルールの遵守） 

② 組織の要因[1]-(1)-(2)：集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りま

とめ責任者として作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら

作業を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった（4-7-1 役割・責

任） 

③ 組織の要因[1]-(1)-(3)：「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証

室は、共通する QMS 文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させるた

めの繰り返し教育を行っておらず、QMS を定着させるための教育の仕組みが構築されて

いなかった（4-2-1 ルールの整備） 

④ 組織の要因[1]-(1)-(4)：品質保証室長は、部署内で QMS 活動を確実に展開させるため、

配置した品質保証担当者に業務が QMS に沿って実施されているかを確認させるべきだ

ったが、担当業務が限定されていたことから、品質保証の視点でチェックを行う仕組み

が機能していなかった（4-2-3 ルールの維持管理） 

⑤ 組織の要因[1]-(3)-(1)：集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、機械保修課に

要求事項の変更に伴う追加作業を依頼する際に機械保修課の手順の変更、検証等を行う

ための作業期間を適切に設定できるようセンターと工程を調整のうえ、適切な工程を設

定すべきであったが、センターとの調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げるため
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の計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分でない等、「7.1 業務の計画」を理

解して計画を作成する取組みが不足していた（4-9-3 工程・計画） 

⑥ 組織の要因[1]-(4)-(1)：課内取りまとめ責任者の機械保修課長代理は、機械保修課入力担

当者が実施している内容を自ら確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき

役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画

や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのチェックやフォローができていなか

った(4-7-1 役割・責任) 

⑦ 組織の要因[4]-(1)-(1)：保全計画課長は、課員が実施している内容を自ら確認し、業務を

確実にすべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当

者等に業務を任せっきりにしてその計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとし

てのチェックやフォローができていなかった（4-7-1 役割・責任） 

⑧ 組織の要因[4]-(1)-(2)：保全計画課長は、最新の機器数を算出するという要求事項の重要

性について課員が正しく理解していることを確認せず、正確に集計作業を実施するため

の重要性を課員と共有しておらず、作業を正しく仕上げるための取組みが十分ではなか

った（4-5-1 部署レベルのコミュニケーション） 

⑨ 組織の要因[6]-(1)-(1)：集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）及び課内取りまと

め責任者の電気保修課長代理は、作業の実施に当たって明確な作業量等を見積り、作業

計画を立案すべきだったが、関係者間との調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げ

るための計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分でない等、「7.1 業務の計画」

を理解して計画を作成する取組みが不足していた（4-9-3 工程・計画） 

⑩ 組織の要因[6]-(4)-(1)：電気保修課では、タスク ID 等の集計に必要な情報等について明

確にし、集計表の加工作業を依頼すべきだったが、正確に集計作業を実施するための重

要性を関係者と共有しておらず、作業を正しく仕上げるための取組みが十分ではなかっ

た（4-5-1 部署レベルのコミュニケーション） 

⑪ 組織の要因[6]-(8)-(1)：電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した

電気保修課のデータ処理担当者は、集計フラグを入力する作業について作業の変更の都

度、資料の内容を更新し作業員が理解し作業ができるよう適切に対応すべきであったが、

資料の更新等、集計作業を仕上げるための計画（作業内容の変更を含む）の検討が十分

でなく、「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた（4-9-3 工程・

計画） 

⑫ 組織の要因[6]-(9)-(1)：電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認を引き継いだ電気

保修課のフラグ確認者（2 名）は、チェック作業に際し、指示元である電気保修課のデー

タ処理担当者にチェック方法を確認すべきであったが、正確に集計作業を実施するため

の重要性を課員と共有しておらず、作業を正しく仕上げるための取組みが十分ではなか

った（4-5-1 部署レベルのコミュニケーション） 

⑬ 組織の要因[7]-(2)-(1)：技術管理課長は、組織改編によって移行した旧 36 条報告書作成業

務について「センター業務の計画に係る作成要領」に基づき、旧 36 条報告書作成実施計

画書を作成すべきであったが、業務の計画の作成手順に関して正しく理解しておらず、

QMS を定着させるための教育の仕組みが構築されていなかった（4-2-1 ルールの整備） 
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⑭ 組織の要因[7]-(2)-(2)：品質保証課長は、部署内で QMS 活動を確実に展開させるため、

配置した品質保証担当者に業務が QMS に沿って実施されているかを確認させるべきだ

ったが、担当業務が限定されていたことから、品質保証の視点でチェックを行う仕組み

が機能していなかった（4-2-3 ルールの維持管理） 

⑮ 組織の要因[7]-(2)-(3)：計画管理部長（旧運営管理室長）は、旧 36 条報告書作成に関する

実施計画を作成し業務を確実に実施すべきだったが、当該計画書の作成を担当者に指示

せず、旧 36 条報告書に関する対応を任せっきりにしている等、旧 36 条報告書作成に関

するラインとしてのフォローやチェックができていなかった（4-7-1 役割・責任） 

⑯ 組織の要因[7]-(2)-(4)：運営管理室長代理は、定めたルールの意味を正しく理解し、業務

を適切に実行するために定めたルールを遵守すべきだったが、旧 36 条報告書の提出が確

定した際、旧 36 条報告書作成業務について課題発生時対応要領に基づき、旧 36 条報告

書実施計画書を改訂していない等、「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組み

が不足していた（4-2-2 ルールの遵守） 

 

6.5 分析結果に対する必要な対策の提言 

6.1 項及び 6.3 項の要因分析並びに 6.4 項の組織の要因の検討を踏まえ、組織の要因を防止する

ために必要な対策を以下のとおり提言する。また、直接要因及び組織の要因とその対策の関係を

整理した（添付資料－5 根本原因分析結果の整理表 参照）。なお、「RCA 報告書で抽出した「組

織の要素を含む背後要因」及び「対策の提言」と同様の内容であるか、その関連性を確認した。 

 

組織の要因[1]-(1)-(1)： 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」に定め

られた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があったが、「7.1 業務の計画」の要求事項を

理解し作業を実施するための要求事項を明確にした計画を作成する取組みが不足していたこと

や、定めたルールを遵守する意識の共有が図られていなかった（4-2-2 ルールの遵守） 

【対策の提言[1]-(1)-(1)】 

 平成 26 年 12 月 22 日に提出した RCA 報告書で提言した対策について、もんじゅにおいて

具体的な対策を検討し仕組みの改善を実施したが、その仕組みに従って業務を実施していない

ことが最大の要因である。改善した仕組みを業務の中で確実に展開するためには、改善した内

容を理解するとともに、ラインで確実に実施するよう、日頃実施している業務が何に基づいて

実施しているか、QMS の仕組みに適合しているかを常に問いかけることが重要である。 

そこで、次の対策（縦の確認の強化）を提言する。 

・ プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、計画に要求さ

れる事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプットの明確化、定義の明確化）、

資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記録などが適切に検討された計画を策定し、

関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること 

・ ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施しているかを常に問い

かける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守の重要性が理解できるよう動機
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づけを図ること（縦の確認の強化） 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 2-②、1-㉖に準ずる。また、

この対策の提言は、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)③ⅱ」及び「(3)③ⅳ」に準ずる。 

 

組織の要因[1]-(1)-(2)： 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者として作業管理を行

うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業を行う等、ラインとしてのフォロー

やチェックができていなかった（4-7-1 役割・責任） 

【対策の提言[1]-(1)-(2)】 

プラント保全部次長は、旧 36 条報告書に記載する未点検機器の集計作業を行う際、要求さ

れた事項をよく理解した上で、プラント保全部全体で行う作業の進捗管理を適切に行うことが

必要であり、そのために業務の計画を作成した上で、作業見積りを適切に行うことが必要であ

った。 

作業見積りを適切に実施すれば、簡単な集計作業であるという安易な認識ではなく、プラント

保全部とし事務局を置き、自らは責任者として業務全体の管理に徹することが必要である。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、業務が職

務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に沿ったものであること

を監視し、その実施結果を確認することを含む。）やその実施結果を確認すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-⑱に準ずる。また、この対

策の提言は、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)②ⅲ」に準ずる。 

 

組織の要因[1]-(1)-(3)： 

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共通する QMS 文書で

ある「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させるための繰り返し教育を行っておらず、

QMS を定着させるための教育の仕組みが構築されていなかった（4-2-1 ルールの整備） 

【対策の提言[1]-(1)-(3)】 

 プラント保全部次長は、平成 26 年 4 月 1 日に赴任した際に QMS の概要に関する教育は受

講していたが、保守管理以外の個別 QMS に関する教育は受講していなかった。本来 QMS

に関して、当該教育項目を明確にするとともに確実に教育を受講する必要がある。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を含

む、6 業務以外の QMS に関する要領についても、実施する教育内容は実効的な教育とな

るよう工夫するとともに、実施した教育内容を実行できるよう繰り返し意識付ける等、

理解促進に係る教育を実施すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-②に準ずる。また、この対

策の提言は、RCA 報告書で示した対策の提言の「(3)③ⅱ」に準ずる。 
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組織の要因[1]-(1)-(4)： 

品質保証室長は、部署内で QMS 活動を確実に展開させるため、配置した品質保証担当者に業務

が QMS に沿って実施されているかを確認させるべきだったが、担当業務が限定されていたこと

から、品質保証の視点でチェックを行う仕組みが機能していなかった（4-2-3 ルールの維持管理）

【対策の提言[1]-(1)-(4)】 

RCA 報告書を踏まえ、もんじゅでは品質保証体制の強化のため各課室に品質保証担当者を

置き、各課室で作成した QMS に係る文書・記録のチェック、QMS に係る制改訂についての

教育、不適合の記載内容等の業務を行うこととした。この業務は、受動的な確認であり、実

施している業務がQMS上適合しているかどうかを確認する業務とはなっていないことから、

チェックを依頼しない限り、確認できない仕組みとなっている。 

そこで、次の対策（横の確認の充実）を提言する。 

・ もんじゅでは、ルール遵守に係るチェック機能を強化するために、各部署に配置された

品質保証担当者が QMS に基づき業務の実施状況を確認することを明確にすること及び

組織内で業務が QMS に基づき実施されていることを定期的に監査する等、ルール遵守

に係るチェック機能を強化する仕組みに改善すること（横の確認の充実） 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-⑤に準ずる。また、この対

策の提言は、RCA 報告書で示した対策の提言の「(2)①ⅰ」に準ずる。 

 

組織の要因[1]-(3)-(1)： 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、機械保修課に要求事項の変更に伴う追加作業

を依頼する際に機械保修課の手順の変更、検証等を行うための作業期間を適切に設定できるよう

センターと工程を調整のうえ、適切な工程を設定すべきであったが、センターとの調整や総合的

な工程管理や集計作業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分で

ない等、「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた（4-9-3 工程・計画）

【対策の提言[1]-(3)-(1)】 

旧 36 条報告書の取りまとめはセンターで実施していたが、保守管理に関するデータの取り

まとめは、もんじゅプラント保全部で実施していた。集計取りまとめ責任者であるプラント

保全部次長は、集計に際しどの程度期間を要するか、集計結果が適切なものかを検証し妥当

性の評価を行うための期間はどの程度必要か、等を含め工程管理を適切に行い、作業期間の

調整等をセンターと調整して適切な工程を設定した計画を策定する必要があった。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足していることの確

認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられていることを確認すること及び要求

事項が変更された場合に対する作業への影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適

切に反映すること等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要性、

妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討された計画を策定し、関

係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 2-②に準ずる。また、この対
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策の提言は、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)③ⅱ」に準ずる。 

 

組織の要因[1]-(4)-(1)： 

課内取りまとめ責任者の機械保修課長代理は、機械保修課入力担当者が実施している内容を自ら

確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、

担当者等に業務を任せっきりにしてその計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしての

チェックやフォローができていなかった(4-7-1 役割・責任) 

【対策の提言[1]-(4)-(1)】 

指示を受けた機械保修課の取りまとめ責任者である機械保修課長代理は、入力担当者に対し

て作業指示をしたが、集計状況や集計結果等を確認していなかったことに要因がある。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、業務が職

務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に沿ったものであること

を監視し、その実施結果を確認するを含む。）やその実施結果を確認すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-⑱に準ずる。また、この対

策の提言は、対策の提言[1]-(1)-(2)と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)②ⅲ」

に準ずる。 

 

組織の要因[4]-(1)-(1)： 

保全計画課長は、課員が実施している内容を自ら確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら

行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画

や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのチェックやフォローができていなかった

（4-7-1 役割・責任） 

【対策の提言[4]-(1)-(1)】 

保全計画課長は、担当者に指示した後、担当者の作業状況を随時確認し集計作業が適切に実

施されているかを確認すべきところ、それをしなったことが問題であり、ラインの管理職と

して業務管理を適切に行うことが重要である。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、業務が職

務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に沿ったものであること

を監視し、その実施結果を確認するを含む。）やその実施結果を確認すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-⑱に準ずる。また、この対

策の提言は、対策の提言[1]-(1)-(2）と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)②ⅲ」

に準ずる。 

 

組織の要因[4]-(1)-(2)： 

保全計画課長は、最新の機器数を算出するという要求事項の重要性について課員が正しく理解し

ていることを確認せず、正確に集計作業を実施するための重要性を課員と共有しておらず、作業
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を正しく仕上げるための取組みが十分ではなかった（4-5-1 部署レベルのコミュニケーション）

【対策の提言[4]-(1)-(2)】 

保全計画課長は、担当者に指示する際に、口頭で最新の機器数を算出するということを伝

えたものの、担当者が別の者に指示する際に伝え忘れたことが発端である。また、集計した

データを課長に提出する際に、どのような情報を集計したのかを説明せず、また課長も集計

したデータの情報を確認しなかった等、双方のコミュニケーション（報連相）が不足してい

たことが原因である。重要な情報やデータの集計等は、たとえ単純な事項であっても重要性

を正確に伝え認識させるとともに、双方がデータの授受の際に確認しあう等、良好なコミュ

ニケーションを培うことで再発を防止できる。 

そこで、次の対策（横の確認の充実）を提言する。 

・ プラント保全部管理職は、管理職、主査及び担当者間の報告・連絡・相談の徹底（関係

者間でのコミュニケーションの強化）等して、担当者等へ業務を指示する際に業務の必

要性、重要性を理解させ業務への取組み意欲を持たせることを徹底すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-㉔に準ずる。また、この対

策の提言は、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)⑥ⅰ」及び「(1)⑥ⅱ」に準ずる。 

 

組織の要因[6]-(1)-(1)： 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）及び課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、

作業の実施に当たって明確な作業量等を見積り、作業計画を立案すべきだったが、関係者間との

調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更を含む））の

検討が十分でない等、「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた（4-9-3

工程・計画） 

【対策の提言[6]-(1)-(1)】 

集計作業に当たって集計取りまとめ責任者であるプラント保全部次長は、課内取りまとめ

責任者の電気保修課長代理に対して提出時期の確認のために目標日を指定したものの、作業

内容や作業により必要な日数の確認等を行わなかった。また確認を受けた電気保修課長代理

は、指定された目標日は必ず遵守するものと受け取ってしまい、何とか期日内に対応しなけ

ればならないという視野狭窄的な考えに陥ってしまった。上位者は、作業に当たってのプロ

セスを確認した上で、作業に必要な期間、達成するために必要な資源の必要性等を検討した

上で適切な計画を策定し関係者間で共有する必要があった。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足していることの確

認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられた計画を策定すること及び要求事項

が変更された場合に対する作業への影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に

反映すること等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要性、妥

当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討された計画を策定し、関係

者間で共有を図り「段取り八分」を整えること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 2-②に準ずる。また、この対
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策の提言は、対策の提言[1]-(3)-(1）と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)③ⅱ」

に準ずる。 

 

組織の要因[6]-(4)-(1)： 

電気保修課では、タスク ID 等の集計に必要な情報等について明確にし、集計表の加工作業を依

頼すべきだったが、正確に集計作業を実施するための重要性を関係者と共有しておらず、作業を

正しく仕上げるための取組みが十分ではなかった（4-5-1 部署レベルのコミュニケーション） 

【対策の提言[6]-(4)-(1)】 

別表 3 に記載する機器番号及び機器名称を保全計画 Rev.15 のものから Rev.17 のものに修

正するという指示があった際に電気保修課は、作業のために報告書取りまとめ担当者に対し

て Rev.15 と Rev.17 との機器の特定を容易に行うことができる「タスク ID」が必要であるこ

とを伝えなかったことから、報告書取りまとめ担当者は、タスク ID が不要であると思い集

計表から削除してしまったことが原因である。この結果、電気保修課のデータ処理担当者は、

機器番号及び機器名称がどのように変更となったかを特定できなかったため、誤りに気が付

かなかった。このことは、電気保修課のデータ処理担当者と報告書取りまとめ担当者のコミ

ュニケーション不足によるものと考える。 

そこで、次の対策（横の確認の充実）を提言する。 

・ プラント保全部管理職は、管理職、チームリーダ及び担当者間の報告・連絡・相談の徹

底（関係者間でのコミュニケーションの強化）等して、担当者等へ業務を指示する際に

業務の必要性、重要性を理解させ業務への取組み意欲を持たせることを徹底すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-㉔に準ずる。また、この対

策の提言は、対策の提言[4]-(1)-(2）と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)⑥ⅰ」

及び「(1)⑥ⅱ」に準ずる。 

 

組織の要因[6]-(8)-(1)： 

電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した電気保修課のデータ処理担当

者は、集計フラグを入力する作業について作業の変更の都度、資料の内容を更新し作業員が理解

し作業ができるよう適切に対応すべきであったが、資料の更新等、集計作業を仕上げるための計

画（作業内容の変更を含む）の検討が十分でなく、「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成す

る取組みが不足していた（4-9-3 工程・計画） 

【対策の提言[6]-(8)-(1)】 

作業が変更となった際に、課内取りまとめ責任者である課長代理は、変更した内容や手順

を記したメモを用いて説明したが、電気保修課の集計フラグ入力者の一部は、その変更箇所

に気が付かず作業を進めてしまったことが一因である。これは作業が変更となった際に、確

実に変更内容を理解させるとともに、変更になった箇所の確認を確実にチェックする等、明

確な計画を策定して対応すべきであった。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足していることの
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確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられた計画を策定すること及び要求

事項が変更された場合に対する作業への影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ

適切に反映すること等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必

要性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討された計画を策

定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 2-②に準ずる。また、対策の

提言は、対策の提言[1]-(3)-(1)と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)③ⅱ」

に準ずる。 

 

組織の要因[6]-(9)-(1)： 

電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認を引き継いだ電気保修課のフラグ確認者（2 名）

は、チェック作業に際し、指示元である電気保修課のデータ処理担当者にチェック方法を確認す

べきであったが、正確に集計作業を実施するための重要性を課員と共有しておらず、作業を正し

く仕上げるための取組みが十分ではなかった（4-5-1 部署レベルのコミュニケーション） 

【対策の提言[6]-(9)-(1)】 

電気保修課の集計フラグ確認者（2 名）は、電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確

認を引き継いだ際に、作業の内容やチェック方法を確認して作業を行う必要があったが、自

分たちが決めた作業内容を前任者あるいは上位者に確認せず、実施したことが問題である。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ プラント保全部管理職は、管理職、チームリーダ及び担当者間の報告・連絡・相談の徹

底（関係者間でのコミュニケーションの強化）等して、担当者等へ業務を指示する際に

業務の必要性、重要性を理解させ業務への取組み意欲を持たせることを徹底すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-㉔に準ずる。また、この対

策の提言は、対策の提言[4]-(1)-(2)と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)⑥ⅰ」

及び「(1)⑥ⅱ」に準ずる。 

 

組織の要因[7]-(2)-(1)： 

技術管理課長は、組織改編によって移行した旧 36 条報告書作成業務について「センター業務の

計画に係る作成要領」に基づき、旧 36 条報告書作成実施計画書を作成すべきであったが、業務

の計画の作成手順に関して正しく理解しておらず、QMS を定着させるための教育の仕組みが構

築されていなかった（4-2-1 ルールの整備） 

【対策の提言[7]-(2)-(1)】 

 組織改編で旧 36 条報告書取りまとめの業務がもんじゅからセンターに移行した際、技術管

理課長は、課題発生時対応要領に基づき作成した旧 36 条報告書作成に係る実施計画を、「セ

ンター業務の計画に係る作成要領」に従い実施計画を作成しなかったため、要求事項が不明

確となり、定義等があいまいなまま旧 36 条報告書作成を進めたことが原因である。これは、

技術管理課長が、作成の必要性を失念したこと、すなわち QMS の理解が不足していたこと

が原因である。 
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そこで、次の対策を提言する。 

・ センターでは、センターの従業員に対して、「センター業務の計画に係る作成要領」を含

む、6 業務以外の QMS に関する要領についても、実施する教育内容が実効的な教育とな

るよう工夫するとともに、実施した教育内容を実行できるよう繰り返し意識付けする等、

理解促進に係る教育を実施すること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-②に準ずる。また、この対

策の提言は、対策の提言[1]-(1)-(3)と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(3)③ⅱ」

に準ずる。 

 

組織の要因[7]-(2)-(2)： 

品質保証課長は、部署内で QMS 活動を確実に展開させるため、配置した品質保証担当者に業務

が QMS に沿って実施されているかを確認させるべきだったが、担当業務が限定されていたこと

から、品質保証の視点でチェックを行う仕組みが機能していなかった（4-2-3 ルールの維持管理）

【対策の提言[7]-(2)-(2)】 

RCA 報告書を踏まえ、もんじゅでは品質保証体制の強化のため各課室に品質保証担当者を

置き、各課室で作成した QMS 文書に係る文書・記録のチェック、QMS に係る制改訂の内容

についての教育、不適合の記載内容等に関する業務を行うこととした。これに合わせて、セ

ンターでも同様の体制とした。この業務は、受動的な確認であり、実施している業務が QMS

上適合しているかどうかを確認する業務とはなっていないことから、チェックを依頼しない

限り、確認できない仕組みとなっている。 

そこで、次の対策（横の確認の充実）を提言する。 

・ センターでは、ルール遵守に係るチェック機能を強化するために、各部署に配置された

品質保証担当者が QMS に基づき業務の実施状況を確認することを明確にすること及び

組織内で業務が QMS に基づき実施されていることを定期的に監査する等、ルール遵守

に係るチェック機能を強化する仕組みに改善すること（横の確認の充実） 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-⑤に準ずる。また、この対

策の提言は、対策の提言[1]-(1)-(4)と同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(2)①ⅰ」

に準ずる。 

 

組織の要因[7]-(2)-(3)： 

計画管理部長（旧運営管理室長）は、旧 36 条報告書作成に関する実施計画を作成し業務を確実

に実施すべきだったが、当該計画書の作成を担当者に指示せず、旧 36 条報告書に関する対応を

任せっきりにしている等、旧 36 条報告書作成に関するラインとしてのフォローやチェックがで

きていなかった（4-7-1 役割・責任） 

【対策の提言[7]-(2)-(3)】 

組織改編で旧 36 条報告書取りまとめの業務がもんじゅからセンターに移行した際、計画管理

部長は、課題発生時対応要領に基づき作成した旧 36 条報告書作成に係る実施計画を、「センタ

ー業務の計画に係る作成要領」に従った実施計画の作成を技術管理課長に指示しなかったため、
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要求事項が不明確となり、定義等が曖昧なまま旧 36 条報告書作成を進めたことが原因である。

これは、もんじゅを含め定めたルールに従い業務を実施していなかったことが原因である。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ もんじゅ及びセンターにおいて、業務の取りまとめを行う管理職は、業務担当職位に応

じた責任範囲と業務分担を「業務の計画」で明確にし、「報連相」の励行や、業務が要求

事項に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認する場合は、定めたルール

の確実な遵守を認識させるため、その業務が何に基づいて実施しているかを常に問いか

ける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、実施する業務を確実にマネジメントできるよ

うにすること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1-⑱に準ずる。また、この対

策の提言は、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)②ⅰ」に準ずる。 

 

組織の要因[7]-(2)-(4)： 

運営管理室長代理は、定めたルールの意味を正しく理解し、業務を適切に実行するために定めた

ルールを遵守すべきだったが、旧 36 条報告書の提出が確定した際、旧 36 条報告書作成業務に

ついて課題発生時対応要領に基づき、旧 36 条報告書実施計画書を改訂していない等、「7.1 業務

の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた（4-2-2 ルールの遵守） 

【対策の提言[7]-(2)-(4)】 

理事長が旧 36 条報告書の作成を決定した際に、旧 36 条報告書作成に関する実施計画を改訂

し報告書に求められる要求事項を明確にすべきだったが、運営管理室長代理は、実施計画を改

訂しなかったために、組織改編の際にもんじゅが行う旧 36 条報告書作成に関する実施計画の改

訂に結びつかなかったと考える。 

そこで、次の対策を提言する。 

・ 運営管理部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、計画に要求される

事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプットの明確化、定義の明確化）、資

源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記録などが適切に検討された計画を策定し、関

係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 2-②に準ずる。また、この対策

の提言は、対策の提言[1]-(1)-(1)と一部同じであり、RCA 報告書で示した対策の提言の「(1)③ⅱ」

に準ずる。 

以 上 
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表-1  保安措置命令報告書の機器の集計誤りの具体的な内容 

 

 
別表 3の項

目等 注１） 
誤りの内容 

1.【記載の誤り 1, 

12, 27】 

特別な保全計画へ移行している保管・停止機器は「特別採用」としているにも拘わらず、

使用前に点検する計画としていたことから、当面、点検を行わないので「点検不要」と

誤認した。 

【記載の

誤り 1】 

別表 3-1② 「特別採用」としているにも拘わらず、1次主冷却系循環ポンプ M-G セットについて、

特別な保全計画で管理するため、使用する前（原子炉起動前）に点検する計画としてい

たことから、「点検不要」と誤認した。（204 機器）注２）【機械保修課】 

【記載の

誤り 12】

別表 3-2② 「特別採用」としているにも拘わらず、特別な保全計画へ移行している機器であるため、

使用前に点検する計画としていることから、「点検不要」と誤認した。（59 機器）【機械

保修課】 

【記載の

誤り 27】

別表 3-2② 「特別採用」としているにも拘わらず、特別な保全計画へ移行しているため、使用前に

点検する計画としていることから、「点検不要」と誤認した。（1機器）【電気保修課】 

   

2.【記載の誤り 11, 

14, 26】 

判断基準が明確でなかったことなどにより、保全計画に登録する前の点検実績、不適合

報告書承認前の点検実績等がある場合には、「点検済」とすべきところ、「点検不要」と

誤認した。 

【記載の

誤り 11】

別表 3-4① 

別表 3-4② 

点検している実績があることから、現時点では改めて点検を行う必要はないとの誤判断

によって「点検不要」と誤認した。（3機器）【保全管理課】 

【記載の

誤り 14】

別表 3-1① 「点検済」の機器に区分するものを、既に「直近の点検が十分でなかった機器」の点検

を実施していたことから、「点検不要」と誤認した。（11 機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 26】

別表3-1① 

別表 3-3① 

「点検不要」として区分したものの中に、誤認などによる区分の間違いがあった。 

・直近の点検が十分でなかった機器及び保全方式を変更した機器の点検について、点検

を実施していた場合には、「点検済」として区分されるが、判断基準が曖昧だったた

め、新たな点検が不要との誤った判断により、「点検不要」と誤認した。（132 機器）

【電気保修課】 

   

3.【記載の誤り 2, 3, 

7, 9, 22】 

保全計画見直しの準備作業、不適合報告書の機器リストに基づく別表 3作成作業及び作

業用機器リスト作成作業などでの誤記及び転記の誤り。 

【記載の

誤り 2】 

別表 3-4① ・機器名称の誤記 

保全計画改善確認作業の中で、その電子データが作成途上であったため、別表-3 に該当

するデータを集めて、手書きでメモした際、機器番号 693 を誤って 683 と転記した。 

【誤】 

683ＡdPI01 蒸気発生器室（Ａ）外気取入フィルタ差圧現場指示計 

【正】 

693dPI01Ａ ディーゼル発電機室外気取入フィルタ差圧現場指示計等の 3機器【保全管理

課】 
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【記載の

誤り 3】 

別表 3-4② ・機器番号の誤記 

【誤】230BTM006A2⇒【正】230CTM006A2 

・機器名称の誤記 

【誤】原子炉格納容器内 1次アルゴンガス系室雰囲気モニタ電源切替盤 D-B2714 

⇒【正】原子炉格納容器内 1次アルゴンガス系室雰囲気モニタ電源切替盤 

不適合報告書に添付した機器リストから、別表 3を作成する作業に転記する際、誤って

記載。【保全管理課】 

【記載の

誤り 7】 

別表 3-1② 点検計画（Rev.17）の情報を基に作業用機器リストへ機器番号、機器名称を転記する際、

転記の元データ（Rev.17）の誤記に気づかず転記したことから、別表 3の「直流共通分

電盤Ｄ-1」等の 4機器の機器番号を誤った。（点検計画（rev18）では修正済）（4機器）

【電気保修課】 

【記載の

誤り 9】 

別表 3-4② 不適合報告書の機器リストからの転記の際、確認が十分でなかったことから、保全計画

に追加する機器の記載が別表 3-4②から抜けていた。（2機器）【保全管理課】 

【記載の

誤り 22】

別表3-2① 

 

作業用機器リストについて、点検計画（Rev.15）に基づいて作成した後、その機器名称

を点検計画（Rev.17）の記載と整合させる作業の過程で、「751 系 碍子洗浄ノズル装置

（5機器）」と記載すべきところ、誤った機器（「065 系 065 系電気設備の機器（1機器）」

を参照して入力した。（4機器）【電気保修課】 

   

4.【記載の誤り 4, 

17】 

１つの機器に対して複数の不適合がある場合、各不適合で集計の分類を入力する処理プ

ログラムにすべきであったが、分類の入力が１つしかなかったため、「点検不要」を「特

別採用」に、また、「点検不要」を「点検済」に分類される処理であった。 

【記載の

誤り 4】 

別表 3-2② １つの機器について複数の不適合がある場合、各不適合についてそれぞれ「点検不要」

か「点検済」か「特別採用」かの分類を入力する処理プログラムにすべきであったが、

当該分類の入力が１つの機器について１つしかなかったため、「点検不要」が「特別採

用」に分類された。（328 機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 17】

別表 3-2① １つの機器について複数の不適合がある場合、各不適合についてそれぞれ「点検不要」

か「点検済」か「特別採用」かの分類を入力する処理プログラムにすべきだったが、当

該分類の入力が１つの機器について１つしかなかったため、「点検不要」が「点検済」

に分類された。（79 機器）【機械保修課】 

   

5.【記載の誤り 5, 13, 

15, 16, 18, 19, 31】 

「点検不要」の機器を誤って「特別採用」や「点検済」の区分に設定し、また、「点検

済」の機器を誤って「特別採用」に設定するなど、集計作業用のチェック等の誤入力を

行った。 

【記載の

誤り 5】 

別表 3-3② 「点検不要」の機器について、集計作業用のチェック（「✔」マークの入力）を「特別

採用」と誤入力した。（1機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 13】

別表3-2① 

別表 3-2② 

「点検不要」の機器について、集計作業用のチェック（「✔」マークの入力）を「特別

採用」もしくは「点検済」と誤入力した。（3機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 15】

別表3-1① 

別表3-2② 

別表 3-3② 

「点検済」または「特別採用」の機器について、区分して集計作業用のチェック（「✔」

マークの入力）を入力していなかったため、その機器数を計上できなかった。（62 機器）

【機械保修課】 
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【記載の

誤り 16】

別表 3-1① 

別表 3-1② 

別表 3-2① 

別表 3-2② 

「特別採用」の機器について、関連する機器が点検済みであったため、集計作業用のチ

ェック（「✔」マークの入力）時に「点検済」と誤入力した。（4機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 18】

別表 3-1① 

別表 3-1② 

「点検済」の機器について、集計作業用のチェック（「✔」マークの入力）時に「特別

採用」と誤入力した。（14 機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 19】

別表3-1① 

別表 3-2① 

「直近の点検が十分でなかった機器」について、集計作業用のチェック（「✔」マーク

の入力）時に「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」の

分類に誤入力した。（2機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 31】

別表3-1① 機器数を手入力した際、機器番号が一つで機器数 2台のものについて入力を誤った。（定

電圧電源直流電源：1機器）【燃料環境課】 

   

6.【記載の誤り 10】 特別採用とすべき機器を、点検した実績があるとの思い込みによって「点検済」とした。

【記載の

誤り 10】

別表 3-4① 

別表 3-4② 

「特別採用」の機器を、点検した実績があると思い込み、確認が十分でなかったことか

ら「点検済」とした。（2機器）【保全管理課】 

   

7.【記載の誤り6, 21】 作業用機器リストを用いた機器数の集計作業において、機器が複数ある場合はその個数

分の行を機器リストに入力するルールの理解不足のため、それを実施しなかった。 

【記載の

誤り 6】 

別表 3-2① 電気保修課における作業用機器リストを用いた機器数の集計作業において、機器が複数

ある場合にはその個数分の行を機器リストに入力するルールを実施しなかったことか

ら、各 2 個である「667-A ポテンショメータ」及び「667-B ポテンショメータ」が各 1

個と算出された。 

更に、「点検不要」の機器を「点検済」とした。 

上記により別表 3の機器数を誤った。（2機器）【電気保修課】 

【記載の

誤り 21】

別表3-2② 

 

電気保修課における作業用機器リストを用いた機器数の集計作業において、機器が複数

ある場合にはその個数分の行を機器リストに入力するルールを決めていた。各 2個ある

3 種類の機器に対し、思い込みにより、各 1 個と計算するように入力したため、別表 3

の機器数を誤った。（3機器）【電気保修課】 

   

8.【記載の誤り 8】 点検計画（Rev.15）に誤った機器番号があり、追加機器候補として抽出された。しかし、

点検計画（Rev17）案との確認不足により、そのまま追加機器として登録された。 

【記載の

誤り 8】 

別表 3-4② 点検計画（Rev.15）に誤った機器番号が記載されていたことから、設計図書との確認に

おいて「保全計画に追加する機器」として抽出され、点検計画（Rev.17）改正時に修正

された機器番号情報との確認が十分でなかったことから、「保全計画に追加する機器」

でないものを別表 3-4②に記載した。（1機器）【保全管理課】 

   

9.【記載の誤り 20, 

25】 

「保全方式の変更」と「保全の有効性評価」のように２つ不適合があった機器について、

集計作業用のチェック入力時に片側しか入力しなかった。 

【記載の

誤り 20】

別表 3-3② 「事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器」と「十分でなかった保

全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」の２つ不適合があった機器につ
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いて、集計作業用のチェック入力時に前者のみを入力し、後者を入力しなかった。（19

機器）【機械保修課】 

【記載の

誤り 25】

別表3-1① 

別表3-2② 

 

「直近の点検が十分でなかった機器」のうち点検を実施した機器、「十分でない保全の

有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」のうち特別採用を実施した機器の２

つの不適合があった機器のうち、１つの系統の機器について前者のみを記載し、後者を

記載しなかった。（58 機器）【電気保修課】 

   

10.【記載の誤り 23】 作業用機器リストへの直近の点検実績の入力に誤りがあったため、「点検済」と「特別

採用」の機器数に誤りが生じた。 

【記載の

誤り 23】 

別表3-1① 

別表3-2① 

別表3-2② 

別表3-3① 

別表 3-3② 

作業用機器リストへの直近の点検実績の入力に誤りがあったため、「点検済」と「特別

採用」との区分を誤った。特に、本報告書において集計日とした 12 月 10 日の前後に行

われた点検の実績を誤った。（63 機器）【電気保修課】 

   

11.【記載の誤り 24】 作業用機器リストの作成において、特別な保全計画と記載し忘れた機器について、「特

別採用」と記載せず、誤って、「点検済」と記載した。 

【記載の

誤り 24】 

別表3-2① 

別表 3-2② 

特別な保全計画へ既に移行している機器であるため、使用前に点検する計画としている

ことから、技術評価を行い「特別採用」としている。作業用機器リストの作成において、

特別な保全計画と記載し忘れた機器があり、これらの機器について「点検済」と誤って

記載した。（64 機器）【電気保修課】 

   

12.【記載の誤り 25】 不適合報告書から作業用機器リストを作成する際、1 件の不適合報告書からの抽出忘れ

に気付かなかった。 

【記載の

誤り 25】

別表3-1② 

別表 3-3① 

作業用機器リストを整理する段階で、該当する不適合報告書を識別して、対象機器の一

覧表を作っていたが、1件の不適合報告書からの抽出忘れに気付かなかった。（68 機器）

【電気保修課】 

   

13.【記載の誤り 26, 

29】 

有効性評価を無効とした機器で点検期限内に点検実績があるものを「点検不要」ではな

く「点検済」と誤認した。 

【記載の

誤り 26】

別表3-2① 

 

「点検済」として区分したものの中に、誤った判断などによる区分の間違いがあった。

・保全の有効性評価が無効になり、点検期限が元に戻った場合、保全の有効性評価が無

効となる以前の点検期限内に点検実績があるものについて、「点検不要」とすべきと

ころ、誤認により、「点検済」とした。（138 機器）【電気保修課】 

【記載の

誤り 29】

 

 

 

別表 3-2① 「十分でなかった保全の有効性評価を無効として点検期限を超過した機器」について、

保全の有効性評価を無効とする以前の点検期限内に点検実績があるものを「点検不要」

とするとの判断基準を作業担当者が誤認していたため、「点検不要」ではなく「点検済」

とした。（11 機器）【電気保修課】 
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14.【記載の誤り 28】 集計作業において、機器の実績日を入力すべきところ、予定日を入力した。 

【記載の

誤り 28】

別表3-2① 

別表 3-2② 

集計作業において、同一機器で同一の点検項目に対して複数の不適合があるものに対し

て、一方は実績日、もう一方は予定日を入力していたため、集計結果を誤った。（6機器）

【電気保修課】 

   

15.【記載の誤り 30】 点検が実施済みで、別表 3への記載の対象外との思い込みがあったため、機器数の記載

が抜けていた。 

【記載の

誤り 30】

別表 3-1① 点検が実施済で、別表 3への記載の対象外との思い込みがあったため、配管支持構造物

の記載が抜けた。（9機器）【燃料環境課】 

   

16.【記載の誤り 32】 次年度に点検予定があったため、点検超過に伴い新たに計画する分解点検はないとの誤

った判断をした。 

【記載の

誤り 32】 

別表 3-2② 従前より分解点検（交換）が平成 27 年度、28 年度に計画されており、それまでの健全

性は外観点検、特性試験の実績により技術評価できていることから、点検超過に伴って

新たに計画する分解点検はないと誤認し、点検が必要な機器を「点検不要」として計上

できなかった。（2機器）【燃料環境課】 

   

17.【記載の誤り 33】 報告書作成時は明確としていなかった集計の分類の判断基準を不適合の内容で判別す

ることで統一した結果、不適合の内容が「保全の有効性評価」に対するものとなった。

【記載の

誤り 33】

別表 3-2① 

別表 3-3① 

報告書作成時には集計の分類に係る判断基準が明確になっていなかったため、当該機器

について、「十分でなかった保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」

ではなく、「事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器」に誤って分

類した。（204 機器）【施設保全課】 

   

18.【記載の誤り34】 保全の有効性評価の管理用リストで、欠番のものについて集計作業用のチェックを消し

忘れていたため、加算計上した。 

【記載の

誤り 34】

本文 5. 

(44,48,50

頁) 

平成 22 年 7 月から平成 26 年 4 月までに実施した保全の有効性評価の管理用リストで、

欠番と記載していたものについて集計作業用のチェックを消し忘れていたため、加算計

上した。（１機器）【電気保修課】 

   

19.【記載の誤り 35】 技術根拠の制定対象とした機器数の最終入力情報の確認の不十分、及び点検内容を変更

した機器数の計算の誤り。 

【記載の

誤り 35】 

本文

7.3,7.4 

（57～59

頁） 

① 技術根拠の整備の対象とした機器数 

報告書用に機器数を提供した後、最終の入力情報の確認が十分でなかったことから集計

を誤った。 

 技術根拠の整備の対象機器管理用ファイルに、今回の整備の対象としていない機器

が含まれていた。（5機器減） 

 報告書用の機器数提供時点の途中時点の技術根拠整備対象機器管理用のファイル

に、今回の整備の対象とした機器が抜けていたため、集計を誤った（2機器増） 

② 点検項目、点検内容、点検間隔/頻度等を変更した機器数 
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①の総数より、保全タスク及び点検間隔/頻度を変更しなかった機器数を減じ、変更し

た機器数を算出する際、新規点検項目追加のみの機器を変更しなかった機器と計上し

（37 機器増）、また、変更しなかった機器の総数を合計する際に計算を誤った。【保全計

画課】 
 
注１）：別表 3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器 

別表 3-1②  直近の点検が十分でなかった機器」のうち特別採用を実施した機器 

別表 3-2① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器 

別表3-2② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機

器 

別表 3-3① 事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のうち点検を実施した機器 

別表 3-3② 事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のうち特別採用した機器 

別表 3-4① 保全計画に追加する機器のうち点検を実施した機器 

別表 3-4② 保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した機器 

 

注２）：延べの機器数を示す。他の機器数についても同様。 



発生部署

事象番号 内容 番号 内容 名称

1
「特別採用」としているにも拘わらず、1次主冷却系循環ポンプM-Gセットについて、特別な保全計
画で管理するため、使用する前（原子炉起動前）に点検する計画としていたことから、「点検不要」
と誤認した。（204機器））注２）【機械保修課】

[1]1
機械保修課は、集計の際に112系（ 1次主冷却系循環ポンプＭ-Ｇセット）が「別
表3-1②　直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用を実施した機器」の
リストから抜けていた

機械保修課

2

・機器名称の誤記
保全計画改善確認作業の中で、その電子データが作成途上であったため、別表-3に該当する
データを集めて、手書きでメモした際、機器番号693を誤って683と転記した。
【誤】
683ＡdPI01 蒸気発生器室（Ａ）外気取入フィルタ差圧現場指示計
【正】
693dPI01Ａ ディーゼル発電機室外気取入フィルタ差圧現場指示計等の3機器【保全管理課】

[5]1
部付技術主幹は「別表3-4①　保全計画に追加する機器のうち点検を実施した
機器」と異なった機器を誤って記載した

3

・機器番号の誤記
【誤】230BTM006A2⇒【正】230CTM006A2
・機器名称の誤記
【誤】原子炉格納容器内1次アルゴンガス系室雰囲気モニタ電源切替盤D-B2714
⇒【正】原子炉格納容器内1次アルゴンガス系室雰囲気モニタ電源切替盤
不適合報告書に添付した機器リストから、別表3を作成する作業に転記する際、誤って記載。【保
全管理課】

[5]2
部付技術主幹は、不適合報告書に添付した機器リストから転記する際、機器番
号又は機器名称を誤って記載した

4

１つの機器について複数の不適合がある場合、各不適合についてそれぞれ「点検不要」か「点検
済」か「特別採用」かの分類を入力する処理プログラムにすべきであったが、当該分類の入力が１
つの機器について１つしかなかったため、「点検不要」が「特別採用」に分類された。（328機器）【機
械保修課】

[1]2
機械保修課は、誤って1次メンテナンス冷却系中間熱交換器等（328機器）を「別
表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器
のうち特別採用を実施した機器」のリストに計上した

5
「点検不要」の機器について、集計作業用のチェック（「✔」マークの入力）を「特別採用」と誤入力し
た。（1機器）【機械保修課】

[1]3
機械保修課は、冷凍機凝縮器Aを「別表3-3②　保全方式を事後保全又は状態
基準保全から時間基準保全に変更した機器のうち特別採用を実施した機器」の
リストに誤って計上した

6

電気保修課における作業用機器リストを用いた機器数の集計作業において、機器が複数ある場
合にはその個数分の行を機器リストに入力するルールを実施しなかったことから、各2個である
「667-Aポテンショメータ」及び「667-Bポテンショメータ」が各1個と算出された。
更に、「点検不要」の機器を「点検済」とした。
上記により別表3の機器数を誤った。（2機器）【電気保修課】

[6]1
電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って「点検不要」の機器を計
上した

7
点検計画（Rev.17）の情報を基に作業用機器リストへ機器番号、機器名称を転記する際、転記の
元データ（Rev.17）の誤記に気づかず転記したことから、別表3の「直流共通分電盤Ｄ-1」等の4機
器の機器番号を誤った。（点検計画（rev18）では修正済）（4機器）【電気保修課】

[6]2

電気保修課は「別表3-1②　直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用
を実施した機器」及び「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして
点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載した機器の機
器番号及び機器名称を誤って記載した

8

点検計画（Rev.15）に誤った機器番号が記載されていたことから、設計図書との確認において「保
全計画に追加する機器」として抽出され、点検計画（Rev.17）改正時に修正された機器番号情報と
の確認が十分でなかったことから、「保全計画に追加する機器」でないものを別表3-4②に記載し
た。（1機器）【保全管理課】

[5]4

部付技術主幹は、点検計画(Rev.15)に誤った機器番号として記載されていたこと
から、設計図書との確認で点検計画に不在と判断し、追加機器でないものも誤っ
て追加機器として「別表3-4② 保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施
した機器」に記載した

9
不適合報告書の機器リストからの転記の際、確認が十分でなかったことから、保全計画に追加す
る機器の記載が別表3-4②から抜けていた。（2機器）【保全管理課】

[5]3
部付技術主幹は、不適合報告書に添付した機器リストから転記する際、「別表3-
4②　保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機
器が抜け落ちた

10
「特別採用」の機器を、点検した実績があると思い込み、確認が十分でなかったことから「点検済」
とした。（2機器）【保全管理課】

[5]5
部付技術主幹は、「別表3-4②　保全計画に追加すべき機器のうち特別採用を
実施した機器」に記載すべき機器を点検実績があると思い込み、誤って「別表3-
4① 保全計画に追加する機器のうち点検を実施した機器」に記載した

11
点検している実績があることから、現時点では改めて点検を行う必要はないとの誤判断によって
「点検不要」と誤認した。（3機器）【保全管理課】

[5]6

部付技術主幹は、「別表3-4① 保全計画に追加する機器のうち点検を実施した
機器」及び「別表3-4② 保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した機
器」に記載すべき機器を点検実績があることから「点検不要」に誤って区別し記
載しなかった

12
「特別採用」としているにも拘わらず、特別な保全計画へ移行している機器であるため、使用前に
点検する計画としていることから、「点検不要」と誤認した。（59機器）【機械保修課】

[1]4

機械保修課は、ナトリウム・水反応生成物収納設備カバーガス第2圧力開放弁C
等の59機器を「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上しな
かった

[1]5

機械保修課は、081系アニュラスシール（アニュラス上部）及び１次メンテナンス
冷却系Ｒ／Ｖ入口側ベント弁を「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無
効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」のリストに誤って
計上した

[1]6
機械保修課は、１次メンテナンス冷却系中間熱交換器を「別表3-2②　十分でな
い保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実
施した機器」のリストに誤って計上した

14
「点検済」の機器に区分するものを、既に「直近の点検が十分でなかった機器」の点検を実施して
いたことから、「点検不要」と誤認した。（11機器）【機械保修課】

[1]7
出入管理室加熱器等の11機器について「別表3-1①　直近の点検が十分でな
かった機器のうち点検を実施した機器」のリストに計上されなかった

[1]10
機械保修課は、制御用圧縮空気設備ディーゼル建物仕切弁等の7機器について
「別表3-3②　保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更
した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上しなかった

[1]8
機械保修課は、循環ポンプC-B等の52機器について「別表3-1①　直近の点検
が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」のリストに誤って計上しな
かった

[1]9
機械保修課は、原子炉補機冷却水熱交換器Ｃ１等の3機器について「別表3-2②
十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別
採用を実施した機器」のリストに誤って計上しなかった

[1]11

機械保修課は、460系　屋外配管・サポートについて、「別表3-1②　直近の点検
が十分でなかった機器のうち特別採用を実施した機器」に計上するべきであった
が、「別表3-1①直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」
に誤って計上した

[1]12

460_V0072A 制御用空気除湿装置Ａ除湿等入口切替弁は「別表3-2②　十分で
ない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を
実施した機器」に計上すべきであったが、「別表3-2①　十分でない保全の有効
性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤っ
て計上した

「点検不要」の機器について、集計作業用のチェック（「✔」マークの入力）を「特別採用」もしくは
「点検済」と誤入力した。（3機器）【機械保修課】

15
「点検済」または「特別採用」の機器について、区分して集計作業用のチェック（「✔」マークの入
力）を入力していなかったため、その機器数を計上できなかった。（62機器）【機械保修課】

表－２　 ３５事象及び問題事象整理表

機械補修課

電気保修課

保全管理課

保全管理課

問題事象不適合報告で分類された事象

機械保修課

16
「特別採用」の機器について、関連する機器が点検済みであったため、集計作業用のチェック
（「✔」マークの入力）時に「点検済」と誤入力した。（4機器）【機械保修課】

13

59



発生部署

事象番号 内容 番号 内容 名称

問題事象不適合報告で分類された事象

17

１つの機器について複数の不適合がある場合、各不適合についてそれぞれ「点検不要」か「点検
済」か「特別採用」かの分類を入力する処理プログラムにすべきだったが、当該分類の入力が１つ
の機器について１つしかなかったため、「点検不要」が「点検済」に分類された。（79機器）【機械保
修課】

[1]13
「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機
器のうち点検を実施した機器」のリストに点検不要の機器（１次系油ポンプC-A
出口逆止弁等の79機器）が誤って計上された

18
「点検済」の機器について、集計作業用のチェック（「✔」マークの入力）時に「特別採用」と誤入力
した。（14機器）【機械保修課】

[1]14
点検済の電磁ポンプ冷却系B安全弁等の7機器は「別表3-1②　直近の点検が
十分でなかった機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上され
た

19
「直近の点検が十分でなかった機器」について、集計作業用のチェック（「✔」マークの入力）時に
「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」の分類に誤入力した。（2
機器）【機械保修課】

[1]15

配管支持構造物（430系）について「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機
器のうち点検を実施した機器」のリストに計上すべきところを、「別表3-2①　十分
でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実
施した機器」のリストに計上された

20
「事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器」と「十分でなかった保全の有効
性評価を無効にして点検期限を超過した機器」の２つ不適合があった機器について、集計作業用
のチェック入力時に前者のみを入力し、後者を入力しなかった。（19機器）【機械保修課】

[1]16

機械保修課は保全方式と有効性評価と重複した窒素ガス供給系出口遠隔操作
弁等の19機器について、「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にし
て点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」にのみ計上したた
め「別表3-3②　保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変
更した機器のうち特別採用を実施した機器」に誤って計上されなかった

21

電気保修課における作業用機器リストを用いた機器数の集計作業において、機器が複数ある場
合にはその個数分の行を機器リストに入力するルールを決めていた。各2個ある3種類の機器に対
し、思い込みにより、各1個と計算するように入力したため、別表3の機器数を誤った。（3機器）【電
気保修課】

[6]3
電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載した機器の機器数を
誤って記載した

22

作業用機器リストについて、点検計画（Rev.15）に基づいて作成した後、その機器名称を点検計画
（Rev.17）の記載と整合させる作業の過程で、「751系 碍子洗浄ノズル装置（5機器）」と記載すべき
ところ、誤った機器（「065系 065系電気設備の機器（1機器）」を参照して入力した。（4機器）【電気
保修課】

[6]4
電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に記載した機器の機器番号、機器
名称及び機器数を誤って記載した

[6]5
電気保修課は「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実
施した機器」に点検を実施した機器を誤って記載しなかった

[6]6

電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を「別表3-
2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち
点検を実施した機器」に誤って記載した

[6]7
電気保修課は「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基
準保全に変更した機器のうち点検を実施した機器」に当該機器を誤って記載しな
かった

24

特別な保全計画へ既に移行している機器であるため、使用前に点検する計画としていることから、
技術評価を行い「特別採用」としている。作業用機器リストの作成において、特別な保全計画と記
載し忘れた機器があり、これらの機器について「点検済」と誤って記載した。（64機器）【電気保修
課】

[6]8

電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を「別表3-
2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち
点検を実施した機器」に誤って記載した

[6]10

電気保修課は「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実
施した機器」、「別表3-1②　直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用を
実施した機器」及び「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点
検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を
誤って記載しなかった

[6]11
電気保修課は「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基
準保全に変更した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器を誤って
記載しなかった

[6]9
電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を誤って記
載しなかった

[6]1
電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って「点検不要」の機器を計
上した

[6]12
電気保修課は「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実
施した機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかった

[6]13
電気保修課は「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基
準保全に変更した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器を誤って
記載しなかった

27
「特別採用」としているにも拘わらず、特別な保全計画へ移行しているため、使用前に点検する計
画としていることから、「点検不要」と誤認した。（1機器）【電気保修課】

[6]14
電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を記載しな
かった

28
集計作業において、同一機器で同一の点検項目に対して複数の不適合があるものに対して、一
方は実績日、もう一方は予定日を入力していたため、集計結果を誤った。（6機器）【電気保修課】

[6]15

電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器を「別表3-2②
十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別
採用を実施した機器」に誤って記載した

29

「十分でなかった保全の有効性評価を無効として点検期限を超過した機器」について、保全の有
効性評価を無効とする以前の点検期限内に点検実績があるものを「点検不要」とするとの判断基
準を作業担当者が誤認していたため、「点検不要」ではなく「点検済」とした。（11機器）【電気保修
課】

[6]1
電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って「点検不要」の機器を計
上した

26

「点検不要」として区分したものの中に、誤認などによる区分の間違いがあった。
・直近の点検が十分でなかった機器及び保全方式を変更した機器の点検について、点検を実施し
ていた場合には、「点検済」として区分されるが、判断基準が曖昧だったため、新たな点検が不要
との誤った判断により、「点検不要」と誤認した。（132機器）
【電気保修課】

「点検済」として区分したものの中に、誤った判断などによる区分の間違いがあった。
・保全の有効性評価が無効になり、点検期限が元に戻った場合、保全の有効性評価が無効となる
以前の点検期限内に点検実績があるものについて、「点検不要」とすべきところ、誤認により、「点
検済」とした。（138機器）【電気保修課】

機械保修課

25

「直近の点検が十分でなかった機器」のうち点検を実施した機器、「十分でない保全の有効性評価
を無効にして点検期限を超過した機器」のうち特別採用を実施した機器の２つの不適合があった
機器のうち、１つの系統の機器について前者のみを記載し、後者を記載しなかった。（58機器）【電
気保修課】

作業用機器リストを整理する段階で、該当する不適合報告書を識別して、対象機器の一覧表を
作っていたが、1件の不適合報告書からの抽出忘れに気付かなかった。（68機器）【電気保修課】

電気保修課

23
作業用機器リストへの直近の点検実績の入力に誤りがあったため、「点検済」と「特別採用」との
区分を誤った。特に、本報告書において集計日とした12月10日の前後に行われた点検の実績を
誤った。（63機器）【電気保修課】
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発生部署

事象番号 内容 番号 内容 名称

問題事象不適合報告で分類された事象

30
点検が実施済で、別表3への記載の対象外との思い込みがあったため、配管支持構造物の記載
が抜けた。（9機器）【燃料環境課】

[2]2
燃料環境課では「別表3-1① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実
施した機器」として「配管支持構造物（9機器）」の記載が抜けていた

31
機器数を手入力した際、機器番号が一つで機器数2台のものについて入力を誤った。（定電圧電
源直流電源：1機器）【燃料環境課】

[2]1
燃料環境課では「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を
実施した機器」に記載した機器のうち、定電圧電源直流電源（641_D0002）の機
器数を「2」とすべきところ、「1」と誤った記載があった

32

従前より分解点検（交換）が平成27年度、28年度に計画されており、それまでの健全性は外観点
検、特性試験の実績により技術評価できていることから、点検超過に伴って新たに計画する分解
点検はないと誤認し、点検が必要な機器を「点検不要」として計上できなかった。（2機器）【燃料環
境課】

[2]3
燃料環境課では「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検
期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」として「620系 フローメータ
（2機器）」の記載が抜けていた

33

報告書作成時には集計の分類に係る判断基準が明確になっていなかったため、当該機器につい
て、「十分でなかった保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」ではなく、「事後保
全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器」に誤って分類した。（204機器）【施設保
全課】

[3]1

施設保全課は、特殊扉等について「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価
を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」のリストに記
載すべきであったが、誤って「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基準保
全から時間基準に変更した機器のうち点検を実施した機器」のリストに記載した

施設保全課

34
平成22年7月から平成26年4月までに実施した保全の有効性評価の管理用リストで、欠番と記載し
ていたものについて集計作業用のチェックを消し忘れていたため、加算計上した。（１機器）【電気
保修課】

[6]16
集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、旧36条報告書本文において、
「平成22年7月から平成26年4月までに実施した保全の有効性評価」の件数を
303件とすべきところ誤って304件と記載した

電気保修課

[4]1
保全計画課は、旧36条報告書において「技術根拠を整備した機器数」に誤った
数を記載した

[4]2
保全計画課は、旧36条報告書において「点検項目、点検内容、点検間隔/頻度
を変更した機器数」に誤った数を記載した

35

① 技術根拠の整備の対象とした機器数
報告書用に機器数を提供した後、最終の入力情報の確認が十分でなかったことから集計を誤っ
た。
・ 技術根拠の整備の対象機器管理用ファイルに、今回の整備の対象としていない機器が含まれ
ていた。（5機器減）
・ 報告書用の機器数提供時点の途中時点の技術根拠整備対象機器管理用のファイルに、今回
の整備の対象とした機器が抜けていたため、集計を誤った（2機器増）
② 点検項目、点検内容、点検間隔/頻度等を変更した機器数

燃料環境課

保全計画課
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番号 名称 番号 内容 事象番号 番号 内容

[1]－（1）

機械保修課集計担当者が作成し、集計作業に用いた「再点検機器確認作業要
領書」には、再点検が必要な機器のうち、平成26年12月10日までの実績の有
無で「点検済み（12/10まで）」、「未実施」と振り分けており、特別な保全計画に
移行した機器の取り扱いについて規定されていなかった

[1]－（2）

集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」では、不適合の分類につい
ては、不適合報告書及び添付リストを確認し、フラグ立てに誤りがないことを確
認する旨が記載されているが、その他の欄については入力抜けがないことを
確認するのみでエビデンスを用いた確認をするよう記載されていなかった

[1]2

機械保修課は、誤って1次メンテナンス冷却系中間熱交換器等
（328機器）を「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無
効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した
機器」のリストに計上した

4 [１]－（3）
集計作業に用いた集計表は、各機器に対し、「点検済み」、「未実施」、「不要」
を集計できる仕様であったが、直近の点検不十分な機器では、「未実施」、有
効性無効では「不要」と分類し、表記できる集計表ではなかった

[１]－（4）

機械保修課入力担当者は、機器毎に「点検済み（12/10まで）」、「未実施」、「不
要」の中から選択し、該当する欄に「1：該当」とフラグ立てを行う際に実績を確
認できるエビデンスを用いて1タスク毎に入力を行うべきであったが、工程の関
係上、確認を省略し入力を行ったタスクが存在した

[１]－（2） 再掲

[1]－（1） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（3） 再掲

[１]-（5）
集計作業に用いた「再点検機器確認要領」には、不適合報告書が発行される
以前に点検を実施している機器が「実施済」、「未実施」、「不要」のうち、どの区
分に該当するかが明確に規定されていなかった

[１]－（2） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

[1]13

「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検
期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」のリストに点
検不要の機器（１次系油ポンプC-A出口逆止弁等の79機器）
が誤って計上された

17 [１]－（3） 再掲

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

点検済の電磁ポンプ冷却系B安全弁等の7機器は「別表3-1②
直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用を実施した
機器」のリストに誤って計上された

[1]14

[1]9 15

表－３　 旧36条報告書の誤りに係る問題事象及び直接要因整理表

15[1]10

機械保修課は、制御用圧縮空気設備ディーゼル建物仕切弁
等の7機器について「別表3-3②　保全方式を事後保全又は状
態基準保全から時間基準保全に変更した機器のうち特別採用
を実施した機器」のリストに誤って計上しなかった

18

16

機械保修課は、460系　屋外配管・サポートについて、「別表3-
1②　直近の点検が十分でなかった機器のうち特別採用を実施
した機器」に計上するべきであったが、「別表3-1①直近の点検
が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」に誤って計
上した

[1]11

460_V0072A 制御用空気除湿装置Ａ除湿等入口切替弁は「別
表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期
限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に計上すべ
きであったが、「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機
器」に誤って計上した

16[1]12

問題事象 直接要因発生部署

[１] 機械保修課

機械保修課は、１次メンテナンス冷却系中間熱交換器を「別表
3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限
を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに
誤って計上した

13

[1]7
出入管理室加熱器等の11機器について「別表3-1①　直近の
点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」のリス
トに計上されなかった

14

15
機械保修課は、循環ポンプC-B等の52機器について「別表3-1
①　直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した
機器」のリストに誤って計上しなかった

[1]8

機械保修課は、原子炉補機冷却水熱交換器Ｃ１等の3機器に
ついて「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にし
て点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」の
リストに誤って計上しなかった

1
機械保修課は、集計の際に112系（ 1次主冷却系循環ポンプＭ
-Ｇセット）が「別表3-1②　直近の点検が十分でなかった機器
のうち特別採用を実施した機器」のリストから抜けていた

[1]1

[1]3
機械保修課は、冷凍機凝縮器Aを「別表3-3②　保全方式を事
後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器
のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上した

5

12[1]4

機械保修課は、ナトリウム・水反応生成物収納設備カバーガス
第2圧力開放弁C等の59機器を「別表3-2②　十分でない保全
の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特
別採用を実施した機器」のリストに誤って計上しなかった

[1]5

機械保修課は、081系アニュラスシール（アニュラス上部）及び
１次メンテナンス冷却系Ｒ／Ｖ入口側ベント弁を「別表3-2①
十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過し
た機器のうち点検を実施した機器」のリストに誤って計上した

13

[1]6
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番号 名称 番号 内容 事象番号 番号 内容

問題事象 直接要因発生部署

[１]－（2） 再掲

[１]－（4） 再掲

[１]－（6）

機械保修課の入力担当者は、保全方式の変更に関わる不適合報告書に添付
されたリストを参照し、対象機器を確認しつつ入力作業を行うべきであったが、
不適合の対象について十分な確認が行えていなかったため、保全の有効性評
価の無効にのみ該当すると誤った判断をした

[１]－（7）
機械保修課TLは、当該機器がどの不適合報告書に分類されるかについては
エビデンス（不適合報告書の添付リスト）を用いた確認作業を行っていたが、作
業工程が短いことから、適切な確認を行うことができなかった

[2]－（1）

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、プラント保全部次長から集計作業の依頼を
受けた際に、集計作業体制（チェックを含む）、作業結果を確認する手順や用
語の定義、集計表に記載する対象等（インプット及びアウトプット）を文書等によ
り明確化すべきであったが、文書等により明確にしなかった

[2]－（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、燃料環境課に作業結果を確
認する手順や用語の定義、集計表に記載する対象等を文書等（インプット及び
アウトプット）により明確化して作業を指示すべきであったが、確認方法につい
ても明確にして指示しなかった

[2]－（1） 再掲

[2]－（2） 再掲

[2]－（1） 再掲

[2]－（2） 再掲

[3]－(1)

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を行う際に、集計表
における区分の定義等の各課が集計作業を行うために必要なインプットとアウ
トプットを明確にした計画書をプラント保全部の計画書として作成すべきであっ
たが、作成しなかった

[3]－(2)

施設保全課長の説明は、口頭によるものであり、本不適合報告書の内容を的
確に伝えられるような伝達方法ではなかったため、集計取りまとめ責任者（プラ
ント保全部次長）に不適合の内容が正確に伝わらず、集計取りまとめ責任者
（プラント保全部次長）に誤った判断をさせた

[4]－(1)

保全計画課主査は、技術根拠が整備された機器数について、「保守管理支援
システム」に入力された最新の情報を基に集計すべきであったが、最新でない
情報を用いた集計結果を「保守管理支援システム」への入力作業を行うシステ
ム管理チームから入手し、誤った情報を課長に報告した

[4]－(2) 保全計画課長は、保全計画課主査から報告のあった件数を再度検証すべきで
あったが、検証作業は行わなかった

[4]－(3)
保全計画課主査は、集計作業を行うにあたり、手順を検討し、明確にすべきで
あったが、明確にしなかった

[4]－(4)
保全計画課長は、保全計画課主査に対して、作業手順、作業結果を確認する
方法等について文書等により明確にするよう指示すべきであったが、指示しな
かった

[4]－(5)
保全計画課長は、保全計画課主査からは、口頭による結果報告を受けたが、
作業内容を確認しなかった

[5]1
部付技術主幹は「別表3-4①　保全計画に追加する機器のうち
点検を実施した機器」と異なった機器を誤って記載した

2 [5]-（1）
部付技術主幹は、不適合報告書(14-98)を基に、機器名称及び機器番号を記
載すべきであったが、事前に入手した資料に誤って記載された手書きの情報を
記載した

[5]2
部付技術主幹は、不適合報告書に添付した機器リストから転
記する際、機器番号又は機器名称を誤って記載した

3 [5]-（2）
部付技術主幹は、機器名称及び機器番号を転記した際に記載誤りの有無を再
度確認すべきだったが、確認しなかった

[5]3
部付技術主幹は、不適合報告書に添付した機器リストから転
記する際、「別表3-4②　保全計画に追加する機器のうち特別
採用を実施した機器」に記載すべき機器が抜け落ちた

9 [5]-（2） 再掲

[5]4

部付技術主幹は、点検計画(Rev.15)に誤った機器番号として
記載されていたことから、設計図書との確認で点検計画に不
在と判断し、追加機器でないものも誤って追加機器として「別
表3-4② 保全計画に追加する機器のうち特別採用を実施した
機器」に記載した

8 [5]-（3）
部付技術主幹は、平成26年12月16日に指示があった機器名称及び機器番号
は、最新の保全計画Rev.17に基づいて作成すべきであったが、しなかった

[5]5

部付技術主幹は、「別表3-4②　保全計画に追加すべき機器の
うち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を点検実績
があると思い込み、誤って「別表3-4① 保全計画に追加する機
器のうち点検を実施した機器」に記載した

10 [5]-（4）

部付技術主幹は、不適合報告書の資料に点検日が記載されていなかったこと
から、平成26年11月末に電気保修課から点検予定日を記載した情報を入手
し、その資料に記載された当該機器の「平成26年12月7日点検予定」の記載を
点検実施済みと誤認した

[5]6

部付技術主幹は、「別表3-4① 保全計画に追加する機器のう
ち点検を実施した機器」及び「別表3-4② 保全計画に追加する
機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき機器を点
検実績があることから「点検不要」に誤って区別し記載しなかっ
た

11 [5]-（5）
集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、旧36条報告書にインプットす
る際、不適合報告書で抽出された機器に対して「点検不要」、「特別採用（未実
施）」、「点検済み」の用語の定義を明確にしなかった

配管支持構造物（430系）について「別表3-1①　直近の点検が
十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」のリストに計
上すべきところを、「別表3-2①　十分でない保全の有効性評
価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した
機器」のリストに計上された

[1]15

[４] 保全計画課

燃料環境課では「別表3-1① 直近の点検が十分でなかった機
器のうち点検を実施した機器」として「配管支持構造物（9機
器）」の記載が抜けていた

保全計画課は、旧36条報告書において「技術根拠を整備した
機器数」に誤った数を記載した

[５] 保全管理課

[２] 燃料環境課

[2]2

[4]1

[３] 施設保全課

[1]16

機械保修課は保全方式と有効性評価と重複した窒素ガス供給
系出口遠隔操作弁等の19機器について、「別表3-2②　十分で
ない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器
のうち特別採用を実施した機器」にのみ計上したため「別表3-
3②　保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保
全に変更した機器のうち特別採用を実施した機器」に誤って計
上されなかった

20

31

燃料環境課では「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった
機器のうち点検を実施した機器」に記載した機器のうち、定電
圧電源直流電源（641_D0002）の機器数を「2」とすべきところ、
「1」と誤った記載があった

[2]1

19

[4]2
保全計画課は、旧36条報告書において「点検項目、点検内
容、点検間隔/頻度を変更した機器数」に誤った数を記載した

35

35

30

32

燃料環境課では「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価
を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施
した機器」として「620系 フローメータ（2機器）」の記載が抜けて
いた

[2]3

[3]1

施設保全課は、特殊扉等について「別表3-2①　十分でない保
全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち
点検を実施した機器」のリストに記載すべきであったが、誤って
「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基準保全から時
間基準に変更した機器のうち点検を実施した機器」のリストに
記載した

33
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[6]1
電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機
器」に誤って「点検不要」の機器を計上した

6,26,29 [6]-(1)

電気保修課の点検区分入力者に配付されたTBM資料では「未超過」-「実施
済」等の区分されるべきではない組合せについて記載しない又は当該の組合
せがないことを明示すべきであったが、集計作業に用いたTBM資料では当該
組合せについても記載がなされ、説明欄に「-」と記載することでのみ当該の組
合せがないことを示していたため、｢未超過｣-「実施済」の組合せがないことを
明確に示していなかった

[6]2

　電気保修課は「別表3-1②　直近の点検が十分でなかった機
器のうち特別採用を実施した機器」及び「別表3-2②　十分でな
い保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器の
うち特別採用を実施した機器」に記載した機器の機器番号及
び機器名称を誤って記載した

7 [6]-(2)

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、電気保修課のデータ処理担当
者から保全計画（Rev.17）のデータについて提示を依頼された際に、正式版の
Rev.17であることを確認して提示すべきであったが、提示するデータの確認を
せずに誤って正式版ではないデータを提示した

[6]3
　電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施し
た機器」に記載した機器の機器数を誤って記載した

21 [6]-(3)
電気保修課では、集計表作成作業を電気保修課の集計表作成者が１人で担
当しており、集計表作成者が作成したデータに抜けがないことを確認できるよう
な体制とすべきであったが、そのような体制とはなっていなかった

[6]4

電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機
器」に記載した機器の機器番号、機器名称及び機器数を誤っ
て記載した

22 [6]-(4)

電気保修課のデータ処理担当者は、別表３の機器番号及び機器名称を修正す
る際、タスクIDを基に各機器の機器番号及び機器名称がどのように変更となっ
たのかを特定すべきであったが、集計表のタスクIDが削除されていたことから、
機器番号及び機器名称がどのように変更となったかを特定できなかった

[6]-(5)

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、別表3-1作成の元となる「直近
の点検が不十分だった機器のリスト」と別表3-2作成の元となる「過去の保全の
有効性評価が不十分だった機器のリスト」とでは超過区分及び点検区分の判
断基準が異なることを電気保修課の点検区分入力者（及び電気保修課の点検
区分入力結果確認者）全員が一致した認識で作業できるＴＢＭ資料とすべきで
あったが、一部担当者で誤解が生じるような資料となっていた

[6]-(1) 再掲

[6]-(6)

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は電気保修課各ＴＬに対し点検実
績等の入力を指示した際、集計表の「点検実施月」欄には保全計画改善作業
で抽出された不適合を除去するための点検（再点検）の実績又は予定を記載
するよう指示すべきであったが、具体的にどのような点検の実績又は予定を記
載すべきなのかを明確に示さなかった

[6]-(7)
電気保修課では、点検実績日等の入力結果についてダブルチェックにより確
認することになっていたが、一部ではダブルチェックができていなかった

[6]-(8)

電気保修課では、別表3-3作成の元となる「保全方式を変更した機器のリスト」
において、同一機器のうち複数の点検項目がある場合、点検実施日が新しい
方のタスクに集計フラグを付け、それ以外（集計フラグが立てられていないタス
ク）については集計の対象外としていた。しかし、電気保修課の集計フラグ入力
者の一部は、「不要」と「実施済」と区分されているタスクがある機器において、
「実施済」と区分されているタスクに集計フラグを立てるべきであったが、この時
「不要」と区分されているタスクに誤って集計フラグを立てた

[6]-(9)

電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認作業を引き継いだ電気保修課
の集計フラグ確認者（2名）は、確認作業の内容について作業者間で検討し、
作業方法（確認内容）を決めた。この時同一機器のうち複数の点検項目がある
場合において、当該機器内において点検区分が「不要」、「実施済」及び「未実
施」にそれぞれの点検区分に１つ集計フラグを立てる方法を採るべきであった
が、「１機器に１フラグ立っているかのみを確認する」という誤った方法を採った

[6]-(10)

電気保修課の点検実績入力者は、保守管理業務システムでは特保に移行し
た機器の場合、備考欄に「・・・の理由により特保に移行」等の記載に従い特保
へ移行している機器か否かの判断をするべきであったが、備考欄の記載を理
解せず、誤って「特保へ移行した機器ではない」と判断し、「特保」と記載しな
かった

[6]-(11)
電気保修課ＴＬは、入力担当者とは別のチーム員に確認させることでダブル
チェックとしたが、確認した別なチーム員も入力担当者と同様に当該機器が「特
保」に移行していることを把握していなかった

[6]9
電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施し
た機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかった

25 [6]-(12)
　電気保修課では、集計表を作成した際に保全計画改善作業で抽出されたす
べての機器がリスト化されていることを確認すべきであったが、確認が不十分
であった

[６] 電気保修課

[6]8

電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施し
た機器」に記載すべき機器を「別表3-2①　十分でない保全の
有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検
を実施した機器」に誤って記載した

24

[6]6

電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施し
た機器」に記載すべき機器を「別表3-2①　十分でない保全の
有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検
を実施した機器」に誤って記載した

23

[6]7

[6]5
　電気保修課は「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機
器のうち点検を実施した機器」に点検を実施した機器を誤って
記載しなかった

23

電気保修課は「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基
準保全から時間基準保全に変更した機器のうち点検を実施し
た機器」に当該機器を誤って記載しなかった

23
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[6]10

電気保修課は「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機
器のうち点検を実施した機器」、「別表3-1②　直近の点検が十
分でなかった機器のうち特別採用を実施した機器」及び「別表
3-2②　十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限
を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき
機器を 誤って記載しなかった

25 [6]-(13)

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、当初の「直近の点検が十分で
なかった機器」と「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過
した機器」との両方の不適合として不適合報告書にて挙げられた機器について
は、報告書上は「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過
した機器」として記載する（重複記載しない）という指示の時点で作業計画書を
作成し、指示変更の必要が生じた際には作業計画書を改訂することにより指
示変更を明確にするべきであったが、計画書を作成せず指示変更を明確にし
なかった

[6]-(14)

電気保修課の集計フラグ入力者の一部は別表3-3作成の元となる「保全方式
を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のリスト」に
おいて、機器名称は同じだが、機器番号が異なっている機器に対して、同一機
器と誤認し、「1機器に１フラグ立っていればよい」と誤った認識のもと入力作業
を行った

[6]-(15)
電気保修課の集計フラグ確認者は、集計フラグを立てる作業において、要求事
項を理解しておらず、「１機器に１フラグ立てればよい」と誤認していた

[6]12
電気保修課は「別表3-1①　直近の点検が十分でなかった機
器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器を誤って記載
しなかった

26 [6]-(16)

ＴＢＭ資料では直近の点検が十分でなかった機器の点検区分について、平成
26年12月10日以前は「実施済」、12月11日以降は「未実施」とする判断基準と
すべきであったが、不適合報告書発行前を「不要」、不適合報告書発行から12
月10日は「実施済」、12月11日以降は「未実施」とする誤った判断基準となって
いた

[6]-(6) 再掲

[6]-(7) 再掲

[6]-(10) 再掲

[6]-(11) 再掲

[6]-(6) 再掲

[6]-(7) 再掲

[6]16

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、旧36条報告
書本文において、「平成22年7月から平成26年4月までに実施
した保全の有効性評価」の件数を303件とすべきところ誤って
304件と記載した

34 [6]-(17)
課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、集計取りまとめ責任者（プラン
ト保全部次長）に保全の有効性評価の件数を報告する際、正しい件数を報告
すべきであったが、件数の誤りに気付かなかった

[6]14 27
電気保修課は「別表3-2②　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施し
た機器」に記載すべき機器を記載しなかった

[6]11
電気保修課は「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基
準保全から時間基準保全に変更した機器のうち点検を実施し
た機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかった

25

[6]13
電気保修課は「別表3-3①　保全方式を事後保全又は状態基
準保全から時間基準保全に変更した機器のうち点検を実施し
た機器」に記載すべき機器を誤って記載しなかった

26

[6]15 28

電気保修課は「別表3-2①　十分でない保全の有効性評価を
無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機
器」に記載すべき機器を「別表3-2②　十分でない保全の有効
性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用
を実施した機器」に誤って記載した
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図－1 分析チームの組織上の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 分析チーム等の体制 

理事長 安全・核セキュリティ統括部長 

もんじゅ点検間隔等の変更に係る保守管理の不備に

関する根本原因分析チーム 

高速増殖原型炉もんじゅ 

「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の 

不適合処置を実施した機器の集計誤り 

に関する分析チーム 

（分析チーム） 

「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置 
を実施した機器の集計誤りに関する分析チーム 

リーダー（総括） 
 

原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部長 

「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置 

を実施した機器の集計誤りに関する分析チーム 

メンバー（調査・分析） 

 

安全・核セキュリティ統括部      計 3 名 

：分析の主体 

調査チームリーダー 
もんじゅ運営計画・研究開発センター 

       品質保証課長

調査チームメンバー 

もんじゅ運営管理部、プラント管理部、

プラント保全部 

もんじゅ再生本部もんじゅ安全・改革室

計 6 名

（調査チーム＊） 

事象の把握と問題点の整理（直接

要因の検討）に対する情報の共有 

 

（＊：もんじゅに設置し、事実関係の整理及び直接原因を調査するチーム） 
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別添－1 分析チームの構成及び取組み 

 

1．分析チームの構成員（4 名） 

リーダー ： 原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部長*1 

リーダー代理 ： 安全核セキュリティ統括部 技術主席*2 

主体メンバー  安全・核セキュリティ統括部 次長 

  安全・核セキュリティ統括部 品質保証課長 

＊1 平成27 年4 月1 日より廃止措置研究開発センター 副所長 

＊2 平成27 年4 月1 日より安全・核セキュリティ統括部 特命嘱託 

 

2. 調査チームの構成（7 名） 

リーダー ： もんじゅ運営計画・研究開発センター 

計画管理部 品質保証課代＊3 

メンバー ： もんじゅ運営管理部         １名 

  プラント管理部       １名 

  プラント保全部       3 名 

  もんじゅ再生本部もんじゅ安全・改革室 1 名 

＊3 平成 27 年 4 月 1 日より計画管理部品質保証課長 

 

3．取組みの経緯等 

（1）調査期間 

   平成 27 年 2 月 10 日～平成 27 年 5 月 29 日 

（2）会合 

・ 平成27 年2 月10 日からRCA チームは、もんじゅにて保安措置命令に対する報告書の不適

合処置を実施した機器の集計誤り調査活動を開始 

・ もんじゅ調査チームとともにエビデンスの調査、時系列の作成・確認、聞き取り調査及び分

析チームによる要因分析を実施 

・ 平成27 年4 月28 日にもんじゅに対して、保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実

施した機器の集計誤りに係る根本原因分析結果の説明会を開催 

 

（3）聞き取り調査 

平成 27 年 2 月 12 日～平成 27 年 5 月 15 日まで、もんじゅにて実施 
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

平成24年11月27日

平成24年12月12日

平成25年1月7日
～

平成25年1月8日

平成25年1月25日

平成25年1月31日

平成25年2月4日
～

平成25年2月6日

平成25年2月7日

平成25年2月8日

平成25年2月11日
～

平成25年2月12日

平成25年2月12日

平成25年2月28日

平成25年3月4日
～

平成25年3月22日

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

報告書（H25.1/31提出）に誤りが

あったことを原子力規制庁に報

告

【所長】

不適合報告書

（12-40）

承認

補足（抜粋）

誤：クラス1機器：55個：平成25年1月末までに点検を実施した。

正：クラス1機器：55個：平成25年1月末までに50個の点検を実

施した。残り5個は点検ができるプラント状態となり次第、速や

かに点検を実施する。

補足

もんじゅにおける保安規定遵守義務違反等について

（１）第３６条第１項に基づき、下記のとおり保安のために必要な措置を講じ、平成２５年１月３１日までにその結果について報

告することを命ずる。

・ 点検時期を超過している未点検機器について、原子炉施設の安全性への影響に留意しつつ、早急に点検を行うこと。

・ 保安規定に基づく原子炉施設の保全の有効性評価を行い、その結果を踏まえ、点検計画表を含む保全計画の見直しを行

うこと。

（２）第６７条第１項の規定に基づき、下記の事項について、平成２５年１月３１日までに報告することを命ずる。

・ 今般の保守管理上の不備に係る事実関係の調査結果

・ 今般の保守管理上の不備が発生するに至った原因究明、再発防止対策に関する検討結果

・ 組織的要因（責任の所在を含む）・企業風土の問題等の根本原因分析結果及び当該結果

を踏まえた再発防止対策

原子力規制委員

会

（平成24年度

第12回）

【所長】

課題発生報告

（R0）及び実施計

画（R0）を承認

保守管理不備に係る報告

書（H25.1/31提出）

提出

【品質保証室長】

不適合管理

委員会

開催

補足

不適合（12-40）を審議。本件は、不適合区分B-⑤、HE防止検討会での

審議「要」となった。

その他、以下の記載の体裁に係るコメントのみ。

①件名を添付の件名と合わせること。

②「1.」の4行目以降を削除すること。

③「2.」の3行目を「報告する。」に修正すること。また5行目以降を削除す

ること。

平成24年度

第4回 保安検

査

（3/4～3/22）

補足

「もんじゅ」における保守管理上の不備に係る報告において、2月以降に実施予定のその他の危機の点検実施状況を関係者にて確認した際、原子力規制委員会への報

告書の記載内容に誤りがあることが分かった。

2. 不適合の処置方法

1/31報告内容の一部誤りについて、平成25年2月8日に原子力規制委員会に報告する。

3. 不適合の処置確認結果

1/31報告内容の一部誤りについて、平成24年2月8日に原子力規制委員会に提出。

点検対象リスト

及び実施状況の

整理作業

（1/31～2/7）

補足

今後の国の立入検査等に向けた点検対象リスト及び実施状況の整理中

に、不適合が除去できていない機器の点検実績リスト（表2-2-2）につい

て、保全部で点検記録を元に再確認を行ったところ、電気保修課長代理

が点検実施時期に誤りがあることを確認した。
プレス発表

（報告内容の一部誤り

について）

【電気保修課長】

確認

【品質保証室長】

確認

【電気保修課

代】

不適合報告書

（12-24）

作成

【所長】

不適合

12-24

承認

補足（不適合報告書 12-24より抜粋）

1 不適合の内容・状況（発生場所（部屋番号）、機器名（系統番号））

1次系ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器（SID）の保全計画の変更手続き遅れが判明した（不適合管理番号12-16 参照）。

これに伴い、類似事象がないか確認調査を行ったところ、電気・計測制御設備に関し、

以下に示す保守管理の不備があることが判明した。

Ａ 「保全計画の点検時期を一時的に延長」に係る保守管理の不備（プラント工程の変更に伴い、必要な手続き

がされないうちに点検時期を超過したもの）が総計8,128 個

（中略）

B 保全計画の点検問隔・頻度の変更に係る保守管理の不備（保全計画の点検間隔・頻度が変更されているの

に、必要な保全の有効性評価の手続きがされていないもの）が総計1,551 個

（中略）

注）機器数は11 月25 日現在の個数

【所長】

承認

予防処置計画書

12-予-5

是正処置計画書

12-24

平成25年9月24日へ

A

【安統部長】

ＲＣＡ報告書

（Ｈ25 1/25版）

発行

【所長】

受領
【安推部長】

受領及びも

んじゅへ周知 【品質保証室】

受領

補足

予防処置計画書12-予-5

1.起こり得る不適合及びその原因の特定

平成24年11月に報告した「電気・計測制御設備の保守管理の不備につい

て」に対して、根本原因分析（RCA）が実施された。RCAの結果、5つの根

本原因が抽出され、19の対策提言がまとめられている。

詳細は、「・・・（中略）に関する根本原因分析の報告書」に示すとおり。

3.予防処置計画

根本原因分析から得られた対策提言に対する具体的な対策を添付「対策

提言に対する具体的対策」に示す。具体的対策のうち、直接要因の再発

防止対策の一環として対応するものについては、別途是正処置計画書

（No.12-24）において対応する。

なお、対策の実施担当箇所は、運営管理室、品質保証室、プラント保全

部、保修計画課、安全管理課、管理課、敦賀本部（安全品質推進部）であ

るが、本是正処置計画により、運営管理室が実施状況を集約し管理して

いく。

【要因の凡例】

直接要因

頂上事象 →

問題事象 →

→

インタビュー →

組織要素を含む要因 →

補足 →

【品質保証室

長】

押印
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成25年3月12日

平成25年3月18日

平成25年3月28日

平成25年4月1日

平成25年4月3日

平成25年4月4日

平成25年4月12日

平成25年5月13日

HE防止検討会を開

催

（H24年度第12回）

HE防止検討会

開催

（H25年度第1回）

補足

原子力規制委員会への報告内容の一部誤りについて、不適合報告書（12-40）、概要、要因分析図、時系

列等を説明。

以下、議事録より抜粋

【再発防止策】

（直接要因に対する対策）

課題発生業務を行う場合は、報告書確認の時間を確保し、班での内容確認、組織としての内容確認を徹底

する。

（背後要因に対する対策）

課題発生業務を行う場合は、実施項目を明確にするとともに、各班毎にプロセスマップを作成し、①インプッ

ト、②実施するプロセス、③アウトプットを明確にする。

【検討会指示事項（委員会資料より要約）】

・再発防止の内容見直しを実施すること。（計画に対するリスク管理を直接要因対策に加えること等）

・要因分析を修正すること。

不適合管理委員

会（月間：3月度）

を開催

補足

3月末での是正処置計画の作成残件：7件の中に、

不適合(12-40)あり。

不適合(12-40）の是正処置作成に係るコメントなし。

【所長】

・課題発生報告（R1）

・実施計画（R1）

を承認

不適合管理委

員会（月間：2月

度）を開催

補足

2月末での不適合発生状況、是正処置計画の残

件状況について確認。この中に、不適合(12-40)

あり。

補足

不適合12-45発行（区分A-②）

「低温停止モード」にて機能要求がありかつ安

全機能の重要度クラス１の設備（機械保修課

所掌設備）に係る保守管理不備について

【機械保修課長】

押印

【機械保修課代】

不適合報告書

（12-45）

作成

【品質保証室長】

押印

【所長】

不適合

12-45

承認

【安品部長】

もんじゅ業連受領

及び

業連発行

【安統部長】

業連受領

補足

不適合12-45発行（区分A-②）

「低温停止モード」にて機能要求がありかつ安全機能の重

要度クラス１の設備（機械保修課所掌設備）に係る保守管

理不備について

B-1

平成25年8月26日へ

（ＲＣＡ報告書）

（Ｈ25 8/23版）

【品質保証室長】

業連発行

補足

区分Ａの不適合12-45が発生したことを安統

部長に連絡。

不適合12-45

「低温停止モード」にて機能要求がありかつ

安全機能の重要度クラス１の設備（機械保修

課所掌設備）に係る保守管理不備について

補足

H24年度第12回でのコメントを踏まえて修正した要因分析等について再審議。

【再発防止策】（説明資料より抜粋）

両問題とも背後要因には共通するものがあり、いずれにも計画段階における管理不足が今回の根底にあると考える。再発防止

策については、同問題の対策を本報告書立案しても現実的ではないため、今後の類似事象が発生した際に同じ過ちを繰り返さ

ないという視点から、次の再発防止策を実施する。

（1）課題発生時対応要領に基づく計画を立案する場合は、班毎の実施プロセスを明確にするとともに、実施プロセスに対するイ

ンプット及びアウトプット（どの班へインプットする情報なのか等）を明確する。

（2）課題発生時対応要領に基づく計画を立案する場合は、スケジュール管理計画を明確にし、進捗状況をショートミーティング

（仮称）等で確認することを明確にする

【コメント】

・再発防止策（2）スケジュール管理にリスク管理に関しても記述すること 等

【その他】

本委員会での審議はこれで完了とする。

なお、事務局にて本検討会での指示高等が要因分析及び再発防止策に反映されていることを確認した後、各委員へ周知しコメ

ントがなければ本案件を完了させる。
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成25年5月15日

平成25年5月16日

平成25年5月22日

平成25年5月29日

平成25年5月30日
～

平成25年5月31日

平成25年6月3日
～

平成25年6月21日

平成25年6月12日

平成25年6月14日

平成25年6月21日
～

平成25年6月27日

平成25年6月28日

平成25年7月5日

平成25年7月23日

平成25年7月31日

平成25年8月12日

不適合管理委

員会（月間：6月

度）を開催

補足

6月末での是正処置計画の作成残件：25件の中に、不適合(12-40)あり。

不適合(12-40）の是正処置作成に係る以下のコメントあり。

【議事録】

不適合報告書（12-40）の処置担当課が保修計画課となっているが、HE防止検討会

の再発防止策は課題発生時対応要領の改正であり、是正処置計画書の対応は運

営管理室にお願いする。（保全部 技術主幹）

【不適合管理台帳（添付2）】

処置担当課： 保修計画課

備考欄： 課内で検討中であり、検討が終わり次第是正処置計画書を作成する。

不適合管理委員

会（月間：4月度）

を開催

補足

4月末での是正処置計画の作成残件：9件の中

に、不適合(12-40)あり。

不適合(12-40）の是正処置作成に係るコメント

なし。

【所長】

承認

・課題発生報告（R2）

・実施計画（R2）

不適合管理委

員会（月間：5月

度）を開催

補足

5月末での是正処置計画の

作成残件：9件の中に、不

適合(12-40)あり。

不適合(12-40）の是正処置

作成に係るコメントなし。

不適合管理委

員会（月間：7月

度）を開催

補足

7月末での是正処置計画の作成残件：25件の中に、不適

合(12-40)あり。

不適合(12-40）の是正処置作成に係る以下のコメントあ

り。

【議事録】

不適合報告書（12-40）について、6月度月間不適合管理

委員会にて、是正処置対応室課が保修計画課から運営

管理室に変更したため、対応をお願いする。（品質保証

室長）

【不適合管理台帳（添付4）】

処置担当課： 運営管理室

備考欄：是正処置について検討中のため、検討が終わり

原子力規制委員会

（平成25年度

第6回）

【所長】

回議書

承認

補足

【実施計画 改訂2】

※各項目の記載内容は省略（詳細はエビデンスを参照）

1.目的（←R2で題名変更）

2.適用範囲（←R2で題名変更）

3.品質目標、要求事項（←R2で措置命令報告書を追記）

4.実施体制（←R2で、添付6（※１）を追加）

5.工程（←R2で添付6（※１）を追加）

6.実施内容（←R2で添付6（※１）を追加）

7.情報共有及び進捗管理（R0 変更なし）

8.対外説明（R1 変更なし）

9.記録（R2で、本実施計画書に係る報告書を10年間保存する旨を新規追加）

※１ 添付6：回議書（起案番号 13も運(回)053002）「保守管理上の不備に対する改善に向けた「もんじゅ」の取組みについて」

【所長】

回議書を承認

平成25年

度

第1回

保安検査

（6/3～

6/21）

平成25年8月26日へ

（ＲＣＡ報告書）

（Ｈ25 8/23版）

B-2

補足

不適合13-25発行（区分A-②）

「燃料環境課所管設備における保守

管理の不備について」

原子力規制委員会

（平成25年度

第7回）

補足

高速増殖原型炉もんじゅにおける点検時期超過事案に関す

る対応について報告。

資料2-1 概要

資料2-2 原子力規制委員会報告書（5/22版）

補足

資料1-1「1.これまでの経緯」、「2.委員会としての評価」を踏まえ、36条保安措置命令及び37条保

安規定変更命令を命ずることとし、弁明の機会を付与することについて報告。

資料1-1 概要

資料1-2 もんじゅにおける点検時期超過事案に関する評価及び今後の対応について

7.2.1 JAEAに対する保安措置命令

保守管理体制及び品質保証体制の不備に対し、また、点検未実施の法令違反状態の是正のため、

原子炉等規制法第３６条第１項に基づき、JAEAに対し、改めて以下の保安措置命令を発出する。

(中略)

7.2.2 JAEAに対する保安規定変更命令

安全文化の劣化等に対し、災害の防止を図るため、組織的要因の問題等の根本原因分析をやり

直し、再発防止対策の見直しを行った上で、以下の保安規定の変更を行うよう命令を発出する。

(省略)

原子力規制委員会

（平成25年度

第8回）

補足

高速増殖原型炉もんじゅにおけ

る点検時期超過事案に関する対

応について報告。

原子力機構から弁明しない旨の

報告あり（5/22）

保安措置命令および保安規定変

更命令を発出する。

資料2 概要

【燃料環境課長】

確認（6/21）

【燃料環境課代】

不適合報告書

（13-25）

作成（6/21）

補足

不適合13-25発行（区分A-②）

燃料環境課所管設備における保守管理の不備について

保安検査での未点検機器の実績確認時において、抜き取り調査で実施した共通保修設備真空ポンプ入口圧力警報設定器（640-

PS84）の点検項目「特性試験」（点検問隔・：28M）の実績で、過去に超過はないが直近の点検が平成22年8月23日であり、次回点検期

限である平成24年12月を超過し平成25年3月末現在まで点検されていないことを確認した。また、同様なものの有無を確認したところ、

他に64個（合計65個）確認した。

点検計画Rev.11では、次回点検期限欄は「次回使用時」と記載されており、備考欄に「共通保修の機能要求がなく、起動に備えて適切

な時期に点検する。点検期間1日」と記載している。

【品質保証室

長】

押印（6/21）

【所長】

不適合

13-25

承認（6/27）

【品質保証室長】

業連発行

【安品部長】

もんじゅ業連受領

及び

業連発行

【安統部長】

業連受領
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成25年8月23日
～

平成25年8月26日

平成25年9月12日

平成25年9月24日

平成25年10月19日

平成25年10月28日
～

平成25年10月30日

平成25年11月6日

平成25年11月11日

平成25年11月15日

平成25年6月28日より

（不適合13-25）

【安統部長】

ＲＣＡ報告書

（Ｈ25 8/23版）

発行

【所長】

ＲＣＡ報告書（Ｈ

25 8/26版）に対

する是正処置、

予防処置計画書

を回答

ＲＣＡ報告書の説明会

（もんじゅ全所員）

【所長】

承認

是正処置計画書

（12-40）

【安統部長】

回答とりまと

め

【品質保証室】

「業務の計画に係

る作成対応要領」

を改正（改2）

【所長】

受領

【安推部長】

受領及び

もんじゅへ

周知

【安推部長】

受領及びもん

じゅへ周知

【品質保証室】

ＲＣＡ報告書の説明会

を業連周知

【品質保証室】

受領

B-1

補足

不適合12-40の事象を問題事象10とし、気づき事項として分析してい

る。

【問題事象１０】

センター（現もんじゅ）では、措置命令報告書の精査が不十分であり、

電気・計測制御設備の点検期限を超過した安全機能の重要度分類

のうちクラス１の機器について、点検を完了した機器数に誤りがあっ

た

【直接要因】

・運営管理室長が、「課題発生時対応要領」において実施計画の作

成段階で対応体制の情報共有について明記するとされていたが、実

施計画において各班の実施プロセスに対するインプットとアウトプッ

トを明確にしていなかった

・進捗管理を明確にするとされていたが、実施計画の中で報告書の

提出に向けた進捗管理の具体的方法を明確にしていない

【背後要因】

・所長及び品質保証室長は、実施計画が点検期限超過機器の特定

や点検実施状況等を正確に確認できるようになっていないことを指

摘できず、横断的チェック機能が十分に働かなかったこと

・運営管理室長は、「課題発生時対応要領」に定められた実施計画

に記載すべき事項について、理解が不足していたこと

補足

ＲＣＡ報告書（8/26）に対する直接要因及び対策一覧を抜粋。

直接要因Ｎｏ.4-6：

運営管理室長は、「課題発生時対応要領」において、実施計画段階で対応体制の情報共有について明確にするとされていたが、実施計画において各班の実施プロセスに

対するインプットとアウトプットを明確にしていなかった。

直接要因Ｎｏ.4-7：

運営管理室長は、「課題発生時対応要領」において、実施計画段階で進捗管理を明確にするとされているにも関わらず、実施計画の中で報告書の提出に向けた進捗管理

の具体的方法を明確にしていなかった

再発防止対策⑭：課題発生時対応要領の改善

ＱＭＳ文書に課題発生時に責任者が策定する実施計画書に対する運営管理室長及び品質保証室長の確認の具体的な内容を定め、運営管理室長及び品質保証室長の責

任を明確にするとともに、実効的な実施計画を作成する仕組みに改善する。

補足

ＲＣＡ報告書（8/26）に対する直接要因及び対策一覧を抜粋。

直接要因Ｎｏ.4-2：

プラント保全部内で調査に当たっての方法が統一されていなかった

直接要因Ｎｏ.4-3：

機械保修課は、電気保修課で行った方法やその結果の情報を知らなかった。

再発防止対策⑬：非定常業務の文書化の改善

「業務の計画に係る作成要領」に非定常業務についても活動（調査）計画を作成すること

を規定する改善を行う

B-2

平成25年4月4日より

（不適合12-45）

補足（是正処置計画書の添付資料１より抜粋）

標記の件、平成25年7月5日の「不適合管理委員会」での審議結果、「課題発生時対応要領」の改定を行うことで、是正処置計画書を作成することとなった。本件に係るこれまでの検討状況等を次に示す。

1.問題点（概略）

（省略）

2.平成25年4月15日、ヒューマンエラー防止検討会に提出された資料による要因と対策の案（概略）

（省略）

3.上記要因及び対策に対する評価の必要性について

上記要因及び対策は、平成25年4月に提出されたものであり、「保守管理上の不備」に対する対処を採るためには、本件に係る根本原因分析（RCA）報告書（平成25年8月23日付）を基本として見直すこととした。

（省略：RCA報告書「9.根本原因分析結果に対する対策（是正処置及び予紡処置）」から、該当部の記載を抜粋している）

（省略：是正処置計画書12-24（追加）の［再発防止対策⑬]を記載を抜粋している）

補足（抜粋の続き：是正処置計画書の添付資料１より抜粋）

4.「課題発生時対応要領」の改正案

RCA等を踏まえ、「課題発生時対応要領」を次のとおり改正する。（下線部が改正衛所）

第6条 前条に定める責任者は、前条に定める方針及び対応体制に従い、実施計画（業務の計画）を策定し、選営管理室長及び品質保証室長の確認を得て所長の承認を受ける。

運営管理室長は、2項、3項で定める事項が、実施計画に定められ、その内容が具体的で実効可能な計画となっていることを確認する。また、品質保証室長は、実施計画の要求事項の適合性について確

認する。

2 前項の実施計画には次の事項を明確にする。

(1）体制設置後の役割分担

(2）体制設置後の責任及び権限

(3）要求事項及び対応方針

(4）体制設置後の情報共有（会議体を含む）及び進捗管理の方法

(5）体制設震後の対外説明

3 前々項の実施計画の策定時には、次の点について留意する。

(1）対応要員、予算手当の見通し

(2）実施時のリスクも考慮した工程の見通しと、必要に応じて計画を見直す時期（ホールドポイント）の明確化

(3）各班（チーム）を編成する場合、実施プロセスに対するインプットとアウトプットを明確化

（実施）

第7条 第5条に定める責任者は、実施計画（業務の計画）に基づき、課題解決を実施する。

（実施の状況）

第8条 第5条に定める責任者は、課題解決の状況を運営管理室長に報告（様式－2）する。

2 前項の報告を受けた運営管理室長は、課題解決の実施状況を所長に報告するとともに、経営企画部もんじゅ総括調整グループリーダに連絡する。

3 運営管理室長は、複数の班（チーム）を編成する場合には、情報共有を行うための会議体を設ける。

4 費任者、各班（チーム）の長は、実施状況及び課題を把握し、情報共有を図るとともに、進捗を踏まえ計画の見直しを行い、課題の達成時期見通しから必要な処置を行う。

【品質保証室

室長】

押印

補足

改正日：平成25年11月7日

施行日：平成25年11月11日
補足

改正日：平成25年11月15日

施行日：平成25年11月30日
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成25年11月14日
平成25年11月15日
平成25年11月27日

平成25年11月19日

平成25年11月5日
～

平成25年11月20日

平成25年11月27日

平成25年11月28日

平成25年12月27日

平成26年1月9日

平成26年1月15日

平成26年1月29日

平成26年3月4日

ＱＭＳ文書改正教育

（もんじゅ全所員）

保安措置命令

報告書（その2）

提出

【所長】

課題発生報告

（R3）及び実施計

画（R3）を承認

【所長】

課題発生報告

（R4）及び実施計

画（R4）を承認

補足

保全計画見直し（Rev.15）に対する誤りについて報告。

（要約）

保安措置命令に対する報告書に記載されている保全計画のデータに、現時点までに804件の誤

りが確認されたため、不適合手続きを実施している。今後、これらについてデータを精査するとと

もに、同様の問題がないか改めて確認する予定との説明を受けた。

原子力規制庁

面談記録

原子力規制委員

会

（平成25年度

第38回）

補足

【実施計画 改訂3】

R2版までに添付されていた発生報告・承認書に対する実施計画は

添付されていない。

是正処置

報告書

（12-40）

承認（11/20）

【品質保証室】

教育講師

補足

作成日：平成25年11月5日

承認日：平成25年11月20日

【是正処置結果】

是正措置計画書（12-40）に基づき、「課題発生時対応要領」について、次を追加した。

実施計画策定時における運営管理室長及び品質保証室長の責任の明確化として、以下をを追記した。

『運営管理室長は、2項、3項で定める事項が、実施計画に定められ、その内容が具定的で実効可能な計画となっていることを確認する。また、品質保証室長は、実施計画の要求事項の適合性について確認する。』

実施計画策定時の留意点として、以下の（１）～（３）を追記した。

(1)対応要員、予算手当の見通し

(2)実施時のリスクも考麗した工程の見通しと、必要に応じて計簡を晃叢す時期（ホールドポイント）の明確化

(3)各班（チーム）を編成する場合、実施プロセスに対するインプットとアウトプットの明確化

実施状況として、以下の（１）～（３）を追記した

(1)運営管理室長は、複数の班（チーム）を編成する場合には、情報共有を行うための会議体を設ける。

(2)責任者、各班（チーム）の長は、実施状況及び課題を把握し、情報共有を図るとともに、進捗を踏まえた計画の見直しを行い、課題の達成時期の見通しから必要な処置を行う。

もんじゅ 技術総括課長（旧：運営管理室長代理） インタビュー

【課題報告・承認書】

①2013年1月7日承認「保安のために必要な措置命令及び保安規定の変更命令について」

②2014年1月29日承認「保全計画の改善について」

上記①、②の課題発生報告・承認書の作成は、主に当方が担当していたが、①については、①の取組の中身が、もんじゅ改革の取組に

なった辺りからは、現：技術管理課長（旧：運営管理室長代理）になったと記憶している。

課題「措置命令対応」としての取組は、平成25年11月19日に36条報告書（その2）を出したことにより区切りがつき、かつ、保全計画の改善

が主であった。よって②の課題「保全計画の改善について」を立ち上げた段階では、①の課題「措置命令対応」の実施計画書が措置命令対

応をコントロールしている認識が無かった。

センター 技術管理課長（旧：運営管理室長代理） インタビュー

①の課題発生報告・承認書のR3版は、36条報告書（その2）を提出した直後の改正であり、組織要因の対策の定着を

見ていく、という考えに移行していると理解していた。

課題発生報告・承認書R3版は、添付に『「もんじゅ」改革の基本計画』、『「もんじゅ」改革の実施計画』、『「もんじゅ」改

革の実施計画に対する高速増殖炉研究開発センターの個別実績管理マニュアルについて』を付け、実施計画書R2版

の改訂版と言う位置づけであると考えている。

R0～R2版の課題発生報告・承認書及び実施計画書の改訂の際は、追記事項のみを示していたが、課題発生報告・

承認書R3版はそれのみで完結する内容のものである。

センター 計画管理部長（旧：運営管理室長） インタビュー

Ｑ）①については、一部の人は、報告書を提出したところで一旦終わっており、改革のフェイズ（定着の

業務）に移行していると認識しているとのことだが、報告書提出は①で走ってきている（続いている）と認

識している。その中で保全計画見直し（Rev.15）に対する誤り（2014/1/9 原子力規制庁面談記録）の話が

出てきて、②を作った。②は①とは切り口が違ったものとの認識。

補足（抜粋）

保全計画見直し（Rev.15）に対する誤りについて報告。

（抜粋）

機構が、保全計画の内容について確認作業を行っている状況でありながら、委員会に対し措置

が完了した旨報告を行った事実は、もんじゅに係る機構の保守管理体制及び品質保証体制の

再構築が未だ不十分であることを示すもの。

【要因[7]-1】

計画管理部長は、もんじゅの既存の課題発生承認事

象「保安のために必要な措置命令及び保安規定変更

命令について」の実施計画で旧36条報告書は実施中

であるとの認識を持っていたが、実施計画の中身を確

認しておらず、実施計画の改訂により、旧36条報告書

作業が削除されたことを認識していなかった（G-6）

【要因[7]-2】

計画管理部長（旧運営管理室長）は、旧36条報告

書作成に関する実施計画を作成し業務を確実に

実施すべきだったが、当該計画書の作成を担当

者に指示せず、旧36条報告書に関する対応を任

せっきりにしている等、旧36条報告書作成に関す

るラインとしてのフォローやチェックができていな

かった（H-6）

補足

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」に関する教育は、組織改編に係る教育を除けば、

本改正における教育1回しか行っていない。
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年3月4日
～

平成26年12月10日

平成26年4月8日
～

平成26年4月11日

平成26年4月16日

平成26年5月14日

平成26年6月4日

平成26年6月5日

平成26年6月8日

平成26年8月4日

平成26年8月27日

平成26年9月24日

平成26年9月26日

（プラント保全部次長インタビュー）

既に再点検機器数は洗い出しており、集計する簡単な作業であるため計画書を必要とは思わなかった。

集計作業を実施していた当時（平成26年10月～12月）において、非定常業務においても業務計画書を作成しなければ

ならない、という認識はなかった。

平成26年度第4回

原子力規制委員会

補足

委員会資料より抜粋

・機構が昨年（平成25年）11月１９日に完了したとする保

守管理体制及び品質保証体制の再構築並びに保全計画

の未だ途上であることを示すものである。

・根本原因分析を再検討することが必要。

保安規定変更申請

（第２６次）

補足

組織改編を行う保安規定変更申請を提出

（注：保安規定変更命令に基づく申請として提出した

ものではない）

平成26年度第7回

原子力規制委員

会

補足

平成25年度第4四半期の保安検

査の結果報告

保安規定変更認可

補足

保安措置命令対応：全体取りまとめは、技術管理課、全体工程は計画管理課

報告書の検討、作成は、技術管理課を中心としたWG

保安措置命令に関する課題発生承認事象の計画書に関する引継ぎは明記

無し。

【プラント保全部各課】

保全計画改善作業計画書」に基づき、各種確認作業を実施

【所長】

課題発生報告（R5）及

び実施計画（R5）を承

認

原子力規制庁

（幹部）との面談

補足

本面談において、命令に対する報告や保安規定変更の認可申請を改めて行うことを規制庁

に報告した。

（機構側面談参加者）

副理事長、理事、他５名

（面談時の資料P.1より抜粋）

「もんじゅ」の保守管理上の不備に対しては、（中略）保安措置命令に対する報告及び（中

略）保安規定変更の認可申請を行った。

しかしながら、平成25年度第3回及び第4回保安検査を踏まえ、貴庁から「保守管理体制及

び品質保証体制の再構築並びに保全計画の見直しが未だ途上にある」との認識が示された。

（中略）

訂正印による保全計画訂正、点検が不十分な機器等の確認に対し、根本原因分析の深掘

を行い、再発防止対策へ反映するとともに、保全計画について、点検が不十分な機器の抽

出・再点検を実施し、それに基づく徹底した見直しを行う。

これらの取組みは、経営と現場が一体となり、品質マネジメントシステムに基づいて進め、

保守管理体制及び品質保証体制の再構築を図る。これらを踏まえ、命令に対する報告や保

安規定変更の認可申請を改めて行う。

【点検計画の計画に係る項目の

確認作業要領書】

・制定：平成２６年３月４日

・作業内容：

点検計画の計画部の確認

（系統番号、系統名称、設備区分、

機器区分、機器名称、機器番号、

機器個数、監視対象機器、

劣化メカニズム事象、保全方式、

採取データ項目、管理基準の根拠、

確認・評価の方法、保全重要度）

【保全の有効性評価、不適合報告書の

特別採用に係る技術的妥当性の再確認作業要

領書】

・制定日：平成26年5月20日

（最終改訂日：平成26年12月１７日）

・作業内容：供用開始前第2保全サイクルの保

全の有効性評価及び不適合報告書の特別採

用に係る技術的妥当性の再確認。

【重複機器の保全方式、保全

重要度の整理作業要領書】

・制定日：平成26年7月23日

・作業内容：同一機器の保全

方式、保全重要度の横並び及

び重複機器を抽出し整理する。

【点検計画「一式」表記の再確認作業要領

書】

・制定日：平成26年6月26日

・一式として管理している機器について、

個々の機器が特定できることを確認する。

【点検計画の実績部の確認（その2）作業要領書】

・制定日：平成26年10月14日

・「点検間隔/頻度」及び「点検周期根拠」につい

て保全方式の整合性について確認する。

入所時教育

【要因[7]-4】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、QMSに関する基本教育は受けていたが、保守

管理業務以外の個別QMSに関する教育は受けていなかった（Ｆ-2）

【要因[7]-5】

プラント保全部は、QMSに関する教育について、配属と

なった者や改正教育の教育対象者等を明確にして教育

及び理解度確認を実施すべきだったが、新規配属者に対

して「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の内容につい

ての教育が行われていなかった

（Ｇ-2）

【要因[7]-9】

運営管理室長代理は、課題発生承認事象「保安のために必要な措置命令及び保安規定変更

命令について」に係る実施計画書の改定を失念した（Ｆ-7）

【要因[7]-10】

運営管理室長代理は、課題発生承認事象「保安のために必

要な措置命令及び保安規定変更命令について」に係る実施

計画書のうち、改善事項の実施状況把握の対応に主眼を置

いており、再提出に関する対応の手順を作成する意識が希

薄だった（G-7）

【要因[7]-11】

運営管理室長代理は、定めたルールの意味を正しく理解し、

業務を適切に実行するために定めたルールを遵守すべき

だったが、旧36条報告書の提出が確定した際、旧36条報告

書作成業務について課題発生時対応要領に基づき、旧36

条報告書実施計画書を改訂していない等、「7.1業務の計

画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた（H-7）

センター 技術管理課長（旧：運営管理室長代理） インタビュー

9/26に業務引継書を作成したが、その時は是正処置と予防処置についてはなんとか

しないと、という認識はあったが、課題発生時対応要領に関する（引き継ぎの要否につ

いての）認識はなかった。

もんじゅ 技術総括課長（旧：運営管理室長代理） インタビュー

【課題報告・承認書】

課題発生に関する業務は他課（センター）への引継ぎ対象では無いため、トピックスと

して取り上げられることは無かった。

センター 計画管理部長（旧：運営管理室長） インタビュー

もともとは課題発生時対応要領で作成した実施計画で動いていて、それを引き継いでいたと認識し

ていた。センターはセンターで別途そういった計画が必要か否かについてまでは考えが及ばなかった。

当時引き継ぎ事項は数多くあり、今となってみて計画書がうまく引き継がれなかったことについては

その通りであり、落ち度があったと思うが、少なくとも今回の報告書の作成、規制庁対応についてはセ

ンターというのは両者（もんじゅ及びセンター）とも明確に認識していた

【要因[7]-6】

もんじゅでは、非定常業務を含め全ての業務を実施する

場合に計画が必要であることを「もんじゅ業務の計画に係

る作成要領」に基づき教育を行うべきであったが、これに

ついて所員に理解させる教育を繰り返し行っていなかった

（H-2）

【要因[1]-2】

[1]（K-3）

再掲

【集計表作成者A】

再点検工程の管

理が必要として、

再点検リスト（有効

性リスト、実績リス

ト、保全方式リスト）

の作成開始

（7月～

【電気保修課代】

再点検機器の課内

把握を目的に再点

検機器リストの作成

を集計表作成者に

依頼

【集計表作成者Ｂインタビュー】

（集計表作成時の体制はという問いに対して）電気保修課長代理と集

計表作成者Ａ。

集計表の作業方法の相談や進捗報告について、集計表作成者Ａは

電気保修課長代理にインプットしていた。

【集計表作成者Ａインタビュー】

（課長代理は集計表の記載が正しいか（リストに抜けがないか等）は

確認していたかという問いに対して）確認していたのは進捗状況のみ

だった

【集計表作成者Ａインタビュー】
（集計表の元となった再点検機器リストを7月頃から
課長代理の指示で作成していたとのことだが、この
時作業計画書はあったのかという問いに対して）作
業計画書はなかった。

【別表３取りまとめ者インタビュー】

不適合を見逃したものもあった。50数

機器でてきた。不適合まるまる見逃し

た。ダブルチェックを徹底していたが、

シングルチェックになっていたものが

あった。

【要因[6]-2】

電気保修課では、集計表作成作業を電気保修課の集計表作

成者が１人で担当しており、集計表作成者が作成したデータ

に抜けがないことを確認できるような体制とすべきであったが、

そのような体制とはなっていなかった(D-5)

【要因[6]-1】
課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、集計表

に抜けがない等の確認を行うために必要な人員を配置

し、作業負荷、作業時間等の実態把握を行って課題に

対応すべきであったが、各担当者に任せてしまい、作業

の進捗状況のみ確認し、集計表作成者が要求事項に

沿った集計表を作成していることを確認していなかった

(E-5)

【要因[6]-6】

電気保修課では、集計表を作成した

際に保全計画改善作業で抽出された

すべての機器がリスト化されているこ

とを確認すべきであったが、確認が不

十分であった(D-14)

【要因[6]-5】

電気保修課では、作業の要

求事項を明確にするべきで

あったが、明確化されていな

かった(E-14)

【要因[6]-4】

電気保修課では、作業の要求

事項を明確にするべきであった

が、明確化されていなかった(F-

14)

【要因[6]-3】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業

を行う際に、集計表における各課が集計作業を行うために

必要なインプットとアウトプットを明確にした計画書をプラン

ト保全部の計画書として作成する必要があったが、作成し

なかった(G-14)

Ｆ-1

平成26年12月6日へ

【集計表作成者Aインタビュー】

集計表のもととなった再点検機器リストを7月頃から電気保修課長代理の指示で作成していた
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年9月29日
～

平成26年9月30日

平成26年10月1日

平成26年10月10日

平成26年10月22日

平成26年10月頃

平成26年11月7日

平成26年11月15日

平成26年11月18日

平成26年11月26日
～

【安核部長】

RCA報告書

（中間）

の周知
【所長】

受領

【安推部長】

受領及び

もんじゅへ

周知

ＱＭＳ文書改正

の業連周知
【品証室】

業連発行

ＱＭＳ文書改正の

および教育依頼

【安核部長】

RCA報告書（完成版）

の周知

【所長】

受領

補足

対策検討のため、RCA中間報告書が作成された

ことをを口頭で各課へ周知・連絡

補足

「課題発生時対応要領」（改7）及び「もん

じゅ業務の計画に係る作成要領」の改正

教育は、業連の周知をもって教育を実施と

した。

組織改編

「もんじゅ運営計画・研究

開発センター」の設立

補足（報告書に必要な機器の情報について）

報告書に必要な機器の項目は次のとおり

・過去の点検が不十分な機器

・保全方式を変更した機器

・保全計画に記載していなかった機器

・保全の有効性評価が不十分なものについては、再点検を実施するものだけでなく、保全の有効性評価を無効としたものも含む。

・機器番号～点検期限のデータは「保守管理業務支援システム」のデータと照合を図ること。

【品質保証室長】

受領

第18回 もんじゅ安

全・改革小委員会

【品質保証室】

業連発信

「各課の品質保証担

当者の役割につい

補足

品質保証担当者の役割について周知。

品質保証担当者は、各課室長を補佐し、各課室におけ

る品質保証に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

（1）各課室において作成した品質マネジメントシステム

（ＱＭＳ）に係る文書・記録のチェックに関する事項に関

すること。

（2）各課室におけるＱＭＳに係る文書の制改訂につい

ての教育に関すること。

（3）各課室における保修票管理、不適合管理（是正処

置・予防処置）の記載内容、実施状況等のレビュー（確

認）と管理に関すること。

(4) 品質保証室が各課室に対して行うＱＡ診断に関す

ること。

【品質保証室長】

受領

補足（報告書に必要な機器の情報について）

報告書に必要な機器の項目は次のとおり

・過去の点検が不十分な機器

・保全方式を変更した機器

・保全計画に記載していなかった機器

・保全の有効性評価が不十分なものについては、

再点検を実施するものだけでなく、保全の有効性評価

を

無効としたものも含む。

・機器番号～点検期限のデータは「保守管理業務支援

システム」のデータと照合を図ること。

補足(メールより抜粋）

・表提示（報告書作成チーム作成）

・締切は12/3目途

・報告書作成に向けて、エクセル表（メール添付）の作成を依頼。

実施方法については、各課が所有する本件に関するデータベースが異なるため、一律の調整はしないが、必要があれば保全計画課との

調整を図る。

【要因[7]-14】

技術管理課長は、36条報告書の取りまとめ課として、旧36

条報告書の作成に関する計画書を作成すべきであったが、

作成について思いが至らなかった（Ｅ-4）

【要因[7]-13】

平成26年10月の組織改編のあと、技術管理課長は、非定常業務である旧36条報告書の作成に関す

る計画書を作成するべきであったが、「センター業務の計画に係る作成要領」（RCA報告書の直接要

因の対策32）に従った計画書を作成しなかった (D-4）

【要因[7]-16】

品質保証課長は、「品質保証活動を展開する責任者はライ

ンの長であり、新たに設置する品質保証担当者は、ラインの

長を補助する役割とする」と考え、品質保証担当者は、業務

がQMSに沿って実施されているかの確認までは必要はない

と考えた（Ｅ-5）

【要因[7]-18】】

計画管理部長は、旧36条報告書に関する対応を技術管理課長に指示した

が、旧36条報告書作成に関する実施計画書を作成する必要性の有無につ

いては、自ら検討しなかった（Ｅ-6）

【要因[7]-15】

技術管理課長は、組織改編によって移

行した旧36条報告書作成業務について

「センター業務の計画に係る作成要領」

に基づき、旧36条報告書作成実施計画

書を作成すべきであったが、業務の計

画の作成手順に関して正しく理解して

おらず、QMSを定着させるための教育

の仕組みが構築されていなかった（F-

4）

【要因[7]-17】

品質保証課長は、部署内でQMS活動

を確実に展開させるため、配置した

品質保証担当者に業務がQMSに
沿って実施されているかを確認させ

るべきだったが、担当業務が限定さ

れていたことから、品質保証の視点

でチェックを行う仕組みが機能してい

なかった（F-5）

（品質保証室長インタビュー）

QA担当者はあくまで課長の責任の

下で業務を行うものであり、品証担

当者は課長を支援する位置づけで

ある。品証担当者が能動的に課で

実施しているＱＭＳ活動をチェックす

るというよりは、課長に対する補助

者として位置づけである。

「業務の計画を作っていない」とい

うことを、今の品証担当者の職務範

囲では確認するのは難しい

【品質保証室

長】

RCA報告書を

各課へ周知

【施設保全課

長】

受領

【燃料環境課

長】

受領

【機械保修課

長】

受領

【電気保修課

長】

受領

【要因[7]-21】

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、非定常業務で

ある集計作業についても「もん

じゅ業務の計画に係る作成要

領」の適用範囲とし、要求事項、

資源の提供の必要性、監視・測

定、検証等を明確にした計画書

を作成すべきであったが、RCA

報告書の直接要因2-（2）の対

策32として改正された要領に

従った業務の計画を作成しな

かった(C-1)

【要因[7]-22】

集計取りまとめ責任者（プラ

ント保全部次長）は、判断基

準や手順、取りまとめた後

の確認を明確にした計画書

を作成すべきであったが、

再点検機器数はこれまでも

何度か算出している作業で

あり、計画書で明確にする

ような事項はないと誤認した

(D-1)

【要因[7]-23】

集計取りまとめ責任者（プラン

ト保全部次長）は、各課が行う

必要のある作業を把握し適切

な作業見積もりを行い、監視測

定及び検証のための事務局を

置いて集計作業を行うべき

だったが、各課において集計

作業に必要な未点検機器等の

数の洗い出しは既にできてい

るので自らが作業を行えばよ

いと考えた(E-1)

（品質保証課長インタビュー）

ＱＡ担当者はもんじゅ改革の項目で

あり、基本的にはもんじゅの計画書

のならって置いた経緯がある。

役割については、あくまで品質保証

活動の責任者は、課長（ラインの

長）であり、最終的には、課長が責

任を負う。ＱＡ担当者はチェックの

強化として課長を補助する役割で

ある。

業務の計画を作成しているか否か

をチェックすることまでは求めてい

ない。

（プラント保全部次長インタビュー）

業連に添付のリストは見たかもしれないが、要

領書（もんじゅ業務の計画に係る作成要領）の

内容については教育を受けていない（見てい

ない）。

【要因[6]-8】

プラント保全部では、「不要」とすると別表３に計上されないにも関わらず、別表３-１作成の元となる「直近の点検が不十分だった機器のリスト」（及

び別表３-３作成の元となる「保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のリスト」）における点検区分の判断基準

について、不適合報告書発行前を「不要」と誤った集計を行った(E-18) 

【要因[6]-7】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、報告書取りまとめ担当者と点検区分の判

定基準について協議した結果、未点検機器の処置状況を集計するために、不適合発見か

ら不適合報告書発行までに点検したもの及び12/10以前に点検したものは「実施済」、12/11

以降は「未実施」とする判断基準とすべきであったが、不適合報告書発行前を「不要」と誤っ

た指示をプラント保全部各課に指示を出した(F-18)

【要因[6]-3】

(G-14) 

再掲

（主査インタビュー）

• 最新のデータを用いて集計作業を行うことの重要性は

認識していたが、繁雑な作業に追われていたこともあり、

システム管理チームにデータ更新のたびに改訂作業を

行うよう指示するのを失念した。

• 「技術根拠整備」欄の〇を削除する作業が発生すること

については課長に相談していない。

【要因[4]-1】

保全計画主査は、保全計画課長からの指示が口頭であったため、要

求事項の重要性を十分に理解していなかった（Ｇ-1） 【要因[4]-2】

保全計画課長は、報告書に最新の機器数を

記載することを目的とした集計作業を行う上

での条件等について事前説明を口頭で行っ

たが、課員が重要性を十分理解できるような

説明を行わなかった（Ｈ-1）

【要因[4]-4】

保全計画課長は、最新の機器数を

算出するという要求事項の重要性に

ついて課員が正しく理解しているこ

とを確認せず、正確に集計作業を実

施するための重要性を課員と共有し

ておらず、作業を正しく仕上げるた

めの取組みが十分ではなかった（I-

2）

【要因[4]-3】

品質保証課長は、部署内でＱＭＳ活動を確実に展開させるため、配置した品質保証担

当者に業務がＱＭＳに沿って実施されているかを確認させるべきだったが、担当業務が

限定されていたことから、品質保証の視点でチェックを行う仕組みが機能していなかっ

た（I-1）

【課長】

土建チーム員へ

作業対応を指示

【担当者】

指示を受領

【要因[1]-16】

品質保証室長は、「品質保証活動を展開

する責任者はラインの長であり、新たに設

置する品質保証担当者は、ラインの長を

補助する役割とする」と考え、品質保証担

当者は、業務がＱＭＳに沿って実施されて

いるかの確認までは必要はないと考えた

（J-4）

[要因[1]-17]

品質保証室長は、部署内で

QMS活動を確実に展開させるた

め、配置した品質保証担当者に

業務がQMSに沿って実施されて

いるかを確認させるべきだった

が、担当業務が限定されていた

ことから、品質保証の視点で

チェックを行う仕組みが機能して

いなかった(K-4)

【要因[7]-16】

（E-5)

再掲

[要因[7]-17]

(F-5)

再掲
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年11月27日

平成26年11月28日

【施設保全課長、

課代、担当】

メール受領

【機械保修課長、課代】

メール受領

【電気保修課長、課代】

メール受領

【燃料環境課長】

メール受領

TLへ、とりまとめ

を指示

【施設保全課長、課代、担当】 【機械保修課代、担当】 【電気保修課長、課代】

【燃料環境課

TL】

説明会参加

集計作業

部内説明会

【燃料環境課

TL】

指示受領

【所長】

承認

不適合報告書

承認

（保全計画Rev.15未反

映タスクの確認作業結

果を踏まえた不適合） 【電気保修課

課代】

不適合報告書を

作成

（14-98）

【品証室長】

合議

Ｅ-1

平成26年3月4日～12月10日より

（点検計画Ｒｅｖ.15未反映タスクの

確認作業要領書より）

【電気保修課

課長】

確認

補足 不適合14-98より抜粋

1.不適合の内容・状況

「点検計画Ｒｅｖ.15未反映タスクの確

認作業要領」に従い、点検計画

Rev.12、Rev.13、Rev.14及びRev.15の

改訂時に反映されなかったタスクの

調査を行った。

調査の結果、8タスク（5機器）につい

て、点検計画Rev.15に移行されておら

ず、点検計画にて管理されていない

状態であることを確認した。

（部付技術主幹インタビュー）

11月下旬に電気保修課から「点検計画(Rev.15)未反

映確認作業結果」を入手した理由は、36条報告書へ

のインプットを目的として入手したのではなく、「点検計

画(Rev.15)未反映確認作業」で抽出された機器を把握

するためである。

【電気保修課 担

当】

「点検計画Ｒｅｖ.15

未反映タスクの確

認作業」の結果を

示した資料のコ

ピーを、保全計画

課長へ提出

【機械保修課

長】

説明会参加

（プラント保全部次長インタビュー）

最終的な集計データの妥当性は各課でしっかり出してもらう、束ねればＯＫとの認識だった。束ねる作業ミ

ス防止としてダブルチェックする体制は整えた。

保全部の中から事務局員を出せるような状態ではなかったが、各課の集計をまとめてくれている人がしっ

かりとしていれば大丈夫だろうと考えていた。

【要因[7]-24】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業における認識合わせを

図るための部内説明会を行ったが、対応体制、分類の定義やインプット、アウト

プットの明確化が図られるなどの適切な説明ではなく、RCA報告書の直接要因の

対策33として実施した作業前説明による調査方法が統一されなかった

(C-3)

（部付技術主幹インタビュー）

電気保修課から入手した資料に手書きで機器番号を記載したのは、保全計画課長経由で電気保修課から入

手したと記憶している。

手書きで機器番号を追記したのは保全計画課長だと聞いている。

【要因[7]-21】

(C-1)

再掲

【要因[1]-3】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を行う際に、集計表におけ

る区分の定義等の各課が集計作業を行うために必要なインプットとアウトプットを明確

にした計画書をプラント保全部の計画書として作成する必要があったが、作成しなかっ

た（Ｉ-1）

【要因[1]‐5】
集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、

部内の取りまとめ責任者として作業管理を行う

べきだったが、作業管理のための事務局を置

かず自ら作業を行う等、ラインとしてのフォロー

やチェックができていなかった（Ｊ-2）

[要因[1]‐4]
集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に

係る作成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必

要があったが、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するた

めの要求事項を明確にした計画を作成する取組みが不足していたこと

や、定めたルールを遵守する意識の共有が図られていなかった（Ｊ-1）

【要因[6]-12】

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、

作業計画書を「もんじゅ業務の計画に係る作成

要領」に基づいて作成するよう指示を行い、本

作業の要求事項を明確にしていることを計画書

作成時にレビュー項目として定め、確実にレ

ビューを行うべきであったが、行えていなかった

(F-2)

【要因[6]-11】

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、

本作業が「もんじゅ業務の計画に係る作成要

領」の適用範囲に該当し、集計作業を行う上で

の要求事項及び検証等の必要事項について

明確にする必要があると認識すべきであった

が、ＱＭＳに関する理解が不足していたため、

適用範囲ではないと誤認した

(G-2)

[要因[1]-2]

[1](K-3)

再掲

（主査インタビュー）

• 「もんじゅ業務の計画に係る作業要領」において非定常業務も対象であることは知っていたが、今回の作業は、単純な数の集計のみであることから作業計画

書は不要と考えた。

• 半日～1日程度の作業量であったことから計画書等はなかった。

• 点検項目、点検内容及び点検間隔/頻度等を変更した機器数の算出については、ページ毎の小計結果はすべて記載したが、総数を算出する際に、数ページ

分の小計結果の計算が抜けてしまった。

• 手作業であることから、2人が同一の作業を行うことでダブルチェックを実施したが、人力で行うには無理があったのかも知れない。

• 紙出力した変更点リストの隅にページ毎に変更していない機器数を記載し、その値を集計した。変更していない機器の抽出については2人で確認したが、集

計は1人で実施したかもしれない。

• 「根拠を整備した機器数」については、元々リストにある項目であり、その集計のみの作業であることからシステム管理チームへの指示は口頭で行った。

• システム管理チームに依頼する時点での最新情報である保守管理支援システムへのインプットデータを用いて集計するよう依頼したが、繁雑な作業に追わ

れていたこともあり、データ更新のつど改訂作業をするよう指示することを失念した。

（課長インタビュー）

• 単純な数の集計作業であったため、作業計画書を作成する必要のない作業であると考えた。

• 非定常業務とは、マニュアル類が存在せず、新たに作業計画書を作成する必要のある業

務であるとの理解をしていた。

• 「もんじゅ業務の計画に係る作業要領」についての教育を受けた覚えはない。

• 報告書作成専従作業チーム内の確認で今回の「技術根拠を整備した機器数」の対象となら

ない機器が含まれていることを確認したので、削除フラグを立てて変更点リストには反映で

きたが、Excel上には情報が残っていたことから集計時にカウントされてしまった。

• 追加タスクを見過ごして変更のない機器としてカウントしてしまったこと、最終集計時に抜け

があったことが、今回の誤りの原因である。

• 報告書用数値の最終報告時にRev17の入力データを用いて検証を実施していれば誤りが

判明できたかもしれないが、最終報告期限時には、まだRev17の最終情報がシステムに

入っていなかったので検証できなかった。

【要因[4]-6】

保全計画課主査は、技術根拠が整備された

機器数について、「保守管理支援システム」

に入力された最新の情報を基に集計すべき

であったが、最新でない情報を用いた集計

結果を「保守管理支援システム」への入力作

業を行うシステム管理チームから入手し、

誤った情報を課長に報告した（C-1）

【要因[4]-7】

保全計画課主査は、技術根拠の整

備された機器数が日々更新されて

いることを認識し、更新された場合

は、システム管理チームから再集

計した機器数を入手するべきであっ

たが、入手しなかった（Ｄ-1）

【要因[4]-8】

保全計画課主査は、システム管理チームに対し

て最新のデータを基に集計するよう依頼しな

かったため、システム管理チームは、単発的な

作業と思い込み、保全計画課主査から依頼を受

けた時点での情報を用いた集計作業は実施し

たが、データ更新に伴う再集計作業は行わな

かった（Ｅ-1）

【要因[4]-9】

保全計画課主査は、最新の機器数を算出するよう

保全計画課長から指示を受けており、システム管

理チームに対しこの要求事項を伝える必要があっ

たが、伝えることを失念した（F-1）

【要因[4]-1】

（Ｇ-1）

再掲

問題事象

【要因[4]-10】

保全計画課は、旧36条報告書にお

いて「点検項目、内容、点検間隔/

頻度を変更した機器数」に誤った数

を記載した（Ｂ-4）

【要因[4]-11】

保全計画課主査は、「点検項目、内容、点

検間隔/頻度」の変更がなかった機器の総

数を算出し、その値を母数から差し引くこと

で「点検項目、内容、点検間隔/頻度を変更

した機器数」を求めようとしたが、「点検項目、

内容、点検間隔/頻度」の変更がなかった

機器数の算出を誤った（Ｃ-4）

【要因[4]-12】

保全計画課主査は、「点検項目、内容、点検間隔/頻度」の変更がなかった機

器数を算出するために、集計表の余白部分（各ページで計上された件数を記

載する箇所）に小計結果を記載していたが、総数を算出する際に、数ページ分

の小計結果の計算が抜けてしまった（Ｄ-4）

【要因[4]-16】

保全計画課長は、保全計画課主査に対して、

作業手順、作業結果を確認する方法等につ

いて文書等により明確にするよう指示すべき

であったが、指示しなかった（Ｅ-5）

【要因[4]-17】

保全計画課長は、集計作業を行う際の手順

の必要性を理解していなかった（Ｆ-5）

【要因[4]-13】

保全計画課主査は、集計作業を行

うにあたり、手順を検討し、明確に

すべきであったが、明確にしなかっ

た（Ｅ-4）

【要因[4]-18】

保全計画課長は、本作業が非

定常業務に該当し、「もんじゅ業

務の計画に係る作業要領」の適

用範囲であることを認識すべき

であったが、単純作業であるこ

とから、作業計画書を作成する

との認識が欠けていた（G-5）

【要因[4]-14】

保全計画課主査は、保全計画課長から、集計作業

の依頼を受けた際に、手順及び作業結果の確認方

法を文書等により明確にすべきであったが、非定常

業務を含め全ての業務を実施する場合に計画が必

要であることの理解が不足していた（Ｆ-4）

【要因[4]-19】

保全計画課長は、非定常業務についても「もんじゅ業務の計画に係る作

業要領」の適用範囲であり、本作業が「もんじゅ業務の計画に係る作業

要領」の適用範囲であるとの理解が不足していたため、業務計画書を

作成する必要があると考えが及ばなかった（Ｈ-6）

【要因[4]-15】

（G-4）

再掲

【要因[4]-15】

もんじゅでは、非定常業務を含め全ての業務を実施

する場合に計画が必要であることを「もんじゅ業務

の計画に係る作業要領」に基づき教育を行うべきで

あったが、これについて所員に理解させる教育を繰

り返し行っていなかった（Ｇ-4）

【要因[1]-2】

[1](K-3)

再掲

（主査インタビュー）

課長への提出前のチェックについては、ダブルチェックを実施していることから改めては行っていない。

【要因[4]-23】

保全計画課長は、保全計

画課主査からは口頭によ

る結果報告を受けたが、

作業内容を確認しなかっ

た。（Ｄ-7）

（燃料環境課課長インタビュー）

・本作業は、ローラー等の別の作業も錯綜していたことから、燃料環境課の取り纏めとして、機械保守チームTLに一任してい

た。

・燃料環境課としての確認体制は敷かなかった。

・改革室やプラント保全部にて要領書が作成されて、作業が行われていると思っていた。

【要因[2]-1】

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、プラント保全部次長から集計作業の依頼を受けた際に、集

計作業体制（チェックを含む）、作業結果を確認する手順や用語の定義、集計表に記載する対象

等を文書等により明確化すべきであったが、非定常業務を含め全ての業務を実施する場合に計

画が必要であることを理解していなかった（F-1）
【要因[1]-2】

（再掲）（Ｋ-3）

【燃料環境課長

代理】

各TL、担当者へ

集計作業実施を

依頼

【要因[4]-3】

（Ⅰ-1）

再掲
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年11月28日
～

平成26年12月3日

集計作業を実施集計作業を実施 集計作業を実施

【所長】

承認

不適合報告書

承認

（点検計画記載確認作

業で抽出された1449機

器）

補足（不適合報告書について）

「点検計画記載機器確認作業要領書」による作業で抽

出された機器について、不適合を発行。

点検計画(Rev15)にて管理を行っていなかった機器は、

下記不適合報告書による。

・管理番号14-107 R0版（承認：平成26年11月28日）

・管理番号14-108 R0版（承認：平成26年12月3日）

・管理番号14-115 R0版（承認：平成26年12月3日）

【品証室長】

押印

（部付技術主幹インタビュー）

未記載機器に関する情報（機器名称、直近の点検実績、特採の有無、

次回点検予定等）が記載されたリストを保全計画課長が作成してい

たため、そのリストを用いて別表を作成した。

【機械保修課

長】

押印

【電気保修課

長】

押印

【燃料環境課

長】

押印

【課代】

依頼を受領

エクセルのフォーマッ

トに従い、必要なデー

タを揃えるように指示

【集計表作成者】

報告書に必要な表に必要事項を記載し、回答

補足

集計作業について要領書等は作成していな

かった。

（適宜課内説明会及びポジションペーパ等によ

り指示）

【電気保修課長代理インタビュー】
（各担当から期限内の集計作業完了が難しい等の意見があったかという問いに対して）各担当から期限
内に仕上げるのは難しいとの話を聞いた記憶はない。そもそも上からの指示は「期限内にやってくれ」で
あったので、出来ないという回答や期限延長による作業時間を確保をする発想は無かった。そのような
回答は出来なかった。期限までに対応するための方法（他課からの人員投入を含む）を課内で検討した。
（プラント保全部次長から作業見積の指示は特になかったのかという問いに対して）作業見積の指示は

特になかった。

【電気保修課長代理インタビュー】
（作業にあたり、要領書や計画書を作成する等
して作業の要求事項を明確化する必要性を感
じなかったのかという問いに対して）要領書や
計画書はないが、ＴＬを集めて作業を行わせる
際からは、ポジションペーパを作成し、判断基
準等を説明していたことから、要領書や計画書
の作成は不要と考えた。

【要因[6]-10】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理に作業を指示

する際、期限のみを伝え、見積り依頼を明確に指示しておらず、また課内取りまとめ責任者の電気保修課

長代理も指示を実現するための方策のみを考え、作業の見積もりを実施し適切な期間を見積もることに思

い至らなかった(H-1)

【要因[6]-9】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）及び課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、

作業の実施に当たって明確な作業量等を見積り、作業計画を立案すべきだったが、関係者間との

調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更を含む））の

検討が十分でない等、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた(I-1)

【要因[6]-13】

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理

は、当初の「直近の点検が十分でなかった機

器」と「十分でない保全の有効性評価を無効に

して点検期限を超過した機器」との両方の不

適合として不適合報告書にて挙げられた機器

については、報告書上は「十分でない保全の

有効性評価を無効にして点検期限を超過した

機器」として記載する（重複記載しない）という

指示の時点で作業計画書を作成し、指示変更

の必要が生じた際には作業計画書を改訂する

ことにより指示変更を明確にするべきであった

が、計画書を作成せず指示変更を明確にしな

かった

(E-15)

【要因[6]-11】

(G-2)

再掲

【電気保修課長代理インタビュー】

（保全の有効性評価の件数を誤った要因は何かという

問いに対して）単純な集計ミスによるもの。本件の対応

者は自分ひとりであったため、自分で数を集計し、その

結果を自ら確認した。

（集計後、誰かに確認を依頼しなかったのかという問い

に対して）確認を依頼しなかった。

【要因[6]-15】

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）に

保全の有効性評価の件数を報告する際、正し

い件数を報告すべきであったが、件数の誤り

に気付かなかった

(C-23)

【要因[6]-14】

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、

正しい情報（課内で管理していた保全の有効性

評価のリスト）に基づき自ら集計作業を実施し、

集計結果の確認が不十分だった

(D-23)

【要因[1]-5】
[1](J-2)
再掲

【課代】

保全の有効性

評価の件数に

ついて集計

【要因[3]-1】

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、集計作業を行

う際に、集計表における区分の

定義等の各課が集計作業を行

うために必要なインプットとアウ

トプットを明確にした計画書をプ

ラント保全部の計画書として作

成すべきであったが、作成しな

かった（Ｅ-1）

【要因[3]-2】

集計取りまとめ責任者（プラ

ント保全部次長）は、判断基

準や手順、取りまとめた後の

確認を明確にした計画書を

作成すべきであったが、単

純作業しかないと思い込み、

計画書で明確にするような

事項はないと誤認した（Ｆ-1）
【要因[3]-3】

集計取りまとめ責任者（プラ

ント保全部次長）は、各課が

行う必要のある作業を把握

し適切な作業見積りを行い、

監視測定及び検証のための

事務局を置いて集計作業を

行うべきだったが、各課にお

いて集計作業に必要な未点

検機器等の数の洗い出しは

既にできているので自らが

作業を行えばよいと考えた

（Ｇ-1）

【要因[1]-4】

[1](J-1)

【要因[1]-5】

[1](J-2)

【要因[3]-5】

集計取りまとめ責任者（プラ

ント保全部次長）は、ＱＭＳに

関する基本教育は受けてい

たが、保守管理業務以外の

個別ＱＭＳに関する教育は

受けていなかった（Ｇ-2）

【要因[3]-6】

プラント保全部は、ＱＭＳに関す

る教育について、配属になった者

や改正教育の教育対象者等を明

確にして教育及び理解度確認を

実施すべきだったが、新規配属

者に対して「もんじゅ業務の計画

に係る作業要領」の内容につい

ての教育が行われていなかった

（Ｈ-2）

【要因[3]-7】

もんじゅでは、非定常業務を

含め全ての業務を実施する

場合に計画が必要であるこ

とを「もんじゅ業務の計画に

係る作業要領」に基づき教

育を行うべきであったが、こ

れについて所員に理解させ

る教育を繰り返し行っていな

かった（I-2）

【要因[1]-2】

[1](K-3)

再掲

（燃料環境課TLインタビュー）

・燃料環境課の中での数の整理のまとめ役としてプラント保全部次長から指示を受

けた。

・本作業に対する計画書や判断フロー図もなかった

・本作業は、「不要」「実施済」「未実施」の３種類から選択するものであった。

・12/1時点で点検が終わっているか、終わってないか、または点検が不要かでまと

めるよう指示があった。

・不適合報告書のリストを元に、機器番号及び機器名称はコピペした。機器数は手

入力である。

・基本的には燃料環境課は一人で集計作業、表作成作業を実施した。スポット的に

（計装関係は分からないので）電気・計装TLの助言ももらった。

・集計について「不要」「実施済」「未実施」の各々の定義が明確となっていなかった

・疑問に思ったことについては、電気・計装TLと議論して解決しており、上司への相

談はしなかった。

・他課員によるチェックは行っていない。出来上がったのが締切りギリギリであった

ので、丁寧なチェックは出来なかった。

・トータルで3件の不適合に対する作業なので、2日程度の作業（370機器）であり、

要領書は作成していない。

【要因[2]-2】

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、プラント保全部次長から集計作業の依頼を受けた際に、集計作業体制（チェックを

含む）、作業結果を確認する手順や用語の定義、集計表に記載する対象等（インプット及びアウトプット）を文書等により

明確化すべきであったが、文書等により明確にしなかった（Ｅ-1）

【要因[2]-4】

燃料環境課は、別表3-1①の元となる集計表を作成した際、定電圧電源直流電源（641_D0002）の機器数に誤りがあるこ

とを発見できなかった（C-3）

（燃料環境課TLインタビュー）

・配管支持構造物（9機器）の記載漏れについて、当時、「保全計画確認

作業に基づく不適合報告書の審議・承認状況」表が出回っており、そこ

に不適合（14-8）の「不適合分類」が「承認済み」と記載されており、数に

反映しなくてもいいと判断した。

他にも承認済みのものはあったが、これだけ承認済みとなっていた。

また、集計表を作成する際、すでに点検が終了していたことや保安検

査においても説明が終了していることから集計表の記載対象と考えな

かった。

・プラント保全部次長から依頼のあった集計用のデータを作成する際、

「機器番号」、「機器名称」は不適合リストからコピーしたが、「機器数」は

手入力した。

・集計表を作成する際、機器番号が記載されているものは全て「1」であ

ると思い込んだため、不適合報告書に添付されているリストの機器数を

全て確認しなかった。

・620系のフローメータの分解点検は、従前より平成27年度、28年度に

計画されており、それまでの健全性は外観点検、特性試験の結果を元

に技術評価が出来ていたことから、計画の見直しが不要であったため、

「点検不要」として計上しなかった。

一方、機械設備は健全性を確認する項目が点検期限の超過となって

おり、健全性が担保できないため、点検を実施することとした。
問題事象【要因[2]-7】

燃料環境課では「別表3-1① 直近の点検が

十分でなかった機器のうち点検を実施した機

器」として「配管支持構造物（9機器）」の記載

が抜けていた（B-4）

【要因[2]-5】

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、別

表3-1①の元となる集計表を作成する際、

不適合報告書を元に「配管支持構造物（9

機器）」を点検期限を超過した機器で「実

施済」であると判断して記載すべきであっ

たが、集計表に計上する必要があること

を理解していなかった（C-4）

【要因[2]-2】

再掲（Ｅ-1）

問題事象【要因[2]-10】

燃料環境課では「別表3-1① 直近の点検が

十分でなかった機器のうち点検を実施した機

器」に記載した機器のうち、定電圧電源直流

電源（641_D0002）の機器数を「2」とすべきと

ころ、「1」と誤った記載があった（B-1）

【要因[2]-9】

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）

は、別表3-1①の元となる集計表

を作成する際、当該機器の機器

数について「2」とすべきところ、

「1」と誤った入力をした（C-1）

【要因[2]-8】

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、集計表を作成する際、不適合報告書のリ

ストの機器数（当該機器数が「2」を含む）を全て確認すべきであったが、確認し

なかった（D-1）

【要因[2]-2】

再掲（Ｅ-1）

問題事象【要因[2]-13】

燃料環境課では「別表3-2② 十分でない保

全の有効性評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち特別採用を実施した機器」

として「620系 フローメータ（2機器）」の記載

が抜けていた（B-6）

【要因[2]-11】

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、別表3-2②の元となる集計表を作成す

る際、当該機器の分解点検が行われていないことから「未実施」とすべきで

あったが、当該機器について保全計画に基づき外観点検及び特性試験を実

施しているため「不要」と誤認した（C-6）

【要因[2]-12】

燃料環境課は、別表3-2②の元となる集計表を作成した際、「620系 フローメータ（2機

器）」が抜けていることを発見できなかった（C-7）

【要因[2]-3】

再掲（D-3）

補足（メールに添付されているデータを元に記載）

・641_D0002 機器数が「1」と記載されている【記載の誤り31】

・配管支持構造物（9機器）が抜けている【記載の誤り30】

・620_FIS301A

12月1日時点における点検期限の超過の有無：「1：超過」

点検の実施の有無：「0：不要」

備考：外観点検、特性試験を28M実施しており、劣化傾向が見受

けられないこと、また技術評価にて次回点検期間まで特別採用し

ている。（H28年交換実施）

・620_FIS301B

12月1日時点における点検期限の超過の有無：「1：超過」

点検の実施の有無：「0：不要」

備考：外観点検、特性試験を28M実施しており、劣化傾向が見受

けられないこと、また技術評価にて次回点検期間まで特別採用し

ている。（H27年交換実施）

【要因[2]-6】

燃料環境課は、別表3-1①の

元となる集計表を作成した際、

「配管支持構造物（9機器）」の

記載が抜けていることを発見で

きなかった（C-5）

【要因[2]-3】

再掲（D-3）
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年12月2日
～

平成26年12月5日

平成26年12月6日

平成26年12月7日

平成26年12月8日
～

【燃料環境課】

集計作業用の

データベースを

作成し、

集計開始

【施設保全課長、課代】

メールを受領

【機械保修課長、課代】

メールを受領

【電気保修課長、課代】

メールを受領

【機械保修課

代】

データベースを

用いて作業を

行うための集

計表

及び

作業要領書を

作成するよう指

示

【施設保全課

TL】

集計作業実施

【燃料環境課長、課代、ＴＬ】

メールを受領

【燃料環境課

ＴＬ】
【機械保修課代】

保
安
検
査

12/

3
～
12/

16

保
安
検
査

12/

3
～
12/

16

保
安
検
査

12/

3
～
12/

16

【燃料環境課

ＴＬ】

回答を送付

【機械保修課

TL】

回答を送付

【電気保修課

代】

回答を送付

【施設保全課

担当】

補足

回答日：12/5
補足

回答日：12/2

補足

回答日：12/5
補足

回答日：12/4

（プラント保全部長インタビュー）

・この時期（Ｈ２６年１０月～Ｈ２７年１月）の業務分担（部長＝保安検査対

応，次長＝報告書対応）については、日付の記憶はないが、毎週火曜日

のランチミーティングで決まったと記憶している自分が全てを監督するとい

うのは不可能だろうという話があった。また、これまで部長が保安検査対応

をしていたのに急に不参加というのは不自然であることからも、保安検査

に専念するよう指示があった。その時郡司次長はその場にいなかったと記

憶している。これまでに実質的に仕切っていたため、実際の体制となった。

本人にはこの後に口頭で伝えた。

【課長代理インタビュー】

要領書に「最低限、各員

が作業を実施するため

に必要な手順」を記載す

るよう担当者に指示した。

【要因[1]-8】

課内取りまとめの機械保修課課長代

理は、集計作業に用いた「再点検機器

確認作業要領書」を作成した際に、不

適合報告書が発行される以前に点検

を実施した機器が「実施済」に該当す

ることを規定するよう機械保修課集計

担当者へ指示すべきであったが、指示

しなかった（Ｈ-11）

指示に基づき作業実施

【要因[6]-16】
電気保修課の集計表作成者は、別表３に記載する機器数を計
数するために機器数と集計表記載機器の行数を同一とするこ
ととしていた。（例：機器数が３台である機器の場合、集計表に
は３行記載する）
この際、複数台ある機器の一部について誤って１行としてしまっ
た箇所があり、これを確認の段階で発見すべきであったが、発
見できなかった(C-5)

【補足】

別表３-１、３-２及び３-３の元となる集計表において、機器数が複数ある機器

については機器数と同数の行を設けることとしていたが、機器数が複数である

にも関わらず１行のみとなっていた。

【補足】

別表３-１、３-２及び３-

３の元となる集計表に

おいて、不適合報告書

に記載され、再点検の

対象となるべき機器の

記載が抜けていた。

【要因[6]-17】

電気保修課では、集計表において保全計

画改善作業で抽出されたすべての機器を不

適合報告書に添付された機器からリストアッ

プすべきであったが、別表３-２作成の元とな

る「過去の保全の有効性評価が不十分だっ

た機器のリスト」に、不適合報告書に添付さ

れた機器リストから転記されていないものが

あった(Ｃ-14)

【要因[6]-2】
(D-5)
再掲

【要因[6]-6】
(D-14)
再掲

【要因[5]-1】

集計取りまとめ責任者（プラント保

全部次長）は、判断基準や手順、取

りまとめた後の確認を明確にした計

画書を作成すべきであったが、単純

作業しかないと思い込み、計画書で

明確にするような事項はないと誤認

した(F-1)

【要因[5]-2】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を

行う際に、集計表における区分の定義等の各課が集計作業を

行うために必要なインプットとアウトプットを明確にした計画書

をプラント保全部の計画書として作成する必要があったが、作

成しなかった(G-1)

【要因[5]-3】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、

非定常業務についても「もんじゅ業務の計画に係る

作成要領」の適用範囲であることを理解していな

かった(G-2)

【要因[5]-4【】

集計取りまとめ責任者（プラント保

全部次長）は、QMSに関する基本

教育は受けていたが、保守管理業

務以外の個別QMSに関する教育

は受けていなかった(H-2)

【要因[1]-2】[1](K-

3)

再掲

【要因[1]-4 】[1](J-1)

再掲

【要因[1]-5】[1](J-2)

再掲

【施設保全課

担当者】

報告書に必要な表に

必要事項を記載し、

メールにて回答

施設保全【課長】

メールにて回答を受領

【施設保全課長代理】

メールにて回答を受領

次長に回答を送付

【施設保全課

長】

担当者に回答

【担当者】

当該機器の

区分につい

て

課長に相談

（担当者インタビュー）

• 別表3-2①と別表3-3①の両方

に該当するよう考えられたため、

重複して記載することを課長に

相談したところ、その扱いにつ

いて次長に相談するよう指示

を受けた。

• カテゴリーについての詳しい説

明もなく、不適合報告書を基準

に判断することについても知ら

されていなかった。この判断基

準が分かっていれば不適合報

告書の内容から判断できた。

（課長インタビュー）

• 当該機器の区分の取り扱い

について次長に相談するよう

指示した。

• 要領書については、部として

作成すべきと思った。施設保

全課では対象機器件数が1件

のみであり、指定された表に

記載するだけの作業であった

ことから、課としての要領書

の作成については考えなかっ

た。

保
安
検
査

12/

3
～
12/

16
【プラント保全部各課（保全管理課及び保全計画課以外）】

チェックのために必要な保全計画改正に関係のある不適合報告書及び保全の有効性評価の準備作業

【保全部各課】

各不適合及び保全の有効性評価を基に作成された変更点リストを

保全の有効性評価、不適合報告書が反映されていることを確認

（平成26年１２月１１日まで実施）

Ｆ-2

平成26年12月13日へ（列：トピックス）

【要因[2]-15】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部

次長）は、非定常業務についても「業務

の計画に係る作成要領」の適用範囲で

あることを理解していなかった（G-2）

【要因[2]-14】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部

次長）は、QMSに関する基本教育は受

けていたが、保守管理業務以外の個別

QMSに関する教育は受けていなかった

（H-2）

【要因[1]-2】

（再掲）（Ｋ-3）

【電気保修課 Ｔ

Ｌ】

【要因[1]-3】（I-1）

再掲
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年12月10日

平成26年12月11日

平成26年12月12日

平成26年12月13日

平成26年12月15日

【機械保修課】

集計作業用の

データベースを

作成し、集計開

始

【入力担当者】

データベース上

にどの不適合に

区分されるかフ

ラグ立てを実施。

不適合対象機

器に対して、「点

検済み」、「未実

施」、「不要」の3
つに分類分けを

実施した。

【施設保全課担

当】

集計結果を報告

第284回

プラント保全部

安全技術検討会

開催

補足（第284回安全技術検討会内容につい

て）

審議内容：

保全計画Ｒｅｖ17改正に対する分科会の確認

結果について審議した。

【燃料環境課

TL】

集計結果を報

告

【集計担当者】

下記の2点を作成

・集計表

・「再点検機器

確認作業

要領書」

保
安
検
査

12/

3
～
12/

16

保
安
検
査

12/

3
～
12/

16

【機械保修課

長】

承認

「再点検機器

確認作業

要領」

【要因[1]-6】

機械保修課の取りまとめ責任者は、

集計作業を行うに当たり、集計表が

別表3で抽出すべき機器を抽出でき

る集計表となっていることを試作業に

おいて確認する期間を設けるべきで

あったが、検証のための期間を設け

られなかった（Ｈ-6）

【集計担当者インタビュー】

作業を開始したのは、12月初めで（不適合は、12月10〆）、次長→課長代理→課長代理へ

課内へのスケジュール確認があった。これくらいかかるというのを上げたが、現場作業後に

10日から1週間、実施するという残業を見込んだ見積りをした（結局、締め切りが変わったと

いうわけではない。）

補足（「再点検機器確認作業要領

書」）

不適合報告書が発行される以前に

点検を実施している機器が「実施済」、

「未実施」、「不要」のうち、どの区分

に該当するかが明確に規定されてい

なかった。

補足（「再点検機器確認作業要領書」）

各機器については、該当する機器について、該

当するフラグ立てを行うことと記載されており、各

カテゴリの定義については、記載されていなかっ

た。

【要因[1]-9】

集計作業に用いた「再点検機器確認要領」には、不適

合報告書が発行される以前に点検を実施している機

器が「実施済」、「未実施」、「不要」のうち、どの区分に

該当するかが明確に規定されていなかった（Ｆ-11）

【要因[1]-10】

機械保修課集計担当者は、集計作業に用いた「再点

検機器確認作業要領書」を作成した際に不適合報告

書が発行される以前に点検を実施した機器が「実施

済」に該当することを集計に必要な判定基準として記

載すべきであったが、規定する必要のある事項として

考えが及ばなかった（Ｇ-11）

【要因[1]-8】（I-

1）

再掲

【要因[1]-31】

集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」で

は、不適合の分類については、不適合報告書及び添

付リストを確認し、フラグ立てに誤りがないことを確認

する旨が記載されているが、その他の欄については入

力抜けがないことを確認するのみでエビデンスを用い

た確認をするよう記載されていなかった（Ｅ-5）

【要因[1]-12】
課内取りまとめの機械保修課課長代理及び

各TLは、作業計画書をレビューする際に「も

んじゅ業務の計画に係わる作成要領」に規

定される判定基準や検証方法に用いる内容

を明確にしていることをレビュー項目として定

め、確実にレビューを行うべきであったが、行

えていなかった

（H-3）

【要因[1]-13】
集計取りまとめの機械保修課長代理及び各

TLは、本作業が「もんじゅ業務の計画作成要

領」の適用範囲に該当し、集計作業を行う上

での要求事項及び検証等の必要事項につい

て明確にする必要があると認識すべきであっ

たが、ＱＭＳに関する理解が不足していたた

め、適用範囲ではないと誤認した（Ｉ-3）

【要因[1]-1】（J-

3）再掲

【要因[1]-14】

機械保修課の品質保証担当者は、「品質保

証担当者の業務の計画（その1）について」

に従い、集計に用いた「再点検機器確認作

業要領書」が「もんじゅ業務の計画に係わる

作成要領」に規定される「7.検証」として業務

のアウトプットが要求事項を満足しているこ

とが明確に規定されていないことをレビュー

により、抽出すべきであったが、レビューを

行わなかった（H-4）

【要因[1]-15】

機械保修課内では、非定常業務の業務計

画書を作成した際に「品質保証担当者の業

務の計画（その1）」に従い、課長押印前に

課内の品質保証担当者が業務計画書の文

書レビューを行う仕組みが構築されていな

かった（I-4）

【要因[1]-16】（J-4）

再掲

【要因[1]-18】

集計作業に用いた集計表は、各機器に対し、

「点検済み」、「未実施」、「不要」を集計でき

る仕様であったが、直近の点検不十分な機

器では、「未実施」、有効性無効では「不要」

と分類し、表記できる集計表ではなかった（Ｅ

-6）

【要因[1-19】

機械保修課集計担当者は、集計表が不適合ごとに「点検済み」、「未実施」、「不要」毎に分類されていな

かったため、計上の影響の有無について想定できなかった（Ｆ-6）

【要因[1-20】

機械保修課は、データベース作成の際に、1つの機器に対して

不適合に関する情報を複数入力できるが、1つの機器に対して

「点検済み（12/10まで）」、「未実施」、「不要」の欄を複数用意し

なかったことによる集計結果への抽出の影響を検証すべきで

あったが、検証を行っていなかった（G-6）。

【要因[1]-6】（H-6）

再掲

機械保修課長代

理

「再点検機器確

認作業要領書」

合議

【要因[1]-12】

課内取りまとめの機械保修課課長代理及

び各TLは、作業計画書をレビューする際に

「もんじゅ業務の計画に係わる作成要領」

に規定される判定基準や検証方法に用い

る内容を明確にしていることをレビュー項

目として定め、確実にレビューを行うべきで

あったが、行えていなかった（Ｈ-3）

補足（「再点検機器確認作業要領書」）

・機械保修課が集計作業を行う際に作成した要領書において「実施済み」、「未実

施」 、「不要」の判定に用いる用語の定義が記載されていなかった。

・機器がどの不適合に該当するかについてはエビデンスを用いて確認することと

なっていたが、それ以外の欄については、フラグ立てに抜けが無いか確認する要

領となっていた。

【要因[1]-24】

課内取りまとめの機械保修課長代理は、

集計取りまとめ責任者から提示された「点

検済み（12/10まで）」、「未実施」、「不要」

の用語の定義について課員へ指示する

ために十分理解しておく必要があったが、

理解が不足していた（H-1）

【要因[1]-3】（I-1）

再掲

【要因[1]-15】

機械保修課内では、非定常業務の業務計画書を作成した際に「品質保

証担当者の業務の計画（その1）」に従い、課長押印前に課内の品質保

証担当者が業務計画書の文書レビューを行う仕組みが構築されていな

かった（Ｉ-4）

【課長代理インタビュー】

集計リストにおいて、機器がどの不適合に区分されるかの欄については、エビデンスを用いてダブルチェック

を行った。しかし、「実施済み」、「未実施」、「不要」の欄については、時間の関係上シングルチェックとなってし

まった。

【課長代理インタビュー】

実績の有無については、エビデンス

等による照合作業をおこなっていない。

【入力担当者インタビュー】

特別な保全計画に移行していたため、集計表のうち「不要」の欄を選択し、フラグ立てを行った。また、当時は特別な保全計画に移行した機器

で特別採用を行うことは、ＴＬが取りまとめており、課員には知らされていなかったため、特別な保全計画に移行した機器で特別採用を行う機器

があるとの認識はなかった。

問題事象【要因[1]-26】

機械保修課は、集計の際に112系（ 1次主冷却系循環ポンプＭ-Ｇ

セット）が「別表3-1② 直近の点検が十分でなかった機器のうち

特別採用を実施した機器」のリストから抜けていた

（Ｂ-1）

【要因[1]-31】

集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」で

は、不適合の分類については、不適合報告書及び添

付リストを確認し、フラグ立てに誤りがないことを確認

する旨が記載されているが、その他の欄については

入力抜けがないことを確認するのみでエビデンスを用

いた確認をするよう記載されていなかった

（Ｅ-5）

【要因[1]-12】（H-3）

再掲
【要因[1]-14】（H-4）

再掲

【要因[1]-35】

1次メンテナンス冷却系中間熱交換器等（328機器）は「保全の

有効性評価が無効になったことに伴い、点検期限を超過をし

た機器」ではないため、機械保修課の集計表においては「不

要」の欄に「1：該当」とフラグ立てされるべきであったが、「未

実施」の欄に「1：該当」とフラグ立てされていた（Ｃ-6）
【要因[1]-36】

機械保修課入力担当者は、1次メンテナンス冷却系中間熱交換器等（328機器）について保全の有効性評価が無効になった不適

合の情報ではなく、直近の点検が不十分な機器の不適合の情報を基に「点検済み（12/10まで）」、「未実施」、「不要」のカテゴリ

の中から「未実施」を選択した（Ｄ-6）

問題事象【要因[1]-34】

機械保修課は、誤って1次メンテナンス冷

却系中間熱交換器等（328機器）を「別表

3‐2②十分でない保全の有効性評価を無

効にして点検期限を超過した機器のうち

特別採用を実施した機器」のリストに計

上した（Ｂ-6）

【要因[1]-18】(E-6)

再掲

【要因[5]-13】

部付技術主幹は、記載誤

りの有無を再度確認すべ

きであったが、単純な転

記作業であり、確認する

意識が希薄だった(E-3)

【要因[5]-8】

部付技術主幹は、不適合報告

書(14-98)を基に、機器名称及

び機器番号を記載すべきで

あったが、入手した資料が不

適合報告書(14-98)のベースと

なる資料であることから問題な

いと考え、不適合報告書を使

用しなかった(D-1)

【要因[5]-9)】

部付技術主幹は、不適合

報告書(14-98)を使用す

べきであったが、その認

識も不足しており、不適合

報告書を用いて転記する

手順もなかった(E-1)

【要因[5]-1】(F-

1)

再掲

【要因[5]-14】

部付技術主幹は、単純な転

記作業であっても記載した

内容に誤りがないことを確

認すべきだったが、ダブル

チェックを行い確実に誤記

をしない手順を行う等、作業

を行う前の段取りが不足し

ていた(F-3)

【要因[1]-4 】

[1](J-1)

再掲 （部付技術主幹インタビュー）

・予定されていた点検については、全て実施されていると思っていたが、予定と記載されている

機器の中には、実際には点検が計画されていないものがあることを年明けに担当者から聞いた

・区分けの定義については、自分なりに理解していたつもりでいたが、文章のみで誤った判断を

してしまったかもしれない。 問題事象

(要因[5]-19）

部付技術主幹は、「別表3-4①保全計画に追加する

機器のうち点検を実施した機器」及び「別表3-4②保

全計画に追加すべき機器のうち特別採用を実施した

機器」に記載すべき機器を点検実績があることから

「点検不要」に誤って区別し記載しなかった

(B-7)

問題事象

【要因[5]-16】

部付技術主幹は、「別表3-4②保全計画に追加すべ

き機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべ

き機器を点検実績があると思い込み、誤って「別表

3-4①保全計画に追加する機器のうち点検を実施し

た機器」に記載した(B-6)

【要因[5]-17】

部付技術主幹は、不適合報告書の

資料に点検日が記載されていな

かったことから、11月末に電気保修

課から点検予定日を記載した情報

を入手し、その資料に記載された当

該機器の「H26年12月7日点検予定」

の記載を点検実施済みと誤認した

(C-6)

【要因[5]-18】

部付技術主幹は、記載された点検予定

日とおりに点検がなされたことを設備担

当課に確認すべきだったが、部付技術

主幹は、転記する際に確認した資料で

は点検予定日を過ぎていたにも関わら

ず、点検を実施したと思い込み、設備担

当課への確認をしなかった(D-6)

(要因[5]-20)

部付技術主幹は、本来、不適合

報告書(14-98)を基に、記載すべ

きであったが、保全計画課長経由

で電気保修課から入手した資料

にて点検実績があることから「点

検不要」として、別表3-4①、別表

3-4②に該当する機器ではないと

誤った判断をした(C-7)

(要因[5]-21)

部付技術主幹は、12月8日の集計取りまと

め責任者（プラント保全部次長）から「点検

不要」「特別採用（未実施）」「点検済み」の

区分に係る説明を正しく理解していなかっ

た(D-7)

(要因[5]-5)(E-7)

再掲

【担当者】

当該機器の区

分について

次長に相談

（担当者インタビュー）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次

長）に、どちらにも該当する旨を伝えたうえ

で、どちらに記載すべきか相談したところ、

別表3-3①に記載するよう回答を受けた。

次長への説明については、資料等は用い

ず口頭にて行った。

【施設保全課長】

当該機器の区分につ

いて

プラント保全部次長に

相談

（課長インタビュー）

施設保全課としては、対象機器件数が

1件であり、カテゴリーの仕分けに関す

る相談のみであったことから、説明資料

（カテゴリー表）は持参したが、口頭に

て行った。

【要因[1]-4】

[1](J-1)

（担当者インタビュー）

回答に関しては、集計取りまとめ責任者（プラント保全

部次長）の回答であることから特に疑義は持たなかっ

た。

【要因[3]-12】

施設保全課入力担当者は、当該機器の区分を自身で判断で

きなかったため、対象となる不適合報告書1件について課長と

ともに集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）に相談し

たところ、「別表3-3保全方式を変更した機器」に区分するよう

回答を受けたが、誤っているとは気付かなかった（C-1）

【要因[3]-13】

プラント保全部内では、別表3を作成する

ための要求事項について明確になって

いなかった（D-1）

【要因[3]-1】（Ｅ-1）

再掲

Ｆ-2

平成26年12月7日より（変更点リストの確認より）

補足（機械保修課集計

表）

機械保修課の集計表

は、不適合の欄は複数

存在するが、「点検済

み」、「未実施」、「不要」

の欄は、1機器に1つし

か存在しないものとなっ

ていた。

【要因[1]-7】

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、機械保修課に要

求事項の変更に伴う追加作業を依頼する際に機械保修課の手順

の変更、検証等を行うための作業期間を適切に設定できるようセン

ターと工程を調整のうえ、適切な工程を設定すべきであったが、セ

ンターとの調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げるための

計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分でない等、「7.1

業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた（Ｉ-

6）

問題事象

【要因[3]-11】

施設保全課は、特殊扉等について「別表3-2

①十分でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち、点検を実

施した機器」のリストに記載すべきであった

が、誤って「別表3-3①保全方式を事後保全

又は状態基準保全から時間基準に変更した

機器のうち点検を実施した機器」のリストに

記載した（Ｂ-1）

【機械保修課長代理インタビュー】

品質保証担当者に集計作業に用いる作業要領書をレビューしてもらう必要があるとは認識していなかっ

た。

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の存在は認識していたが、内容を理解するまで読み込んではいな

かった
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

【課長代理イン

タビュー】

時間がなかっ

たため、試作業

はなかったと記

憶している。

【要因[1]-20】

機械保修課は、データベース作成の際に、1つの機器に対して不適合に関

する情報を複数入力できるが、1つの機器に対して「点検済み（12/10まで）」、

「未実施」、「不要」の欄を複数用意しなかったことによる集計結果への抽出

の影響を検証すべきであったが、検証を行っていなかった（Ｇ-6）

再掲

問題事象【要因[1]-32】

機械保修課は、ナトリウム・水反応生成物収納設備カバーガス第2

圧力開放弁C等の59機器を「別表3-2②十分でない保全の有効性

評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施

した機器」のリストに誤って計上しなかった

（Ｂ-8）。

【集計担当者インタビュー】

「実施済」、「未実施」、「不要」のフラグ立てをした際に入力を誤ったこと

により、記載の誤りを発生させたと考えられる。当時は工程優先で入力作

業を実施していたため、複数のカラムを選択し、「1」もしくは「0」のフラグを

入力していた担当者もいれば、「1」もしくは「0」のフラグを機械的に入力し

ていた担当者もいたため、集計表は、精度の良いものではなかった。

【要因[1]-43】

081系アニュラスシール（アニュラス上部）及び１次メンテ冷系Ｒ／Ｖ入口側ベント弁は有効性評価が無効となった機器であるが、

点検期限を超過した機器ではないため、機械保修課の集計表においては両方ともに「不要」に「1：該当」とフラグ立てされるべきで

あったが、「点検済み（12/10）まで」に「1：該当」とフラグ立てされていた（Ｃ-9）

【要因[1]-38】

機械保修課入力担当者は、冷凍機凝縮器Aについては、保全方式の変更に伴い、点検期限を超過した機器ではないため、

集計表の「不要」の欄に「1：該当」とフラグ立てを行うべきであったが、誤って特別採用を意味する「未実施」の欄に「1：該当」

とフラグ立てを行った（Ｃ-7）

問題事象【要因[1]-37】

機械保修課は、冷凍機凝縮器Aを「別表3-3②保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に

変更した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上した（Ｂ-7）

問題事象【要因[1]-42】

機械保修課は、081系アニュラスシール（アニュラス上部）及び１次

メンテナンス冷却系Ｒ／Ｖ入口側ベント弁を「別表３－２① 十分で

ない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のう

ち点検を実施した機器」のリストに誤って計上した（Ｂ-9）

【要因[1]-29】(C-5)

再掲

【要因[1]-49】

出入管理室加熱器等の11機器について直近の点検が十分でなかった機器のうち12/10までに点検実績があるものであるため、

「点検済み（12/10まで）」に「1：該当」とフラグ立てされるべきだったが、「不要」の欄に「1：該当」とフラグ立てをされていた（Ｃ-11）

【入力担当者インタビュー】

当該機器（出入管理室加熱器等の11機器）については、保全計画改善作業の結

果、直近の点検が無効となり、不適合報告書を発行する前に点検期限を超過するた

め、不適合報告書発行前に点検を実施していた。

【要因[1]-51】

機械保修課入力担当者は、当該機器については、不適合報告書発行の前に点検を実施していたため、

新たな点検を行う必要がないことから、「不要」と判断した（Ｅ-11）

【要因[1]-53】

循環ポンプC-B等は「直近の点検が不十分な機器」であり、点検を実施した機器であるため、機械保修課の集計表においては「点

検済み（12/10まで）」の欄に「1：該当」とフラグ立てされるべきであったが、「不要」の欄に「1：該当」とフラグ立てされていた（Ｃ-12）

【要因[1]-46】

1次メンテナンス冷却系中間熱交換器等は「保全の有効性評価が無効になったことに伴い、点検期限を超過をした機器」ではない

ため、機械保修課の集計表においては「不要」の欄に「1：該当」とフラグ立てされるべきであったが、「未実施」に「1：該当」とフラグ

立てされていた（Ｃ-10）

問題事象【要因[1]-45】

機械保修課は、１次メンテナンス冷却系中間熱交換器を「別表３－

２② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過

した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上し

た

（Ｂ-10）

問題事象［1］7】【要因[1]-48】

出入管理室加熱器等の11機器について「別表3-1①直近の点検

が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」のリストに計上

されなかった（Ｂ-11）

【要因[1]-29】(C-5)

再掲

問題事象【要因[1]-52

機械保修課は、循環ポンプC-B等の52機器について「別表3-1①

直近の点検が十分でなかった機器のうち点検を実施した機器」の

リストに誤って計上しなかった（Ｂ-12）

【要因[1]-29】(C-5)

再掲

【集計担当者インタビュー】

当時、フラグ立てを行った作業員に確認した結果、以下の回答を受けた。

・自分が所管する機器について、フラグ立てを行った。「460系の配管・サポート」は点検計画に「屋内配管・サポート（外観点検）」、「屋外配管・サポート（外観点検）」及び「屋外配管・サポート（外面塗

装）」の3タスクが存在し、「屋内配管・サポート（外観点検）」及び「屋外配管・サポート（外面塗装）」については、12/10までに点検を行った実績があり、「屋外配管・サポート（外観点検）」についても点

検を実施していると誤認し、「実施済」とフラグ立てを行った。

・作業期間が短かったことから点検実績を確認できるエビデンスを基に確認を行わずにフラグの入力作業を行ったと記憶している。

【要因[1]-56】

原子炉補機冷却水熱交換器Ｃ１等の3機器は「十分でない保全の有効性評価を無効にした機器」であり、特別採用を実施した機器

であることから、機械保修課の集計表においては未実施」の欄に「1：該当」とフラグ立てされるべきであったが、「不要」の欄に「1：

該当」とフラグ立てされていた（Ｃ-13）

【要因[1]-59】

機械保修課は、制御用圧縮空気設備ディーゼル建物仕切弁等の7機器は、「保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基

準保全に変更した機器」であり、特別採用を実施した機器であることから、機械保修課の集計表においては未実施」の欄に「1：該

当」とフラグ立てされるべきであったが、「不要」の欄に「1：該当」とフラグ立てされていた（Ｃ-14）

【要因[1]-64】

機械保修課TLは、当該機器がどの不適合報告書に分類されるかについてはエビデンス（不適合報告書の添付リスト）を用

いた確認作業を行っていたが、作業工程が短いことから、適切な確認を行うことができなかった（Ｅ-21）

問題事象【要因[1]-55】

機械保修課は、原子炉補機冷却水熱交換器Ｃ１等の3機器につい

て「別表3-2②十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期

限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤っ

て計上しなかった（Ｂ-13）

【要因[1]-29】(C-5)

再掲

問題事象【要因[1]-58】

機械保修課は、制御用圧縮空気設備ディーゼル建物仕切弁等の7

機器について「別表3-3②保全方式を事後保全又は状態基準保全

から時間基準保全に変更した機器のうち特別採用を実施した機

器」のリストに誤って計上しなかった（B-14）

【要因[1]-29】(C-5)

再掲

施設保全課（12/10）、燃料環境課(12/11）、機械保全課(12/12）はそれぞれ、暫定報告を実施
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

【集計担当者インタビュー】

12月時点では、保全の有効性評価に関する不適合報告書が発行されておらず、保全方式の変更に係る不適合報告書しか発行されていなかった。1月に不適合報告書を改正し、当該機器を含めた形で保全方式の変更に

関わる不適合報告書を改正した。

ただし、入力を行った担当者は当該機器が保全の有効性評価に関する不適合報告書に該当すると認識していたため、別表3-2②に該当するフラグに入力を行った。また、保全の有効性評価に関する不適合報告書は、

窒素ガス供給系出口遠隔操作弁等（446AV006）等の（19機器）を含む305機器を対象としており、当該機器を網羅できていたことから、フラグ立てに問題はないと考えた。

作業計画書を従い、不適合報告書及び添付リストを基に確認を行っていたが、確認期間が限られていたため、適切な確認が行えず、誤りを発見することが出来なかった。

【要因[1]-65】

機械保修課入力担当者は、集計作業の際に、460_V0072A 制御用空気除湿装置Ａ除湿等入口切替弁については、再点検

を実施していないことから、「未実施」の欄に「1」とフラグ立てを行うべきだったが、「点検済み（12/10まで）」の欄に「1：該当」

とフラグ立てを行った（Ｅ-16）

問題事象【要因[1]-64】

460_V0072A 制御用空気除湿装置Ａ除湿等入口切替弁は「別表3-2②十分でな

い保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を

実施した機器」に計上すべきであったが、「別表3-2①十分でない保全の有効性

評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤っ

て計上した（Ｂ-16）

【要因[1]-71】

電磁ポンプ冷却系B安全弁等の7機器は「直近の点検が十分でなかった機器」であり、12/10までに点検を実施した機器であ

ることから、機械保修課の集計表においては「点検済み（12/10まで）」の欄に「1：該当」とフラグ立てされるべきであったが、

「不要」の欄に「1：該当」とフラグ立てされていた（Ｃ-18）

【要因[1]-74】

配管支持構造物（430系）は保全の有効性評価が無効に伴い、点検期限を超過をした機器ではないため、機械保修課の集

計表において「不要」の欄に「1：該当」とにフラグ立てされるべきであったが、「点検済み（12/10まで）」の欄に「1：該当」とフラ

グ立てされていた（Ｃ-19）

【要因[1]-79】

窒素ガス供給系出口遠隔操作弁等の19機器は、別表3-2②十分でない保全の有効性評価を無効にした機器のうち、特別採用を実施し機器及び別表3-3②保全方式

を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のうち特別採用を実施した機器の両方に計上するために機械保修課の集計表においては、保全の

有効性評価無効及び保全方式変更の欄に「1：該当」とフラグ立てすべきであったが、保全の保全の有効性評価無効の欄にのみ「1：該当」とフラグ立てされていた（Ｃ-

20）

【集計担当者インタビュー】

作業計画書を従い、不適合報告書及び添付リストを基に確認を行っていたが、確認期間が限られていたため、適切な確認が行えず、誤りを発見することが出来なかった。

【要因[1]-68】

１次系油ポンプC-A出口逆止弁等の79機器は「保全の有効性評価が無効になったが、点検期限を超過をした機器」ではな

いため、機械保修課の集計表において「不要」の欄に「1：該当」とフラグ立てされるべきであったが、「点検済み（12/10ま

で）」の欄に「1：該当」とにフラグ立てされていた（Ｃ-17）

問題事象【要因[1]-67】

「別表３－２① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過し

た機器のうち点検を実施した機器」のリストに点検不要の機器（１次系油ポンプ

C-A出口逆止弁等の79機器）が誤って計上された（Ｂ-17）

問題事象【要因[1]-70】

点検済の電磁ポンプ冷却系B安全弁等の7機器は「別表3-1②直近の点検が十

分でなかった機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上された

（Ｂ-18）

【要因[1]-29】(C-5)

再掲

問題事象【要因[1]-73】

配管支持構造物（430系）について「別表3-1①直近の点検が十分でなかった機

器のうち点検を実施した機器」のリストに計上すべきところを、「別表3-2①十分

でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち点検を

実施した機器」のリストに計上された（Ｂ-19）

【要因[1]-29】(C-5)

再掲

【問題事象【要因[1]-78】

機械保修課は保全方式と有効性評価と重複した窒素ガス供給系出口遠隔操

作弁等の19機器について、「別表3-2②十分でない保全の有効性評価を無効に

して点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」にのみ計上した

ため「別表3-3②保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に

変更した機器のうち特別採用を実施した機器」のリストに誤って計上されなかっ

た（Ｂ-20）

【TL】

担当者がデータ

ベースに入力した

内容を確認した

【品質管理チー

ム】

入力が完了した結

果について確認を

実施。

【要因[1]-29】

機械保修課TLは、集計作業の結果に対して十分な確認作業を実施すべきであったが、確認が十分になさ

れておらず、誤った集計結果であることに気付かなかった（Ｃ-5）

再掲 【入力担当者インタビュー】

合計数については算出値をＴＬ

に報告し確認してもらった。

【品質管理チーム担当者インタビュー】

担当者が入力した集計表について確認した。確認方法については、フラグの入力欄に「0」もしくは「1」が入力されていることを確認するものであった。なお、本作業

は抜けがないことを確認することを目的としていたため、確認の際にエビデンス等は用いていなかったと記憶している。

【課代】

集計作業の効率化を

図るため集計表の改

良を報告書取りまとめ

者に依頼。

集計表を提示

【要因[6]-20】

電気保修課長代理の依頼により集計表の

加工作業を行った報告書取りまとめ担当者

は、集計上、タスクＩＤは不要と思い、誤って

削除してしまった(E-6)

【要因[6]-19】

電気保修課長代理は、集計表の加工作業を報告書

取りまとめ担当者に依頼した際に、タスクIDが重要な

情報だということを伝えておくべきであったが、その情

報が報告書取りまとめ担当者に伝わっていなかった

(F-6)

【要因[6]-18】

電気保修課では、タスクID等の集計に必要な情報等

について明確にし、集計表の加工作業を依頼すべき

だったが、正確に集計作業を実施するための重要性

を関係者と共有しておらず、作業を正しく仕上げるた

めの取組みが十分ではなかった(G-6)

【報告書取りまとめ者インタビュー】

（報告書取りまとめ者から提示された加工後の集計表ではタスクＩＤが削除されていた。削除した

理由は何故かという問いに対して）電気保修課から提示された集計表では、事前に渡していた以

外に多くのデータが入力されており、さらにフィルタが掛かっていた。当方が集計に必要と考える

分のみのデータで作業を実施するために、不要部分を削除した。この時、フィルタに気付かず作

業したため、最終的に数が合わないという事態になった。また、依頼を受けた際にタスクＩＤが重要

な情報だということは伝えられていなかった。

【電気保修課長代理インタビュー】

（報告書取りまとめ者から提示され

た加工後の集計表ではタスクＩＤが

削除されていた。削除した理由は

何故かという問いに対して）もともと、

電気保修課で作成したデータベー

スは、タスクＩＤが入っているもので

あった。しかし報告書とりまとめ担

当者がパソコンに長けていたことか

ら、集計用にエクセルデータを加工

して作ってもらった。その際、タスクＩ

Ｄが削除されていた。
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研究開発センター
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燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年12月16日

ＴＢＭに従い作業実施

【機械保修課

代】

集計結果を次

長に報告

第287回

プラント保全部

安全技術検討会

開催

補足（第287回安全技術検討会内容につい

て）

審議内容：保全計画Ｒｅｖ.17の改正について

（1）審議結果：条件付き承認
補足

組織改編を反映
保
安
検
査

12/

3
～
12/

16

【燃料環境課

TL】

修正作業

【入力担当者、【品

質管理チーム】

別表3の機器名称及

び機器番号保全計

画Ｒｅv17と整合性

がとれるよう修正

【燃料環境課

TL】

依頼を受領

補足

保全計画Ｒｅv17ベースの機器番号、名称に修正するよう指示があった旨の

メールを課内に配信。

ツールボックスミーティング（以下、「ＴＢＭ」）

集計表の入力が間にあわないため、各チームに作業を依頼

【課代】

作業を説明

補足
再点検機器について「点検実

績及び予定」、「特別採用した理
由」の記入又は確認を依頼

【要因[6]-21】
課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、点検実績月欄への入力作業について「シス
テムの備考欄に「・・・の理由より特保に移行」と記載されている機器は点検実施月に「特保」と
記載する」等のように具体的に指示すべきであったが、「特保に移行している機器については
「特保」と入力する」という指示のみであった(E-12)

【要因[6]-22】
課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は電気保修課各ＴＬに対し点検実績等の入力を
指示した際、集計表の「点検実施月」欄には保全計画改善作業で抽出された不適合を除去す
るための点検（再点検）の実績又は予定を記載するよう指示すべきであったが、具体的にど
のような点検の実績又は予定を記載すべきなのかを明確に示さなかった(E-8)

【要因[6]-12】
(F-2)
再掲

【要因[6]-11】
(G-2)
再掲

【別表３取りまとめ者インタビュー】

（入力した結果の確認はあったのかという問いに対し

て）ＴＬがダブルチェックを実施。ただし、一部ではシング

ルチェックになっていた可能性もある。

【電気保修課TLインタビュー】
（当時のチーム内における作業体制はという問いに対して）大きく分けて現場作業担当と机上作業担当とに分けていた。現場作業（現場作業のための机上作業含む）がある者には現場作業を優先してもらい、本件
の様な机上作業は基本的には振らなかった。そのため、机上作業は他課からの応援者含めた数人で分担しなければならず、唐突に作業が依頼されることもあることから、「集計作業は誰，保全計画作業は誰」と
いった業務分担はしていない。業務があるときはその都度対応できる者が対応していた。
（忙しいときは交代勤務等もあったのかという問いに対して）基本的には交代勤務はしていなかったが、夜遅くまで勤務することがあった。業務内容を把握している者でなければ対応できないこともあったことから、場
合によっては休日出勤や深夜に出てきてもらうこともあった。休日出勤については、原則週１日は休めるようにしていたが、それでも忙しい時は週末どちらも出てきてもらうこともあった。

【点検実績入力者インタビュー】
（点検実施月欄に「特保」と記載する作業において特保に移行した機器であるか否かを何をもって判断したかという問いに対して）点検計画（保守管理業務支援システム）の実績欄に「-」と記載されているもの及び「特
別な保全計画に係るフラグ」欄に「新特保・・・」又は「旧特保・・・」の記載があるものを特保へ移行した機器とした。

補足

集計表では、点検実施月欄に再点検として実施した点検ではない点検実績が入力されているものがあった

補足

集計表では特保

に移行している

機器の点検実

施月欄に「特保」

の記載がない機

器があった。

【要因[6]-30】
電気保修課ＴＬは、入力担当者とは別のチーム員に確認させることでダブルチェックとしたが、確認した別なチーム員も入力担当者と同様に当該機器が「特保」に移行してい
ることを把握していなかった(C-13)

【要因[6]-21】
(E-12)
再掲

【要因[6]-29】
電気保修課の点検実績入力者は、集計表において特保に移行している機器の点検実施月欄には「特保」と記載する作業をしていた。この際、別表３-２作成の元となる「過
去の保全の有効性評価が不十分だった機器のリスト」において、特保に移行している一部の機器で点検実施月に「特保」と記載しなかったために、その後点検区分を入力し
た各担当者が点検区分を入力する際に「不要」と区分した(C-21)

【要因[6]-27】
(D-12)
再掲

【要因[6]-28】
電気保修課の点検実績入力者は、集計表において特保に移行している機器の点検
実施月欄には「特保」と記載する作業をしていた。この際、別表３-２作成の元となる
「過去の保全の有効性評価が不十分だった機器のリスト」において、特保に移行して
いる一部の機器で点検実施月に「特保」と記載しなかったために、その後点検区分を
入力した各担当者が点検区分を入力する際に「実施済」と区分した(C-12)

【要因[6]-27】
電気保修課の点検実績入力者は、保守管理業務システムでは特保に移行し
た機器の場合、備考欄に「・・・の理由により特保に移行」等の記載に従い特
保へ移行している機器か否かの判断をするべきであったが、備考欄の記載を
理解せず、誤って「特保へ移行した機器ではない」と判断し、「特保」と記載しな
かった(D-12)

【要因[6]-21】
(E-12)
再掲

【要因[6]-26】
電気保修課では、点検実績日等の入力結果についてダブル
チェックにより確認することになっていたが、一部ではダブル
チェックができていなかった(C-9)

【要因[6]-25】
電気保修課では、作業負荷及び作業時間に対して人員等が
適切な体制となっているべきであったが、適切な体制とはなっ
ていなかった(D-9)

【要因[6]-1】
(E-5)
再掲

【要因[6]-24】

電気保修課各ＴＬは、別表３-２作成の元となる「過去の保全の有効性評価が不十分だった機器のリスト」及

び別表３-３作成の元となる「保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のリ

スト」の点検実施月欄において、正しい実績日を入力すべきであったが、誤った点検実績日を入力したため

に、その後電気保修課の点検区分入力者が点検区分を入力する際に誤った点検実績に基づいて点検区分

を入力した(C-8)

【要因[6]-22】
(E-8)
再掲

【電気保修課長代理インタビュー】
元々のデータはRev15を引用していたが、Rev17に機器名称等を合わせる必要が発生したことから、総動員で作業を行う際に、データにタス
クＩＤが抜けていたことからRev17用に作成していた別のデータから持ってきて手入力した。この作業時に、全てについて入力が出来ず、抜
けが発生してしまった。また、作業時には時間がなかったため、確認が十分できなかった。

（旧36条報告書の集計作業に並行して、保全計画改定作業が進められていたが、この作業には関わっていたのかという問い

に対して）保全計画改定作業についても取りまとめ者として関わっていた。

【データ処理担当者インタビュー】
各チーム（設備担当者）が入力した情報が含まれているデータベースの集計作業をしていた。自分達がデータベースに何らかの情報を入力したことはない。
ただし、提示されたデータベースにおかしいところ（タスクＩＤがない等）があったため一部は手動作業もあった。

【補足】

別表３-１、３-２及び３-３の元

となる集計表において次の誤

りがあった。

１）機器番号に誤記があった。

２）機器名称に誤記があった。

【要因[6]-37】
電気保修課のデータ処理担当者は、
別表３に記載する機器番号及び機
器名称を保全計画Rev15のものから
Ｒｅｖ17に修正する指示があった際、
全ての機器をRev17の機器番号及
び機器名称にすべきであったが、別
表３-１作成の元となる「直近の点検
が不十分だった機器のリスト」及び
別表３-２作成の元となる「過去の保
全の有効性評価が不十分だった機
器のリスト」に記載された一部の機
器についてはＲｅｖ17の機器番号及
び機器名称ではなかった
(C-4)

【要因[6]-32】
電気保修課のデータ処理担当者は、別表３に記載する機器番号及び機器
名称を保全計画Rev15のものからRev17のものに修正するという指示に基づ
き転記した内容に誤りがあることを確認により発見すべきであったが、一部
機器で生じた誤記（※）を発見することが出来なかった。
※ 当該機器のRev17における機器名称及び機器番号を記載すべきであっ
たが、当該機器とは異なる機器の機器名称及び機器番号を誤って転記し
た
(C-6)

【要因[6]-31】
電気保修課のデータ処理担当者は、別表３の機器番号及び機器名称を
修正する際、タスクIDを基に各機器の機器番号及び機器名称がどのよう
に変更となったのかを特定すべきであったが、集計表のタスクIDが削除さ
れていたことから、機器番号及び機器名称がどのように変更となったか
を特定できなかった(D-6)

【要因[6]-20】

(E-6)

再掲

【要因[6]-36】
電気保修課のデータ処理担当者は、
別表３-１作成の元となる「直近の点
検が不十分だった機器のリスト」及
び別表３-２作成の元となる「過去の
保全の有効性評価が不十分だった
機器のリスト」の機器番号及び機器
名称を保全計画Rev15のものからＲ
ｅｖ17のものに修正する際、適切に
反映されたデータを元に修正するべ
きであったが、誤った情報が含まれ
ていたデータ（Rev17用に作成して
いた別のデータ）を使用して機器番
号を修正した
(D-4)

【要因[6]-35】
課内取りまとめ責任者の電
気保修課長代理は、電気保
修課のデータ処理担当者か
ら保全計画（Rev.17）のデータ
について提示を依頼された
際に、正式版のRev.17である
ことを確認して提示すべきで
あったが、提示するデータの
確認をせずに誤って正式版
ではないデータを提示した
(E-4)

【要因[6]-34】

課内取りまとめ責任

者の電気保修課長代

理は、保全計画

（Rev17）の正式なデー

タ（最新データ）の所

在を知っているべきで

あったが、その所在を

知らなかった

(F-4)

【要因[6]-33】

課内取りまとめ責任者

の電気保修課長代理は、

保全計画改定作業に係

るデータの管理を監督し

ているべきであったが、

課内の保全計画改定作

業担当チームにその監

督業務を任せていた

(G-4)

【要因[1]-41】
[1](F-7)
再掲

【要因[6]-23】

電気保修課各ＴＬは、課内取りまとめ責任者の電気保修

課長代理からの「再点検対象機器について、「点検実績

及び予定」、「特別採用とした理由」の記入（確認）をお願

いします。」という指示を受けた際、再点検の実績及び予

定を入力すべきであったが、指示の有った時点での直前

の点検実績を入力すると解釈（誤解）したため、点検実施

月欄への入力を誤った(D-8)

【施設保全課担

当】

集計結果を次

長に報告

【燃料環境課担

当】

集計結果を次

長に報告

【集計担当者インタビュー】

保全計画Rev15の記載と保全計画Rev17の記載を併記したシートを出力し、変更した箇所がないか機械保修課全員で確認し、変更があった箇所を修正

した。幸いにも機械保修課においては、機器番号、機器名称が変更されたタスクが少なかったため、対応ができた。

確認作業を実施したリストを作業員の間で交換し、お互いの作業結果をチェックした。
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年12月17日

平成26年12月18日

平成26年12月19日

保安管理専門委員会

（第191回）

36条報告書を審議

中央安全審査・品質保証委

員会

（第５７回）

36条報告書を審議

保安管理専門委員会

（第190回）

保全計画Rev.17を承認

【所長】

承認

保全計画

Ｒｅｖ.17制定

【機械保修課長

代理】

別表3に記載さ

れている機器が

複数のカテゴ

リーで分類され、

重複する場合で

あっても表示す

るよう修正

概要（第57回 中央安全審査・品質保証委員会議事録 議事議事録より抜粋）

(2) もんじゅ保安措置命令に対する報告について [審議事項]

も運研センターから原子炉等規制法第43条の3の23（旧第36条）に基づく保安措置命令に対する対応結果の概要に

ついて説明があり、根本原因分析報告書に基づく再発防止対策（１０１項目の直接要因に対する４３項目の対策、４

項目の組織要因に対する７８項目の対策）が実施又は開始されている旨の報告があった。

審議では、資源投入の効果、品質保証体制／保守管理体制の再構築による再発防止、再発防止対策の実施責任、

保全データの活用方策、保安規定変更による担保等の確認が行われ、報告内容は了承された。

【機械保修課

担当】

修正結果を送

付

【燃料環境課

TL】

修正結果を送

付

【燃料環境課

TL】

集計作業実施

補足：（第191回保安管理専門委員会について）

審議内容：保安措置命令に対する結果報告

・審議結果：原子炉の安全上問題ないことを確認した。

・コメント事項：特になし

・主な質疑

点検済あるいは特別採用した機器の数値について、一部暫定値があるが、提出決定には影響しないと判断す

る。ただし、数値確定後速やかに報告すること。

【電気保修課

課代】

作業を指示

【品質管理チーム 技術副主幹インタビュー】

他の作業員が不在時の際に集計担当者の作業サポートを行っていた。

また、別表3のリストには、機器名称及び機器番号が記載されていたが、

支持構造物等の機器番号の記載がない機器が存在し、どの系統の機

器か特定できない記載となっていた。それに伴い、郡司次長の指示の元、

データの抜け（機器番号、系統番号等）の入れ込み作業及び数値の不

整合確認作業（改革室の算出結果と表中の数値が1箇所異なっていた）

を主に行った。

【集計担当綾】

【入力担当者】

別表3に記載されて

いる機器が複数の

カテゴリーで分類さ

れ、重複する場合

であっても表示する

よう修正

【課長代理インタビュー】

要領書の変更は、時間の関

係上行っていない。作業者と

の相談をしながら作業を実

施した。

ＴＢＭ

「不要」、「実施済」及び「未実施」の区分（以下、「点検区分」）について判断基

準が不明確であったことから、判断基準の統一を図った。

補足（抜粋）

これまで電気保修課では、再点検の実績等を報告するため作業を行ってきましたが、データ処理等の作業を行ってきまし

たが、データ処理等の作業が遅れるとともに、信頼性の低い内容での報告となったため、急遽皆に作業を依頼するもの

（1）エクセルデータからタスク項目の削除等作業

朝からの継続作業として、二人一組で確認作業を実施（シミュレータ講義室を借用済み）

（2）点検実績の確認作業

直近の点検自責の確認作業（今超過の判断、再点検実績記入）

（3）12月10日時点における点検期限の超過の有無、点検の実施の有無、特別採用した理由に記入

（4）対象機器の重複確認

（5）その他エクセルデータの信頼性向上に伴う作業等

ＴＢＭに従い作業実施

【補足】
別表３-３の元となる集計表において、不要タスク削除の
ためのフラグが残すべきタスクに立てられず、削除すべき
タスクに立てられていた。

ＴＢＭ

12/18のＴＢＭにおける説明内容を文書化した資料（以下、「ＴＢＭ資料」）を周

知した。

【課代】

作業を説明

補足（抜粋）

フラグわけの考え方、前回の点検実績

月、点検実績月欄の入力の仕方につい

て周知

【要因[6]-40】

電気保修課では、別表３-３作成の元となる「保全方式を変更した機器のリスト」において、同一機器のうち複数の点検項目がある場合、点検実施日が新しい方のタスクに集計フラグを

付け、それ以外（集計フラグが立てられていないタスク）については集計の対象外としていた。

しかし、電気保修課の集計フラグ入力者の一部は、「不要」と「実施済」と区分されているタスクがある機器において、「実施済」と区分されているタスクに集計フラグを立てるべきであった

が、この時「不要」と区分されているタスクに誤って集計フラグを立てた(D-10)

【要因[6]-42】
電気保修課の集計フラグ入力者の一部は別表３-３作成の元となる「保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のリスト」に記載された機器のうち集
計フラグを立てるべきであった一部の機器において集計フラグを立てなかった
(C-16)

【集計フラグ入力者インタビュー】

（集計フラグ入力作業の際、どのような判断基準で集計フラグを入力したのかという問いに対して）機器数を集計するためのフラグと聞いていたため、１つの機器に複数の点検項目があ

る場合、何れか１つに集計フラグを入力した。
【要因[6]-39】
電気保修課の集計フラグ入力者の
一部は、「実施済」と区分されたタス
クに集計フラグを立てるべきであっ
たが、「１機器に１フラグ立っていれ
ば良い」等の誤った認識のもとで作
業を行った
(E-10)

【要因[6]-38】

電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した

電気保修課のデータ処理担当者は、集計フラグを入力する作業に

ついて作業の変更の都度、資料の内容を更新し作業員が理解し

作業ができるよう適切に対応すべきであったが、資料の更新等、

集計作業を仕上げるための計画（作業内容の変更を含む）の検討

が十分でなく、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成する取組み

が不足していた(F-10)

【要因[6]-41】

電気保修課の集計フラグ入力者の一部は別表３-３作成の元とな

る「保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準保全に

変更した機器のリスト」において、機器名称は同じだが、機器番号

が異なっている機器に対して、同一機器と誤認し、「1機器に１フラグ

立っていればよい」と誤った認識のもと入力作業を行った

(D-16)

【要因[6]-38】
(F-10)
再掲

【要因[6]-46】
電気保修課の集計フラグ確認者は、集計表の
同一機器のうち複数の点検項目がある場合に
おいて、当該機器内において点検区分が「不
要」、「実施済」及び「未実施」にそれぞれの点検
区分に１つ集計フラグを立っていることを正とし
て、それ以外を誤記として発見すべきであったが、
発見できなかった
(C-11)

【要因[6]-48】
電気保修課の集計フラグ確認者は、別表３-３作成の元となる「保全方式を事後保全
又は状態基準保全から時間基準保全に変更した機器のリスト」に記載された機器の
うち集計フラグを立てるべきであった一部の機器において集計フラグが立っていない
ことを発見できなかった
(C-17)

【要因[6]-47】
電気保修課の集計フラグ確認者は、集計フラグを立てる作業におい
て、要求事項を理解しておらず、「１機器に１フラグ立てればよい」と
誤認していた
(D-17)

【要因[6]-38】
(F-10)
再掲

【集計フラグ確認者インタビュー】
（集計フラグ入力作業に従事していたかという問いに対して）指示があったこと及び確認したことは記憶しているが、実際にフラグを立てた記憶はない。当該作業指示が
あった翌日の18日の朝に出勤した頃には既にフラグ立て作業は終わったとの報告を集計フラグ入力者から受けた。集計フラグ確認者で実施したのはフラグの確認作
業であるが、「1機器に１フラグ」となっているかの確認のみであり、フラグを立てている位置が適切か否かは確認していない。

【要因[6]-45】
電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認作業を引き
継いだ電気保修課の集計フラグ確認者（2名）は、確認作業
の内容について作業者間で検討し、作業方法（確認内容）を
決めた。この時同一機器のうち複数の点検項目がある場合
において、当該機器内において点検区分が「不要」、「実施
済」及び「未実施」にそれぞれの点検区分に１つ集計フラグ
を立てる方法を採るべきであったが、「１機器に１フラグ立っ
ているかのみを確認する」という誤った方法を採った(D-11)

【要因[6]-44】
電気保修課の集計フラグ入力
者からフラグ確認を引き継いだ
電気保修課のフラグ確認者（2
名）は、フラグ入力者が行った「１
機器に１フラグ立っていれば良
い」としていた作業方法が間違っ
ていると気付かず同じ方法の確
認作業を検討した
(E-11)

【要因[6]-43】
電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認を引き継いだ電気保修課のフラ

グ確認者（2名）は、チェック作業に際し、指示元である電気保修課のデータ処理

担当者にチェック方法を確認すべきであったが、正確に集計作業を実施するた

めの重要性を課員と共有しておらず、作業を正しく仕上げるための取組が十分

ではなかった(F-11)

【要因[6]-51】

ＴＢＭ資料では直近の点検が十分でなかった機器の点検区分について、平成26年12月10日以前は「実施済」、12月11日以降は「未実施」とする判断基準とすべきであったが、不

適合報告書発行前を「不要」、不適合報告書発行から12月10日は「実施済」、12月11日以降は「未実施」とする誤った判断基準となっていた(D-18)

【要因[6]-8】
(E-18)
再掲

【要因[6]-53】
電気保修課の点検区分入力者に配布されたTBM資料では「未超過」-「実施済」等の、区分されるべきではない組合せについて記載しない又は当該の組合せがないことを明示すべきであったが、
集計作業に用いたTBM資料では当該組合せについても記載がなされ、説明欄に「-」と記載することでのみ当該の組合せがないことを示していたため、｢未超過｣-「実施済」の組合せがないことを明
確に示していなかった
(E-1)

【別表3取りまとめ者インタビュー】
（TBM資料作成後、試作業をする等の不具合の確認をしたかという問いに対して）試作業はしていないが、疑義があればその都度対応することとしてい
た。

補足

電気保修課で配布されたＴＢＭ資料は要求事項と異

なる判断を誘発するような資料となっていた

【要因[6]-52】
電気保修課では、TBM資料等を用いた作業の結果が要求事項に沿うものか事前に確認するため、TBM
資料を用いた試作業等を行うべきであったが、TBM資料を用いた試作業を実施しなかった
(F-1)

問題事象

【要因[5]-22】

部付技術主幹は、点検計画

(Rev.15)に誤った機器番号として記

載されていたことから、設計図書と

の確認で保全計画に不記載と判断

し、追加機器でないものも誤って追

加機器として別表3-4②保全計画に

追加する機器のうち特別採用を実

施した機器」に記載した(B-5)

【要因[5]-23】

部付技術主幹は、12月16

日に指示があった機器名

称及び機器番号は、最新

の保全計画（Rev.17）に基

づいて作成すべきであっ

たが、しなかった(C-5)

【要因[5]-24】

部付技術主幹は、機器名称及び機器番

号を最新の保全計画（Rev.17）に基づい

て作成する指示が集計取りまとめ責任者

（プラント保全部次長）からの口頭による

指示のみであったため気が付かなかった

(D-5)

【要因[5]-1】

(F-1)

再掲

【課代】

作業を説明

補足（保全計画Ｒｅｖ.17について）

承認日：平成２６年１２月１７日

作成：プラント保全部長

協議：プラント管理部長

確認：品質保証室長、運営管理部長、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、放射線取扱主任者、

発電用原子炉主任者、所長

変更内容：保全計画改善作業計画書に基づく作業及び保全プログラムの長期改善計画書に基づく作業結果

を踏まえて保全計画の改正を行う
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年12月20日

平成26年12月21日

ＴＢＭ資料に基づき作業実施

【機械保修課

担当】

集計作業結果を

次長に報告

【燃料環境課

TL】

集計作業結果を

次長に報告

【集計担当者インタビュー】

・夜中の3時にやり方を変更され、期限を指定された。

・要求事項の変更については、保全部次長から直接指示を受けた。

・時間的な余裕がなかったため、要求事項の変更に対する要領書の見直しは

行っていない。

・重複するのは、「保全の有効性評価と「直近の実績が十分でなかった」のカテゴ

リーのみであることかtら集計する箇所を変更して対応した。

ＴＢＭ資料に基づき作業実施

【要因[6]-49】

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、別表３-１作成の元となる「直近の点

検が不十分だった機器のリスト」と別表３-２作成の元となる「過去の保全の有効性評

価が不十分だった機器のリスト」とでは超過区分及び点検区分の判断基準が異なる

ことを電気保修課の点検区分入力者（及び電気保修課の点検区分入力結果確認

者）全員が一致した認識で作業できるＴＢＭ資料とすべきであったが、一部担当者で

誤解が生じるような資料となっていた

(E-7)

【要因[6]-12】
(F-2)
再掲

【補足】

別表３-１、３-２及び３-３の元となる集計表において、「点検の実施の有無」の欄における区分の記載（点検区分）に誤記があった。

【要因[6]-55】
電気保修課の点検区分入力者の一部は、別表３-２作成の元となる「過去の保全の

有効性評価が不十分だった機器のリスト」の一部の機器において、有効性評価が無効
になり点検期限が従前の周期に戻されたが、点検期限を超過していない（集計表の
「12月10日時点における点検期限の超過の有無」の欄に記載する区分（以下、「超過
区分」という）が「未超過」となっていた）ため、別表３に計上しない点検区分である「不
要」と区分するべきであったが、誤って別表３に計上する集計表の「点検の実施の有
無」の欄に記載する区分（以下、「点検区分」という）を「実施済」と区分してしまった(C-1)

【要因[6]-54】
電気保修課の点検区分入力者の一部は、超過区分（超過、未超過）
のうち、未超過に該当する機器は、点検実績の有無にかかわらず、別
表３-２作成の元となる「過去の保全の有効性評価が不十分だった機
器のリスト」の点検区分では別表３に計上しない点検区分である「不
要」に該当すると判断すべきであったが、点検実績のみを参照して、
12/10以前に点検実績があることから点検区分が別表３に計上する点
検区分である「実施済」に該当すると誤って判断した(D-1)

【要因[6]-53】
(E-1)
再掲

【要因[6]-57】

電気保修課の点検区分入力結果確認者の一部は、

点検区分の入力結果について確認を行ったが、この

際に誤り（点検区分を「不要」と区分すべきところを「実

施済」と区分していた等）を発見できなかった(C-3)

【要因[6]-59】
電気保修課の点検区分入力者の一部は、別表３-１作成の元となる「直近の点検

が不十分だった機器のリスト」における点検実施の区分について不適合発行日か
ら12/10の間に点検を実施しているため別表３に計上する点検区分である「実施
済」と区分すべきであったが、超過区分が「未超過」となっていることから別表３に計
上しない点検区分である「不要」と誤って区分した(C-7)

【要因[6]-60】

電気保修課の点検区分入力者の一部は、別表３-１作成の元となる

「直近の点検が不十分だった機器のリスト」に対し、12/10以前に点検

を実施している機器の点検区分を「実施済」と区分すべきであったが、

「不要」と区分した(C-18)

【要因[6]-61】
電気保修課の点検区分入力結果確認者の一部は、別表３-１作成の元となる「直近の点検が不

十分だった機器のリスト」に対し、12/10以前に点検を実施している機器の点検区分を「実施済」と
区分すべきであったが、TBM資料に基づいて判断したため「不要」と区分した(C-19)

【要因[6]-51】
(D-18)
再掲

【課長代理、別表3集計担当者、各TL】

TBMにより、「36条報告用の確認作業について」を用いて各チームに作業依頼

【課代】

修正依頼を受領

【集計表作成者Ｂインタ

ビュー】

「重複記載すること」と指示

された時にそれまで記載し

なかった機器を追加でき

なかった。

補足

集計表において、1つの機器で点検区分が「不要」と「実施済」とが混在

する機器において「不要」とされたタスクに集計フラグが立てられた機器

【要因[6]-63】
プラント保全部では、当初「直近の点検が十分でなかった機器」と「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検
期限を超過した機器」との両方の不適合として不適合報告書にて挙げられた機器については、報告書上は「十分で
ない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」として記載することとしていたが、その後「直近の点
検が十分でなかった機器」と「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」との両方の不
適合対象機器として重複して記載するよう指示の変更（以下、「重複指示」）があった。
電気保修課では、この重複指示を受けて、別表３-１作成の元となる「直近の点検が不十分だった機器のリスト」から
削除していた機器を再記載する作業（以下、「重複記載作業」）をしていた。この際、重複記載作業担当者の一部は、
一部機器について別表３-１作成の元となる「直近の点検が不十分だった機器のリスト」に再記載すべきであったが、
再記載できなかった
(Ｃ-15)

【要因[6]-62】
重複記載作業担当者の一部は、「直
近の点検が十分でなかった機器」と
して不適合報告書に記載されていな
がら別表３-１作成の元となる「直近
の点検が不十分だった機器のリス
ト」に記載されていない機器（再記載
の対象となる機器）を特定すべきで
あったが、特定できなかった(D-15)

【要因[6]-13】
(E-15)
再掲

【要因[6]-64】
電気保修課では、別表３-３作成の元となる「保全方式を変更した機器のリスト」において、タスクで「実施済」と区分される
はずのタスクを集計に用いず、点検区分が「不要」となっているタスクを集計に用いた(C-10)

【要因[6]-40】
(D-10)
再掲

問題事象【要因[6]-65】

電気保修課は「別表３-２① 十分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って点検不要

の機器を計上した(B-1)

問題事象【要因[6]-66】

電気保修課は「別表３-１② 直近の点検が十分でなかった機器のうち特

別採用を実施した機器」及び「別表３-２② 十分でない保全の有効性評

価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機

器」に記載した機器の機器番号及び機器名称を誤って記載した[(B-4)

問題事象【要因[6]-67】

電気保修課は「別表３-２② 十分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載した機

器の機器数を誤って記載した(B-5)

問題事象【要因[6]-68】

電気保修課は「別表３-２① 十分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に記載した機器の

機器番号、機器名称及び機器数を誤って記載した[B-6)

問題事象【要因[6]-69】

電気保修課は「別表３-１① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点

検を実施した機器」に点検を実施した機器を誤って記載しなかった(B-7)

【要因[6]-37】
(C-4)
再掲

【要因[6]-16】
(C-5)
再掲

【要因[6]-32】
(C-6)
再掲

【要因[6]-59】
(C-7)
再掲

【要因[6]-57】
(C-3)
再掲

【要因[6]-55】
(C-1)
再掲

【要因[6]-57】
(C-3)
再掲

問題事象【要因[6]-70】

電気保修課は「別表３-２② 十分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき

機器を「別表３-２① 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期

限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って記載した[(B-8)

問題事象【要因[6]-71】

電気保修課は「別表３-３① 保全方式を事後保全又は状態基準保全か

ら時間基準保全に変更した機器のうち点検を実施した機器」に当該機器

を誤って記載しなかった(B-10)

【要因[6]-26】
(C-9)
再掲

【要因[6]-24】
(C-8)
再掲

【要因[6]-64】
(C-10)
再掲

【要因[6]-46】
(C-11)
再掲

補足（抜粋）

データベースを各チームでチェックした結果を再確認したところ、以下の齟齬等が見られたことから、有効性評価取り消し及びローラー実績

部取り消しデータベースの再確認を実施する。

Step1 「リスト内容の再チェック作業」

① 点検間隔/頻度がRev.17と同じか？

② 点検予定日が前回実績＋①の点検間隔/頻度となっているか？

③ 超過フラグ、実施フラグがすべて入っていること

④ ローラー実績取り消しデータベースと有効性評価取り消しデータベースで重複している機器（タスク）で点検予定月、

超過フラグ、実施フラグが一致しないため、再度各チームで確認する。

Step2 「不適合報告書との照合確認」

① 現状のデータベースは、ローラー実績取り消しと有効性評価取り消しで重複している機器（タスク）は、有効性評価側に

入っている。これを取りやめ、有効性、 ローラーの各々にすべての対象機器を記入するようにデータを分ける。その後、

有効性、ローラー、保全方式について不適合報告書とデータの照合を行い最終版とする

【課代】

作業を説明
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成26年12月22日

保安措置命令報告書

保安規定変更申請の提出

第194回

保安管理専門委員会

補足（保安管理専門委員会について）

審議内容：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36

条（現43条の3の23）第1項の規定に基づく保安のために必要な措置命令に

ついて（平成25年5年29日原管Ｐ発第1305293号）」に対する結果報告につい

て

コメント：なし

問題事象【要因[6]-78】

電気保修課は「別表３-２② 十分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき

機器を誤って当該別表に記載しなかった(B-21)

問題事象【要因[6]-79】

電気保修課は「別表３-２① 十分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべき機器

を誤って「別表３-２② 十分でない保全の有効性評価を無効にして点検

期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に誤って記載した

(B-22)

【要因[6]-29】
(C-21)
再掲

【要因[6]-30】
(C-13)
再掲

【要因[6]-24】
(C-8)
再掲

【要因[6]-26】
(C-9)
再掲

問題事象【要因[6]-72】

電気保修課は「別表３-２② 十分でない保全の有効性評価を無効にして
点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき
機器を誤って「別表３-２① 十分でない保全の有効性評価を無効にして
点検期限を超過した機器のうち点検を実施した機器」に誤って記載した
[(B-12)

問題事象【要因[6]-73】

電気保修課は「別表３-２② 十分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した機器」に記載すべき

機器を当該別表に誤って記載しなかった[(B-14)

問題事象【要因[6]-74】

電気保修課は「別表３-１① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点

検を実施した機器」、「別表３-１② 直近の点検が十分でなかった機器の

うち特別採用を実施した機器」及び「別表３-２② 十分でない保全の有効

性評価を無効にして点検期限を超過した機器のうち特別採用を実施した

機器」に記載すべき機器を当該別表に誤って記載しなかった[(B-15)

問題事象【要因[6]-75】

電気保修課は「別表３-３① 保全方式を事後保全又は状態基準保全か

ら時間基準保全に変更した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべ

き機器を当該別表に誤って記載しなかった(B-16)

問題事象【要因[6]-76】

電気保修課は「別表３-１① 直近の点検が十分でなかった機器のうち点

検を実施した機器」に記載すべき機器を当該別表に誤って記載しなかっ

た[(B-18)

問題事象【要因[6]-77】

電気保修課は「別表３-３① 保全方式を事後保全又は状態基準保全か

ら時間基準保全に変更した機器のうち点検を実施した機器」に記載すべ

き機器を誤って当該別表に記載しなかった[(B-20)

【要因[6]-28】
(C-12)
再掲

【要因[6]-30】
(C-13)
再掲

【要因[6]-17】
(C-14)
再掲

【要因[6]-63】
(C-15)
再掲

【要因[6]-42】
(C-16)
再掲

【要因[6]-48】
(C-17)
再掲

【要因[6]-60】
(C-18)
再掲

【要因[6]-61】
(C-19)
再掲

【要因[6]-26】
(C-9)
再掲

【要因[6]-24】
(C-8)
再掲

【課代】

集計結果を次長に報

告
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成27年1月8日

平成27年1月14日

平成27年1月15日

平成27年1月16日

【機械保修課

担当】

別表3に、記載

の誤りがあるこ

とを発見した。

補足（機械保修課発見の不備について）

内容：別表-3について記載の不備があり、次の修正が必要

になる。

・別表3-1②915機器⇒1119機器（112系設備の204機器につ

いて記載が抜けていた）

・別表3-2②661機器⇒332機器（実際には超過していない

329機器が本表に記載されていた）

・別表3-3②444機器⇒443機器（機器冷却系冷凍機凝縮器

Ａについて再点検対象として記載すべきではなかったが、本

表に記載されていた。）

【電気保修課

担当】

別表3に、記載の

誤りがあることを

発見した。

【電気保修課

課代】

作成

不適合報告書

（14-154）

【機械保修課

担当】

作成

不適合報告書

（14-154）

【所長】

承認

不適合報告書

（14-154）

原子力規制庁等へ

口頭（ＴＥＬ）にて報

告

補足（保全管理課発見の不備について）

内容：別表-3について記載の不備があり、次の修正が必要になる。

・別表3-4①:本来、記載すべき機器と異なった機器を記載していた（誤：683ＡdPI01A⇒正：

693_dPI01A等の3機器）

・別表3-4②：機器番号の誤記（誤：230ＢＴＭ006Ａ2⇒正：203ＣＴＭ006Ａ2）

・別表3-4②：機器名称の誤記（原子炉格納容器1次アルゴンガス系室雰囲気モニタ電源切替盤 Ｄ

-Ｂ2714（下線部不要））

補足（電気保修課発見の不備について）

内容：別表-3について記載の不備があり、次の修正が必

要になる。

・別表3-1②機器の記番号を誤って記載した（直流分電

盤Ｄ-1機器番号「誤：Ｔ/Ｂ-5Ｄ101-1⇒正：Ａ/Ｂ-5Ｄ101-1」

等の4機器）

・別表3-2①、別表3-2②について、機器数を「2」と記載す

べきところ、「1」と誤って記載していた（667系Ａポテンショ

ンメータ等の4機器）。

保安措置命令報告書の誤り発

見

【品質保証室

室長】

確認

【電気保修課

長】

押印

【機械保修課

長】

押印

【施設保全課

長】

押印

【燃料環境課

長】

押印

【機械保修課

長】

押印

【電気保修課

長】

押印

【機械保修課長、課代、担当】

メールを受領

【電気保修課長、課代】

メールを受領

【燃料環境課長、ＴＬ】

メールを受領

【機械保修課

担当】

作業実施

【電気保修課

代】

作業実施

不適合報告書（14-154）の発行

不適合管理委員会（1/16）

補足（不適合管理委員会：不適合報告書14-154の審議）

審議結果

報告書の誤りについては、プラント保全部各課共通する事案であり、

不適合を一本化し、不適合の処置を各課に水平転嫁しする。

プラント保全部では、別表－③以外の記載内容についても、誤記の

再発防止の観点から見直す。

Ｈ-1

平成27年1月17日へ
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成27年1月17日
～

平成27年1月22日

平成27年1月21日

平成27年1月24日

【機械保修課】

作成

【施設保全課

長】

合議

【燃料環境課

長】

合議

【機械保修課

長】

合議

【電気保修課

長】

合議

Ｊ-1

平成27年1月24日へ

Ｈ-1

【機械保修課代

理】

合議

【機械保修課

長】

承認

「不適合の処置を実施した機器リスト」確認作業要領書

【機械保修課作成】

機械保修課内で確認作業を実施

補足「不適合の処置を実施した機器リスト」確認作業要領

書について）

誤入力が発生する範囲について再確認を行うとｔともに、

集計作業に必要な情報を補足し再点検機器数の見直し

を行う。

【電気保修課】

作成

【電気保修課代

理】

合議

【電気保修課

長】

承認

電気保修課内で確認作業を実施

「不適合の処置を実施した機器リスト」確認作業要領書

【電気保修課作成】

【施設保全課

長】

合議

【機械保修課

長】

合議

【電気保修課

長】

合議

原子力規制庁

等へ資料を用

いて報告

補足

規制庁コメント

報告書の信頼性に係ることであり、どこに問題があったの

か再構築された品質保証体制の下で、しっかりと分析し、

他にも誤りが無いかを含め、報告書全体を再確認した上

で報告書の保全をするよう機構に伝えた。

補足「不適合の処置を実施した機器リスト」確認作業要領

書について）

誤入力が発生する範囲について再確認を行うとｔともに、

集計作業に必要な情報を補足し再点検機器数の見直し

を行う。

燃料環境課で独自に誤りがあるかどうかを再確認したと

ころ誤りを発見
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成27年1月26日

平成27年1月27日

【電気保修課

課代】

作成

不適合報告書

（14-154R1）

【機械保修課

担当】

作成

不適合報告書

（14-154R1）

【所長】

承認

不適合報告書

（14-154R1）

【品質保証室

長】

押印

【電気保修課

長】

押印

【機械保修課

長】

押印

【施設保全課

長】

押印

【燃料環境課

長】

押印

【機械保修課

長】

押印

【電気保修課

長】

押印

不適合報告書（14-154R1）の発

行

旧36条報告書の確認作業要領

書発行

「不適合の処置を実施した機器

リスト」検証作業要領書発行

【施設保全課

長】

合議

【燃料環境課

長】

合議

【機械保修課

長】

合議

【電気保修課

長】

合議

【施設保全課】 【燃料環境課】 【機械保修課】 【電気保修課】

Ｊ-1

Ｋ-1

平成27年2月1日へ

【施設保全課】 【燃料環境課】 【機械保修課】 【電気保修課】
補足：要領に基づき確認作業を実施

期間：平成27年1月27日～1月30日

【保全計画課】

【施設保全課

長】

合議

【燃料環境課

長】

合議

【機械保修課

長】

合議

【電気保修課

長】

合議

【保全管理課

長】

承認

報告書作成

【保全計画

課長】

合議

補足 旧36条報告書の確認作業報告書

規制庁に提出した旧36条報告書の本文中の保全計画の見直しに係る数値の記載についての確認作業のた

めの要領書に基づく確認作業報告

実施期間

H27.1.27～H27.1.30

作業結果概要

確認対象とした数値について確認した結果、３項目の数値について、報告書に記載された数値について誤り

があることを確認した
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もんじゅ運営計画・
研究開発センター

担当（数名）

燃料環境課

担当者（機械保守Ｔ
Ｌ）

担当者
品質管理チーム

課長 課長代理主査 担当者 課長 課長代理 課長

保全計画課（旧組織名：保修計画課） 保全計画改善作業チーム

プラント保全部各課

保修計画課長（～平
成26年9月）
保全管理課長（平成
26年10月～）

部付技術主幹（事務
局員）
保全管理課技術副
主幹

担当者（事務局員）課長 主査 担当者 課長
担当者（各チーム

員）

電気保修課施設保全課 機械保修課

課長代理、副主幹

別表３集計担当者
時　期 トピックス 所長 品質保証室長

プラント保全部

運営管理室長（～平成26年9月）
 技術総括課長（平成26年10月～）

部長 次長
担当

技術主席

所内
関係部署

安全・核セキュリティ
統括部
（旧組織名：安全統
括部）

敦賀本部　安推室

平成27年2月1日

不適合報告書（14-154R1）不適

合の処置確認結果の発行

【担当】

確認結果、新た

に確認された旧

３６条報告書の

誤り及びそれを

修正した内容を

不適合報告書

14-154の3.不適

合の処置確認結

果に反映

補足（不適合報告書14-154R1について）

3.不適合処置確認結果（抜粋）

未点検機器等に係る不適合報告書、保全計画

（Rev18）と比較することにより、28事象の誤りを確

認した。また、誤りを補正するための報告書の正誤

表を作成し、不適合の除去を完了した。

【施設保全課

長】

押印

【燃料環境課

長】

押印

【保全管理課

長】

押印

【機械保修課

長】

押印

【電気保修課

長】

押印

【品質保証室

長】

押印

【(要因[1]-82)】再掲

「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律旧第36条

（現第43条の3の23）第1項の規定に基づく保安のために必要な措置命令

について（平成25年5月29日原管P発第1305293号）」に対する対応結果

報告（旧36条報告書）」の本文の未点検機器の解消状況及び別表3の「不

適合の処置を実施した機器リスト」の記載内容に誤りがあった

[1](A-1)

問題事象

【要因[7]-25】(B-8)

再掲

問題事象

【要因[7]-26】(B-9)

再掲

問題事象

【要因[7]-20】(B-1)

再掲

Ｋ-1

【プラント保全部

長】

確認
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【要因[1]-82】 

「「核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する

法律第36条（現第43条の3

の23）第1項の規定に基づく

保安のために必要な措置命

令について（平成25年5月29

日原管P発第1305293号）」

に対する対応結果報告」の

本文の未点検機器の解消

状況及び別表3の「不適合

の処置を実施した機器リス

ト」の記載内容に誤りがあっ

た 

頂上事象 

問題事象[1]1 

【要因[1]-27】 

機械保修課入力担当者は、集

計作業の際に112系（ 1次主冷

却系循環ポンプＭ-Ｇセット）に

ついて、本来は「未実施」の欄

に「1：該当」とフラグ立てすべき

ところを誤って「不要」の欄に

「0：非該当」とフラグ立てを行っ

た 

 

 

【要因[1]-21】 

機械保修課集計担当者が作成

し、集計作業に用いた「再点検

機器確認作業要領書」には、再

点検が必要な機器のうち、

12/10までの実績の有無で「点

検済み（12/10まで）」、「未実

施」と振り分けており、特別な保

全計画に移行した機器の取り

扱いについて規定されていな

かった 

直接要因[1］-（1） 

【要因[1]-28】 

機械保修課入力担当者は、特

別な保全計画に移行した後に

直近の点検が無効になった場

合は、機能要求がある期間まで

特別採用と認識し,「未実施」と

判断すべきであったが、特別な

保全計画に移行していることか

ら新たな手続きが不要であるた

め、「不要」と判断した 

【要因[1]-25】 

課内取りまとめの機械保修課

課長代理及び各TLは、集計作

業に用いた「再点検機器確認作

業要領書」に特別な保全計画

へ移行した機器で直近の実績

が無効となった機器についての

取り扱いについて規定されてい

ないことを機械保修課集計担当

者へ指摘すべきであったが、当

該事例の取り扱いが規定され

ていなかったことについて指摘

を行わなかった 

【要因[1]-12】 

課内取りまとめの機械保修課

課長代理及び各TLは、作業計

画書をレビューする際に「もん

じゅ業務の計画に係わる作成

要領」に規定される判定基準や

検証方法に用いる内容を明確

にしていることをレビュー項目と

して定め、確実にレビューを行

うべきであったが、行えていな

かった 

【要因[1]-22】 

機械保修課集計担当者は、集

計作業に用いた「再点検機器

確認作業要領書」を作成した際

に、特別な保全計画へ移行す

る以前の点検内容が不十分な

機器が「未実施」に該当するこ

とを集計に必要な判定基準とし

て記載すべきであったが、規定

する必要のある事項として考え

が及ばなかった 

【要因[1]-23】 

課内取りまとめの機械保修課

長代理は、集計作業に用いた

「再点検機器確認作業要領書」

を作成された際に、特別な保全

計画へ移行する以前の点検内

容が不十分な機器が「未実施」

に該当することを規定するよう

機械保修課集計担当者へ指示

すべきであったが、指示しな

かった 

【要因[1]-13】 

集計取りまとめの機械保修課

長代理及び各TLは、本作業が

「もんじゅ業務の計画作成要

領」の適用範囲に該当し、集計

作業を行う上での要求事項及

び検証等の必要事項について

明確にする必要があると認識

すべきであったが、QMSに関す

る理解が不足していたため、適

用範囲ではないと誤認した 

＊[1]4 

 

[要因[1]-2] 

「もんじゅ業務の計画に係る作

成要領」の教育を担当する品質

保証室は、共通するQMS文書で

ある「もんじゅ業務の計画に係る

作成要領」を定着させるための

繰り返し教育を行っておらず、

QMSを定着させるための教育の

仕組みが構築されていなかった 

4.中間管理要因 
４－２－１  ルールの整備 

＊[1]3 

【要因[1]-14】 

機械保修課の品質保証担当者

は、「品質保証担当者の業務

の計画（その1）について」に従

い、集計に用いた「再点検機器

確認作業要領書」が「もんじゅ

業務の計画に係わる作成要

領」に規定される「7.検証」とし

て業務のアウトプットが要求事

項を満足していることが明確に

規定されていないことをレ

ビューにより、抽出すべきで

あったが、レビューを行わな

かった 

【要因[1]-15】 

機械保修課内では、非定常業

務の業務計画書を作成した際

に「品質保証担当者の業務の

計画（その1）」に従い、課長押

印前に課内の品質保証担当

者が業務計画書の文書レ

ビューを行う仕組みが構築さ

れていなかった 

【要因[1]-16】 

品質保証室長は、「品質保証活

動を展開する責任者はラインの

長であり、新たに設置する品質

保証担当者は、ラインの長を補

助する役割とする」と考え、品質

保証担当者は、業務がＱＭＳに

沿って実施されているかの確認

までは必要はないと考えた 

【要因[1]-17】 

品質保証室長は、部署内でQMS

活動を確実に展開させるため、配

置した品質保証担当者に業務が

QMSに沿って実施されているかを

確認させるべきだったが、担当業

務が限定されていたことから、品

質保証の視点でチェックを行う仕

組みが機能していなかった 

＊[1]2 

 

 

[要因[1]-4] 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は「もんじゅ業務の

計画に係る作成要領」に定めら

れた作業に必要な条件や内容

を明確にする必要があったが、

「7.1業務の計画」の要求事項を

理解し作業を実施するための要

求事項を明確にした計画を作成

する取組みが不足していたこと

や、定めたルールを遵守する意

識の共有が図られていなかった 

【要因[1]-3】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、集計作業を行

う際に、集計表における区分の

定義等の各課が集計作業を行う

ために必要なインプットとアウト

プットを明確にした計画書をプラ

ント保全部の計画書として作成

する必要があったが、作成しな

かった 

４．中間管理要因 
４－２－２  ルールの遵守 

4.中間管理要因 
４－２－３ ルールの維持管

【要因[1]-1】 

 もんじゅでは、非定常業務を含

め全ての業務を実施する場合に

計画が必要であることを「もんじゅ

業務の計画に係る作成要領」に

基づき教育を行うべきであったが、

これについて所員に理解させる

教育を繰り返し行っていなかった 

＊[1]1 

 

【要因[1]-5】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、部内の取りまと

め責任者として作業管理を行う

べきだったが、作業管理のため

の事務局を置かず自ら作業を行

う等、ラインとしてのフォローや

チェックができていなかった 

４．中間管理要因 
４－７－１ 役割・責任 

【要因[1]-24】 

課内取りまとめの機械保修課

長代理は、集計取りまとめ責任

者から提示された「点検済み

（12/10まで）」、「未実施」、「不

要」の用語の定義について課員

へ指示するために十分理解し

ておく必要があったが、理解が

不足していた 

記載の誤り１ 組織の要因[1]-（1）-（1） 

組織の要因[1]-（1）-（2） 

組織の要因[1]-（1）-（3） 

組織の要因[1]-（1）-（4） 

 

【要因[1]-26】 

機械保修課は、集計の際

に112系（ 1次主冷却系

循環ポンプＭ-Ｇセット）

が「別表3-1② 直近の点

検が十分でなかった機器

のうち特別採用を実施し

た機器」のリストから抜け

ていた 

 

【要因[1]-29】 

機械保修課TLは、集計作業の

結果に対して十分な確認作業

を実施すべきであったが、確認

が十分になされておらず、誤っ

た集計結果であることに気付か

なかった 

【要因[1]-30】 

機械保修課TLは、当該機器が

どの不適合報告書に分類され

るかについてはエビデンス（不

適合報告書の添付リスト）を用

いた確認作業を行っていたが、

「不要」、「未実施」、「点検済

み」の欄の確認については、十

分な確認を行わなかった 

 

【要因[1]-31】 

集計作業に用いた「再点検機器

確認作業要領書」では、不適合

の分類については、不適合報告

書及び添付リストを確認し、フラ

グ立てに誤りがないことを確認

する旨が記載されているが、そ

の他の欄については入力抜け

がないことを確認するのみでエ

ビデンスを用いた確認をするよ

う記載されていなかった 

直接要因[１]-（2） *[1]5 

＊[1]3 

＊[1]4 
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【要因[1]-18】 

集計作業に用いた集計表は、

各機器に対し、「点検済み」、

「未実施」、「不要」を集計でき

る仕様であったが、直近の点検

不十分な機器では、「未実施」、

有効性無効では「不要」と分類

し、表記できる集計表ではな

かった 

【要因[1]-35】 

1次メンテナンス冷却系中間熱

交換器等（328機器）は「保全の

有効性評価が無効になったこ

とに伴い、点検期限を超過をし

た機器」ではないため、機械保

修課の集計表においては「不

要」の欄に「1：該当」とフラグ立

てされるべきであったが、「未実

施」の欄に「1：該当」とフラグ立

てされていた 

直接要因[１]-（3） 

【要因[1]-36】 

機械保修課入力担当者は、1次

メンテナンス冷却系中間熱交換

器等（328機器）について保全の

有効性評価が無効になった不

適合の情報ではなく、直近の点

検が不十分な機器の不適合の

情報を基に「点検済み（12/10ま

で）」、「未実施」、「不要」のカテ

ゴリの中から「未実施」を選択し

た 

 

 

【要因[1]-34】 

機械保修課は、誤って1次メ

ンテナンス冷却系中間熱交

換器等（328機器）を「別表3-

2②十分でない保全の有効

性評価を無効にして点検期

限を超過した機器のうち特

別採用を実施した機器」のリ

ストに計上した。 

問題事象[1]2 

【要因[1]-19】 

機械保修課集計担当者は、集

計表が不適合毎に「点検済み」、

「未実施」、「不要」に分類されて

いなかったため、計上の影響の

有無について想定できなかった 

 

【要因[1]-37】 

機械保修課は、冷凍機凝

縮器Aを「別表3-3②保全方

式を事後保全又は状態基

準保全から時間基準保全

に変更した機器のうち特別

採用を実施した機器」のリ

ストに誤って計上した 

問題事象[1]3 

【要因[1]-38】 

機械保修課入力担当者は、冷

凍機凝縮器Aについては、保

全方式の変更に伴い、点検期

限を超過した機器ではないた

め、集計表の「不要」の欄に

「1：該当」とフラグ立てを行うべ

きであったが、誤って特別採用

を意味する「未実施」の欄に

「1：該当」とフラグ立てを行った 

 

 

 

【要因[1]-32】 

機械保修課は、ナトリウム・

水反応生成物収納設備カ

バーガス第2圧力開放弁C等

の59機器を「別表3-2②十分

でない保全の有効性評価を

無効にして点検期限を超過

した機器のうち特別採用を

実施した機器」のリストに

誤って計上しなかった 

問題事象[1]4 

【要因[1]-33】 

機械保修課入力担当者は、

水反応生成物収納設備カ

バーガス第2圧力開放弁C等

の59機器について特別な保

全計画へ既に移行した機器で

あるため、使用前に点検する

計画としていることから特別

採用を意味する「未実施」の

欄に「1：該当」とフラグ立てす

べきところを「不要」の欄に「1：

該当」とフラグ立てを行った 

 

【要因[1]-42】 

機械保修課は、081系アニュ

ラスシール（アニュラス上部）

及び１次メンテナンス冷却系

Ｒ／Ｖ入口側ベント弁を「別表

３－２① 十分でない保全の

有効性評価を無効にして点検

期限を超過した機器のうち点

検を実施した機器」のリストに

誤って計上した 

問題事象[1]5 

*[1]5 

*[1]5 

*[1]1 

【要因[1]-20】 

機械保修課は、データベース作

成の際に、1つの機器に対して

不適合に関する情報を複数入

力できるが、1つの機器に対して

「点検済み（12/10まで）」、「未実

施」、「不要」の欄を複数用意し

なかったことによる集計結果へ

の抽出の影響を検証すべきで

あったが、検証を行っていなかっ

た 

【要因[1]-45】 

機械保修課は、１次メンテナン

ス冷却系中間熱交換器を「別

表３－２② 十分でない保全の

有効性評価を無効にして点検

期限を超過した機器のうち特

別採用を実施した機器」のリス

トに誤って計上した 

 

 

問題事象[1]6 

 

【要因[1]-46】 

1次メンテナンス冷却系中間熱

交換器等は「保全の有効性評

価が無効になったことに伴い、

点検期限を超過をした機器」で

はないため、機械保修課の集

計表においては「不要」の欄に

「1：該当」とフラグ立てされるべ

きであったが、「未実施」に「1：

該当」とフラグ立てされていた 

【要因[1]-47】 

機械保修課入力担当者は、1次

メンテナンス冷却系中間熱交換

器等について保全の有効性評

価が無効になった不適合の情

報ではなく、直近の点検が不十

分な機器を基に「点検済み」、

「未実施」、「不要」のカテゴリの

中から「未実施」を選択し、「1：

該当」とフラグ立てを行った 

*[1]6 

*[1]6 

 

【要因[1]-43】 

081系アニュラスシール（アニュ

ラス上部）及び１次メンテナン

ス冷却系Ｒ／Ｖ入口側ベント

弁は有効性評価が無効となっ

た機器であるが、点検期限を

超過した機器ではないため、

機械保修課の集計表において

は両方ともに「不要」に「1：該

当」とフラグ立てされるべきで

あったが、「点検済み（12/10）

まで」に「1：該当」とフラグ立て

 

【要因[1]-39】 

機械保修課入力担当者は、機

器毎に「点検済み（12/10ま

で）」、「未実施」、「不要」の中

から選択し、該当する欄に「1：

該当」とフラグ立てを行う際に

実績を確認できるエビデンスを

用いて1タスク毎に入力を行う

べきであったが、工程の関係上、

確認を省略し、入力を行ったタ

スクが存在した 

【要因[1]-40】 

課内取りまとめ責任者の機械

保修課長代理は、機械保修課

入力担当者が実施していた作

業内容を「監視・測定」すること

によって作業結果が要求事項

に適合したものとなっているか

という視点で適宜確認する必要

があったが、作業内容の確認を

行わなかった 

 

 

【要因[1]-41】 

課内取りまとめ責任者の機械

保修課長代理は、機械保修課

入力担当者が実施している内

容を自ら確認し、業務を確実に

すべきであったが、自ら行うべ

き役割、職務と責任の自覚が不

足しており、担当者等に業務を

任せっきりにしてその計画や実

施結果を自ら確認しておらず、

ラインとしてのチェックやフォ

ローができていなかった 

4.中間管理要因 
４－７－１  役割・責任 

 

【要因[1]-44】 

機械保修課入力担当者は、当

該機器が再点検対象となる不

適合報告書が発行されていな

いことから、「不要」の欄に「1：

該当」とフラグ立てすべきで

あったが、誤って「点検済み

（12/10まで）」の欄に「1：該当」

とフラグ立てを行った 

直接要因[１]-（4） 
*[1]8 

*[1]5 

*[1]5 

*[1]8 

 

【要因[1]-7】 

集計取りまとめ責任者（プラント保全

部次長）は、機械保修課に要求事項

の変更に伴う追加作業を依頼する際

に機械保修課の手順の変更、検証

等を行うための作業期間を適切に設

定できるようセンターと工程を調整の

うえ、適切な工程を設定すべきで

あったが、センターとの調整や総合

的な工程管理や集計作業を仕上げ

るための計画（作業期間の確保（変

更を含む））の検討が十分でない等、

「7.1業務の計画」を理解して計画を

作成する取組みが不足していた 

【要因[1]-6】 

機械保修課の取りまとめ責任

者は、集計作業を行うに当たり、

集計表が別表3で抽出すべき機

器を抽出できる集計表となって

いることを試作業において確認

する期間を設けるべきであった

が、検証のための期間を設けら

れなかった 

４．中間管理要因 
 ４-９-３ 工程・計画 

記載の誤り４ 

記載の誤り5 

記載の誤り１２ 

記載の誤り１3-1 

記載の誤り１3-2 

組織の要因[1]-（3）-（1） 

組織の要因[1]-（4）-（1） 

*[1]7 
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【要因[1]-48】 

出入管理室加熱器等の11

機器について「別表3-1①直

近の点検が十分でなかった

機器のうち点検を実施した

機器」のリストに計上されな

かった 

 

 

問題事象[1]7 

【要因[1]-50】 

機械保修課入力担当者は、出

入管理室加熱器等の11機器に

ついて直近の点検が十分でな

かった機器のうち12/10までに

点検実績があるため、「点検済

み（12/10まで）」に「1：該当」と

フラグ立てずべきだったが、「不

要」の欄に「1：該当」とフラグ立

てを行った 

【要因[1]-51】 

機械保修課入力担当者は、当

該機器については、不適合報

告書発行の前に点検を実施し

ていたため、新たな点検を行う

必要がないことから、「不要」と

判断した 

 

【要因[1]-52】 

機械保修課は、循環ポンプ

C-B等の52機器について「別

表3-1①直近の点検が十分

でなかった機器のうち点検を

実施した機器」のリストに誤っ

て計上しなかった 

問題事象[1]8 

 

 

【要因[1]-9】 

集計作業に用いた「再点検機器

確認要領」には、不適合報告書

が発行される以前に点検を実施

している機器が「実施済」、「未

実施」、「不要」のうち、どの区分

に該当するかが明確に規定され

ていなかった 

＊[1]2 【要因[1]-10】 

機械保修課集計担当者は、集

計作業に用いた「再点検機器

確認作業要領書」を作成した際

に不適合報告書が発行される

以前に点検を実施した機器が

「実施済」に該当することを集計

に必要な判定基準として記載す

べきであったが、規定する必要

のある事項として考えが及ばな

かった 

【要因[1]-8】 

 課内取りまとめの機械保修課

課長代理は、集計作業に用いた

「再点検機器確認作業要領書」

を作成した際に、不適合報告書

が発行される以前に点検を実施

した機器が「実施済」に該当する

ことを規定するよう機械保修課

集計担当者へ指示すべきであっ

たが、指示しなかった 

 

 

【要因[1]-55】 

機械保修課は、原子炉補機

冷却水熱交換器Ｃ１等の3機

器について「別表3-2②十分

でない保全の有効性評価を

無効にして点検期限を超過し

た機器のうち特別採用を実

施した機器」のリストに誤って

計上しなかった 

【要因[1]-58】 

機械保修課は、制御用圧縮

空気設備ディーゼル建物仕

切弁等の7機器について「別

表3-3②保全方式を事後保

全又は状態基準保全から時

間基準保全に変更した機器

のうち特別採用を実施した機

器」のリストに誤って計上しな

かった 

 

 

 

【要因[1]-54】 

機械保修課入力担当者は、別

表3-1①直近の点検が十分で

なかった機器のうち点検を実

施した機器のリストに計上す

べき機器であったことから、機

械保修課の集計表において

「点検済み（12/10まで）」の欄

に「1：該当」とフラグ立てを行う

べきであったが、誤って「不

要」の欄に「1：該当」とフラグ立

てを行った 

問題事象[1]9 

問題事象[1]10 

*[1]5 

 

【要因[1]-53】 

循環ポンプC-B等は「直近の

点検が不十分な機器」であり、

点検を実施した機器であるた

め、機械保修課の集計表にお

いては「点検済み（12/10ま

で）」の欄に「1：該当」とフラグ

立てされるべきであったが、

「不要」の欄に「1：該当」とフラ

グ立てされていた 

 

【要因[1]-56】 

原子炉補機冷却水熱交換器Ｃ

１等の3機器は「十分でない保

全の有効性評価を無効にした

機器」であり、特別採用を実施

した機器であることから、機械

保修課の集計表においては未

実施」の欄に「1：該当」とフラグ

立てされるべきであったが、「不

要」の欄に「1：該当」とフラグ立

てされていた 

 

【要因[1]-57】 

機械保修課入力担当者は、

原子炉補機冷却水熱交換器

Ｃ１等の3機器を別表3-2②十

分でない保全の有効性評価

を無効にして点検期限を超過

した機器のうち特別採用を実

施した機器のリストに計上す

べき機器であったことから、機

械保修課の集計表において

は、「未実施」の欄に「1：該

当」とフラグ立てを行うべきで

あったが、誤って「不要」の欄

に「1：該当」とフラグ立てを

行った 

*[1]5 

*[1]8 

＊[1]8 

 

【要因[1]-59】 

機械保修課は、制御用圧縮

空気設備ディーゼル建物仕切

弁等の7機器は、「保全方式を

事後保全又は状態基準保全

から時間基準保全に変更した

機器」であり、特別採用を実施

した機器であることから、機械

保修課の集計表においては

未実施」の欄に「1：該当」とフ

ラグ立てされるべきであった

が、「不要」の欄に「1：該当」と

フラグ立てされていた 

 

【要因[1]-60】 

制御用圧縮空気設備ディーゼ

ル建物仕切弁等の7機器を別

表3-2②十分でない保全の有

効性評価を無効にして点検期

限を超過した機器のうち特別

採用を実施した機器のリスト

に計上すべき機器であったこ

とから、機械保修課の集計表

においては、「未実施」の欄に

「1：該当」とフラグ立てを行う

べきであったが、誤って「不

要」の欄に「1：該当」とフラグ

立てを行った 

直接要因[１]-（5） 

*[1]5 

＊[1]8 

*[1]5 
記載の誤り14 

記載の誤り15-1 

記載の誤り15-2 

記載の誤り15-3 

【要因[1]-49】 

出入管理室加熱器等の11機器

について直近の点検が十分で

なかった機器のうち12/10まで

に点検実績があるものであるた

め、「点検済み（12/10まで）」に

「1：該当」とフラグ立てされるべ

きだったが、「不要」の欄に「1：

該当」とフラグ立てをされていた 
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【要因[1]-61】 

機械保修課は、460系 屋外配

管・サポートについて、「別表3-1

②直近の点検が十分でなかった

機器のうち特別採用を実施した

機器」に計上するべきであったが、

「別表3-1①直近の点検が十分

でなかった機器のうち点検を実

施した機器」に誤って計上した 

問題事象[1]11 

【要因[1]-62】 

460系 屋外配管・サポートに

ついては、直近の点検が十分

でなかった機器であり、12/10

までに再点検を実施していな

いことから機械保修課の集計

表においては、「未実施」とフラ

グ立てされるべきであったが、

「点検済み（12/10まで）」の欄

に「1：該当」フラグ立てされて

いた 

【要因[1]-63】 

 機械保修課入力担当者は、

460系 屋外配管・サポートの

前後のタスクに点検実績のあ

る「屋内配管・サポート（点検項

目：外観点検）」及び「屋外配

管・サポート（点検項目：外面塗

装）」と点検実績があるものが

記載されており、当該機器も実

績があるものとして誤入力した 

 

【要因[1]-64】 

460_V0072A 制御用空気除湿装

置Ａ除湿等入口切替弁は「別表

3-2②十分でない保全の有効性

評価を無効にして点検期限を超

過した機器のうち特別採用を実

施した機器」に計上すべきであっ

たが、「別表3-2①十分でない保

全の有効性評価を無効にして点

検期限を超過した機器のうち点

検を実施した機器」に誤って計上

した 

問題事象[1]12 
【要因[1]-65】 

機械保修課入力担当者は、集

計作業の際に、460_V0072A 制

御用空気除湿装置Ａ除湿等入

口切替弁については、再点検を

実施していないことから、「未実

施」の欄に「1」とフラグ立てを行

うべきだったが、「点検済み

（12/10まで）」の欄に「1：該当」

とフラグ立てを行った 

【要因[1]-66】 

機械保修課入力担当者は、「点

検済み（12/10まで）」、「未実

施」、「不要」のフラグ立てを行う

際に「分解点検」については、

特別採用を行っていることから

「未実施」と判断すべきであった

が、「機能・性能試験」の実績が

あることから「分解点検」につい

ても実績があると勘違いし、「点

検済（12/10まで）」が該当する

と誤った判断をした 

【要因[1]-68】 

１次系油ポンプC-A出口逆止弁

等の79機器は「保全の有効性

評価が無効になったが、点検期

限を超過をした機器」ではない

ため、機械保修課の集計表に

おいて「不要」の欄に「1：該当」

とフラグ立てされるべきであった

が、「点検済み（12/10まで）」の

欄に「1：該当」とにフラグ立てさ

れていた 

 

【要因[1]-67】 

「別表３－２① 十分でない保全

の有効性評価を無効にして点検

期限を超過した機器のうち点検を

実施した機器」のリストに点検不

要の機器（１次系油ポンプC-A出

口逆止弁等の79機器）が誤って

計上された 

問題事象[1]13 

【要因[1]-69】 

機械保修課入力担当者は、１

次系油ポンプC-A出口逆止弁

等の79機器を保全の有効性評

価が無効になった不適合の情

報ではなく、直近の点検が不

十分な機器を基に「点検済み

（12/10まで）」、「未実施」、「不

要」のカテゴリの中から「実施

済み」を選択した 

 

【要因[1]-70】 

点検済の電磁ポンプ冷却系

B安全弁等の7機器は「別表

3-1②直近の点検が十分で

なかった機器のうち特別採

用を実施した機器」のリスト

に誤って計上された 

問題事象[1]14 

 

【要因[1]-73】 

配管支持構造物（430系）に

ついて「別表3-1①直近の点

検が十分でなかった機器の

うち点検を実施した機器」の

リストに計上すべきところを、

「別表3-2①十分でない保全

の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器の

うち点検を実施した機器」の

リストに計上された 

問題事象[1]15 【要因[1]-74】 

配管支持構造物（430系）は保

全の有効性評価が無効に伴い、

点検期限を超過をした機器では

ないため、機械保修課の集計表

において「不要」の欄に「1：該

当」とにフラグ立てされるべきで

あったが、「点検済み（12/10ま

で）」の欄に「1：該当」とフラグ立

てされていた 

*[1]5 

*[1]5 

*[1]6 

＊[1]8 

＊[1]8 

 

【要因[1]-71】 

電磁ポンプ冷却系B安全弁等

の7機器は「直近の点検が十分

でなかった機器」であり、12/10

までに点検を実施した機器で

あることから、機械保修課の集

計表においては「点検済み

（12/10まで）」の欄に「1：該当」

とフラグ立てされるべきであっ

たが、「不要」の欄に「1：該当」

とフラグ立てされていた 

 

【要因[1]-72】 

機械保修課入力担当者は、電

磁ポンプ冷却系B安全弁等の7

機器を別表3-1②直近の点検

が十分でなかった機器のうち

点検を実施した機器のリストに

計上すべき機器であったことか

ら、機械保修課の集計表にお

いては、「点検済み（12/10ま

で）」の欄に「1」とフラグ立てを

行うべきであったが、誤って「不

要」の欄に「1」とフラグ立てを

行った 

*[1]5 

＊[1]8 

【要因[1]-75】 

機械保修課入力担当者は、配

管支持構造物（430系）につい

て保全の有効性評価が無効に

なった不適合の情報ではなく、

直近の点検が不十分な機器を

基に「点検済み」、「未実施」、

「不要」のカテゴリの中から「未

実施」を選択し、「1」とフラグ立

てを行った 

*[1]8 

*[1]5 

記載の誤り16-1 

記載の誤り16-2 

記載の誤り17 

記載の誤り18 

記載の誤り19 



添付資料-2 「「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤り」に関する要因分析図（機械保修課[1]）【5／5】
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【要因[1]-79】 

 窒素ガス供給系出口遠隔操

作弁等の19機器は、別表3-2②

十分でない保全の有効性評価

を無効にした機器のうち、特別

採用を実施し機器及び別表3-3

②保全方式を事後保全又は状

態基準保全から時間基準保全

に変更した機器のうち特別採用

を実施した機器の両方に計上

するために機械保修課の集計

表においては、保全の有効性評

価無効及び保全方式変更の欄

に「1：該当」とフラグ立てすべき

であったが、保全の保全の有効

性評価無効の欄にのみ「1：該

当」とフラグ立てされていた 

問題事象[1]16 

 

【要因[1]-80】 

機械保修課の入力担当者は、

保全方式の変更に関わる不適

合報告書に添付されたリストを

参照し、対象機器を確認しつつ

入力作業を行うべきであったが、

不適合の対象について十分な

確認が行えていなかったため、

保全の有効性評価の無効にの

み該当すると誤った判断をした 

【要因[1]-81】 

機械保修課TLは、集計作業の

結果に対してエビデンス等を用

いた十分な確認作業を実施す

べきであったが、確認が十分に

できなかったため、誤った集計

結果であることに気付かなかっ

た 

【要因[1]-64】 

機械保修課TLは、当該機器が

どの不適合報告書に分類され

るかについてはエビデンス（不

適合報告書の添付リスト）を用

いた確認作業を行っていたが、

作業工程が短いことから、適切

な確認を行うことができなかっ

た 

*[1]7 

直接要因[１]-（6） 

直接要因[１]-（7） 

【要因[1]-76】 

機械保修課の入力担当者は、

電気保修課の作業遅れに伴い、

作業期間が延長された際に不

適合報告書の内容を再度確認

し、別表3の記載について確認

する必要があったが、確認作業

を行わなかった 

【要因[1]-77】 

課内取りまとめの機械保修課長

代理は、再度確認するよう指示

を行うべきであったが、再確認

する指示を行わなかった 

*[1]7 

【要因[1]-78】 

機械保修課は保全方式と有効

性評価と重複した窒素ガス供給

系出口遠隔操作弁等の19機器

について、「別表3-2②十分でな

い保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のう

ち特別採用を実施した機器」に

のみ計上したため「別表3-3②

保全方式を事後保全又は状態

基準保全から時間基準保全に

変更した機器のうち特別採用を

実施した機器」のリストに誤って

計上されなかった 
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添付資料-2 「「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤り」に関する要因分析図（燃料環境課[2]）【1／2】

添付資料－2[2]－1

Ｇ H

1

A-1 B-1 C-1 D-1 Ｅ-1

A B C D E Ｆ

Ｆ-1 Ｇ-1 H-1

2

A-2 B-2 C-2 D-2 Ｅ-2 Ｆ-2 Ｇ-2 H-2

3

A-3 B-3 C-3 D-3 Ｅ-3 Ｆ-3 Ｇ-3 H-3

4

A-4 B-4 C-4 D-4 Ｅ-4 Ｆ-4 Ｇ-4 H-4

Ｆ-5 Ｇ-5 H-5

5

A-5 B-5 C-5 D-5 Ｅ-5

I

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

Ｊ

Ｊ-1

Ｊ-2

Ｊ-3

Ｊ-4

Ｊ-5

【要因[1]-82】 

 「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律

第36条（現第43条の3の23）第1

項の規定に基づく保安のため

に必要な措置命令について（平

成25年5月29日原管P発第

1305293号）」に対する対応結

果報告」の本文の未点検機器

の解消状況及び別表3の「不適

合の処置を実施した機器リス

ト」の記載内容に誤りがあった 

頂上事象 

【要因[2]-10】 

燃料環境課では「別表3-1① 直

近の点検が十分でなかった機器

のうち点検を実施した機器」に記

載した機器のうち、定電圧電源

直流電源（641_D0002）の機器数

を「2」とすべきところ、「1」と誤っ

た記載があった 

問題事象[2]1 

【要因[2]-9】 

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）

は、別表3-1①の元となる集計

表を作成する際、当該機器の機

器数について「2」とすべきところ、

「1」と誤った入力をした 

【要因[2]-3】 

燃料環境課は、集計表を作成し

た際、課内において集計表の内

容について誤りがないことを確

認すべきであったが、確認しな

かった 

【要因[2]-4】 

燃料環境課は、別表3-1①の元

となる集計表を作成した際、定

電圧電源直流電源（641_D0002）

の機器数に誤りがあることを発

見できなかった 

【要因[2]-8】 

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）

は、集計表を作成する際、不適

合報告書のリストの機器数（当

該機器数が「2」を含む）を全て確

認すべきであったが、確認しな

かった 

【要因[2]-5】 

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、

別表3-1①の元となる集計表を作成

する際、不適合報告書を元に「配管

支持構造物（9機器）」を点検期限を

超過した機器で「実施済」であると判

断して記載すべきであったが、集計

表に計上する必要があることを理解

していなかった 

【要因[2]-7】 

燃料環境課では「別表3-1① 直

近の点検が十分でなかった機器

のうち点検を実施した機器」とし

て「配管支持構造物（9機器）」の

記載が抜けていた 

問題事象[2]2 

【要因[2]-6】 

燃料環境課は、別表3-1①の元と

なる集計表を作成した際、「配管

支持構造物（9機器）」の記載が抜

けていることを発見できなかった 

*[2]1 

*[2]3 

*[2]3 

 

【要因[2]-2】 

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）

は、プラント保全部次長から集

計作業の依頼を受けた際に、集

計作業体制（チェックを含む）、

作業結果を確認する手順や用

語の定義、集計表に記載する対

象等（インプット及びアウトプッ

ト）を文書等により明確化すべき

であったが、文書等により明確

にしなかった 

【要因[2]-1】 

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、

プラント保全部次長から集計作業

の依頼を受けた際に、集計作業体

制（チェックを含む）、作業結果を確

認する手順や用語の定義、集計表

に記載する対象等を文書等により

明確化すべきであったが、非定常

業務を含め全ての業務を実施する

場合に計画が必要であることを理

解していなかった 

直接要因[2]-（1） 

*[2]1 

 

【要因[2]-17】 

 集計取りまとめ責任者（プラン

ト保全部次長）は、燃料環境課

に作業結果を確認する手順や用

語の定義、集計表に記載する対

象等を文書等（インプット及びア

ウトプット）により明確化して作業

を指示すべきであったが、確認

方法についても明確にして指示

しなかった 

*[2]1 

直接要因[2]-（2） 

*[2]2 

*[2]2 

*[2]2 

【要因[2]-14】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、QMSに関する

基本教育は受けていたが、保守

管理業務以外の個別QMSに関

する教育は受けていなかった 

【要因[2]-16】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、判断基準や手

順、とりまとめた後の確認を明

確にした計画書を作成すべきで

あったが、各課において集計作

業に必要な未点検機器等の数

の洗い出しは既にできているの

で単純作業しかないと思い込み、

計画書で明確にするような事項

はないと誤認した 

【要因[2]-15】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、非定常業務に

ついても「業務の計画に係る作

成要領」の適用範囲であること

を理解していなかった 
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添付資料-2 「「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤り」に関する要因分析図（燃料環境課[2]）【2／2】
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【要因[2]-13】 

燃料環境課では「別表3-2② 十

分でない保全の有効性評価を無

効にして点検期限を超過した機

器のうち特別採用を実施した機

器」として「620系 フローメータ（2

機器）」の記載が抜けていた 

問題事象[2]3 

【要因[2]-11】 

燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）

は、別表3-2②の元となる集計表

を作成する際、当該機器の分解

点検が行われていないことから

「未実施」とすべきであったが、

当該機器について保全計画に基

づき外観点検及び特性試験を実

施しているため「不要」と誤認し

た 

【要因[2]-12】 

燃料環境課は、別表3-2②の元

となる集計表を作成した際、

「620系 フローメータ（2機器）」が

抜けていることを発見できなかっ

た 

*[2]3 

*[2]1 

*[2]2 
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添付資料-2 「「もんじゅ」に係る保安措置命令に対する報告書の不適合処置を実施した機器の集計誤り」に関する要因分析図（施設保全課[3]）【1／1】
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【要因[１]-８２】 

「核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律第

36条（現第43条の3の23）第1項

の規定に基づく保安のために必

要な措置命令について（平成25

年5月29日原管P発第1305293

号）」に対する対応結果報告」の

本文の未点検機器の解消状況

及び別表3の「不適合の処置を

実施した機器リスト」の記載内

容に誤りがあった 

頂上事象 
【要因[３]-１２】 

施設保全課入力担当者は、当

該機器の区分を自身で判断で

きなかったため、対象となる不

適合報告書1件について課長と

ともに集計取りまとめ責任者（プ

ラント保全部次長）に相談したと

ころ、｢別表3-3保全方式を変更

した機器｣に区分するよう回答を

受けたが、誤っているとは気付

かなかった 

 

【要因[３]-８】 

施設保全課長の説明は、口頭

によるものであり、本不適合報

告書の内容を的確に伝えられ

るような伝達方法ではなかった

ため、集計取りまとめ責任者（プ

ラント保全部次長）に不適合の

内容が正確に伝わらず、集計

取りまとめ責任者（プラント保全

部次長）に誤った判断をさせた 

直接要因[3]-(2) 

 

【要因[３]-１１】 

施設保全課は、特殊扉等につ

いて「別表3-2①十分でない保

全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち、

点検を実施した機器」のリストに

記載すべきであったが、誤って

「別表3-3①保全方式を事後保

全又は状態基準保全から時間

基準に変更した機器のうち点検

を実施した機器」のリストに記載

した 

問題事象[３]１ 

【要因[３]-１０】 

施設保全課長は、区分の定義

等が明確でなかったため、当該

機器の区分を特定することはで

きなかったが、絞り込んだ二つ

の区分についての相談であった

ことから、集計取りまとめ責任

者（プラント保全部次長）は容易

に判断できると思い、資料を用

いての説明は不要と考えた 

 

【要因[３]-１】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、集計作業を行

う際に、集計表における区分の

定義等の各課が集計作業を行

うために必要なインプットとアウ

トプットを明確にした計画書をプ

ラント保全部の計画書として作

成すべきであったが、作成しな

かった 

直接要因[3]-(1) 

【要因[３]-９】 

施設保全課は、自課が疑問に

感じている別表3の振り分けに

対し、適切な情報を集計取りま

とめ責任者（プラント保全部次

長）に資料等を用いて正確に伝

達すべきだったが、資料は持参

したが使用せず口頭のみで説

明した 

【要因[３]-７】 

もんじゅでは、非定常業務を含

め全ての業務を実施する場合に

計画が必要であることを「もん

じゅ業務の計画に係る作業要

領」に基づき教育を行うべきで

あったが、これについて所員に

理解させる教育を繰り返し行っ

ていなかった 

【要因[３]-６】 

プラント保全部は、QMSに関す

る教育について、配属になった

者や改正教育の教育対象者等

を明確にして教育及び理解度確

認を実施すべきだったが、新規

配属者に対して「もんじゅ業務の

計画に係る作業要領」の内容に

ついての教育が行われていな

かった 

【要因[３]-１３】 

プラント保全部内では、別表3を

作成するための要求事項につ

いて明確になっていなかった 

記載の誤り３３ 

【要因[３]-２】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、判断基準や手

順、取りまとめた後の確認を明

確にした計画書を作成すべきで

あったが、単純作業しかないと

思い込み、計画書で明確にする

ような事項はないと誤認した 

【要因[３]-３】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、各課が行う必

要のある作業を把握し適切な作

業見積りを行い、、監視・測定

及び検証のための事務局を置

いて集計作業を行うべきだった

が、各課において集計作業に必

要な未点検機器等の数の洗い

出しは既にできているので自ら

が作業を行えばよいと考えた 

【要因[３]-４】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、非定常業務に

ついても「もんじゅ業務の計画

に係る作業要領」の適用範囲で

あることを理解していなかった 

【要因[３]-５】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、ＱＭＳに関す

る基本教育は受けていたが、保

守管理業務以外の個別ＱＭＳ

に関する教育は受けていなかっ

た 

組織の要因[1]-（1）-（1） 

組織の要因[1]-（1）-（3） 

組織の要因[1]-（1）-（2） 

組織の要因[1]-（1）-（1） 
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添付資料－2[4]－1

1

A-1 B-1

A B C D

C-1 D-1 Ｅ-1 Ｆ-1

Ｇ H Ｉ ＪE Ｆ

Ｉ-1 Ｊ-1Ｇ-1 H-1

Ｇ-2 H-2 Ｉ-2 Ｊ-2

3

A-3 B-3 C-3 D-3 Ｅ-3 Ｆ-3 Ｇ-3 H-3 Ｉ-3 Ｊ-3

2

A-2 B-2 C-2 D-2 Ｅ-2 Ｆ-2

Ｉ-4 Ｊ-4

4

A-4 B-4 C-4 D-4 Ｅ-4 Ｆ-4 Ｇ-4 H-4

 

【要因[4]-13】 

保全計画課主査は、集計作業を

行うにあたり、手順を検討し、明

確にすべきであったが、明確に

しなかった 

【要因[4]-8】 

保全計画課主査は、システム管

理チームに対して最新のデータ

を基に集計するよう依頼しな

かったため、システム管理チー

ムは、単発的な作業と思い込み、

保全計画課主査から依頼を受

けた時点での情報を用いた集計

作業は実施したが、データ更新

に伴う再集計作業は行わなかっ

た 

【要因[1]-82】 

「核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律第

36条（現第43条の3の23）第1項

の規定に基づく保安のために必

要な措置命令について（平成25

年5月29日原管P発第1305293

号）」に対する対応結果報告」の

本文の未点検機器の解消状況

及び別表3の「不適合の処置を

実施した機器リスト」の記載内

容に誤りがあった。 

頂上事象 
 

【要因[4]-6】 

保全計画課主査は、技術根拠

が整備された機器数について、

「保守管理支援システム」に入

力された最新の情報を基に集計

すべきであったが、最新でない

情報を用いた集計結果を「保守

管理支援システム」への入力作

業を行うシステム管理チームか

ら入手し、誤った情報を課長に

報告した 

【要因[4]-7】 

保全計画課主査は、技術根拠

の整備された機器数が日々更

新されていることを認識し、更新

された場合は、システム管理

チームから再集計した機器数を

入手するべきであったが、入手

しなかった 

【要因[4]-5】 

保全計画課は、旧36条報告書

において「技術根拠を整備した

機器数」に誤った数を記載した 

問題事象[４]１ 

【要因[4]-11】 

保全計画課主査は、「点検項目、

内容、点検間隔/頻度」の変更

がなかった機器の総数を算出し、

その値を母数から差し引くことで

「点検項目、点検内容、点検間

隔/頻度を変更した機器数」を求

めようとしたが、「点検項目、内

容、点検間隔/頻度」の変更が

なかった機器数の算出を誤った 

 

【要因[4]-20】 

保全計画課長は、保全計画課

主査から報告のあった件数を再

度検証すべきであったが、検証

作業は行わなかった 

 

【要因[4]-21】 

保全計画課長は、本作業は保

守管理支援システムに入力さ

れた情報を抽出する単純作業

であったため、再度検証する必

要はないと考えた 

直接要因[４]-(２) 

【要因[4]-2】 

保全計画課長は、報告書に最

新の機器数を記載することを目

的とした集計作業を行う上での

条件等について事前説明を口

頭で行ったが、課員が重要性を

十分理解できるような説明を行

わなかった 

 

【要因[4]-4】 

保全計画課長は、最新の機器

数を算出するという要求事項の

重要性について課員が正しく理

解していることを確認せず、正確

に集計作業を実施するための重

要性を課員と共有しておらず、

作業を正しく仕上げるための取

組みが十分ではなかった 

直接要因[４]-(３) 

直接要因[４]-(１) 

【要因[4]-10】 

保全計画課は、旧36条報告書

において「点検項目、点検内容、

点検間隔/頻度を変更した機器

数」に誤った数を記載した 

問題事象[４]２ 
【要因[4]-14】 

保全計画課主査は、保全計画

課長から集計作業の依頼を受

けた際に、手順及び作業結果の

確認方法を文書等により明確化

すべきであったが、非定常業務

を含め全ての業務を実施する場

合に計画が必要であることの理

解が不足していた 

【要因[4]-12】 

保全計画課主査は、「点検項目、

内容、点検間隔/頻度」の変更

がなかった機器数を算出するた

めに、集計表の余白部分（各

ページで計上された件数を記載

する箇所）に小計結果を記載し

ていたが、総数を算出する際に、

数ページ分の小計結果の計算

が抜けてしまった 

【要因[4]-9】 

保全計画課主査は、最新の機

器数を算出するよう保全計画課

長から指示を受けており、システ

ム管理チームに対しこの要求事

項を伝える必要があったが、伝

えることを失念した 

【要因[4]-1】 

保全計画課主査は、保全計画

課長からの指示が口頭であった

ため、要求事項の重要性を十分

に理解していなかった 

４．中間管理要因 
４－５－１  部署レベルのコミュニケーション 

記載の誤り３５ 

記載の誤り３５ 

＊[4]1 

組織の要因[4]-(1)-(2) 

【要因[4]-15】 

もんじゅでは、非定常業務を含

め全ての業務を実施する場合に

計画が必要であることを「もん

じゅ業務の計画に係る作成要

領」に基づき教育を行うべきで

あったが、これについて所員に

理解させる教育を繰り返し行っ

ていなかった 

【要因[4]-3】 

保全計画課長は、課員が実施

している内容を自ら確認し、業

務を確実にすべきであったが、

自ら行うべき役割、職務と責任

の自覚が不足しており、担当者

等に業務を任せっきりにしてそ

の計画や実施結果を自ら確認

しておらず、ラインとしての

チェックやフォローができてい

なかった 

4.中間管理要因 
４－７－１  役割・責任 

組織の要因[4]-（1）-（1） 

＊[4]1 

＊[4]2 

組織の要因[1]-(1)-(3) 
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添付資料－2[4]－2

A B C D Ｇ H Ｉ ＪE Ｆ

5

A-5 B-5 C-5 D-5 Ｅ-5 Ｆ-5 Ｇ-5 H-5 Ｉ-5 Ｊ-5

6

A-6 B-6 C-6 D-6

7

A-7 B-7 C-7 D-7 Ｅ-7 Ｆ-7 Ｇ-7 Ｈ-7

Ｅ-6 Ｆ-6 Ｇ-6 H-6 Ｉ-6 Ｊ-6

Ｉ-7 Ｊ-7

 

【要因[4]-22】 

保全計画課長は、報告書本文

において「点検項目、点検内容、

点検間隔/頻度を変更した機器

数」が誤っていることに気付かな

かった 

 

 

【要因[4]-23】 

保全計画課長は、保全計画課

主査からは、口頭による結果報

告を受けたが、作業内容を確認

しなかった 

直接要因[４]-(５) 

 

 

【要因[4]-16】 

保全計画課長は、保全計画課

主査に対して、作業手順、作業

結果を確認する方法等について

文書等により明確にするよう指

示すべきであったが、指示しな

かった 

直接要因[４]-(４) 

【要因[4]-17】 

保全計画課長は、集計作業を行

う際の手順の必要性を理解して

いなかった 

【要因[4]-18】 

保全計画課長は、本作業が非

定常業務に該当し、「もんじゅ業

務の計画に係る作成要領」の適

用範囲であることを認識すべき

であったが、単純作業であること

から作業計画書を作成するとの

認識が欠けていた 

【要因[4]-19】 

保全計画課長は、非定常業務

についても「もんじゅ業務の計画

に係る作成要領」の適用範囲で

あり、本作業が「もんじゅ業務の

計画に係る作成要領」の適用範

囲であるとの理解が不足してい

たため、業務計画書を作成する

必要があると考えが及ばなかっ

た 

＊[4]1 

＊[4]2 

組織の要因[1]-(1)-(2) 

組織の要因[1]-(1)-(1) 
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添付資料－2[5]－1
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7

A-7 B-7 C-7 D-7 Ｅ-7 Ｆ-7 Ｇ-7 H-7

Ｆ-5 Ｇ-5 H-5

6

A-6 B-6 C-6 D-6 Ｅ-6 Ｆ-6

5

A-5 B-5 C-5 D-5 Ｅ-5

Ｇ-6 H-6

4

A-4 B-4 C-4 D-4 Ｅ-4 Ｆ-4 Ｇ-4 H-4

3

A-3 B-3 C-3 D-3 Ｅ-3 Ｆ-3 Ｇ-3 H-3

2

A-2 B-2 C-2 D-2 Ｅ-2 Ｆ-2 Ｇ-2 H-2

Ｇ H

1

A-1 B-1 C-1 D-1 Ｅ-1

A B C D E Ｆ

Ｆ-1 Ｇ-1 H-1

I

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

J

J-1

J-2

J-3

J-4

J-5

J-6

J-7

【要因[5]-10】 

部付技術主幹は、不適合報

告書に添付した機器リストか

ら転記する際、機器番号又

は機器名称を誤って記載し

た 

【要因[1]-82】 

「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法

律第36条（現第43条の3の

23）第1項の規定に基づく保

安のために必要な措置命令

について（平成25年5月29日

原管P発第1305293号）」に対

する対応結果報告」の本文の

未点検機器の解消状況及び

別表3の「不適合の処置を実

施した機器リスト」の記載内

容に誤りがあった。 

【要因[5]-15】 

部付技術主幹は、不適合報

告書に添付した機器リスト

から転記する際、「別表3-4

②保全計画に追加する機器

のうち特別採用を実施した

機器」に記載すべき機器が

抜け落ちた 

【要因[5]-6】 

部付技術主幹は「別表3-4

①保全計画に追加する機

器のうち点検を実施した機

器」に本来記載すべき機器

と異なった機器を誤って記

載した 

【要因[5]-14】 

部付技術主幹は、単純な転

記作業であっても記載した内

容に誤りがないことを確認す

べきだったが、ダブルチェック

を行い確実に誤記をしない手

順を行う等、作業を行う前の

段取りが不足していた 
 

【要因[5]-22】 

部付技術主幹は、点検計画

(Rev.15)に誤った機器番号として

記載されていたことから、設計図

書との確認で保全計画に不記載

と判断し、追加機器でないものも

誤って追加機器として別表3-4②

保全計画に追加する機器のうち

特別採用を実施した機器」に記

載した 

【要因[5]-16】 

部付技術主幹は、「別表3-4②保

全計画に追加すべき機器のうち

特別採用を実施した機器」に記

載すべき機器を点検実績がある

と思い込み、誤って「別表3-4①

保全計画に追加する機器のうち

点検を実施した機器」に記載した 

【要因[5]-17】 

部付技術主幹は、不適合報告書

の資料に点検日が記載されてい

なかったことから、11月末に電気

保修課から点検予定日を記載し

た情報を入手し、その資料に記

載された当該機器の「H26年12月

7日点検予定」の記載を点検実施

済みと誤認した 

【要因[5]-19】 

部付技術主幹は、「別表3-4①保

全計画に追加する機器のうち点

検を実施した機器」及び「別表3-

4②保全計画に追加すべき機器

のうち特別採用を実施した機器」

に記載すべき機器を点検実績が

あることから「点検不要」に誤っ

て区別し記載しなかった 

【要因[5]-20】 

部付技術主幹は、本来、不

適合報告書(14-98)を基に、

記載すべきであったが、保

全計画課長経由で電気保

修課から入手した資料にて

点検実績があることから「点

検不要」として、別表3-4①、

別表3-4②に該当する機器

ではないと誤った判断をした 

 

【要因[5]-5】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、旧36条報告書

にインプットする際、不適合報告

書で抽出された機器に対して

「点検不要」、「特別採用（未実

施）」、「点検済み」の用語の定

義を明確にしなかった 

【要因[5]-12】 

部付技術主幹は、機器名

称及び機器番号を転記した

際に記載誤りの有無を再度

確認すべきだったが、確認

しなかった 

直接要因[5]-（2） 

 

【要因[5]-23】 

部付技術主幹は、12月16

日に指示があった機器名

称及び機器番号は、最新

の保全計画（Rev.17）に基

づいて作成すべきであっ

たが、しなかった 

直接要因[5]-（3） 

【要因[5]-24】 

部付技術主幹は、機器名

称及び機器番号を最新の

保全計画（Rev.17）に基づ

いて作成する指示が集計

取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）からの口頭

による指示のみであった

ため気が付かなかった 

【要因[5]-21】 

部付技術主幹は、12月8日

の集計取りまとめ責任者（プ

ラント保全部次長）から「点

検不要」「特別採用（未実

施）」「点検済み」の区分に

係る説明を正しく理解してい

なかった 

【要因[5]-4】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、QMSに関する

基本教育は受けていたが、保守

管理業務以外の個別QMSに関

する教育は受けていなかった 

【要因[5]-1】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、判断基準や手

順、取りまとめた後の確認を明

確にした計画書を作成すべきで

あったが、単純作業しかないと

思い込み、計画書で明確にする

ような事項はないと誤認した 

【要因[5]-3】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、非定常業務に

ついても「もんじゅ業務の計画に

係る作成要領」の適用範囲であ

ることを理解していなかった 

【要因[5]-13】 

部付技術主幹は、記載誤

りの有無を再度確認すべ

きであったが、単純な転記

作業であり、確認する意識

が希薄だった 

【要因[5]-18】 

部付技術主幹は、記載された

点検予定日とおりに点検がなさ

れたことを設備担当課に確認

すべきだったが、部付技術主幹

は、転記する際に確認した資料

では点検予定日を過ぎていた

にも関わらず、点検を実施した

と思い込み、設備担当課への

確認をしなかった 

記載の誤り2 

記載の誤り3 

記載の誤り9 

記載の誤り8 

記載の誤り10 

記載の誤り11 

*[5]1 

*[5]4 

 

【要因[5]-7】 

部付技術主幹は、不適合報

告書(14-98)を基に、機器名

称及び機器番号を記載すべ

きであったが、事前に入手し

た資料に誤って記載された

手書きの情報を記載した 

直接要因[5]-（1） 

【要因[5]-8】 

部付技術主幹は、不適合報

告書(14-98)を基に、機器名

称及び機器番号を記載すべ

きであったが、事前に入手し

た資料が不適合報告書(14-

98)のベースとなる資料である

ことから問題ないと考え、不

適合報告書を使用しなかった 

【要因[5]-9】 

部付技術主幹は、不適合報

告書(14-98)を使用すべきで

あったが、その認識も不足し

ており、不適合報告書を用

いて転記する手順もなかっ

た 

【要因[5]-2】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、集計作業を行う

際に、集計表における区分の定

義等の各課が集計作業を行うた

めに必要なインプットとアウトプッ

トを明確にした計画書をプラント

保全部の計画書として作成する

必要があったが、作成しなかった 

【要因[5]-11】 

部付技術主幹は、不適合報

告書に添付した機器リストか

ら転記する際、見誤って隣接

等に記載されていた異なっ

た機器番号又は機器名称を

記載した 

*[5]3 

頂上事象 

問題事象[5]1 

問題事象[5]2 

問題事象[5]3 

問題事象[5]4 

問題事象[5]5 

直接要因[5]-（4） 

問題事象[5]6 

直接要因[5]-（5） 

*[5]3 

*[5]1 

*[5]4 

*[5]1 

組織の要因[1]-(1)-(1) 

組織の要因[1]-(1)-(1) 

組織の要因[1]-(1)-(3) 

組織の要因[1]-(1)-(2) 
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【要因[6]-32】 

電気保修課のデータ処理担当者は、別表３に記

載する機器番号及び機器名称を保全計画Rev15

のものからRev17のものに修正するという指示に

基づき転記した内容に誤りがあることを確認によ

り発見すべきであったが、一部機器で生じた誤記

（※）を発見することが出来なかった。 

※ 当該機器のRev17における機器名称及び機

器番号を記載すべきであったが、当該機器とは

異なる機器の機器名称及び機器番号を誤って転

記した 

【要因[6]-16】 

電気保修課の集計表作成者は、別表３に

記載する機器数を計数するために機器数

と集計表記載機器の行数を同一とするこ

ととしていた。（例：機器数が３台である機

器の場合、集計表には３行記載する） 

この際、複数台ある機器の一部について

誤って１行としてしまった箇所があり、これ

を確認の段階で発見すべきであったが、

発見できなかった 

【要因[6]-66】 

 電気保修課は「別表３-１② 直近の点

検が十分でなかった機器のうち特別採用

を実施した機器」及び「別表３-２② 十分

でない保全の有効性評価を無効にして点

検期限を超過した機器のうち特別採用を

実施した機器」に記載した機器の機器番

号及び機器名称を誤って記載した 

問題事象[6]2 

【要因[6]-67】 

 電気保修課は「別表３-２② 十分

でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち特

別採用を実施した機器」に記載した

機器の機器数を誤って記載した 

【要因[6]-68】 

 電気保修課は「別表３-２① 十分

でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち点

検を実施した機器」に記載した機器

の機器番号、機器名称及び機器数

を誤って記載した 

【要因[6]-37】 

 電気保修課のデータ処理担当者は、別表３に

記載する機器番号及び機器名称を保全計画

Rev15のものからＲｅｖ17に修正する指示があっ

た際、全ての機器をRev17の機器番号及び機器

名称にすべきであったが、別表３-１作成の元と

なる「直近の点検が不十分だった機器のリスト」

及び別表３-２作成の元となる「過去の保全の有

効性評価が不十分だった機器のリスト」に記載さ

れた一部の機器についてはＲｅｖ17の機器番号

及び機器名称ではなかった 

【要因[6]-65】 

電気保修課は「別表３-２① 十分で

ない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち点検

を実施した機器」に誤って「点検不

要」の機器を計上した 

問題事象[6]1 

【要因[1]-82】 

「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律第36条（現第43条の

3の23）第1項の規定に基づく保安のため

に必要な措置命令について（平成25年5

月29日原管P発第1305293号）」に対する

対応結果報告」の本文の未点検機器の解

消状況及び別表3の「不適合の処置を実

施した機器リスト」の記載内容に誤りが

あった 

【再掲】 

頂上事象 

【要因[6]-55】 
 電気保修課の点検区分入力者の一部は、別表３-２
作成の元となる「過去の保全の有効性評価が不十分

だった機器のリスト」の一部の機器において、有効性

評価が無効になり点検期限が従前の周期に戻された

が、点検期限を超過していない（集計表の「12月10日
時点における点検期限の超過の有無」の欄に記載す

る区分（以下、「超過区分」という）が「未超過」となっ

ていた）ため、別表３に計上しない点検区分である「不

要」と区分するべきであったが、誤って別表３に計上

する集計表の「点検の実施の有無」の欄に記載する

区分（以下、「点検区分」という）を「実施済」と区分し

てしまった 

【要因[6]-57】 

 電気保修課の点検区分入力結果

確認者の一部は、点検区分の入力

結果について確認を行ったが、この

際に誤り（点検区分を「不要」と区分

すべきところを「実施済」と区分して

いた等）を発見できなかった 

【要因[6]-56】 

 電気保修課の点検区分入力結果確認者の一

部は、未超過に該当する機器は、点検実績の有

無にかかわらず、別表３-２作成の元となる「過去

の保全の有効性評価が不十分だった機器のリス

ト」の点検区分では別表３に計上しない点検区分

である「不要」に該当すると判断すべきであった

が、一部の点検区分入力者と同様に、点検実績

のみを参照して、12/10以前に点検実績があるこ

とから点検区分が別表３に計上する点検区分で

ある「実施済」に該当すると誤った認識をしてい

た 

【要因[6]-54】 

電気保修課の点検区分入力者の一部は、超過

区分（超過、未超過）のうち、未超過に該当する

機器は、点検実績の有無にかかわらず、別表３-

２作成の元となる「過去の保全の有効性評価が

不十分だった機器のリスト」の点検区分では別表

３に計上しない点検区分である「不要」に該当す

ると判断すべきであったが、点検実績のみを参

照して、12/10以前に点検実績があることから点

検区分が別表３に計上する点検区分である「実

施済」に該当すると誤って判断した 

【要因[6]-52】 

電気保修課では、TBM資料等を用

いた作業の結果が要求事項に沿うも

のか事前に確認するため、TBM資料

を用いた試作業等を行うべきであっ

たが、TBM資料を用いた試作業を実

施しなかった 

【要因[6]-35】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代

理は、電気保修課のデータ処理担当者か

ら保全計画（Rev.17）のデータについて提

示を依頼された際に、正式版のRev.17で

あることを確認して提示すべきであったが、

提示するデータの確認をせずに誤って正

式版ではないデータを提示した 

【要因[6]-53】 

電気保修課の点検区分入力者に配布された

TBM資料では「未超過」-「実施済」等の区分され

るべきではない組合せについて記載しない又は

当該の組合せがないことを明示すべきであった

が、集計作業に用いたTBM資料では当該組合せ

についても記載がなされ、説明欄に「-」と記載す

ることでのみ当該の組合せがないことを示してい

たため、｢未超過｣-「実施済」の組合せがないこと

を明確に示していなかった 

 

 

【要因[6]-50】 

課内取りまとめ責任者の電気保修

課長代理は、TBM資料を用いた作

業のアウトプットが要求事項に適合

しているかを確認するために実施す

る試作業等に要する時間を確保す

べきであったが、必要な時間を確保

しなかった 

直接要因[6]-(1) 
*[6]1 

直接要因[6]-(2) 

【要因[6]-9】 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）及

び課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、

作業の実施に当たって明確な作業量等を見積り、

作業計画を立案すべきだったが、関係者間との

調整や総合的な工程管理や集計作業を仕上げ

るための計画（作業期間の確保（変更を含む））

の検討が十分でない等、「7.1業務の計画」を理

解して計画を作成する取組みが不足していた 

【要因[6]-10】 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次

長）は課内取りまとめ責任者の電気保修

課長代理に作業を指示する際、期限のみ

を伝え、見積り依頼を明確に指示しておら

ず、また課内取りまとめ責任者の電気保

修課長代理も指示を実現するための方策

のみを考え、作業の見積もりを実施し適

切な期間を見積もることに思い至らなかっ

た 

4.中間管理要因 
４－９－３  工程・計画 

【要因[6]-12】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代

理は、作業計画書を「もんじゅ業務の計画

に係る作成要領」に基づいて作成するよう

指示を行い、本作業の要求事項を明確に

していることを計画書作成時にレビュー項

目として定め、確実にレビューを行うべき

であったが、行えていなかった 

【要因[6]-11】 

課内取りまとめ責任者の電気保修

課長代理は、本作業が「もんじゅ業

務の計画に係る作成要領」の適用範

囲に該当し、集計作業を行う上での

要求事項及び検証等の必要事項に

ついて明確にする必要があると認識

すべきであったが、QMSに関する理

解が不足していたため、適用範囲で

はないと誤認した 

【要因[6]-36】 

電気保修課のデータ処理担当者は、別表３-１作

成の元となる「直近の点検が不十分だった機器

のリスト」及び別表３-２作成の元となる「過去の

保全の有効性評価が不十分だった機器のリスト」

の機器番号及び機器名称を保全計画Rev15のも

のからＲｅｖ17のものに修正する際、適切に反映

されたデータを元に修正するべきであったが、

誤った情報が含まれていたデータ（Rev17用に作

成していた別のデータ）を使用して機器番号を修

正した 

 

【要因[6]-34】 

課内取りまとめ責任者の電気保修

課長代理は、保全計画（Rev17）の正

式なデータ（最新データ）の所在を

知っているべきであったが、その所

在を知らなかった 

 

【要因[6]-33】 

課内取りまとめ責任者の電気保修

課長代理は、保全計画改定作業に

係るデータの管理を監督しているべ

きであったが、課内の保全計画改定

作業担当チームにその監督業務を

任せていた 

 

【要因[6]-2】 

電気保修課では、集計表作成作業を電気

保修課の集計表作成者が１人で担当して

おり、集計表作成者が作成したデータに

抜けがないことを確認できるような体制と

すべきであったが、そのような体制とは

なっていなかった 

【要因[6]-31】 

電気保修課のデータ処理担当者は、別表

３の機器番号及び機器名称を修正する際、

タスクIDを基に各機器の機器番号及び機

器名称がどのように変更となったのかを

特定すべきであったが、集計表のタスクID

が削除されていたことから、機器番号及び

機器名称がどのように変更となったかを

特定できなかった 

【要因[6]-19】 

電気保修課長代理は、集計表の加

工作業を報告書取りまとめ担当者に

依頼した際に、タスクIDが重要な情

報だということを伝えておくべきで

あったが、その情報が報告書取りま

とめ担当者に伝わっていなかった 

【要因[6]-18】 

電気保修課では、タスクID等の集計

に必要な情報等について明確にし、

集計表の加工作業を依頼すべき

だったが、正確に集計作業を実施す

るための重要性を関係者と共有して

おらず、作業を正しく仕上げるため

の取組みが十分ではなかった 

4.中間管理要因 
４－５－１ 部署レベルのコミュニケーション 

問題事象[6]3 

問題事象[6]4 

【要因[6]-20】 

電気保修課長代理の依頼により集

計表の加工作業を行った報告書取り

まとめ担当者は、集計上、タスクＩＤ

は不要と思い、誤って削除してしまっ

た 

組織の要因[6]-（1）-（1） 

組織の要因[6]-（4）-（1） 

直接要因[6]-(3) 

直接要因[6]-(4) 

*[6]1 

*[6]2 

*[6]3 

*[6]4 

【要因[6]-1】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代

理は、集計表に抜けがない等の確認を行

うために必要な人員を配置し、作業負荷、

作業時間等の実態把握を行って課題に対

応すべきであったが、各担当者に任せて

しまい、作業の進捗状況のみ確認し、集

計表作成者が要求事項に沿った集計表を

作成していることを確認していなかった 

*[6]5 

記載の誤り６，２６，２９ 

記載の誤り７ 

記載の誤り２１ 

記載の誤り２２ 

組織の要因[1]-（1）-（3） 

組織の要因[1]-（4）-（1） 

組織の要因[1]-（4）-（1） 
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【要因[6]-69】 

 電気保修課は「別表３-１① 直近

の点検が十分でなかった機器のうち

点検を実施した機器」に点検を実施

した機器を誤って記載しなかった 

【要因[6]-70】 

電気保修課は「別表３-２② 十分でない

保全の有効性評価を無効にして点検期限

を超過した機器のうち特別採用を実施し

た機器」に記載すべき機器を「別表３-２① 

十分でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち点検を

実施した機器」に誤って記載した 

【要因[6]-59】 

 電気保修課の点検区分入力者の一部

は、別表３-１作成の元となる「直近の点

検が不十分だった機器のリスト」における

点検実施の区分について不適合発行日

から12/10の間に点検を実施しているため

別表３に計上する点検区分である「実施

済」と区分すべきであったが、超過区分が

「未超過」となっていることから別表３に計

上しない点検区分である「不要」と誤って

区分した 

【要因[6]-71】 

 電気保修課は「別表３-３① 保全

方式を事後保全又は状態基準保全

から時間基準保全に変更した機器

のうち点検を実施した機器」に当該

機器を誤って記載しなかった 

【要因[6]-64】 

電気保修課では、別表３-３作成の

元となる「保全方式を変更した機器

のリスト」において、タスクで「実施

済」と区分されるはずのタスクを集計

に用いず、点検区分が「不要」となっ

ているタスクを集計に用いた 

【要因[6]-40】 

電気保修課では、別表３-３作成の元となる「保全方式を

変更した機器のリスト」において、同一機器のうち複数

の点検項目がある場合、点検実施日が新しい方のタス

クに集計フラグを付け、それ以外（集計フラグが立てら

れていないタスク）については集計の対象外としていた。 

しかし、電気保修課の集計フラグ入力者の一部は、「不

要」と「実施済」と区分されているタスクがある機器にお

いて、「実施済」と区分されているタスクに集計フラグを

立てるべきであったが、この時「不要」と区分されている

タスクに誤って集計フラグを立てた 

【要因[6]-22】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は電

気保修課各ＴＬに対し点検実績等の入力を指示

した際、集計表の「点検実施月」欄には保全計画

改善作業で抽出された不適合を除去するための

点検（再点検）の実績又は予定を記載するよう指

示すべきであったが、具体的にどのような点検の

実績又は予定を記載すべきなのかを明確に示さ

なかった 

【要因[6]-39】 

電気保修課の集計フラグ入力者の

一部は、「実施済」と区分されたタス

クに集計フラグを立てるべきであった

が、「１機器に１フラグ立っていれば

良い」等の誤った認識のもとで作業

を行った 

【要因[6]-45】 

電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認

作業を引き継いだ電気保修課の集計フラグ確認

者（2名）は、確認作業の内容について作業者間

で検討し、作業方法（確認内容）を決めた。この

時同一機器のうち複数の点検項目がある場合に

おいて、当該機器内において点検区分が「不要」、

「実施済」及び「未実施」にそれぞれの点検区分

に１つ集計フラグを立てる方法を採るべきであっ

たが、「１機器に１フラグ立っているかのみを確認

する」という誤った方法を採った 

【要因[6]-26】 

電気保修課では、点検実績日等の

入力結果についてダブルチェックに

より確認することになっていたが、一

部ではダブルチェックができていな

かった 

【要因[6]-58】 

 電気保修課の点検区分入力者の一部は、別表

３-１作成の元となる「直近の点検が不十分だっ

た機器のリスト」と別表３-２作成の元となる「過去

の保全の有効性評価が不十分だった機器のリス

ト」とで区分の考え方が異なることを理解しておく

べきであったが、これらを混同したため、別表３-

２作成の元となる「過去の保全の有効性評価が

不十分だった機器のリスト」の区分の考え方に基

づき超過区分が「未超過」と記載されていたこと

から別表３に計上しない点検区分である「不要」

であると判断した 

【要因[6]-49】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、別表

３-１作成の元となる「直近の点検が不十分だった機

器のリスト」と別表３-２作成の元となる「過去の保全

の有効性評価が不十分だった機器のリスト」とでは超

過区分及び点検区分の判断基準が異なることを電気

保修課の点検区分入力者（及び電気保修課の点検

区分入力結果確認者）全員が一致した認識で作業で

きるＴＢＭ資料とすべきであったが、一部担当者で誤

解が生じるような資料となっていた 

【要因[6]-38】 

電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入

力作業を指示した電気保修課のデータ処理担当

者は、集計フラグを入力する作業について作業

の変更の都度、資料の内容を更新し作業員が理

解し作業ができるよう適切に対応すべきであった

が、資料の更新等、集計作業を仕上げるための

計画（作業内容の変更を含む）の検討が十分で

なく、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成す

る取組みが不足していた 

直接要因[6]-(6) 

直接要因[6]-(5) 

直接要因[6]-(7) 

直接要因[6]-(8) 

直接要因[6]-(9) 

【要因[6]-46】 

電気保修課の集計フラグ確認者は、

集計表の同一機器のうち複数の点

検項目がある場合において、当該機

器内において点検区分が「不要」、

「実施済」及び「未実施」にそれぞれ

の点検区分に１つ集計フラグを立っ

ていることを正として、それ以外を誤

記として発見すべきであったが、発

見できなかった 

4.中間管理要因 
４－９－３ 工程・計画 

【要因[6]-24】 

電気保修課各ＴＬは、別表３-２作成の

元となる「過去の保全の有効性評価が

不十分だった機器のリスト」及び別表３

-３作成の元となる「保全方式を事後保

全又は状態基準保全から時間基準保

全に変更した機器のリスト」の点検実施

月欄において、正しい実績日を入力す

べきであったが、誤った点検実績日を

入力したために、その後電気保修課の

点検区分入力者が点検区分を入力す

る際に誤った点検実績に基づいて点検

区分を入力した 

問題事象[6]5 

問題事象[6]6 

問題事象[6]7 

【要因[6]-44】 

電気保修課の集計フラグ入力者か

らフラグ確認を引き継いだ電気保修

課のフラグ確認者（2名）は、フラグ入

力者が行った「１機器に１フラグ立っ

ていれば良い」としていた作業方法

が間違っていると気付かず同じ方法

の確認作業を検討した 

【要因[6]-43】 

電気保修課の集計フラグ入力者からフラ

グ確認を引き継いだ電気保修課のフラグ

確認者（2名）は、チェック作業に際し、指

示元である電気保修課のデータ処理担当

者にチェック方法を確認すべきであったが、

正確に集計作業を実施するための重要性

を課員と共有しておらず、作業を正しく仕

上げるための取組みが十分ではなかった 

【要因[6]-25】 

電気保修課では、作業負荷及び作

業時間に対して人員等が適切な体

制となっているべきであったが、適切

な体制とはなっていなかった 

4.中間管理要因 
４－５－１ 部署レベルのコミュニケーション 

組織の要因[6]-（8）-（1） 

【要因[6]-23】 

電気保修課各ＴＬは、課内取りまとめ責任

者の電気保修課長代理からの「再点検対

象機器について、「点検実績及び予定」、

「特別採用とした理由」の記入（確認）をお

願いします。」という指示を受けた際、再点

検の実績及び予定を入力すべきであった

が、指示の有った時点での直前の点検実

績を入力すると解釈（誤解）したため、点

検実施月欄への入力を誤った 

*[6]2 

*[6]3 

*[6]4 

*[6]6 

*[6]7 

*[6]8 

*[6]8 

*[6]5 

記載の誤り２３ 

記載の誤り２３ 

記載の誤り２３ 

組織の要因[6]-（9）-（1） 
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【要因[6]-73】 

 電気保修課は「別表３-２② 十分

でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち特

別採用を実施した機器」に記載すべ

き機器を誤って記載しなかった 

【要因[6]-74】 

 電気保修課は「別表３-１① 直近の点検が十

分でなかった機器のうち点検を実施した機器」、

「別表３-１② 直近の点検が十分でなかった機

器のうち特別採用を実施した機器」及び「別表３-

２② 十分でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち特別採用を実

施した機器」に記載すべき機器を誤って記載しな

かった 

【要因[6]-72】 

 電気保修課は「別表３-２② 十分でない

保全の有効性評価を無効にして点検期限

を超過した機器のうち特別採用を実施し

た機器」に記載すべき機器を「別表３-２① 

十分でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち点検を

実施した機器」に誤って記載した 

【要因[6]-28】 

電気保修課の点検実績入力者は、集計

表において特保に移行している機器の点

検実施月欄には「特保」と記載する作業を

していた。この際、別表３-２作成の元とな

る「過去の保全の有効性評価が不十分

だった機器のリスト」において、特保に移

行している一部の機器で点検実施月に

「特保」と記載しなかったために、その後

点検区分を入力した各担当者が点検区

分を入力する際に「実施済」と区分した 

【要因[6]-6】 

 電気保修課では、集計表を作成し

た際に保全計画改善作業で抽出さ

れたすべての機器がリスト化されて

いることを確認すべきであったが、確

認が不十分であった 

【要因[6]-21】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代

理は、点検実績月欄への入力作業につい

て「システムの備考欄に「・・・の理由より

特保に移行」と記載されている機器は点

検実施月に「特保」と記載する」等のよう

に具体的に指示すべきであったが、「特保

に移行している機器については「特保」と

入力する」という指示のみであった 

【要因[6]-30】 

電気保修課ＴＬは、入力担当者とは別の

チーム員に確認させることでダブルチェッ

クとしたが、確認した別なチーム員も入力

担当者と同様に当該機器が「特保」に移

行していることを把握していなかった 

【要因[6]-5】 

 電気保修課では、作業結果の確認

時にはダブルチェックを行うよう指示

があったが、一部ではシングルチェッ

クとなっているものもあった 

【要因[6]-62】 

重複記載作業担当者の一部は、「直近の

点検が十分でなかった機器」として不適合

報告書に記載されていながら別表３-１作

成の元となる「直近の点検が不十分だっ

た機器のリスト」に記載されていない機器

（再記載の対象となる機器）を特定すべき

であったが、特定できなかった 

【要因[6]-13】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、当初

の「直近の点検が十分でなかった機器」と「十分でな

い保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過し

た機器」との両方の不適合として不適合報告書にて

挙げられた機器については、報告書上は「十分でな

い保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過し

た機器」として記載する（重複記載しない）という指示

の時点で作業計画書を作成し、指示変更の必要が生

じた際には作業計画書を改訂することにより指示変

更を明確にするべきであったが、計画書を作成せず

指示変更を明確にしなかった 

【要因[6]-75】 

 電気保修課は「別表３-３① 保全

方式を事後保全又は状態基準保全

から時間基準保全に変更した機器

のうち点検を実施した機器」に記載

すべき機器を誤って記載しなかった 

【要因[6]-42】 

電気保修課の集計フラグ入力者の

一部は別表３-３作成の元となる「保

全方式を事後保全又は状態基準保

全から時間基準保全に変更した機

器のリスト」に記載された機器のうち

集計フラグを立てるべきであった一

部の機器において集計フラグを立て

なかった 

 

【要因[6]-41】 

電気保修課の集計フラグ入力者の一部

は別表３-３作成の元となる「保全方式を

事後保全又は状態基準保全から時間基

準保全に変更した機器のリスト」において、

機器名称は同じだが、機器番号が異なっ

ている機器に対して、同一機器と誤認し、

「1機器に１フラグ立っていればよい」と

誤った認識のもと入力作業を行った 

【要因[6]-48】 

電気保修課の集計フラグ確認者は、

別表３-３作成の元となる「保全方式

を事後保全又は状態基準保全から

時間基準保全に変更した機器のリス

ト」に記載された機器のうち集計フラ

グを立てるべきであった一部の機器

において集計フラグが立っていない

ことを発見できなかった 

 

【要因[6]-47】 

電気保修課の集計フラグ確認者は、

集計フラグを立てる作業において、

要求事項を理解しておらず、「１機器

に１フラグ立てればよい」と誤認して

いた 

【要因[6]-63】 

プラント保全部では、当初「直近の点検が十分でなかった機器」と

「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超過した

機器」との両方の不適合として不適合報告書にて挙げられた機器

については、報告書上は「十分でない保全の有効性評価を無効

にして点検期限を超過した機器」として記載することとしていたが、

その後「直近の点検が十分でなかった機器」と「十分でない保全

の有効性評価を無効にして点検期限を超過した機器」との両方の

不適合対象機器として重複して記載するよう指示の変更（以下、

「重複指示」）があった。 

電気保修課では、この重複指示を受けて、別表３-１作成の元とな

る「直近の点検が不十分だった機器のリスト」から削除していた機

器を再記載する作業（以下、「重複記載作業」）をしていた。この際、

重複記載作業担当者の一部は、一部機器について別表３-１作成

の元となる「直近の点検が不十分だった機器のリスト」に再記載

すべきであったが、再記載できなかった 

直接要因[6]-(11) 

直接要因[6]-(12) 

直接要因[6]-(13) 

直接要因[6]-(14) 

直接要因[6]-(15) 

【要因[6]-3】 

集計取りまとめ責任者（プラント保全

部次長）は、集計作業を行う際に、集

計表における各課が集計作業を行う

ために必要なインプットとアウトプット

を明確にした計画書をプラント保全

部の計画書として作成する必要が

あったが、作成しなかった 

【要因[6]-27】 

電気保修課の点検実績入力者は、保守

管理業務システムでは特保に移行した機

器の場合、備考欄に「・・・の理由により特

保に移行」等の記載に従い特保へ移行し

ている機器か否かの判断をするべきで

あったが、備考欄の記載を理解せず、

誤って「特保へ移行した機器ではない」と

判断し、「特保」と記載しなかった 

 

直接要因[6]-(10) 

【要因[6]-4】 

 電気保修課では、作業の要求事項

を明確にするべきであったが、明確

化されていなかった 

問題事象[6]8 

問題事象[6]9 

問題事象[6]10 

問題事象[6]11 

【要因[6]-17】 

 電気保修課では、集計表において

保全計画改善作業で抽出されたす

べての機器を不適合報告書に添付

された機器からリストアップすべきで

あったが、別表３-２作成の元となる

「過去の保全の有効性評価が不十

分だった機器のリスト」に、不適合報

告書に添付された機器リストから転

記されていないものがあった 

*[6]2 

*[6]3 

*[6]8 

*[6]8 

*[6]9 

*[6]10 

*[6]10 

*[6]11 

*[6]12 

記載の誤り２４ 

記載の誤り２５ 

記載の誤り２５ 

記載の誤り２５ 

組織の要因[1]-（1）-（1） 

組織の要因[1]-（1）-（2） 
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【要因[6]-79】 

 電気保修課は「別表３-２① 十分でない

保全の有効性評価を無効にして点検期限

を超過した機器のうち点検を実施した機

器」に記載すべき機器を「別表３-２② 十

分でない保全の有効性評価を無効にして

点検期限を超過した機器のうち特別採用

を実施した機器」に誤って記載した 

【要因[6]-60】 

 電気保修課の点検区分入力者の

一部は、別表３-１作成の元となる

「直近の点検が不十分だった機器の

リスト」に対し、12月10日以前に点検

を実施している機器の点検区分を

「実施済」と区分すべきであったが、

「不要」と区分した 

【要因[6]-51】 

ＴＢＭ資料では直近の点検が十分でな

かった機器の点検区分について、平成26

年12月10日以前は「実施済」、12月11日

以降は「未実施」とする判断基準とすべき

であったが、不適合報告書発行前を「不

要」、不適合報告書発行から12月10日は

「実施済」、12月11日以降は「未実施」とす

る誤った判断基準となっていた 

【要因[6]-76】 

 電気保修課は「別表３-１① 直近

の点検が十分でなかった機器のうち

点検を実施した機器」に記載すべき

機器を誤って記載しなかった 

【要因[6]-78】 

 電気保修課は「別表３-２② 十分

でない保全の有効性評価を無効にし

て点検期限を超過した機器のうち特

別採用を実施した機器」に記載すべ

き機器を誤って記載しなかった 

【要因[6]-77】 

 電気保修課は「別表３-３① 保全

方式を事後保全又は状態基準保全

から時間基準保全に変更した機器

のうち点検を実施した機器」に記載

すべき機器を誤って記載しなかった 

【要因[6]-61】 

 電気保修課の点検区分入力結果

確認者の一部は、別表３-１作成の

元となる「直近の点検が不十分だっ

た機器のリスト」に対し、12/10以前

に点検を実施している機器の点検区

分を「実施済」と区分すべきであった

が、TBM資料に基づいて判断したた

め「不要」と区分した 

直接要因[6]-(16) 

【要因[6]-29】 

電気保修課の点検実績入力者は、集計

表において特保に移行している機器の点

検実施月欄には「特保」と記載する作業を

していた。この際、別表３-２作成の元とな

る「過去の保全の有効性評価が不十分

だった機器のリスト」において、特保に移

行している一部の機器で点検実施月に

「特保」と記載しなかったために、その後

点検区分を入力した各担当者が点検区

分を入力する際に「不要」と区分した 

問題事象[6]12 

問題事象[6]13 

問題事象[6]14 

問題事象[6]15 

【要因[6]-7】 

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、

報告書取りまとめ担当者と点検区分の判定基準

について協議した結果、未点検機器の処置状況

を集計するために、不適合発見から不適合報告

書発行までに点検したもの及び12/10以前に点

検したものは「実施済」、12/11以降は「未実施」と

する判断基準とすべきであったが、不適合報告

書発行前を「不要」とする誤った指示をプラント保

全部各課に指示を出した 

【要因[6]-8】 

プラント保全部では、「不要」とすると別表

３に計上されないにも関わらず、別表３-１

作成の元となる「直近の点検が不十分

だった機器のリスト」（及び別表３-３作成

の元となる「保全方式を事後保全又は状

態基準保全から時間基準保全に変更した

機器のリスト」）における点検区分の判断

基準について、不適合報告書発行前を

「不要」とする誤った集計を行った 

*[6]6 

*[6]6 

*[6]7 

*[6]7 

*[6]9 

*[6]11 

*[6]12 

*[6]13 

*[6]13 

記載の誤り２６ 

記載の誤り２６ 

記載の誤り２７ 

記載の誤り２８ 

【要因[6]-80】 

 集計取りまとめ責任者（プラント保全部

次長）は、旧36条報告書において、「平成

22年7月から平成26年4月までに実施した

保全の有効性評価」の件数を303件とす

べきところ誤って304件と記載した 

問題事象[6]16 

記載の誤り３４ 

【要因[6]-15】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代

理は、集計取りまとめ責任者（プラント保

全部次長）に保全の有効性評価の件数を

報告する際、正しい件数を報告すべきで

あったが、件数の誤りに気付かなかった 

【要因[6]-14】 

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代

理は、正しい情報（課内で管理していた保

全の有効性評価のリスト）に基づき自ら集

計作業を実施し、集計結果の確認が不十

分だった 

直接要因[6]-(17) 

組織の要因[1]-（1）-（2） 
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【要因[1]-82】 

「「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律

第36条（現第43条の3の23）第1

項の規定に基づく保安のために

必要な措置命令について（平成

25年5月29日原管P発第

1305293号）」に対する対応結果

報告」の本文の未点検機器の解

消状況及び別表3の「不適合の

処置を実施した機器リスト」の記

載内容に誤りがあった 

頂上事象 

【要因[7]-20】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は集計作業におい

て、集計の条件や方法を統一し

た上で集計させるべきであった

が、集計に当たっての方法が統

一されておらず、RCA報告書の

直接要因2-(2)（調査方法等の

統一）と同様の事象が発生した 

【要因[7]-24】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、集計作業にお

ける認識合わせを図るための部

内説明会を行ったが、対応体制、

分類の定義やインプット、アウト

プットの明確化が図られるなど

の適切な説明ではなく、RCA報

告書の直接要因の対策33として

実施した作業前説明による調査

方法が統一されなかった 

【要因[7]-4】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、QMSに関する

基本教育は受けていたが、保守

管理業務以外の個別QMSに関

する教育は受けていなかった 

問題事象[7]1 
【要因[7]-21】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、非定常業務で

ある集計作業についても「もん

じゅ業務の計画に係る作成要

領」の適用範囲とし、要求事項、

資源の提供の必要性、監視・測

定、検証等を明確にした計画書

を作成すべきであったが、RCA

報告書の直接要因2-（2）の対策

32として改正された要領に従っ

た業務の計画を作成しなかった 

直接要因[7]-(1) 

【要因[7]-22】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、判断基準や手

順、取りまとめた後の確認を明

確にした計画書を作成すべきで

あったが、再点検機器数はこれ

までも何度か算出している作業

であり、計画書で明確にするよう

な事項はないと誤認した 

【要因[7]-3】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、非定常業務に

ついても「もんじゅ業務の計画に

係る作成要領」の適用範囲であ

ることを理解していなかった 

*[7]1 

【要因[7]-13】 

平成26年10月の組織改編のあ

と、技術管理課長は、非定常業

務である旧36条報告書の作成

に関する計画書を作成するべき

であったが、「センター業務の計

画に係る作成要領」（RCA報告

書の直接要因の対策32）に従っ

た計画書を作成しなかった 

【要因[7]-12】 

平成26年10月の組織改編のあと、

旧36条報告書提出の役割を担っ

た運研センター技術管理課長は、

課題発生承認事象「保安のために

必要な措置命令及び保安規定変

更命令について」に係る旧36条報

告書作成の実施計画書を作成し、

進捗管理、対応体制やインプット、

アウトプット等を明確にすべきで

あったがしていなかったため、RCA

直接要因2-(6)、2-(7)（課題発生時

の対応）と同様の事象が発生した 直接要因[7]-(2) 

【要因[7]-14】 

技術管理課長は、36条報告書

の取りまとめ課として、旧36条

報告書の作成に関する計画書

を作成すべきであったが、作成

について思いが至らなかった 

【要因[7]-5】 

プラント保全部は、QMSに関す

る教育について、配属となった

者や改正教育の教育対象者等

を明確にして教育及び理解度確

認を実施すべきだったが、新規

配属者に対して「もんじゅ業務の

計画に係る作成要領」の内容に

ついての教育が行われていな

かった 

【要因[7]-15】 

技術管理課長は、組織改編によっ

て移行した旧36条報告書作成業務

について「センター業務の計画に

係る作成要領」に基づき、旧36条

報告書作成実施計画書を作成す

べきであったが、業務の計画の作

成手順に関して正しく理解しておら

ず、ＱＭＳを定着させるための教育

の仕組みが構築されていなかった 

４．中間管理要因 
４－２－１ ルールの整備 

【要因[7]-23】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、各課が行う必

要のある作業を把握し適切な作

業見積もりを行い、監視・測定

及び検証のための事務局を置

いて集計作業を行うべきだった

が、各課において集計作業に必

要な未点検機器等の数の洗い

出しは既にできているので自ら

が作業を行えばよいと考えた 

*[7]1 

【要因[7]-17】 

品質保証課長は、部署内でQMS

活動を確実に展開させるため、配

置した品質保証担当者に業務が

QMSに沿って実施されているかを

確認させるべきだったが、担当業

務が限定されていたことから、品

質保証の視点でチェックを行う仕

組みが機能していなかった 

【要因[7]-16】 

品質保証課長は、「品質保証活

動を展開する責任者はラインの

長であり、新たに設置する品質

保証担当者は、ラインの長を補

助する役割とする」と考え、品質

保証担当者は、業務がQMSに

沿って実施されているかの確認

までは必要はないと考えた 

４．中間管理要因 
４－２－３ ルールの維持管理 

 組織の要因[7]-（2）-（1） 

 組織の要因[7]-（2）-（2） 

【要因[7]-6】 

もんじゅでは、非定常業務を含め

全ての業務を実施する場合に計

画が必要であることを「もんじゅ業

務の計画に係る作成要領」に基づ

き教育を行うべきであったが、これ

について所員に理解させる教育を

繰り返し行っていなかった 

RCA報告書の直接要因2-(2)（調

査方法等の統一：  

プラント保全部では、点検期限超

過の調査についての調査条件や

方法を統一した上で調査すべきで

あったが、調査に当たっての方法

が統一されていなかった 

RCA報告書の直接要因2-(6)、2-(7)（課題発

生時の対応）：  

2-(6)： 所大で対応を図る必要が生じた場合

に適用される「課題発生時対応要領」では、

運営管理室長が、課題発生時対応の実施計

画段階で対応体制の情報共有について明確

にするとされているが、保守管理不備に係る

点検期限超過の調査の実施計画において、

各班の実施プロセスに対するインプットとア

ウトプットを明確にしていなかった 

2-(7)： 運営管理室長は、「課題発生時対応

要領」において実施計画の段階で進捗管理

を明確にすることとされているにも関わらず、

実施計画の中で報告書の提出に向け 

た進捗管理の具体的方法を明確にしていな

かった 

RCA報告書の直接要因2-（2）の対策32  

点検期限の超過等に関する確認作業の方法等

の明確化  

・各課長及び品質保証室長は、点検期限の超過

に関する確認作業等の非定常業務（業務決定文

書）についても「もんじゅ業務の計画に係る作成

要領」の適用範囲とし、計画を策定する際に要求

事項、資源の提供の必要性、監視・測定、検証

RCA報告書の直接要因の対策33 

作業前説明による調査方法の統一化 

・平成26年に実施する保全計画の確認作業にお

いては、改正した「もんじゅ業務の計画に係る作

成要領」に基づき、作業員に対し、「保全計画改

善実施計画書」に基づく計画書・要領書の説明会

を行い、作業を実施する 。  

組織の要因[1]-（1）-（2） 

組織の要因[1]-（1）-（3） 

組織の要因[1]-（1）-（1） 
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【要因[7]-25】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は、集計作業を行

う各課の取りまとめ者に、作業

の進捗状況を把握（監視・測定）

するよう指示し、明確な記録を

もってリリースすべきであったが

しておらず、RCA報告書の直接

要因2-(30)（監視・測定しリリー

ス）と同様の事象が発生した 

問題事象[7]2 

【要因[7]-26】 

集計取りまとめ責任者（プラント

保全部次長）は集計作業におい

て、集計結果を確認（検証）して

旧36条報告書取りまとめの運研

センター技術管理課にリリース

すべきであったがしておらず、

RCA報告書の直接要因2-(31)

（完了の状態確認）と同様の事

象が発生した 

問題事象[7]3 

【要因[7]-8】 

運営管理室長は、旧36条報告

書に関する実施計画書の対応

を旧運営管理室長代理に指示し

ていたが、平成26年6月以前に

作成した計画が有効であると誤

認し、計画を改訂する必要があ

るという認識がなかった 

【要因[7]-19】 

計画管理部長は、組織改正に

伴い、業務の引き継ぎを実施し

た際、引継書に従い旧36条報

告書とりまとめ部署である計画

管理部として業務の計画を作成

すべきだったが、もんじゅの既

存の課題発生承認事象「保安

のために必要な措置命令及び

保安規定変更命令について」の

実施計画で実施中であることか

らセンターとして計画書が必要

であるという認識がなかった 

【要因[7]-18】 

計画管理部長は、旧36条報告

書に関する対応を技術管理課

長に指示したが、旧36条報告書

作成に関する実施計画書を作

成する必要性の有無について

は、自ら検討しなかった 

【要因[7]-7】 

運営管理室長は、課題発生承

認事象「保安のために必要な措

置命令及び保安規定変更命令

について」の実施計画書におい

て、平成26年6月5日に理事長が、

旧36条報告書を提出することを

明らかにした段階で、当該実施

計画書について旧36条報告書を

再提出するための手順を明確に

すべきだったが、RCA直接要因

の対策34として改正された要領

に沿った当該実施計画書の改

訂をしなかった 

*[7]2 

【要因[7]-1】 

計画管理部長は、もんじゅの既

存の課題発生承認事象「保安

のために必要な措置命令及び

保安規定変更命令について」の

実施計画で旧36条報告書は実

施中であるとの認識を持ってい

たが、実施計画の中身を確認し

ておらず、実施計画の改訂によ

り、旧36条報告書作業が削除さ

れたことを認識していなかった 

【要因[7]-2】 

計画管理部長（旧運営管理室長）

は、旧36条報告書作成に関する実

施計画を作成し業務を確実に実施

すべきだったが、当該計画書の作

成を担当者に指示せず、旧36条報

告書に関する対応を任せっきりにし

ている等、旧36条報告書作成に関

するラインとしてのフォローやチェッ

クができていなかった 

【要因[7]-9】 

運営管理室長代理は、課題発

生承認事象「保安のために必要

な措置命令及び保安規定変更

命令について」に係る実施計画

書の改定を失念した 

【要因[7]-11】 

運営管理室長代理は、定めた

ルールの意味を正しく理解し、業

務を適切に実行するために定め

たルールを遵守すべきだったが、

旧36条報告書の提出が確定した

際、旧36条報告書作成業務につ

いて課題発生時対応要領に基づ

き、旧36条報告書実施計画書を

改訂していない等、「7.1業務の計

画」を理解して計画を作成する取

組みが不足していた 

４．中間管理要因 
４－２－２ ルールの遵守 

【要因[7]-10】 

運営管理室長代理は、課題発

生承認事象「保安のために必要

な措置命令及び保安規定変更

命令について」に係る実施計画

書のうち、改善事項の実施状況

把握の対応に主眼を置いており、

再提出に関する対応の手順を

作成する意識が希薄だった 

*[7]2 

４．中間管理要因 
４－７－１ 役割・責任 

 組織要因[7]-（2）-（3） 

 組織要因[7]-（2）-（4） 

*[7]1 

*[7]1 

直接要因[7]-(3) 

RCA報告書の直接要因2-(30)（監

視・測定しリリース）：  

2-(30)： 事務局は、所大チェック業

務を監視・測定し、所大チェック結果

を次の工程にリリースできているこ

とを確認し、記録化すべきであった

が、所大チェックが確実に実施でき

ていることを監視・測定していなかっ

た 

RCA報告書の直接要因2-(31)（完了

の状態確認）：  

2-(31)： 責任者は、所大チェック結

果を確認して次の工程へリリースす

べきであったが、未点検機器確認作

業の状況、設備所管課長による疑義

処理の結果、所大チェック完了の状

態を確認していなかった 

RCA報告書の直接要因の対策34  

課題発生時における実施計画書に記載する事項の明確化  

・運営管理室長（現：技術総括課長）は、課題発生時に、責任

者が策定する実施計画書において以下の事項を明確化した

上で、運営管理室長（現：運営管理部長）及び品質保証室長

が確認することを「課題発生時対応要領」にて明確化する。  

① 要求事項及び対応方針  

② 班を設置する場合の実施プロセスに対するインプットとア

ウトプット  

③ 情報共有及び進捗管理の方法  

④ 実施時のリスクも考慮した工程の見通しと必要に応じた計

画の見直し  

RCA報告書の直接要因及び直接要因の対策は、平成２６年１２月２２日に原子力規制庁に提出した「高速増殖原

型炉もんじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備に関する根本原因分析結果と対策の実施状

況について」から引用 



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（機械保修課[１]）【1／3】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルールの
遵守

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、
計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプット
の明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記
録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り
八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（4）

品質保証室長は、部署内でＱＭＳ活動を確実に展開させるため、配置した品
質保証担当者に業務がＱＭＳに沿って実施されているかを確認させるべき
だったが、担当業務が限定されていたことから、品質保証の視点でチェックを
行う仕組みが機能していなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑤に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-３　ルールの
維持管理

もんじゅでは、ルール遵守に係るチェック機能を強化するために、各部署
に配置された品質保証担当者がＱＭＳに基づき業務の実施状況を確認
することを明確にすること及び組織内で業務がＱＭＳに基づき実施されて
いることを定期的に監査する等、ルール遵守に係るチェック機能を強化す
る仕組みに改善すること（横の確認の充実）
【対策の提言(2)①ⅰに準ずる】

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

頂上事象 対策の提言
組織の要素を含む背後要因直接要因

直接要因[1]-（1）

　機械保修課集計担当者が作成し、集計作業に用いた「再点
検機器確認作業要領書」には、再点検が必要な機器のうち、
平成26年12月10日までの実績の有無で「点検済み（12/10ま
で）」、「未実施」と振り分けており、特別な保全計画に移行した
機器の取り扱いについて規定されていなかった【直接要因2-
（6）に準ずる】

添付資料－4[1]－1



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（機械保修課[１]）【2／3】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
頂上事象 対策の提言

組織の要素を含む背後要因直接要因

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]－（1）－（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（4）

品質保証室長は、部署内でＱＭＳ活動を確実に展開させるため、配置した品
質保証担当者に業務がＱＭＳに沿って実施されているかを確認させるべき
だったが、担当業務が限定されていたことから、品質保証の視点でチェックを
行う仕組みが機能していなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑤に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-３　ルールの
維持管理

組織の要因[1]－（1）－（4）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、ルール遵守に係るチェック機能を強化するために、各部署
に配置された品質保証担当者がＱＭＳに基づき業務の実施状況を確認
することを明確にすること及び組織内で業務がＱＭＳに基づき実施されて
いることを定期的に監査する等、ルール遵守に係るチェック機能を強化す
る仕組みに改善すること（横の確認の充実）
【対策の提言(2)①ⅰに準ずる】

直接要因[1]-（3）

　集計作業に用いた集計表は、各機器に対し、「点検済み」、
「未実施」、「不要」を集計できる仕様であったが、直近の点検
不十分な機器では、「未実施」、有効性無効では「不要」と分類
し、表記できる集計表ではなかった【直接要因2-（30）に準ず
る】

組織の要因
[1]-（3）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、機械保修課に要求事項の変
更に伴う追加作業を依頼する際に機械保修課の手順の変更、検証等を行う
ための作業期間を適切に設定できるようセンターと工程を調整のうえ、適切な
工程を設定すべきであったが、センターとの調整や総合的な工程管理や集計
作業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分
でない等、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足してい
た
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

４．中間管理要因
４-９-３　工程・計
画

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられて
いることを確認すること及び要求事項が変更された場合に対する作業へ
の影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること
等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要
性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討さ
れた計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

直接要因[1]-（4）

　機械保修課入力担当者は、機器毎に「点検済み（12/10ま
で）」、「未実施」、「不要」の中から選択し、該当する欄に「1：該
当」とフラグ立てを行う際に実績を確認できるエビデンスを用い
て1タスク毎に入力を行うべきであったが、工程の関係上、確認
を省略し、入力を行ったタスクが存在した【新規】

組織の要因
[1]-（4）-（1）

課内取りまとめ責任者の機械保修課長代理は、機械保修課入力担当者が実
施している内容を自ら確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき
役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにして
その計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのチェックやフォロー
ができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[1]－（1）－（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

直接要因[1]-（2）

　集計作業に用いた「再点検機器確認作業要領書」では、不適
合の分類については、不適合報告書及び添付リストを確認し、
フラグ立てに誤りがないことを確認する旨が記載されている
が、その他の欄については入力抜けがないことを確認するの
みでエビデンスを用いた確認をするよう記載されていなかった
【新規】

添付資料－4[1]－2



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（機械保修課[１]）【3／3】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
頂上事象 対策の提言

組織の要素を含む背後要因直接要因

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルールの
遵守

組織の要因[1]－（1）－（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、
計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプット
の明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記
録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り
八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[1]－（1）－（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

直接要因[1]-（6）

　機械保修課の入力担当者は、保全方式の変更に関わる不適
合報告書に添付されたリストを参照し、対象機器を確認しつつ
入力作業を行うべきであったが、不適合の対象について十分
な確認が行えていなかったため、保全の有効性評価の無効に
のみ該当すると誤った判断をした【直接要因2-（6）に準ずる】

組織の要因
[1]-（3）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、機械保修課に要求事項の変
更に伴う追加作業を依頼する際に機械保修課の手順の変更、検証等を行う
ための作業期間を適切に設定できるようセンターと工程を調整のうえ、適切な
工程を設定すべきであったが、センターとの調整や総合的な工程管理や集計
作業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分
でない等、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足してい
た
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

４．中間管理要因
４-９-３　工程・計
画

組織の要因[1]－（3）－（1）の「対策の提言」に同じ(再掲）

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられて
いることを確認すること及び要求事項が変更された場合に対する作業へ
の影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること
等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要
性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討さ
れた計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

直接要因[1]-（7）

　機械保修課TLは、当該機器がどの不適合報告書に分類され
るかについてはエビデンス（不適合報告書の添付リスト）を用
いた確認作業を行っていたが、作業工程が短いことから、適切
な確認を行うことができなかった【直接要因2-（30）に準ずる】

組織の要因
[1]-（3）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、機械保修課に要求事項の変
更に伴う追加作業を依頼する際に機械保修課の手順の変更、検証等を行う
ための作業期間を適切に設定できるようセンターと工程を調整のうえ、適切な
工程を設定すべきであったが、センターとの調整や総合的な工程管理や集計
作業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分
でない等、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足してい
た
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

４．中間管理要因
４-９-３　工程・計
画

組織の要因[1]－（3）－（1）の「対策の提言」に同じ(再掲）

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられて
いることを確認すること及び要求事項が変更された場合に対する作業へ
の影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること
等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要
性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討さ
れた計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

直接要因[1]-（5）

　集計作業に用いた「再点検機器確認要領」には、不適合報告
書が発行される以前に点検を実施している機器が「実施済」、
「未実施」、「不要」のうち、どの区分に該当するかが明確に規
定されていなかった【直接要因2-（6）に準ずる】

添付資料－4[1]－3



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（燃料環境課[2]）【1／1】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類

直接要因[2]-（1）

　燃料環境課の作業担当者（ＴＬ）は、プラント保全部次長から
集計作業の依頼を受けた際に、集計作業体制（チェックを含
む）、作業結果を確認する手順や用語の定義、集計表に記載
する対象等（インプット及びアウトプット）を文書等により明確化
すべきであったが、文書等により明確にしなかった
【直接要因2-（6）に準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルールの
遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、
計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプット
の明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記
録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り
八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

対策の提言

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

直接要因[2]-（2）

　集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、燃料環境課
に作業結果を確認する手順や用語の定義、集計表に記載する
対象等を文書等（インプット及びアウトプット）により明確化して
作業を指示すべきであったが、確認方法についても明確にして
指示しなかった
【直接要因2-（6）に準ずる】

頂上事象
直接要因 組織の要素を含む背後要因

添付資料－4[2]－1



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（施設保全課[3]）【1／1】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルールの
遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、
計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプット
の明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記
録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り
八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

直接要因[3]-（2）

施設保全課長の説明は、口頭によるものであり、本不適合報
告書の内容を的確に伝えられるような伝達方法ではなかった
ため、集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）に不適合の
内容が正確に伝わらず、集計取りまとめ責任者（プラント保全
部次長）に誤った判断をさせた
【新規】

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルールの
遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、
計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプット
の明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記
録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り
八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

対策の提言

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

直接要因[3]-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、集計作業を行
う際に、集計表における区分の定義等の各課が集計作業を行
うために必要なインプットとアウトプットを明確にした計画書をプ
ラント保全部の計画書として作成すべきであったが、作成しな
かった
【直接要因2-（6）に準ずる】

頂上事象
直接要因 組織の要素を含む背後要因

添付資料－4[3]－1



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（保全計画課[4]）【1／2】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類

組織の要因
[4]-（1）-（1）

保全計画課長は、課員が実施している内容を自ら確認し、業務を確実に
すべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足してお
り、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画や実施結果を自ら確認し
ておらず、ラインとしてのチェックやフォローができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、
業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に
沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）やそ
の実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[4]-(1)-(2)

保全計画課長は、最新の機器数を算出するという要求事項の重要性につ
いて課員が正しく理解していることを確認せず、正確に集計作業を実施す
るための重要性を課員と共有しておらず、作業を正しく仕上げるための取
組みが十分ではなかった
【組織の要素を含む背後要因1-㉔に準ずる】

4.中間管理要因
４-５-１　部署レベ
ルのコミュニケー
ション

 プラント保全部管理職は、管理職、主査及び担当者間の報告・連絡・相談
の徹底（関係者間でのコミュニケーションの強化）等して、担当者等へ業務
を指示する際に業務の必要性、重要性を理解させ業務への取組み意欲を
持たせることを徹底すること
【対策の提言(1)⑥ⅰ、(1)⑥ⅱに準ずる】

直接要因[4]-（2）
保全計画課長は、保全計画課主査から報告のあった件数を再
度検証すべきであったが、検証作業は行わなかった
【直接要因2-（30）、直接要因2-（31）に準ずる】

組織の要因
[4]-（1）-（1）

保全計画課長は、課員が実施している内容を自ら確認し、業務を確実に
すべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足してお
り、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画や実施結果を自ら確認し
ておらず、ラインとしてのチェックやフォローができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、
業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に
沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）やそ
の実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

直接要因[4]-（3）
保全計画課主査は、集計作業を行うにあたり、手順を検討し、
明確にすべきであったが、明確にしなかった
【直接要因2-（2）に準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、
共通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着さ
せるための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の
仕組みが構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルール
の整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要領」
を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育内容は
実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実行できる
よう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施すること
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係
る作成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要が
あったが、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要
求事項を明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めた
ルールを遵守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、計
画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプットの明
確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記録など
が適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を
整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施している
かを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守の重
要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者
として作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず
自ら作業を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、
業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に
沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）やそ
の実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、
共通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着さ
せるための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の
仕組みが構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルール
の整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要領」
を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育内容は
実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実行できる
よう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施すること
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

対策の提言

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

直接要因[4]-（1）

保全計画課主査は、技術根拠が整備された機器数について、
「保守管理支援システム」に入力された最新の情報を基に集計
すべきであったが、最新でない情報を用いた集計結果を「保守
管理支援システム」への入力作業を行うシステム管理チーム
から入手し、誤った情報を課長に報告した
【新規】

直接要因[4]-（4）

保全計画課長は、保全計画課主査に対して、作業手順、作業
結果を確認する方法等について文書等により明確にするよう
指示すべきであったが、指示しなかった
【直接要因2-（2）に準ずる】

頂上事象
直接要因 組織の要素を含む背後要因

　 添付資料－4[4]－1



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（保全計画課[4]）【2／2】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
対策の提言頂上事象

直接要因 組織の要素を含む背後要因

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

直接要因[4]-（5）
保全計画課長は、保全計画課主査からは、口頭による結果報
告を受けたが、作業内容を確認しなかった
【直接要因2-（30）、直接要因2-（31）に準ずる】

組織の要因
[4]-（1）-（1）

保全計画課長は、課員が実施している内容を自ら確認し、業務を確実に
すべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足してお
り、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画や実施結果を自ら確認し
ておらず、ラインとしてのチェックやフォローができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、
業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に
沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）やそ
の実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

　 添付資料－4[4]－2



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（保全管理課[5]）【1／2】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要
因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確に
し、計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウト
プットの明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測
定、記録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り
「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要
因
４-７-１　役割・
責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事
項に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含
む。）やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルール
の整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を
実行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施す
ること
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

直接要因[5]-（2）
部付技術主幹は、機器名称及び機器番号を転記した際に記載
誤りの有無を再度確認すべきだったが、確認しなかった【直接
要因2-（30）に準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要
因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確に
し、計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウト
プットの明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測
定、記録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り
「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

直接要因[5]-（3）
部付技術主幹は、平成26年12月16日に指示があった機器名
称及び機器番号は、最新の保全計画（Rev.17）に基づいて作
成すべきであったが、しなかった【直接要因2-（6）に準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要
因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確に
し、計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウト
プットの明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測
定、記録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り
「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

対策の提言

直接要因[5]-（1）

部付技術主幹は、不適合報告書(14-98)を基に、機器名称及
び機器番号を記載すべきであったが、事前に入手した資料に
誤って記載された手書きの情報を記載した【直接要因2-（6）に
準ずる】

頂上事象
直接要因 組織の要素を含む背後要因

　 添付資料－4[5]－1



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（保全管理課[5]）【2／2】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
対策の提言頂上事象

直接要因 組織の要素を含む背後要因

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要
因
４-７-１　役割・
責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事
項に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含
む。）やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルール
の整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を
実行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施す
ること
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

直接要因[5]-（4）

部付技術主幹は、不適合報告書の資料に点検日が記載され
ていなかったことから、平成26年11月末に電気保修課から点
検予定日を記載した情報を入手し、その資料に記載された当
該機器の「平成26年12月7日点検予定」の記載を点検実施済
みと誤認した。【直接要因2-（6)に準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要
因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確に
し、計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウト
プットの明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測
定、記録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り
「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要
因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確に
し、計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウト
プットの明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測
定、記録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り
「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要
因
４-７-１　役割・
責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事
項に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含
む。）やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルール
の整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を
実行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施す
ること
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

直接要因[5]-（5）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、旧36条報告
書にインプットする際、不適合報告書で抽出された機器に対し
て「点検不要」、「特別採用（未実施）」、「点検済み」の用語の
定義を明確にしなかった【直接要因2-（6）に準ずる】
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添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（電気保修課[6]）【1／4】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類

組織の要因
[6]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）及び課内取りまとめ責任者の電
気保修課長代理は、作業の実施に当たって明確な作業等を見積り、作業計
画を立案すべきだったが、関係者間との調整や総合的な工程管理や集計作
業を仕上げるための計画（作業期間の確保（変更を含む））の検討が十分でな
い等、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-９-３　工程・計画

組織の要因[1]-（3）-（1）の「対策の提言」に同じ(再掲）

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられた
計画を策定すること及び要求事項が変更された場合に対する作業への
影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること等、
業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要性、妥
当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討された計
画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(3)

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

直接要因[6]-（2）

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、電気保修課の
データ処理担当者から保全計画（Rev.17）のデータについて提
示を依頼された際に、正式版のRev.17であることを確認して提
示すべきであったが、提示するデータの確認をせずに誤って正
式版ではないデータを提示した
【直接要因2-（6）に準ずる】

組織の要因
[1]-（4）-（1）

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、電気保修課入力担当者が実
施している内容を自ら確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき
役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにして
その計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのチェックやフォロー
ができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
４-７-１　役割、責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

直接要因[6]-（3）

電気保修課では、集計表作成作業を電気保修課の集計表作
成者が１人で担当しており、集計表作成者が作成したデータに
抜けがないことを確認できるような体制とすべきであったが、そ
のような体制とはなっていなかった。
【直接要因2-（30）に準ずる】

組織の要因
[1]-（4）-（1）

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、電気保修課入力担当者が実
施している内容を自ら確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき
役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにして
その計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのチェックやフォロー
ができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
４-７-１　役割、責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

直接要因[6]-（4）

【要因１６】
電気保修課のデータ処理担当者は、別表３の機器番号及び機
器名称を修正する際、タスクIDを基に各機器の機器番号及び
機器名称がどのように変更となったのかを特定すべきであった
が、集計表のタスクIDが削除されていたことから、機器番号及
び機器名称がどのように変更となったかを特定できなかった
【直接要因2-（6）に準ずる】

組織の要因
[6]-（4）-（1）

電気保修課では、タスクID等の集計に必要な情報等について明確にし、集計
表の加工作業を依頼すべきだったが、正確に集計作業を実施するための重
要性を関係者と共有しておらず、作業を正しく仕上げるための取組みが十分
ではなかった
【組織の要素を含む背後要因1-㉔に準ずる】

4.中間管理要因
４-５-１　部署レベル
のコミュニケーション

組織の要因[4]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

 プラント保全部管理職は、管理職、チームリーダ及び担当者間の報告・
連絡・相談の徹底（関係者間でのコミュニケーションの強化）等して、担当
者等へ業務を指示する際に業務の必要性、重要性を理解させ業務への
取組み意欲を持たせることを徹底すること
【対策の提言(1)⑥ⅰ、(1)⑥ⅱに準ずる】

直接要因[6]-（5）

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、別表３-１作成
の元となる「直近の点検が不十分だった機器のリスト」と別表３
-２作成の元となる「過去の保全の有効性評価が不十分だった
機器のリスト」とでは超過区分及び点検区分の判断基準が異
なることを電気保修課の点検区分入力者（及び電気保修課の
点検区分入力結果確認者）全員が一致した認識で作業できる
TBM資料とすべきであったが、一部担当者で誤解が生じるよう
な資料となっていた
【直接要因2‐(2)に準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(3)

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

対策の提言

直接要因[6]-（1）

電気保修課の点検区分入力者に配付されたTBM資料では「未
超過」-「実施済」等の区分されるべきではない組合せについて
記載しない又は当該の組合せがないことを明示すべきであっ
たが、集計作業に用いたTBM資料では当該組合せについても
記載がなされ、説明欄に「-」と記載することでのみ当該の組合
せがないことを示していたため、｢未超過｣-「実施済」の組合せ
がないことを明確に示していなかった
【直接要因2-(6)に準ずる】

組織の要素を含む背後要因
頂上事象

直接要因

「「核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規
制に関する法律第36条
（現第43条の3の23）第
1項の規定に基づく保
安のために必要な措置
命令について（平成25
年5月29日原管P発第
1305293号）」に対する
対応結果報告」の本文
の未点検機器の解消
状況及び別表3の「不
適合の処置を実施した
機器リスト」の記載内容
に誤りがあった
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添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（電気保修課[6]）【2／4】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
対策の提言

組織の要素を含む背後要因
頂上事象

直接要因

直接要因[6]-（6）

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は電気保修課各Ｔ
Ｌに対し点検実績等の入力を指示した際、集計表の「点検実施
月」欄には保全計画改善作業で抽出された不適合を除去する
ための点検（再点検）の実績又は予定を記載するよう指示すべ
きであったが、具体的にどのような点検の実績又は予定を記
載すべきなのかを明確に示さなかった
【直接要因2-（6）に準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(3)

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

直接要因[6]-（7）

電気保修課では、点検実績日等の入力結果についてダブル
チェックにより確認することになっていたが、一部ではダブル
チェックができていなかった
【直接要因2-（30）に準ずる】

組織の要因
[1]-（4）-（1）

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、電気保修課入力担当者が実
施している内容を自ら確認し、業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき
役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにして
その計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのチェックやフォロー
ができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
４-７-１　役割、責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

直接要因[6]-（8）

電気保修課では、別表３-３作成の元となる「保全方式を変更し
た機器のリスト」において、同一機器のうち複数の点検項目が
ある場合、点検実施日が新しい方のタスクに集計フラグを付
け、それ以外（集計フラグが立てられていないタスク）について
は集計の対象外としていた。しかし、電気保修課の集計フラグ
入力者の一部は、「不要」と「実施済」と区分されているタスクが
ある機器において、「実施済」と区分されているタスクに集計フ
ラグを立てるべきであったが、この時「不要」と区分されている
タスクに誤って集計フラグを立てた
【直接要因2-(6)に準ずる】

組織の要因
[6]-(8)-(1)

電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した電気保修
課のデータ処理担当者は、集計フラグを入力する作業について作業の変更
の都度、資料の内容を更新し作業員が理解し作業ができるよう適切に対応す
べきであったが、資料の更新等、集計作業を仕上げるための計画（作業内容
の変更を含む）の検討が十分でなく、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成
する取組みが不足していた
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-９-３　工程・計画

組織の要因[1]-（3）-（1）の「対策の提言」に同じ(再掲）

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられて
いることを確認すること及び要求事項が変更された場合に対する作業へ
の影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること
等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要
性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討さ
れた計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[6]-(8)-(1)

電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した電気保修
課のデータ処理担当者は、集計フラグを入力する作業について作業の変更
の都度、資料の内容を更新し作業員が理解し作業ができるよう適切に対応す
べきであったが、資料の更新等、集計作業を仕上げるための計画（作業内容
の変更を含む）の検討が十分でなく、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成
する取組みが不足していた
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-９-３　　工程・計
画

組織の要因[1]-（3）-（1）の「対策の提言」に同じ(再掲）

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられて
いることを確認すること及び要求事項が変更された場合に対する作業へ
の影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること
等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要
性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討さ
れた計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[6]-(9)-(1)

電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認を引き継いだ電気保修課のフ
ラグ確認者（2名）は、チェック作業に際し、指示元である電気保修課のデータ
処理担当者にチェック方法を確認すべきであったが、正確に集計作業を実施
するための重要性を課員と共有しておらず、作業を正しく仕上げるための取
組みが十分ではなかった
【組織の要素を含む背後要因1-㉔に準ずる】

4.中間管理要因
４-５-１　部署レベル
のコミュニケーション

組織の要因[4]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

 プラント保全部管理職は、管理職、チームリーダ及び担当者間の報告・
連絡・相談の徹底（関係者間でのコミュニケーションの強化）等して、担当
者等へ業務を指示する際に業務の必要性、重要性を理解させ業務への
取組み意欲を持たせることを徹底すること
【対策の提言(1)⑥ⅰ、(1)⑥ⅱに準ずる】

直接要因[6]-(9)

電気保修課の集計フラグ入力者からフラグ確認作業を引き継
いだ電気保修課の集計フラグ確認者（2名）は、確認作業の内
容について作業者間で検討し、作業方法（確認内容）を決め
た。この時同一機器のうち複数の点検項目がある場合におい
て、当該機器内において点検区分が「不要」、「実施済」及び
「未実施」にそれぞれの点検区分に１つ集計フラグを立てる方
法を採るべきであったが、「１機器に１フラグ立っているかのみ
を確認する」という誤った方法を採った
【直接要因2-(6)に準ずる】

「「核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規
制に関する法律第36条
（現第43条の3の23）第
1項の規定に基づく保
安のために必要な措置
命令について（平成25
年5月29日原管P発第
1305293号）」に対する
対応結果報告」の本文
の未点検機器の解消
状況及び別表3の「不
適合の処置を実施した
機器リスト」の記載内容
に誤りがあった
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番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
対策の提言

組織の要素を含む背後要因
頂上事象

直接要因

直接要因[6]-(10)

電気保修課の点検実績入力者は、保守管理業務システムで
は特保に移行した機器の場合、備考欄に「・・・の理由により特
保に移行」等の記載に従い特保へ移行している機器か否かの
判断をするべきであったが、備考欄の記載を理解せず、誤って
「特保へ移行した機器ではない」と判断し、「特保」と記載しな
かった
【直接要因直接要因2-(6)に準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(3)

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

直接要因[6]-(11)

電気保修課ＴＬは、入力担当者とは別のチーム員に確認させる
ことでダブルチェックとしたが、確認した別なチーム員も入力担
当者と同様に当該機器が「特保」に移行していることを把握し
ていなかった
【直接要因2-（30）に準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(3)

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(1)

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルールの
遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、
計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプット
の明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記
録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り
八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(2)

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

直接要因[6]-(13)

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、当初の「直近
の点検が十分でなかった機器」と「十分でない保全の有効性評
価を無効にして点検期限を超過した機器」との両方の不適合と
して不適合報告書にて挙げられた機器については、報告書上
は「十分でない保全の有効性評価を無効にして点検期限を超
過した機器」として記載する（重複記載しない）という指示の時
点で作業計画書を作成し、指示変更の必要が生じた際には作
業計画書を改訂することにより指示変更を明確にするべきで
あったが、計画書を作成せず指示変更を明確にしなかった
【直接要因2-(2)に準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(3)

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルールの
整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要
領」を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育
内容は実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実
行できるよう繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施するこ
と
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

「「核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規
制に関する法律第36条
（現第43条の3の23）第
1項の規定に基づく保
安のために必要な措置
命令について（平成25
年5月29日原管P発第
1305293号）」に対する
対応結果報告」の本文
の未点検機器の解消
状況及び別表3の「不
適合の処置を実施した
機器リスト」の記載内容
に誤りがあった

直接要因[6]-(12)

電気保修課では、集計表を作成した際に保全計画改善作業で
抽出されたすべての機器がリスト化されていることを確認すべ
きであったが、確認が不十分であった
【直接要因2-(30)に準ずる】
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添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（電気保修課[6]）【4／4】

番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
対策の提言

組織の要素を含む背後要因
頂上事象

直接要因

直接要因[6]-(14)

電気保修課の集計フラグ入力者の一部は別表３-３作成の元
となる「保全方式を事後保全又は状態基準保全から時間基準
保全に変更した機器のリスト」において、機器名称は同じだが、
機器番号が異なっている機器に対して、同一機器と誤認し、「1
機器に１フラグ立っていればよい」と誤った認識のもと入力作
業を行った
【直接要因2-(6)に準ずる】

組織の要因
[6]-(8)-(1)

電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した電気保修
課のデータ処理担当者は、集計フラグを入力する作業について作業の変更
の都度、資料の内容を更新し作業員が理解し作業ができるよう適切に対応す
べきであったが、資料の更新等、集計作業を仕上げるための計画（作業内容
の変更を含む）の検討が十分でなく、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成
する取組みが不足していた
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-９-３　　工程・計
画

組織の要因[1]-（3）-（1）の「対策の提言」に同じ(再掲）

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられて
いることを確認すること及び要求事項が変更された場合に対する作業へ
の影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること
等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要
性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討さ
れた計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

直接要因[6]-(15)

電気保修課の集計フラグ確認者は、集計フラグを立てる作業
において、要求事項を理解しておらず、「１機器に１フラグ立て
ればよい」と誤認していた
【直接要因2-(6)に準ずる】

組織の要因
[6]-(8)-(1)

電気保修課の集計フラグ入力者に集計フラグ入力作業を指示した電気保修
課のデータ処理担当者は、集計フラグを入力する作業について作業の変更
の都度、資料の内容を更新し作業員が理解し作業ができるよう適切に対応す
べきであったが、資料の更新等、集計作業を仕上げるための計画（作業内容
の変更を含む）の検討が十分でなく、「7.1業務の計画」を理解して計画を作成
する取組みが不足していた
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-９-３　　工程・計
画

組織の要因[1]-（3）-（1）の「対策の提言」に同じ(再掲）

プラント保全部は、作業の実施に当たって、作業結果が要求事項を満足
していることの確認（検証）が行えるような作業期間が適切に設けられて
いることを確認すること及び要求事項が変更された場合に対する作業へ
の影響評価を確認し、検証する等して作業計画へ適切に反映すること
等、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源の必要
性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録などが適切に検討さ
れた計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(1)

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルールの
遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、
計画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプット
の明確化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記
録などが適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り
八分」を整えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施してい
るかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守
の重要性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(2)

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

直接要因[6]-(17)

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、集計取りまと
め責任者（プラント保全部次長）に保全の有効性評価の件数を
報告する際、正しい件数を報告すべきであったが、件数の誤り
に気付かなかった
【直接要因2-(31)に準ずる】

組織の要因
[1]-(1)-(2)

課内取りまとめ責任者の電気保修課長代理は、課内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者とし
て、業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項
に沿ったものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）
やその実施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

「「核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規
制に関する法律第36条
（現第43条の3の23）第
1項の規定に基づく保
安のために必要な措置
命令について（平成25
年5月29日原管P発第
1305293号）」に対する
対応結果報告」の本文
の未点検機器の解消
状況及び別表3の「不
適合の処置を実施した
機器リスト」の記載内容
に誤りがあった

直接要因[6]-(16)

ＴＢＭ資料では直近の点検が十分でなかった機器の点検区分
について、平成26年12月10日以前は「実施済」、12月11日以降
は「未実施」とする判断基準とすべきであったが、不適合報告
書発行前を「不要」、不適合報告書発行から12月10日は「実施
済」、12月11日以降は「未実施」とする誤った判断基準となって
いた
【直接要因2-(6)に準ずる】

　 添付資料－4[6]－4



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（同様の事象発生[7]）【1／2】

番号 分析結果 番号 分析結果 JOFL分類

組織の要因
[1]-（1）-（1）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は「もんじゅ業務の計画に係る作
成要領」に定められた作業に必要な条件や内容を明確にする必要があった
が、「7.1業務の計画」の要求事項を理解し作業を実施するための要求事項を
明確にした計画を作成する取組みが不足していたことや、定めたルールを遵
守する意識の共有が図られていなかった
【組織の要素を含む背後要因2-②、1-㉖に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、計
画に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプットの明確
化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記録などが
適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整
えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】
ラインの管理職は、部下に対して、その業務が何に基づいて実施しているか
を常に問いかける（「常に問いかける姿勢」の定着）等、ルール遵守の重要
性が理解できるよう動機づけを図ること（縦の確認の強化）
【対策の提言(3)③ⅳに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（2）

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、部内の取りまとめ責任者とし
て作業管理を行うべきだったが、作業管理のための事務局を置かず自ら作業
を行う等、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[1]-（1）-（2）の「対策の提言」に同じ（再掲）

プラント保全部管理職は、管理者がプレーヤに留まることなく管理者として、
業務が職務ラインでマネジメントされていること（作業内容が要求事項に沿っ
たものであることを監視し、その実施結果を確認することを含む。）やその実
施結果を確認すること
【対策の提言(1)②ⅲに準ずる】

組織の要因
[1]-（1）-（3）

「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」の教育を担当する品質保証室は、共
通するＱＭＳ文書である「もんじゅ業務の計画に係る作成要領」を定着させる
ための繰り返し教育を行っておらず、QMSを定着させるための教育の仕組み
が構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

4.中間管理要因
４-２-１　ルール
の整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

もんじゅでは、もんじゅの従業員に対して、「もんじゅ業務の計画作成要領」を
含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育内容は実
効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実行できるよう
繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施すること
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[７]-(2)-(1)

技術管理課長は、組織改編によって移行した旧36条報告書作成業務につい
て「センター業務の計画に係る作成要領」に基づき、旧36条報告書作成実施
計画書を作成すべきであったが、業務の計画の作成手順に関して正しく理解
しておらず、QMSを定着させるための教育の仕組みが構築されていなかった
【組織の要素を含む背後要因1-②に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-１　ルール
の整備

組織の要因[1]-（1）-（3）の「対策の提言」に同じ（再掲）

センターでは、センターの従業員に対して、「センター業務の計画作成要領」
を含む、6業務以外のＱＭＳに関する要領についても、実施する教育内容が
実効的な教育となるよう工夫するとともに、実施した教育内容を実行できるよ
う繰り返し意識付けする等、理解促進に係る教育を実施すること
【対策の提言(3)③ⅱに準ずる】

組織の要因
[７]-(2)-(2)

品質保証課長は、部署内でＱＭＳ活動を確実に展開させるため、配置した品
質保証担当者に業務がＱＭＳに沿って実施されているかを確認させるべき
だったが、担当業務が限定されていたことから、品質保証の視点でチェックを
行う仕組みが機能していなかった
【組織の要素を含む背後要因1-⑤に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-３　ルール
の維持管理

組織の要因[1]-（1）-（4）の「対策の提言」に同じ（再掲）

センターでは、ルール遵守に係るチェック機能を強化するために、各部署に
配置された品質保証担当者がＱＭＳに基づき業務の実施状況を確認するこ
とを明確にすること及び組織内で業務がＱＭＳに基づき実施されていること
を定期的に監査する等、ルール遵守に係るチェック機能を強化する仕組み
に改善すること（横の確認の充実）
【対策の提言(2)①ⅰに準ずる】

組織の要因
[７]-(2)-(3)

計画管理部長（旧運営管理室長）は、旧36条報告書作成に関する実施計画
を作成し業務を確実に実施すべきだったが、当該計画書の作成を担当者に
指示せず、旧36条報告書に関する対応を任せっきりにしている等、旧36条報
告書作成に関するラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因１－⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

もんじゅ及びセンターにおいて、業務のとりまとめを行う管理職は、業務担当
職位に応じた責任範囲と業務分担を「業務の計画」で明確にし、「報連相」の
励行や、業務が要求事項に沿ったものであることを監視し、その実施結果を
確認する場合は、定めたルールの確実な遵守を認識させるため、その業務
が何に基づいて実施しているかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」
の定着）等、実施する業務を確実にマネジメントできるようにすること
【対策の提言(1)②ⅰに準ずる】

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

頂上事象 対策の提言

直接要因[７]-(１)

集計取りまとめ責任者（プラント保全部次長）は、非定常業務で
ある集計作業についても「もんじゅ業務の計画に係る作成要
領」の適用範囲とし、要求事項、資源の提供の必要性、監視・
測定、検証等を明確にした計画書を作成すべきであったが、
RCA報告書の直接要因2-（2）の対策32として改正された要領
に従った業務の計画を作成しなかった

直接要因[７]-(２)

平成26年10月の組織改編のあと、技術管理課長は、非定常業
務である旧36条報告書の作成に関する計画書を作成するべき
であったが、「センター業務の計画に係る作成要領」（RCA報告
書の直接要因の対策32）に従った計画書を作成しなかった

直接要因 組織の要素を含む背後要因

　 添付資料－4[7]－1



添付資料-4　根本原因分析結果の整理表（同様の事象発生[7]）【2／2】

番号 分析結果 番号 分析結果 JOFL分類
頂上事象 対策の提言

直接要因 組織の要素を含む背後要因

組織の要因
[７]-(2)-(3)

計画管理部長（旧運営管理室長）は、旧36条報告書作成に関する実施計画
を作成し業務を確実に実施すべきだったが、当該計画書の作成を担当者に
指示せず、旧36条報告書に関する対応を任せっきりにしている等、旧36条報
告書作成に関するラインとしてのフォローやチェックができていなかった
【組織の要素を含む背後要因１－⑱に準ずる】

４．中間管理要因
４-７-１　役割・責
任

組織の要因[7]-（2）-（3）の「対策の提言」に一部同じ（再掲）

もんじゅ及びセンターにおいて、業務のとりまとめを行う管理職は、業務担当
職位に応じた責任範囲と業務分担を「業務の計画」で明確にし、「報連相」の
励行や、業務が要求事項に沿ったものであることを監視し、その実施結果を
確認する場合は、定めたルールの確実な遵守を認識させるため、その業務
が何に基づいて実施しているかを常に問いかける（「常に問いかける姿勢」
の定着）等、実施する業務を確実にマネジメントできるようにすること
【対策の提言(1)②ⅰに準ずる】

組織の要因
[７]-(2)-(4)

運営管理室長代理は、定めたルールの意味を正しく理解し、業務を適切に実
行するために定めたルールを遵守すべきだったが、旧36条報告書の提出が
確定した際、旧36条報告書作成業務について課題発生時対応要領に基づ
き、旧36条報告書実施計画書を改訂していない等、「7.1業務の計画」を理解
して計画を作成する取組みが不足していた
【組織の要素を含む背後要因2-②に準ずる】

４．中間管理要因
４-２-２　ルール
の遵守

組織の要因[1]-（1）-（1）の「対策の提言」に一部同じ（再掲）

運営管理部は、業務の実施に当たって、業務の要求事項を明確にし、計画
に要求される事項、業務に特有なプロセス（インプット、アウトプットの明確
化、定義の明確化）、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、記録などが
適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整
えること
【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

「「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の
規制に関する法律第
36条（現第43条の3の
23）第1項の規定に基
づく保安のために必要
な措置命令について
（平成25年5月29日原
管P発第1305293号）」
に対する対応結果報
告」の本文の未点検
機器の解消状況及び
別表3の「不適合の処
置を実施した機器リス
ト」の記載内容に誤り
があった

運営管理室長は、課題発生承認事象「保安のために必要な措
置命令及び保安規定変更命令について」の実施計画書におい
て、平成26年6月5日に理事長が、旧36条報告書を提出するこ
とを明らかにした段階で、当該実施計画書について旧36条報
告書を提出するための手順を明確にすべきだったがRCA報告
書の直接要因の対策34として改正された要領に沿った当該実
施計画書の改訂をしなかった

直接要因[７]-(３)

　 添付資料－4[7]－2
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